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はじめに 

我が国は、我が国が世界に誇る低炭素技術や製品の普及等を積極的に推進し、世界規模での地球

温暖化対策を進めていくため、低炭素技術（省エネ技術、新エネ技術、高効率石炭火力等）の普及等に

よる温室効果ガスの排出削減を適切に評価し、また、京都議定書に基づくクリーン開発メカニズム

（CDM） を補完し地球規模での温室効果ガス排出削減・吸収行動を促進することにより、国連気候変

動枠組条約の究極的な目的の達成に貢献する仕組みである「二国間クレジット制度」（以下、「JCM」と

いう。）の推進のため、積極的な取組みを実施している。JCM においては、適切な排出削減量算定方法

論（以下、方法論）の開発及びプロジェクトの妥当性確認等を行う第三者機関を承認することが重要で

ある。 

パリ協定においても、同協定 6 条に基づく市場メカニズムを活用すること予定されている。6 条 4 項

の国連管理型メカニズムは、CDM に類似する仕組みをとることが想定されており、実施ルールの交渉

においては、CDM において採択・実施されたプロジェクトや方法論等の当該メカニズムへの移管の可

否についても議論されている。また、当該メカニズムの実施を監督する機関が設置されることとなってい

る。CDM 理事会 の下部に設置される「方法論パネル」を含む既存の CDM 関連組織の機能が、パリ協

定においても何らかの形で引き継がれる可能性がある。COP26 においてパリ協定第 6 条の実施ルー

ルが合意され、CDM 理事会は第 6 条 4 項監督機関を支援する役割が明記されたことから、これは

CDM 理事会から方法論パネルに対し、CDM のパリ協定への移管に係る作業指示等が出される可能

性があることを示唆し、従って方法論パネルにおける議論・作業状況の把握が重要となる。 

本事業は、JCM と類似の市場メカニズムである CDM に関する方法論及び指定運営機関等に関す

る議論の動向を調査し、分析・評価を行うことで、JCM の在り方の検討に資する情報収集を行うととも

に、交渉状況に応じ、方法論パネルにおけるパリ協定 6 条に関連する動向について調査を行うことを目

的とする。 
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1. ＣＤＭの方法論等に関する調査 

CDM プロジェクトの有効化（Validation）プロセスの根幹は、基本的には個々のプロジェクトベース

で起草された「プロジェクト設計書（Project Design Document：PDD）」を、指定運営機関

（Designated Operating Entities：DOE）が検討・評価することにある。しかし、プロジェクトの排出

削減量算定手法、及び当該プロジェクトの適格性の判断基準に関する規定というべきベースライン・モ

ニタリング方法論はプロジェクトの登録審査及び排出削減量の検証を行う DOE により個別に設定され

るのではなく、類似したプロジェクトに関してはある程度標準化され、それに照らして個々のプロジェクト

のPDDにおける推計の記述の妥当性が判断されるべきである。このために CDM理事会（Executive 

Board：EB）の下に設置されたものが方法論パネル（Methodologies Panel、略して Meth Panel、

MP）である。 

方法論パネルは 2002 の発足当初は 10 名メンバーにより構成されていたが、提案される方法論の

増加及び複雑化、及び追加性の立証方法を始めとした横断的課題の増加や整合性を担保する必要性

等に伴い、2005 年 5 月より 15 名に増員された。また、2007 年 11 月より方法論パネルにおける検討

のフローが変わったことに対応し、1 名が追加された。しかし京都議定書第 1 約束期間の終了に伴い提

案方法論が減少したことによる業務低減を反映してメンバーの削減が行われ、2013 年 8 月より再び

10 名となり、また 2017 年には小規模 CDM ワーキンググループと統合した。 

本章では、新規方法論の検討や既存方法論の改訂、明確化といった方法論パネルの動向を中心に述

べる。具体的には、事業者より提案された、あるいは CDM 理事会及び方法論パネル独自の発意で提

案する新規方法論の検討状況、及び既存方法論の内容についての事業者からの質疑に回答する明確

化（clarification）、及び方法論の対象の拡張、代替的な算定方法の提案等の改訂（revision）に関

する要請の状況について解説する。 
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1.1 各方法論パネルの結果 

まず、2021 年度に開催された方法論パネル（第 85 回～第 87 回）の結果について、2021 年 3 月

末に開催された第 84 回方法論パネルの結果と併せて以下に一覧する。方法論パネルは方法論の採否

に関する決議ドラフトについては 15 日間のパブコメに付し、決議を最終化する1。 

1.1.1 第 84 回方法論パネルの動向 

第 84 回方法論パネルは 2021 年 3 月 22 日～26 日に開催された。方法論パネルは毎回ドイツ・ボ

ンに拠点を置く UNFCCC 事務局本部において実開催されていたが、新型コロナウィルスの影響でリ

モートで開催となった。主要な成果を以下に示す。新規方法論としては、懸案となっている NM0377

（逆浸透膜法による海水淡水化の省エネ）が採択推奨、提案方法論 NM0380（製油所におけるメタン

蒸気の回収）が継続検討となった。なお、NM0380 は後に AM0122 として採択されている。小規模

CDM では新規提案 SSC-NM105（電気式調理機器の導入による非再生可能バイオマス2の代替）に

ついては議論されていない。NM0377 は後述するように引き続く CDM 理事会において採択されず、

方法論パネルにおいて再検討に付された結果、最終的に第 87 回方法論パネル（1.1.4 参照）において

却下の扱いとなっている。 

第 84 回方法論パネルの結果について表 1-1 に示す。 

 

 

 

 

  

 
1 Procedure: Development, revision and clarification of baseline and monitoring methodologies and 

methodological tools 
2 Non-renewable biomass：自然の植生を薪炭材用途等に伐採するような場合を指す。 
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表 1-1 第 84 回方法論パネルの概要 
方法論等 提案の概要 結論等（方法論パネルでの主

要課題等） 

NM0377 

（新規提案）： 

 

提案者 Acciona 

ホスト国カタール 

・ 方法論：逆浸透膜法による海水淡水化の省エネ 

・ 経緯： 

 プロジェクト事業者からの提案は、逆浸透膜法を用いることによる熱を用いる在来手法（多段フラッ

シュ法）からの省エネであった（プロジェクトはカタール）。 

 課題として、①逆浸透膜法に消費される電力量は多段フラッシュ法により消費される熱エネルギーに比

べて大幅に少ないが、後者は発電所排熱と言えるため、削減が省エネにつながることの立証が課題と

なること、及び②逆浸透膜法は地域において普遍的となりつつあることが挙げられた。 

 方法論パネルは水供給網がネットワーク化されている場合において、新たに淡水化プラントを増設した

場合における水の「系統原単位」を算出する方法を検討。 

・ 採択推奨（後述） 

NM0380 

（新規提案） 

 

提案者、ホスト国非公開（PDD に

おいて記載されている想定年間排

出削減量 17,195t-CO2） 

・ 方法論：炭化水素貯蔵施設におけるメタン蒸気の回収 

・ 概要：下記の通り。 

 適用条件：石油・ガス施設において炭化水素を貯蔵するタンク等からのメタン分に富む蒸気を回収し、

オンサイトでの熱電供給等またはフレアに用いる。 

 ベースラインシナリオ：これらの蒸気が回収されていなかったと仮定。 

 ベースライン排出量：回収されたメタン量に対してメタンの GWP を乗じることにより算出。 

 プロジェクト排出量：電力・燃料消費量 

 事業者：不明（PDD において記載されている想定年間排出削減量 17,195t-CO2） 

・ 継続検討 

SSC-NM106 

（新規提案） 

・ 方法論：小規模家畜飼育における給餌改善による排出削減 

・ 概要：乳牛、肉牛、水牛に対する戦略的な給餌（medicated feedstock）によるメタン、N2O 排出削減 

・ 継続検討 

AM0027 

（改訂） 

・ 方法論：再生可能原料からの無機炭酸塩の CO2 供給 

・ 改訂内容：CO2 吸収に伴う排出削減が計上される可能性への対処、及び適用条件の検討を含め、フォーマットを

現行のものとする等、初版から 15 年ぶりの改訂となった。 

・ パブコメへ 

AM0031 

ACM0016 

（改訂） 

・ 方法論：BRT（AM0031）都市内公共交通網（ACM0016） 

・ 改訂内容：手法の類似した両方法論の整合性向上、サンプリングに関するガイドラインの参照。 

・ パブコメへ 

ACM0022 

（改訂） 

・ 方法論：ランドフィル回避による廃棄物の有効活用 

・ 改訂内容：明確化要請が多いことに鑑み改訂。 

・ パブコメへ 

AMS-I.E 

AMS-I.I 

AMS-III.R 

（改訂） 

・ 方法論：非再生可能バイオマスの再生可能バイオマスへの転換（熱利用）（AMS-I.E）家庭部門/小規模ユーザー

によるバイオガス/バイオマスの熱利用（AMS-I.I）、農家のメタン回収（家畜排泄物、廃棄物）（AMS-III.R） 

・ 改訂内容：バイオガスのモニタリングをリモートで行う要請を含めた。 

・ 採択推奨 

AMS-I.E 

AMS-II.G 

TOOL30 

・ 方法論：：非再生可能バイオマスの再生可能バイオマスへの転換（熱利用）（AMS-I.E）、非再生可能バイオマス

エネルギー利用効率向上（AMS-II.G）、再生可能バイオマス比率の算定（TOOL30） 

・ 検討内容：方法論におけるキャップの検討。 

・ 継続検討 
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方法論等 提案の概要 結論等（方法論パネルでの主

要課題等） 

（改訂） 

AMS-III.AJ 

（改訂） 

・ 方法論：廃棄物リサイクル 

・ 改訂内容：プラスチックリサイクルに伴う排出原単位の推計方法の整合性向上。 

・ 継続検討 

AMS-III.BA 

（改訂） 

・ 方法論：電子廃棄物のリサイクル 

・ 改訂内容：プラスチックリサイクルに伴う排出原単位の推計方法の整合性向上（AMS-III.AJ の改訂において必

要性を認識）。 

・ CDM 理事会からのマン

デート要請（事業者からの

要請なしに改訂を行うた

め） 

TOOL06 

（改訂） 

・ ツール：フレアに起因するプロジェクト排出量の算定 

・ 改訂内容：NM0380 にあるような非メタン炭化水素のフレアに関する記載がないことについて、CDM 理事会に

改訂を提案。 

・ CDM 理事会からのマン

デート要請 

TOOL23、24 

（改訂） 

・ ツール：追加性立証に関する基準としての First-of-its-kind（TOOL23）、コモンプラクティス（TOOL24） 

・ 改訂内容：市場浸透率に基づく基準を設けるべきという CDM 理事会の提案の反映。 

・ 継続検討 

TOOL24 

（明確化） 

・ ツール：コモンプラクティス（TOOL24） 

・ 明確化内容：ステップ 4 について 

・ 継続検討 

TOOL27 

（改訂） 

・ ツール：投資分析 

・ 改訂内容：投資分析に必要なエクイティプレミアムのデフォルト値の更新。 

・ 継続検討 

TOOL32 

（改訂） 

・ ツール：ポジティブリスト 

・ 改訂内容：ポジティブリストが適用可能な期間が 2021 年 11 月 28 日までであることに関して、適用可能期間の

延長を CDM 理事会に提案。 

・ 採択推奨 

サンプリングに関するガイドライン ・ 改訂内容：明確化への対応 ・ 採択推奨 

出所）第 84 回 CDM 方法論パネルレポートより作成（https://cdm.unfccc.int/Panels/meth/index.html：最終閲覧日：2022 年 3 月）
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1.1.2 第 85 回方法論パネルの動向 

第 85 回方法論パネルは 2021 年 6 月に開催されたが、引き続きリモート開催となった。第 84 回方

法論パネルで採択を推奨した NM0377（逆浸透膜法による海水淡水化の省エネ）は、第 110 回 CDM

理事会において検討されたが、①既存の海水淡水化プラントを代替するという前提が新規の設備にも

該当するか（より高効率な電力を代替するのではないか）、②適用範囲（淡水化－発電複合プラントか

淡水化のみのプラントか）、③今後進展するであろう再エネ電力の扱いについて方法論パネルは再検討

を求められた。ここで、①については、第 84 回方法論パネルで検討した内容は従来の系統電力代替プ

ロジェクトと変わるものではない点が論点として挙げられる。また②については、発電を伴わない淡水化

プラントは世界的にも稀であり、採算ベースにのらないことが想定される。③については、中東などにお

いて太陽光発電が普及した場合、排熱を生じないために本方法論で意図する逆浸透膜のような手法が

通常慣行となる可能性に関するものと思われる。 

第 85 回方法論パネルの結果について表 1-2 に示す。 
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表 1-2 第 85 回方法論パネルの結果概要 
方法論等 提案の概要 結論等 

NM0377 

（新規提案） 

・ 方法論：逆浸透膜法による海水淡水化の省エネ 

・ 経緯：第 84 回方法論パネルで CDM 理事会に提案した方法論案が CDM 理事会により差

し戻されたことに対する対応。 

・ 継続検討（水グリッドに関するツールと

して検討）。 

NM0380 

（新規提案） 

・ 方法論：ガス貯蔵施設からのメタン蒸気の回収・利用/フレア ・ 採択推奨 

SSC-NM106 

（新規提案） 

・ 方法論：家畜給餌の改善によるメタン原単位削減。 

・ 概要：乳牛、肉牛、水牛に対する戦略的な給餌（medicated feedstock）によるメタン、

N2O 排出削減 

・ 却下 

AM0027 

（改訂） 

・ 方法論：再生可能原料からの無機炭酸塩の CO2 供給 

・ 改訂内容：CO2 吸収に伴う排出削減が計上される可能性について検討、排出源について明

確化。 

・ 採択推奨 

ACM0022 

（改訂） 

・ 方法論：ランドフィル回避による廃棄物の有効活用 

・ 改訂内容：曖昧な表現の改訂など。 

・ 採択推奨 

AMS-I.E 

（改訂） 

・ 方法論：非再生可能バイオマスの再生可能バイオマスへの転換（熱利用） 

・ 改訂内容：明確化申請 CLA_812 における系統電力利用クッキングストーブへの移行の盛り

込み。 

・ 却下（再エネ起源に限定されないため、

小規模 CDM タイプⅠの範疇外となる） 

AMS-III.AJ 

（改訂） 

・ 方法論：一般廃棄物のリサイクル 

・ 改訂内容：バージンプラスチック生産における電力、燃料の消費に伴う排出係数の見直し。 

・ パブコメへ 

AMS-III.BA 

（改訂） 

・ 方法論：電子廃棄物のリサイクル 

・ 改訂内容：バージンプラスチック生産における電力、燃料の消費に伴う排出係数の見直し。 

・ パブコメへ 

TOOL06 

（改訂） 

・ ツール：フレア起源排出量算定 

・ 改訂内容：メタン以外の炭化水素への拡張。 

・ パブコメへ 

TOOL23 

（改訂） 

・ ツール：First-of-its-kind の立証 

・ 改訂内容：技術の浸透率に関する基準の盛り込み。 

・ 継続検討 

TOOL24 

（改訂） 

・ ツール：コモンプラクティス 

・ 改訂内容：技術の浸透率に関する基準の盛り込み。 

・ 継続検討 

TOOL27 

（改訂 

・ ツール：追加性立証の投資分析 

・ 改訂内容：エクイティプレミアムに関するデフォルト値の更新。 

・ 継続検討 

CLA_288 

（大規模 CDM 方法論 AM0045 の明確化） 

・ 方法論：オフグリッド地域への系統延伸 

・ 明確化内容：系統延伸時の森林減少に起因するリーケージ排出量の算定について 

・ 明確化を実施 

・ 改訂の必要性を CDM 理事会に打診 

CLA_289 

（大規模 CDM 方法論 AM0079 の明確化） 

・ 方法論：電気設備の試験工程起源 SF6 の回収再利 

・ 明確化内容：試験の回数に応じたディスカウントファクターの説明 

・ 明確化を実施 

SSC_814 

（小規模 CDM 方法論 AMS-II.E の明確化） 

・ 方法論：建築物の省エネ 

・ 明確化内容：学校における新規校舎の建設の取り扱い。 

・ 明確化 

出所）第 85 回 CDM 方法論パネルレポート（https://cdm.unfccc.int/Panels/meth/index.html：閲覧日：2022 年 2 月 10 日） 
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1.1.3 第 86 回方法論パネルの動向 

第 86 回方法論パネルは 2021 年 9 月に開催されたが、引き続きリモート開催となった。前回に引き

続き、NM0377（逆浸透膜法による海水淡水化の省エネ）が議論されたが、継続検討となっており、本

方法論の検討は長期化した。方法論パネルは方法論と併せて、海水淡水化技術の現状についてとりま

とめた"Technical note on desalination technologies"を作成し、CDM 理事会に答申してい

る。 

モニタリングのデータ及びパラメータに関するツールについてトップダウンでの検討が開始されたが、

これは第 111 回 CDM 理事会において、方法論間の整合について議論した際に、これらについて整合

性を高めることに関する決議に起因していると思われる3。 

第 86 回方法論パネルの結果について表 1-3 に示す。 

 

 

 

  

 
3 第 111 回 CDM 理事会レポート パラ 25” The Board agreed that the repository of data/parameters 

referred under paragraph 13 (d) of the concept note shall be recommended as a new methodological 

tool…” 
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表 1-3 第 86 回方法論パネルの結果概要 
方法論等 提案の概要 結論等 

NM0377 

（新規提案） 

・ 方法論：逆浸透膜法による海水淡水化の省エネ 

・ 経緯：第 84 回方法論パネルで CDM 理事会に提案した方法論案が CDM 理事会により差し

戻されたことに対する対応。 

・ 継続検討（水グリッドに関するツール

として検討）。CDM理事会にガイダン

スを要請。 

TOOL 

（新規提案） 

・ ツール名：モニタリングのデータ及びパラメータの整合性向上 ・ 継続検討 

AMS-III.BK 

（改訂） 

・ 方法論：家畜の給餌改善 

・ 改訂内容：プロジェクト排出量に関する計算方法の修正 

・ パブコメへ 

AMS-I.E 

AMS-II.G 

TOOL30 

（改訂） 

・ 方法論等：非再生可能バイオマスの再生可能バイオマスへの転換（熱利用）（AMS-I.E）、非

再生可能バイオマスエネルギー利用効率向上（AMS-II.G）、非再生可能バイオマス比率の算

定（TOOL30） 

・ 概要：デフォルト値等の見直し 

・ 継続検討 

TOOL06 

（改訂） 

・ ツール：フレア起源排出量算定 

・ 改訂内容：体系化と整理 

・ 採択推奨 

TOOL16 

（改訂） 

・ ツール：バイオマス起源のプロジェクト、リーケージ排出量算定ツール 

・ 改訂内容：体系化と整理 

・ パブコメへ 

TOOL23 

（改訂） 

・ ツール：First-of-its-kind の立証 

・ 改訂内容：技術の浸透率に関する基準の盛り込み。 

・ 継続検討 

TOOL24 

（改訂） 

・ ツール：コモンプラクティス 

・ 改訂内容：技術の浸透率に関する基準の盛り込み。 

・ 継続検討 

TOOL27 

（改訂） 

・ ツール：追加性立証の投資分析 

・ 改訂内容：エクイティプレミアムに関するデフォルト値の更新。 

・ パブコメへ 

TOOL32 

（改訂） 

・ ツール：ポジティブリスト 

・ 改訂内容：エクイティプレミアムに関するデフォルト値の更新。 

・ 継続検討 

CLA_290 

（大規模 CDM 方法論 ACM0002 の明

確化） 

・ 方法論：系統連系再生可能エネルギー 

・ 明確化内容：送電先に個別施設が含まれ、間接的に系統に給電される場合に適用可能か。 

・ 明確化（適用不可能） 

CLA_292 

（大規模 CDM 方法論 AM0090 の明確

化） 

・ 方法論：モーダルシフト 

・ 明確化内容：鉄道事業者が複数貨物を輸送できる場合に適用可能か。 

・ 明確化（適用不可能） 

CLA_293 

（大規模 CDM 方法論 AM0009 の明確

化） 

・ 方法論：油田随伴ガスの回収利用 

・ 明確化内容：随伴ガスの LNG 利用に適用可能か。 

・ 明確化（適用不可能） 

CLA_294 

（大規模 CDM 方法論 AM0009 の明確

化） 

・ 方法論：油田随伴ガスの回収利用 

・ 明確化内容：コンデンセートを産出する場合の随伴ガスに適用可能か。 

・ 明確化（適用不可能） 
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方法論等 提案の概要 結論等 

SSC_816 

（小規模 CDM 方法論 AMS-III.AV の

明確化） 

・ 方法論：家庭用浄水器のゼロエミッション化（濾過器、太陽光発電殺菌システム等） 

・ 明確化内容：独自サーベイに代替する政府統計の利用について 

・ 明確化 

出所）第 86 回 CDM 方法論パネルレポート（https://cdm.unfccc.int/Panels/meth/index.html：閲覧日：2022 年 2 月 10 日） 
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1.1.4 第 87 回方法論パネルの動向 

第 87 回方法論パネルは 2022 年 2 月に開催されたが、引き続きリモート開催となった。第 87 回方

法論パネルにおける主な検討事項について以下に示す。 

第 86 回方法論パネルで答申した"Technical note on desalination technologies"に対して、

2021 年 11 月に開催された第 112 回 CDM 理事会において検討された結果、NM0377 に関して排

出削減を算定できる頑健なベースラインへのアプローチの特定は困難と結論し、併せて海水淡水化に関

するトップダウン方法論の検討は行わないと結論した4。これを踏まえて方法論パネルは提案方法論

NM0377（逆浸透膜法による海水淡水化に関する方法論）を却下している。 

第 87 回方法論パネルの結果について表 1-4 に示す。 

 

 

 

  

 
4 第 112 回 CDM 理事会レポート パラグラフ 24” The Board considered the information note "Technical note 

on desalination technologies" and thanked the MP for preparing the note. Based on the information 

provided, the Board concluded that it does not seem possible to identify a robust baseline approach for 

the methodology "NM0377: Energy-saving through the use of the reverse osmosis technology in the 

water desalination process" that would allow the underlying project activity to claim emission 

reductions. The Board requested the MP to finalize the consideration of the methodology in accordance 

with the relevant procedure. The Board further decided not to pursue the top-down development of a 

new methodology for the desalination sector. 

” 
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表 1-4 第 87 回方法論パネルの結果概要 
方法論等 提案の概要 結論等 

NM0377 

（新規提案：大規模 CDM） 

・ 方法論：逆浸透膜法による海水淡水化の省エネ 

・ 概要：第 86 回方法論パネルにおいて検討した方法論案及びテクニカルノートについて第 112 回 CDM 理事会

において検討した結果、対象プロジェクトからの排出削減を算定するための頑健なアプローチは現状では困難

とされた。 

・ 第 112 回 CDM 理事会での議論を

受け、却下。 

SSC_NM107 

（新規提案：小規模 CDM） 

・ 方法論：燃料電池トラックの利用による化石燃料削減 

・ 概要： 

 標記のプロジェクトについて、プロジェクトで導入した車両の走行距離とベースライン車両の燃費から算

出したベースライン排出量との差分とする。 

 プロジェクトで導入した燃料電池車両に用いる水素は、副生水素、再エネ起源水素であれば排出量ゼロ

と想定する。 

・ 継続検討 

REV_260 

（ 大 規 模 CDM 方 法 論

AM0009 の改訂） 

・ 方法論：油田随伴ガスの回収利用 

・ 改訂内容：コンデンセート田起源随伴ガスを回収するプロジェクトへの適用 

・ 却下（コンデンセート田への適用は

不可能） 

バイオマス系方法論のトップ

ダウン改訂 

・ 方法論：バイオマスボイラ（AM0036）、バイオオイル混合（AM0089）、バイオマスコージェネレーション

（ACM0006）、バイオ燃料（ACM0017）、バイオマス発電（ACM0018）、AMS-I.A（再生可能エネルギー 

自家発電/ミニグリッド等）、AMS-I.C（再生可能エネルギー 熱利用）、AMS-I.F（再生可能 自家発電/ミニ

グリッド等）、AMS-I.I（家庭部門/小規模ユーザーによるバイオガス/バイオマスの熱利用） 

・ 改訂内容：TOOL16（バイオマス起源のプロジェクト、リーケージ排出量算定ツール）の反映 

・ パブコメへ 

TOOL 

（新規提案） 

・ ツール：デフォルト値の一覧 

・ 内容：照明用のディーゼル発電機システム、灯油ランプのデフォルト値を記載。 

・ 採択推奨 

TOOL06 

（改訂） 

・ ツール：フレア起源排出量算定 

・ 改訂内容：非メタン炭化水素のフレアについても含める。また第 111 回 CDM 理事会での指摘事項を踏まえた

整合性の向上。 

・ パブコメへ。またこのツールの対象

拡大により関連する AM0122 も改

訂が望ましいとして CDM 理事会の

マンデート要請（事業者からの要請

なしに改訂を行うため） 

TOOL8 

（改訂） 

・ ツール：気体流における温室効果ガスのマスフロー算定 

・ 改訂内容：TOOL06 の改訂に伴う関連する事項の改訂。 

・ 改訂不要とされた 

TOOL16 

（改訂） 

・ ツール：バイオマス起源のプロジェクト、リーケージ排出量算定ツール 

・ 改訂内容：算定の対象を下記に分類し、既存ツールへの参照も踏まえて体系立てて整理 

 バイオマス栽培：デフォルト値の修正等。 

 バイオマス及び残渣の輸送：既存ツールへの依拠。またマイクロスケール CDM については考慮対象外と

すること、小規模 CDM については輸送距離が 200km 以内の場合は簡略化とする要件について記載。

大規模プロジェクトについては、モニタリングを行わない場合に排出削減量を 10%割り引くというオプ

ションを設ける。 

 バイオマス及び残渣の処理：電力、燃料、腐敗、コンポスト、嫌気ダイジェスター、排水処理、添加剤（輸

送、電力、燃料消費量）について体系化。 

・ パブコメへ 

TOOL23 ・ ツール：Additionality of first-of-its-kind project Activities（同種の中で最初の事例プロジェクトに ・ 継続検討 
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方法論等 提案の概要 結論等 

（改訂） 関する追加性） 

・ 改訂内容：技術の市場浸透率に応じた基準設定の盛り込みについて 

TOOL27 

（改訂） 

・ ツール：投資分析の算定方法 

・ 検討内容：割引率を算定するための加重平均資本コスト WACC）の要素であるエクイティプレミアムのデフォル

ト値改訂へ向けた検討。 

・ 継続検討 

・ （データ入手が困難であるため） 

TOOl32 の検討 ・ ツール：技術のポジティブリスト 

・ 検討内容：自動的に追加性を付与するポジティブリストにおいて、近年導入が増えている太陽光は該当するか。 

 太陽光発電の均等化発電原価（LCOE）に関する分析を実施。 

・ LCOE の分析を CDM 理事会へ答

申 

CLA_0296 

（ 大 規 模 CDM 方 法 論

AM0009 の明確化） 

・ 方法論：油田随伴ガスの利用 

・ 明確化内容：LPG 回収利用/ガス貯留を行うプロジェクトにも適用されるかという問いに対し、意図されている

プロジェクトは EOR の要素があり、本方法論は適用できないとした。 

・ 明確化（適用不可能） 

CLA_0297 

（ 大 規 模 CDM 方 法 論

ACM0002 の明確化） 

・ 方法論：系統連系再生可能エネルギー 

・ 明確化内容：系統連系するが特定顧客に託送するプロジェクトは対象になるかという問いに対し、対象とはなら

ないとした。 

・ 明確化（適用不可能） 

SSC_818 

（ 小 規 模 CDM 方 法 論

AMS-III.AJ の明確化） 

・ 方法論：一般廃棄物リサイクル 

・ 明確化内容：リサイクルされたプラスチックの建材利用による木材代替は方法論の範疇か。 

 →ベースラインの木材に関する原単位は明記されておらず、現状では範疇ではない。 

・ 明確化（適用不可能） 

 

SSC_822 

（ 小 規 模 CDM 方 法 論

AMS-I.E の明確化） 

・ 方法論：非再生可能バイオマスの再生可能バイオマスへの転換（熱利用） 

・ 明確化内容：再エネ起源系統電力を用いた暖房への転換は本方法論の対象となるか。またサンプリングに可動

式データロガーを用いることは可能か。 

 →再エネ起源系統電力は本方法論の対象となる（ベースライン機器の効率は ISO 等の規格を用いるか

保守的な 100%と置く等）。また移動式データロガーを用いることは可能。 

・ 明確化（適用可能） 

SSC_823 

（ 小 規 模 CDM 方 法 論

AMS-I.A の明確化） 

・ 方法論：再生可能エネルギー 自家発電/ミニグリッド等 

・ 明確化内容：ソーラーポンプに適用可能か。 

 適用可能（ただし算定式について明確化の必要がある）。 

・ 明確化（適用可能） 

SSC_824 

（ 小 規 模 CDM 方 法 論

AMS-II.E の明確化） 

・ 方法論：建築物省エネ・燃料転換 

・ 明確化内容：TOOL31 を用いる場合、ベースライン原単位に影響を与える要因は考慮する必要はないのか。 

・ →TOOL31 は非常に保守的な手法であり、ベースライン原単位に影響を与える要因は排出削減の有無に影響

を与えず、考慮する必要はない。 

・ 明確化 

SSC_825 

（ 小 規 模 CDM 方 法 論

AMS-III.AH の明確化） 

・ 方法論：燃料ミックス比の変更 

・ 明確化内容：アンモニア製造時の水素源をグリーン水素に転換するプロジェクトは対象となるか。 

 →現状では対象とはなっていない。 

・ 明確化（適用不可能） 

出所）第 8７回 CDM 方法論パネルレポート（https://cdm.unfccc.int/Panels/meth/index.html：閲覧日：2022 年 2 月 10 日） 
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1.2 新規方法論提案、承認方法論の明確化・改訂要請、トップダウンの方法論検討 

方法論パネルの主業務として、提案された新規方法論の検討、CDM 理事会への採否の答申以外に、

承認されている方法論の明確化（clarification）及び改訂（revision）の要請への対応が挙げられる。

本年度におけるこれらの要請への対応状況について以下に示す5。 

1.2.1 提案新規方法論の検討 

（1） 新規方法論 AM0122（炭化水素貯蔵施設におけるメタン蒸気の回収） 

現在まで方法論パネルに提案された方法論のうち最も新しいものは NM0380（炭化水素貯蔵施設

におけるメタン蒸気の回収）である。本方法論は 2020 年 4 月に提案され、1 年半の検討を経て 2021

年 9 月に採択推奨となった。提案方法論及び採択方法論 AM0122（Recovery of methane-rich 

vapours from hydrocarbon storage tanks）について以下に示す。なお本方法論に付随されて

提出された PDD においてはホスト国、プロジェクト等に関する情報は公開されていない。 

本方法論の提案された版（NM0380）と採択された版（AM0122）について表 1-5 に対比する。提

案方法論 NM0380 と採択方法論 AM0122 の主な違いは、NM0380 に比べて AM0122 は適用条

件が厳格になり、また計上可能なクレジットについて上限が設けられたことである。これは対象プロジェ

クトがメタン放出削減により大量のクレジットを意図的または非意図的に獲得することを制限したもので

あり、HFC、N2O 等の産業ガス回収破壊プロジェクトに共通する特徴と言える。 

 

 

 

  

 
5 改訂及び明確化以外に、方法論に関する事業者からの要請としては既存の方法論からの逸脱（deviation：モニタリングの手

法についてやむを得ない場合の変更等）があるが、これについては方法論パネルを経由しない場合も多い模様である。 
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表 1-5 提案方法論 NM0380 及び採択方法論 AM0122 の概要 
項目 NM0380 AM0122 

方法論名 Recovery of methane-rich vapours from hydrocarbon 

storage tanks, separators or stabilization containers（炭

化水素貯蔵施設におけるメタン蒸気の回収） 

Recovery of methane-rich vapours from hydrocarbon storage tanks 

適用条件 石油・ガス施設において炭化水素を貯蔵するタンク等からのメタン分

に富む蒸気を、蒸気回収装置（VRU）を用いて回収し、オンサイトでの

熱電供給等またはフレアに用いる。 

左記同様だが下記の制約がある。 

 対象となるタンク等は 2020 年 12 月 31 日までに操業している石油生産施設

または石油ガス前処理施設に存在。 

 Stabilization containers は対象外。 

 プロジェクト前後で、タンクに送られる液体の圧と温度は同一。 

 石油生産施設に敷設される場合は随伴ガスは分離されている。 

 メタン分に富む蒸気はプロジェクト施設において起因する。 

ベースラインシナリ

オ 

メタン分に富む蒸気が回収されていなかった場合に適用可能。  同左。 

追加性立証  ベースラインシナリオ・追加性立証に関するコンバインドツールを

用いる。 

 同左 

ベースライン 

排出量 

 事前の推計として、下記オプションを設ける。 

 タンク等から直接大気中に放出されている場合：タンク充

填時及びそれ以外の時間において、それぞれの漏出率を乗

じることにより算出する。 

 煙突等を経由している場合：フローメーター等で流量を算

出、組成については分析を実施する。 

 プロジェクト実施後の推計として、回収されたメタン量に対してメ

タンの GWP を乗じる。 

 回収されたメタンの量に基づき GWP を乗じて算出。 

 第 2 クレジット期間以降は、回収されたメタンが他の燃料（メタン）を代替する

とみなす→ベースラインにおけるメタンの燃焼を仮定する。 

 

 ただし下記のように計測したプロジェクト実施前排出量のうち、手法 A と手法

B～D のうちいずれか 2 つを用い、最も保守的なものを上限とする。 

 A：直接計測したメタン量。 

 B：E&P TankS5 等のエンジニアリング計算 

 C：タンク貯蔵原油に一定の原単位を乗じて推計 

 D：flash analysis testing の実施 

プロジェクト 

排出量 

メタン回収時に用いる電力・燃料消費量に基づき算出。 メタン回収時に用いる電力・燃料消費及びフレアされたガス（CO2 等）の量に基づき

算出。 

プロジェクト 事業者：不明 

想定年間排出削減量：17,195t-CO2 

 

出所）UNFCCC CDM ウェブサイト 検討中方法論ページ （https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/pnm/pending）及び採択方法論ページ 

（https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved）より作成（閲覧日：2022 年 1 月 19 日） 
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（2） 提案方法論 NM0377（海水淡水化）の検討 

提案方法論 NM0377（Energy saving through the use of the reverse osmosis 

technology in the water desalination process）はカタールの事業者から提案されたもので、

中東諸国において広く行われている海水淡水化について、多段フラッシュ法を逆浸透膜法により代替す

るものである。PDD によると、想定されるプラントでは水１トン当たりエネルギー消費量をベースラインの

236MJ/m3（熱）及び 3.75 kWh/m3（電力）から、プロジェクトにおいては 4.56kWh/m3（電力）に

削減することにより、想定される稼働量では、CO2 排出量をベースラインの約 148 万 t-CO2 からプロ

ジェクトの 23 万 t-CO2 に削減することが可能としている。 

本方法論は 2019 年 7 月に提出され、検討が続けられたが、方法論パネルが提示した課題点として、

①多段フラッシュ法が通常は発電所等の排熱を用いており、排熱利用の削減が省エネルギーに必ずし

もつながらないこと、及び②世界において新たに導入されている淡水化施設の多くが逆浸透膜法を用

いていることが挙げられている6。 

方法論パネルは本方法論の検討に 2 年以上の時間を要した。2020 年 6 月に開催された第 82 回

方法論パネルにおいて、このようなプロジェクトの対応については、対象国における水供給に関して電力

系統同様にひとつのネットワークとみなし、プロジェクトがネットワークに連系する別のプラントを代替す

るとみなすアプローチを用いる方向で検討することが記載された7。その後、2021 年 3 月の第 84 回方

法論パネルは提案方法論とは異なる方法論案を作成し、CDM 理事会に採択を推奨した。しかし同年 5

月の第 110 回 CDM 理事会は、地域における水需要が増加しているため新設のプラントが既設プラン

トを代替するという前提に疑義を述べ、方法論をパネルに差し戻した8。前述のように第 86 回方法論パ

ネル（2021 年 9 月）は海水淡水化技術の現状についてとりまとめた"Technical note on 

desalination technologies"を作成し、CDM 理事会に答申したが、第 112 回 CDM 理事会（2021

年 11 月）はこれを踏まえて海水淡水化に関するトップダウン方法論の検討は行わないと結論し、第 87

回方法論パネル（2022 年 2 月）は同方法論を却下している。 

提案された方法論 NM0377 と、第 84 回方法論パネルが CDM 理事会に提出した版について表 

1-6 に示す。 

 

  

 
6 第 80 回方法論パネルにおける方法論パネル推奨事項

（https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/pnm/byref/NM0377 閲覧日：2022 年 1 月 19

日） 
7 A new approach for the baseline based on the consideration of all water desalination plants 

networked in the region could possibly provide a way forward.（出所：第 82 回方法論パネルレポート） 
8 第 110 回 CDM 理事会レポート パラグラフ 35. 
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表 1-6 提案方法論 NM0377 と方法論パネル提案方法論の概要 
項目 提案方法論 NM0377 

“Energy saving through the use of the reverse osmosis 

technology in the water desalination process”” 

第 84 回 CDM 方法論パネル提案 

“Energy-efficient water-grid connected desalination plants” 

適用条件 ▪ 逆浸透膜法による海水淡水化を用いた在来手法（PDD によると多段フラッ

シュ法）からの転換または新設。 

▪ プロジェクト境界は明確に識別可能。 

▪ ベースライン機器と同等以上の機能を有する。 

▪ 水供給網に対する淡水化プラントの連携（新設、容量増強、レトロフィット、

改修が含まれる）。条件は下記の通り。 

 水供給網が存在し、ベースラインシナリオで特定された全ての淡水化

施設が連携している。 

 容量増強の場合、他の発電所や淡水化プラントから明確に峻別可

能。 

 レトロフィットの場合、対象はプロジェクト開始後 3 年以上前に操業

を開始しており、プロジェクト実施までの間にレトロフィット等が行わ

れていない。また、レトロフィット前に比べて水生産量が増加する。 

 ベースラインのプラントと同等であり、地域の基準に合致する水質の

水を供給する。 

ベースラインシ

ナリオ 

▪ 追加性立証ツールに基づき特定。 ▪ 新設の場合、水供給網における生産。 

▪ 容量増強の場合、在来施設の容量までは在来移設、それを超える量につい

ては水供給網における生産。 

追加性立証 ▪ 追加性立証ツールに基づき特定。 ▪ 追加性立証ツールに基づき特定。 

ベースライン排

出量 

▪ 燃料及び電力消費に起因する排出（プロジェクトによる水生産量×ベースラ

インでの淡水化手法に基づくエネルギー、電力原単位）。 

 

手法 熱源単位 

（MJ/m3） 

電 力 原 単 位

（kWh/m3） 

多 段 フ ラ ッ シ ュ

（MSF） 

236 3.75 

多 重 効 用 法

（MED） 

187.5 2.25 

機械式蒸気圧縮法

（MVC） 

- 9.50 

熱 式 蒸 気 圧 縮 法

（TVC） 

227 1.70 

汽水淡水化* - 1.21 

海水淡水化* - 1.21 

  *手法について記載されていない。 

▪ 水供給網に対して、水供給網の原単位を乗じることにより算出する。原単位

は系統電力の「simple operating margin」同様に、過去 3 年間におけ

る供給網連系淡水化プラントのエネルギー（熱・電力）消費量に基づき算出

する。 

 個別プラントにおける算出はプロジェクト排出量の算出方法に準じ、

電力・水供給プラントにおける水供給分を産出するか蒸気消費量で

按分する。 

▪ レトロフィット等の場合は、過去の水供給量を超過する水供給量について

算出する（過去の水供給量に対して標準偏差を考慮することにより保守的

に算出）。 

 方法論 ACM0002（系統連系再エネ）と同様。 

プロジェクト排

出量 

▪ 淡水化施設の電力消費量に対して電力の CO2 原単位を乗じる（ツール依

拠）。 

▪ 熱エネルギーに基づく場合は、下記のいずれかを用いる。 

 電力・水併産プラントにおいて電力用のエネルギー消費量を差し引

いたものを水供給用のエネルギー消費量と見なす（発電量をツール

に記載されている発電種ごとの効率で除する）。 
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項目 提案方法論 NM0377 

“Energy saving through the use of the reverse osmosis 

technology in the water desalination process”” 

第 84 回 CDM 方法論パネル提案 

“Energy-efficient water-grid connected desalination plants” 

 実際の蒸気消費量に基づきプロジェクトでのエネルギー消費量を按

分する。 

▪ 電力に基づく場合は淡水化施設の電力消費量に対して電力の CO2 原単

位を乗じる（ツール依拠）。 

プロジェクト ▪ 提案者：Acciona Agua SA Qatar Branch（スペイン/カタール） 

▪ プロジェクト：カタールにおける日産約 28 万 m3 の淡水化施設。 

 ベースライン排出量：1,484,427t-CO2/yr 

 プロジェクト排出量：234,618t-CO2/yr 

 排出削減量：1,249,809t-CO2/yr 

▪ － 

出所）提案方法論 NM0377（Energy saving through the use of the reverse osmosis technology in the water desalination process）及び第 84 回 CDM 方法論パネル結果

（Annex 1：Draft Large Scale Methodology AM00XX: Energy-efficient water-grid connected desalination plants） 
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本方法論に関して、CDM 方法論パネルは第 86 回会合の結論として” Technical note on 

desalination technologies”を作成し、海水淡水化技術の現状を示し、CDM 理事会のガイダンス

を求めている9。この概要について表 1-7 に示す。 

 

表 1-7 海水淡水化に関するテクニカルノート概要 
項目 概要 

全体動向  2019 年までに、世界全体で約 16,000 の稼働中の淡水化プラントがあり、その総容量は 9500 万 

m 3/日であった。このうち中東・北アフリカ地域（MENA）に存在するものは 4500 万 m3 とほぼ半

分を占める。 

技術のシェア  当初は多段フラッシュ法（MSF）が主流であったが徐々に逆浸透膜法（RO）がシェアを増やし、2000

年頃は両者はほぼ同等、最近では 70%が RO を用いた施設である。 

 ただし MENA では両者の比率は半々であり、カタールやクウェートでは依然として MSF が主流で

ある。MENA 地域で今後も MSF が一定程度利用される背景として、近海の海水の塩分濃度が高い

こと、及び化石燃料に対する補助等が挙げられる。 

コスト  既存の調査によれば現状では MSF と RO の水生産コストはほぼ同等だが、多くの要因に依存する。

MENA において MSF 法が依然多い理由としては、石油・ガスへの補助金及び電力と水のコージェ

ネレーション設備の普及が挙げられる。 

将来動向  再生可能エネルギーの導入増大に伴い、電力を用いるため再エネと親和性の高い RO の普及が想

定される。 

出所）第 86 回方法論パネル作成文書 Technical note on desalination technologies より作成 

 

上記に基づき CDM 方法論パネルは CDM 理事会に対し、想定される手法の一つとしてマラケシュ合

意における CDM Modalities and Procedures para 48c10 （上位 20%）の原単位を用いる方法

を提唱した。ただしこの方法の課題として、発電所と異なり水供給網に連携する海水淡水化プラントの数

が少ないため、20%という閾値の導出可能性に課題を生じる可能性がある。CDM 理事会は引き続き

第 112 回会合において、NM0377 には対象となるプロジェクトが排出削減量を算出するための頑健な

ベースラインのアプローチを特定することが困難であると結論した11。 

  

 
9 Technical note on desalination technologies 
10 Para 48: In choosing a baseline methodology for a project activity, project participants shall select 

from among the following approaches the one deemed most appropriate for the project activity, taking 

into account any guidance by the Executive Board, and justify the appropriateness of their choice:…(c) 

The average emissions of similar project activities undertaken in the previous five years, in similar 

social, economic, environmental and technological circumstances, and whose performance is among 

the top 20 per cent of their category. (CDM Modalities and Procedures) 
11第 112 回 CDM 理事会レポート パラグラフ 24 参照（前述）。 
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（3） 新規方法論 SSC-NM106（家畜の給餌改善によるメタン、N2O 削減） 

本方法論はラオスの事業者から提案されたものであり、家畜の給餌を改善することにより、メタン及び

N2O が削減される。類似方法論として AMS-III.BK（Strategic feed supplementation in 

smallholder dairy sector to increase productivity）が採択されているが、同方法論が想定し

ているプロジェクトとは給餌の種類が異なると説明されている。概要について表 1-8 に示す。 

 

表 1-8 提案方法論 SSC-NM106 の概要 

項目 概要 

方法論名 Beef and Dairy Improvement Laos PDR: Smallholder cattle emissions intensity 

methodology（家畜の給餌改善によるメタン、N2O 削減） 

適用条件  対象プロジェクトは乳牛、肉牛、水牛に対する戦略的な給餌（medicated feedstock）によ

るメタン、N2O 排出削減。 

 プロジェクト対象は当該国内で販売される補助飼料に限定される。 

 排出削減クレジットの二重計上が行われないような契約形態となっている。 

 （以下の適用条件が別箇所に記載されている） 

 小規模農家、小作農における牛・水牛に対する使用（世帯当たり 50 頭以下） 

 消化効率の向上により肉・乳の生産量が向上することを確実にするために、プロジェクト

事業者は給餌のエネルギーがベースとなる飼料のエネルギー量の 10%を超えないこと

を示す。 

ベースライン 

シナリオ 

下記シナリオについて検討。 

① 当該プロジェクトが CDM なしで実施される 

② 先進国からの輸入 

③ 遺伝子レベルでの改善 

④ 無対策（これがベースラインシナリオとされた場合に適用） 

追加性立証  ベストプラクティスとの比較により判定。 

ベースライン 

排出量 

 給餌に起因するメタン、及び家畜排泄物に起因するメタン、N2O 排出について算出。 

プロジェクト 

排出量 

 給餌製造に起因する CO2、N2O 排出、輸送及び給餌活動に起因する CO2、メタン、N2O

排出、家畜排泄物に起因するメタン、N2O 排出について算出。 

プロジェクト ラオスにおけるプロジェクト：5 年間の段階的導入により、排出削減量は最終的に 47,640t-CO2

（乳牛起源：176kg-CO2/頭）、48,075t-CO2（肉牛起源：500kg-CO2/頭）。 

出所）UNFCCC CDM ウェブサイト 検討中小規模方法論ページ 

（https://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/pnm/pending）より作成（閲覧日：2021 年 3 月 22 日：令

和 2 年度調査再掲） 

 

本方法論について、第 84 回及び第 85 回方法論パネルにおいて検討し、下記の理由を含むいくつか

の理由を挙げて第 85 回方法論パネルで最終的に却下している12。 

 指摘された多くのエディトリアルな問題が解決されていない。 

 検証が困難な適用条件について指摘があったが、部分的にしか解決されていない。 

 家畜頭数の集計方法、家畜の体重等の集計方法が不明確 

（4） 新規方法論 SSC-NM107（燃料電池トラックの使用） 

本方法論は中国の事業者から提案されたものであり、ディーゼル等を利用するトラック等を燃料電池

により駆動される車両に置き換えるものである。方法論の概要は表 1-9 の通り。 

 
12 Final recommendation (https://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/pnm/byref/SSC-

NM106)（閲覧日：2021 年 10 月 12 日） 
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表 1-9 提案方法論 SSC-NM107 の概要 
項目 概要 

方法論名 Emission reduction by hydrogen fuel cell vehicles（燃料電池自動車の利用による

排出削減） 

適用条件  対象となる車両は旅客輸送（バス、タクシー、公共交通）、貨物輸送（トラック、ごみ収集車

等の固定ルート）。 

 プロジェクト車両とベースライン車両は同様の車両カテゴリーに属し、操業頻度は低下せ

ず、旅客・貨物容量に差はない（±20%以内）。 

 代替される車両は化石燃料、電力、ハイブリッド車。 

 新規ルートにも適用可能。 

 燃料電池製造事業者、水素製造事業者との間に二重計上が行われないことを契約で担

保。 

ベースライン 

シナリオ 

 プロジェクトが行われない場合に操業しているであろう同等の車両。新規ルートについて

は、当該用途に通常利用されている車両。 

追加性立証  下記のオプションより選択。 

 当該地域で同種用途における普及率が 5%以下（マイクロスケール CDM プロジェ

クトの追加性立証フローに基づく）。この場合クレジット期間は 10 年固定とする。 

 小規模 CDM プロジェクトの追加性立証フローに基づく障壁が存在する。 

ベースライン 

排出量 

 プロジェクト車両の年間走行距離に、ベースライン車両の排出原単位を乗じることにより

算出。排出原単位は下記のいずれかにより算出。 

 過去 1 年間の操業データに基づく。 

 メーカー資料に基づく上位 20%。 

 公的に入手可能な統計に基づく。 

プロジェクト 

排出量 

 水素の消費量に対して水素の排出原単位を乗じることにより算出。水素の原単位は下記

のいずれかにより算出。 

 水素製造事業者の過去 3 年間の平均データ（化石燃料限定）により算出。過去 3 年

間の操業実績がない場合は最低 1 年間のデータに依拠。 

 上記オプションを用いることができない場合、公的な統計に基づく。 

 水素が再エネ起源であったり、副生物であった場合は排出量は計上されない。水素の出

自については DOE が確認する。 

プロジェクト 中国におけるプロジェクト：4 トントラック 320 台を燃料電池自動車に代替するプロジェクト。年

間排出削減量は 7,671t-CO2。ベースライン排出原単位は上位 20%とおく。水素製造事業者

によれば水素は再エネ起源であるためプロジェクト排出量はゼロと置く。  

出所）UNFCCC CDM ウェブサイト 検討中小規模方法論ページ 

（https://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/pnm/pending）より作成（閲覧日：2022 年 2 月 4 日） 

 

本方法論の課題として、水素の CO2 原単位をどのように算出するか、及びベースラインシナリオをど

のように設定するかという点が挙げられる。水素はクロール・アルカリプロセス等で副生されるが、これ

らは活用されている場合も多く、そのような水素を転用した場合に従来用いていた用途はどうなるのか

という課題が想定される。また水素が再エネ起源である場合、それをどのように担保するかという点も

検討が必要となる可能性がある。 

（5） 標準化ベースラインの検討 

標準化ベースラインは方法論において地域等に応じてプロジェクト個別に設定されるベースライン原

単位について、一定期間（通常 3 年間）は予め値を定めるものであり、プロジェクト事業者にとっては

ベースラインの算定を容易にする。JCM 方法論は一般的に、CDM における標準化ベースラインと方法

論が融合した形態と考えてよい。2021 年度に検討された標準化ベースラインの検討状況について表 

1-10 に示す。 
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表 1-10 2021 年度における標準化ベースラインの検討 
番号 件名 概要 状況 

PSB0057 セントキッツ＆ネビス系統

CO2 原単位 

適用方法論：ACM0002 等各種 2021 年 10 月 

採択推奨 

PSB0058 ウガンダ系統 CO2 原単位 適用方法論：ACM0002 等各種 2021 年 2 月 

採択推奨 

出所）UNFCCC CDM ウェブサイト 

（https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.html）より作成（閲覧日：2022 年 1 月 28 日） 

1.2.2 承認方法論の明確化申請（大規模 CDM） 

方法論の明確化申請（request for clarification）は現在まで約 300 件提案されている。以前は

改訂申請と明確化申請はほぼ同数で推移してきたが、近年は方法論のスコープが広くなってきたこと、

及び改訂申請は自ら方法論を書き替える必要があることから、事業者にとってより負荷の軽い明確化

申請のほうが多くなっていると想定される。2021 年度における大規模 CDM 明確化申請の概要は表 

1-11 の通り。今年度は方法論 AM0009（随伴ガスの回収・利用）に関するものが多い。 

 

表 1-11 2021 年度における大規模 CDM 明確化申請 
番号 対象方法論 申請の概要 結果 

288 AM0045 

（オフグリッド系

統延伸） 

プロジェクト実施国（コロンビア）の法律

に従い、送電線敷設時の伐採について

は別途植林を行ったが、それを方法論

で盛り込む手続きがない。その場合は排

出と算出されるのか。 

方法論には送電線敷設時の伐採はリーケー

ジとして計上され、代償的な措置は含まれて

いない。 

289 AM0079 

（試験用 SF6 回

収再利用） 

対象機器のカテゴリーは、少なくとも 5

機がサンプルとして含まれていることの

理由、及びサンプル数が少ない場合の

対処方法。 

少なくとも 5 サンプルとしているのは各カテ

ゴリーについて信頼性の高い結果を導出す

るためであり、またサンプル数が少ない場合

はカテゴリーを統合する等の手法が方法論

に記載されている点。 

290 ACM0002 

（ 系 統 連 系 再 エ

ネ） 

系統への給電量が直接には計測できな

い（他プロジェクトと連携線を共有及び

特定施設に送電しているため）。 

方法論には対象プロジェクトにあう記載が

なく、新規提案または改訂提案が必要。 

291 ACM0022 

（ 廃 棄 物 ラ ン ド

フィルの回避） 

新たな廃棄物（fresh waste）の定量化

の時点（施設で受領または燃焼施設に

投入のいずれか）。及び廃棄物の組成に

ついて乾重ベースか湿重ベースか。 

定量化時点は燃焼施設への投入時点であ

る。また組成については湿重ベース（参照し

ているツールに記載）。 

292 AM0090 

（モーダルシフト） 

鉄道会社がプロジェクト事業者となり、

複数の貨物を輸送するような鉄道敷設

は本方法論の対象となるか。 

複数の貨物がある場合ベースラインシナリ

オの算定が方法論ではカバーできず、現状

では適用不可能。新規提案または改訂提案

が必要。 

293 AM0009 

（油田随伴ガス回

収利用） 

本方法論は随伴ガスを回収し、LNG を

製造するプロジェクトにも適用可能か。 

現状では適用不可能（LNG 化に伴う排出

等が含まれていない）。新規提案または改訂

提案が必要。 

294 AM0009 

（油田随伴ガス回

収利用） 

本方法論はコンデンセート田（ブタン、ペ

ンタン等）の随伴ガス回収にも適用可能

か。 

主な産物であるコンデンセートと副産物のメ

タンの峻別が困難と想定されるため現状で

は適用不可能。新規提案または改訂提案が

必要。 

295 AM0073 

ACM0010 

（家畜排泄物処

理） 

適用条件にある「家畜排泄物を河川等

に放出していない」というのはベースライ

ン、プロジェクト双方に該当するか。また

対象となる家畜排泄物は処理前のもの

に限定されるか。 

「家畜排泄物を河川等に放出していない」と

いうのはベースライン、プロジェクト双方に

該当する。対象となる家畜排泄物は処理前

後を問わない。 
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番号 対象方法論 申請の概要 結果 

296 AM0009 

（油田随伴ガス回

収利用） 

ガスを再圧入し、LPG を回収する場合

にも方法論は適用可能か。もしそうであ

るならどのように算定すべきか。 

対象プロジェクトが、回収随伴ガスを貯留す

るものである（即ち利用して化石燃料を代

替しない）という点で方法論に合致していな

い。 

297 ACM0002 

（系統連系再生

可能エネルギー

発電 

系統を介して特定顧客に供給される（託

送する）場合に適用可能か。また自家発

電用の施設で、余剰電力を系統に供給

する場合にも適用可能か。 

系統に連携するが託送するプロジェクトは

本方法論は現状では対象としていない。 

出所）UNFCCC CDM ウェブサイト 

（https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/clarifications）より作成（最終閲覧日：2022 年 2 月 18 日） 

 

個別方法論と併せて、近年方法論の主要構成要素が「ツール」に移管されるにつれ、それらツールに

関する明確化申請も見られる。これらについて表 1-12 に示す。 

 

表 1-12 2021 年度におけるツール明確化申請 
番号 対象ツール 申請の概要 結果 

0044 TOOL24（コモンプ

ラクティス） 

「類似技術」の有無を勘案する際に、

例えば太陽光発電の種類（単結晶、

多結晶等）で分類することは可能か。 

可能だが、異なる技術と比べて指標（効率、普

及率等）が少なくとも 20%以上異なる必要が

ある。 

0045 TOOL09（マイクロ

スケール CDM にお

ける追加性立証） 

ツールにおける「コミュニティ」の定義

の 中 で の ”public 

services/buildings”とは何か。教

育施設や病院が含まれるか。 

方法論 AMS-II.E に記載されているよう

に、”public services/buildings”には教

育施設や病院が含まれる。 

0046 TOOL31 （ 標 準 化

ベ ー ス ラ イ ン 策 定

ツール） 

データの至近性（currentness）に

関する記載が最新の文書を言及して

いないのではないか。 

指摘のとおりであり、TOOL31 をアップデー

トする。 

出所）UNFCCC CDM ウェブサイト 

（https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools-clarifications）より作成（閲覧日：2022 年 1 月 21

日） 

1.2.3 方法論の改訂申請（大規模 CDM） 

方法論の改訂申請（request for revision）は 2021 年度まで方法論に対する改訂 260 件、ツー

ルに対する改訂 4 件が提案されており、その多くは既存の方法論が適用されるプロジェクトの拡張やモ

ニタリングの簡略化及び代替的手法を提案したものである。方法論が適用される対象プロジェクトの範

囲が広がったこと、及び CDM の活動の縮退に伴い 2015 年以降に提案された方法論の改訂申請は 7

件に留まる。 

2021 年度においては検討された方法論、ツールの改訂申請は 1 件にとどまった（REV_260）。これ

は方法論 AM0009（油田随伴ガスの利用）について、コンデンセート田からの随伴ガスにも適用できる

よう拡張するものである。本申請は過去 2 度の明確化申請（CLA_248：2013 年、CLA_294：2021

年）において適用可能性について質問があり、現状では適用されないと方法論パネルが回答したことを

受けて改訂申請を行うものである。改訂提案には PDD が添付されているが、対象国やプロジェクト立

地は明らかとはなっていない。方法論パネルはこれに対し、コンデンセート田とガス田の境界はあいまい

であり、対象となるプロジェクト地点はコンデンセート採掘のために開発されたものであることを明記す

べきとして却下した。 
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1.2.4 方法論の改訂・明確化申請（小規模 CDM） 

小規模CDMでは改訂と明確化申請が同じ通し番号で記録される。これらについて表 1-13に示す。

これらの多くは上述の方法論パネルでも議論されたが、ファストトラック手続きにより、軽微と判断された

場合にはパネルでの議論を経ることなく決定されたものもある。 

 

表 1-13 2021 年度における小規模 CDM の改訂・明確化申請 
番号 対象方法論 申請の概要 結果 

811 AMS-II.G クッキングストーブの故障率の推計方法につ

いて。 

（取り下げ） 

812 AMS-I.E ① 太陽光発電を用いるクッキングストーブ

への適用について、他の用途にも再エネ

を用いる場合に本方法論は適用可能か

（方法論は 20%に制限）。 

② ベースラインでの非再生バイオマス消費

量について、1 人当たりのデフォルト値を

盛り込みたい。 

却下：理由は下記の通り。 

① 照明等の他の用途において、

ベースラインは非再生バイオ

マスとは考えにくい場合があ

るため。 

② クッキングストーブによる電力

消費量から算出する方式に

比べて不確実性が高い。 

813 AMS-I.F 工業団地におけるミニグリッド（より広域の送

電網に連携）に接続している顧客に対して再

エネ電力を供給するようなケースに対して適

用できるか。 

適用可能。 

814 AMS-II.E 学校においてプロジェクトを実施する場合、複

数の校舎は building unit と言えるか。もし

そうなら校舎が追加/削減された場合は PDD

に変更が必要か。その場合ベースラインはどう

なるか。 

個別の校舎が building unit と

見なされるべき。また、建物が追加

/削減される場合は登録後変更申

請及びベースライン排出量の見直

しが必要。 

815 AMS-III.C ベースラインのバスより出力が小さなバスを

導入する（しかしサービス等価を立証できる）

場合、ベースライン排出量をベースラインバス

の燃費データを基に算出可能か。 

方法論によればベースライン車両

とプロジェクト車両の幅は 20%ま

で許容される。 

（質問のプロジェクトの場合は適用

可能） 

816 AMS-

III.AV 

① 政府統計と独自のサーベイが異なる場

合、政府統計を使ってよいか。 

② 水源までの距離について国連のレポート

の数字を用いてよいか。 

① 当該プロジェクト（POA）の管

理機関がモニタリング計画と

の整合を踏まえ決定する、 

② サンプリング等が行われる必

要がある。 

817 AMS-III.C 化 石 燃 料 を 利 用 す る 自 動 車 を 代 替

（displace）する HV において、displace の

定義は何か。 

方 法 論 に お け る comparable 

vehicle であれば良い（同種の車

両カテゴリーに属し、乗客定員数・

載荷重量、出力に 20%以上の相

違がないことが条件となる。 

818 AMS-III.AJ 

 

廃プラスチックから建材を製造するプロジェク

トについて、木材の代替として用いられる。即

ち同種のバージン製品を代替しない。このよう

な場合でも適用可能か。 

ベースラインが木材である場合は

この方法論では現状は対象となっ

ておらず、新規提案か改訂が必

要。 

819 AMS-I.C 海外から輸入する原料（バイオ燃料を製造す

るためのクエン酸）の輸送に関して、船舶輸送

のデータベースを利用可能か。またそれが不

可能な場合、全ての輸送を道路とみなして算

出することは可能か。 

全ての輸送を道路とみなして算出

することは可能。 

820 AMS- 水田の中干しプロジェクトで、植被率が減少し 植被率はモニタリングすべきパラ
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番号 対象方法論 申請の概要 結果 

III.AU ている（プロジェクトが理由かどうかは不明）

だが算定に含める必要があるか。 

また、リスクのためのバッファは本方法論に関

係があるか。 

メータに含まれていない。従って算

定には不要。またリスクバッファも

本方法論には関係ない。 

821 AMS-

III.BA 

本方法論の対象となる電子廃棄物のなかに、

ニッケルとグラファイトは含まれるか。 

ニッケルとグラファイトは含まれて

おらず、それらについてデフォルト

値を含めた方法論の新規提案か

改訂が必要。 

822 AMS-I.E 伝統的なストーブ（薪炭材利用）に代わる再エ

ネ起源ミニグリッドの電源利用暖房には本方

法論は該当するか。また一体型でないデータ

ロガーは使用可能か。 

そのようなプロジェクトに方法論は

適用可能。また一体型でないデー

タロガーも使用可能。 

823 AMS-I.A スタンドアロンの太陽光発電とポンプを設置

するプロジェクトには本方法論は該当するか。

また過去のトレンドからベースライン燃料消費

量を推計する手法は採用可能か。 

そのようなプロジェクトに方法論は

適用可能。過去のトレンドからベー

スライン燃料消費量を推計する手

法については正確かつ保守的な

方法について提案する必要が生じ

る可能性があるが、ベースライン

キャンペーンも想定される。 

824 AMS-II.E 標準化ベースライン策定ツール TOOL31 で

は対象の建物ユニットのエネルギー原単位は

利用される機器の種類や数に依存しない保守

的なベースラインだが、具体的にはどのような

基準が設けられているのか。 

AMS-II.E は保守的なベースライ

ンの設定をしている（標準的な原

単位は上位 20%とする等）。詳細

な推計は小規模方法論の範疇外

となる。 

825 AMS-

III.AH 

ベースラインで電炉起源製鉄ガス（CO2、H2

の混合）を用いてアンモニアを製造するとこ

ろ、グリーン水素を用いるプロジェクトには本

方法論は該当するか。 

方法論は炭素原単位が少ない燃

料には該当するが、原料には該当

しない。 

826 AMS-III.R 農家のメタン回収（家畜排泄物、廃棄物）方法

論について、用語の修正、家畜排泄物以外に

も適用できるようなパラメータの修正）。 

未審議。 

827 AMS-I.F 太陽光発電を使って電気自動車に充電する

システムにおいて、系統にも連携している場

合の適用可能性。 

未審議。 

出所）UNFCCC CDM ウェブサイト 

（https://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/clarifications）より作成（最終閲覧日：2022 年 3 月 7 日） 
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1.3 横断的課題に関する調査 

1.3.1 TOOL32（ポジティブリスト）の改訂 

2021 年度の横断的課題の 1 つとして、TOOL32（ポジティブリスト）の検討に際しての各種発電技

術の浸透度と均等化発電原価（LCOE）の算出が行われた。TOOL32 ではいくつかの技術について、

追加性の判断対象外とする（自動的に CDM プロジェクトとして適格となる）ポジティブリストがリスト

アップされており、再生可能エネルギーでは下記が対象となっている。 

 太陽光発電（PV） 

 集中型太陽光発電（CSP）、太陽熱発電 

 洋上風力発電 

 波力発電 

 潮力発電 

 海洋温度差発電 

 建築物一体化風力発電（100kW 以下） 

 バイオマス IGCC（小規模 CDM） 

 マイクロ水力（100kW 以下：小規模 CDM） 

 PV-風力ハイブリッド（100kW 以下：小規模 CDM） 

 地熱（200kW 以下：小規模 CDM） 

 バイオマスガス化/バイオガス（100kW 以下：小規模 CDM） 

 

ここで大規模 CDM 対象プロジェクトの場合、さらなる付帯条件として、①連系する系統に占める当

該技術の割合が設備容量ベースで 2%以下であるか、②ホスト国における当該技術の設備容量が

50MW 以下であることのいずれかを満たすことが条件となっている。即ち条件①は当該技術が比較的

普及していないこと、②は普及していても絶対量が小さいことが条件となることを示す。 

ポジティブリストの見直しは 3 年おきに行われることになっており、コスト、シェア、法制度等その他の

情報を勘案することとされている。本来であればこれは 2021 年には完了しているはずであったが、新

型コロナウィルス等の問題でデータ入手が不足している等の理由により、第 84 回方法論パネル（2021

年 3 月）は 1 年間の延期を要請し、第 110 回 CDM 理事会（2021 年 5 月）により認められていた。 

方法論パネルは、ポジティブリストの再検討にあたり、対象となる再生可能エネルギーの比率が設備

容量または発電電力量ベースで、全世界で 3%を超えることを目安としていたが、上記で記載した技術

の中では現状では太陽光発電がそれに該当する。このため、太陽光発電について国際再生エネルギー

機関（IRENA）等の資料を用い、LCOE の検討を行った。方法論パネルは検討作業の結果として第 87

回方法論パネルにおいて”Information note：Analysis of share and levelized cost of 

electricity generation of grid-connected  solar photovoltaic technology”を作成した。

主な結論は以下の通り。 
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 調査対象国 126 か国のうち太陽光発電の比率が 2%以下の国は 82 か国（設備容量ベース）、

104 か国（発電電力量ベース） 

 同 84 か国において太陽光発電の導入量は 50MW 以下 

 太陽光発電の LCOE について低位予測を、代替燃料の LCOE の高位予測と比較すると（即ち

最も太陽光発電が安価であるという条件が出やすい場合）、太陽光発電の LCOE が代替燃料

を下回ったケースは、126 か国中、70 か国（代替燃料が重油）、36 か国（代替燃料が天然ガ

ス）、18 か国（代替燃料が石炭）であった。 

出所）第 87 回 CDM 方法論パネル Annex 11 “Information note: Analysis of share and levelized cost of electricity 

generation of grid-connected solar photovoltaic technology” 

 

以上を基に本 information note では、太陽光発電の価格競争力が増していると結論付けている。 

1.3.2 方法論のデフォルト値の整理 

最初の CDM 方法論が採択されたのは 2004 年であるが、18 年を経過して方法論間の用語の不統

一や取扱いが均等でない等の問題は依然存在する。第 111 回 CDM 理事会（2010 年 9 月）はこの点

に関し、方法論の明確性と整合性の向上の必要性を指摘し、異なる方法論において共通のパラメータの

一覧を作成するよう要請した。その取り組みの端緒として、バイオガス中のメタン濃度、及びディーゼル

発電機の CO2 排出係数に関するデフォルト値について検討された。 

（1） バイオガス中のメタン濃度 

CDM 方法論パネルはコンセプトノート” Harmonized approach for monitoring the 

methane concentration in biogas and landfill gas (LFG)”を作成した（第 87 回 CDM 方

法論パネル Annex 2）。これはバイオガス中のメタン濃度が排出削減量の算出に必要な方法論（10

件）について特定し、バイオガス中のメタン濃度測定手法の比較を行ったものである。この結果方法論

ごとに手法の相違が見られたが、手法の調和の余地があるとしながらも、プロジェクトの規模、立地等が

多様であるため一律とすることにも課題があるとしている。方法論パネルはまた、多くの方法論が策定さ

れた後に公表された ISO 規格13の活用も含め継続的に検討することとなっている。 

（2） ディーゼル発電機の CO2 排出係数 

再エネプロジェクト等で代替されるベースラインとなりうるディーゼル発電機の CO2 排出係数につい

ては、現状では方法論 AMS-I.F に記載されている数値が用いられているが、元の文献が 2005 年以

前に用いられていたことものであるもあり、更新が望ましいと考えられていた。方法論パネルにより提案

された値は表 1-14 に示す通り。特に 15kW 未満の小型ディーゼル発電のデフォルト値が大幅に低下

していることがわかる。なおこの過程で JCM における系統電力原単位も調査の対象となった。 

 
13 25140（Determining the methane concentration using Flame Ionization Detector – FID：2010 年）、

ISO6145、ISO25139（Stationary source emissions — Manual method for the determination of the 

methane concentration using gas chromatography：2011 年、） 
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表 1-14 小規模ディーゼル火力発電の原単位（kg-CO2/kWh：現行の値との比較） 
負荷率 

規模 

25% 50% 100% 

<15kW 2.4→1.0 1.4→0.9 1.2→0.8 

15≦x<35kW 1.9→1.0 1.3→0.8 1.1→0.8 

35≦x<135kW 1.3→1.0 1.0→0.8 1.0→0.8 

135≦x<200kW 0.9 0.8 0.8 

200≦ 0.8 0.8 0.8 

出所） 第 87 回 CDM 方法論パネル Annex 3 “Draft Methodological Tool TOOLXX: Repository of 

default values” 

1.3.3 市場浸透率に関するコンセプトノート 

第 87 回方法論パネルはコンセプトノート” Ensuring the consistency in definitions of 

market penetration metrics and thresholds for additionality demonstration”を作成し

た。これは第 108 回（2020 年 12 月）及び第 110 回 CDM 理事会（2021 年 5 月）の議論を受けて、

追加性立証等に用いられる市場浸透率の概念の整合性向上を狙いとしたものである。現状では追加性

の基準として「市場浸透率」がしばしば用いられるが、小さいほど追加性の根拠となりうるという原則は

共通するものの定義は方法論ごとに多様である。また、全体の市場ストックに占める割合は小さいがあ

る年度の販売量に占める割合が高くなる場合（製品のライフサイクルが短いもの）あるいはその逆の場

合（製品のライフサイクルが長いもの）についてどう扱うか、という問題もある。 

具体的には、既存方法論における追加性立証手段としての市場浸透率・普及率等の指標及び閾値を

抜粋した上で、表 1-15 に示す記載を推奨している。 

 

表 1-15 市場浸透率に関する提案  
ツール・方法論等 基準 

TOOL12（ポジティブリスト）  再エネの場合、当該送電系統の発電量の 2.5%以下 

TOOL19（マイクロスケール CDM プロジェ

クトの追加性立証ツール） 

 市場ストックベースの 2.5%以下 

 年間売り上げベースの 5%以下 

AM0057（バイオマス廃棄物の素材利用）  地域の紙、板紙等における農業廃棄物起源の製品の比率が

2.5%以下（現状 10%以下） 

AMS-I.E、AMS-II.G（非再生可能バイオ

マスの再生可能バイオマスへの転換及び高

効率化） 

 プロジェクト技術の市場浸透率が 2.5%以下（ストックベース）、

5%以下（年間販売ベース） 

 （現状ではストックベースの基準のみ） 

AMS-III.C（電気自動車またはハイブリッ

ド自動車の導入） 

 同じカテゴリーの車両の市場浸透率（年間売り上げ）の 5%以下 

AMS-III.AY（LNG バスの導入）  全バスの市場シェアに占める比率が 2.5%以下 

AMS-III.BC（車両の高効率化）  プロジェクト対策の市場シェアが 2.5%以下である場合、コモン

プラクティスとみなさない 

AMS-III.BM（2－3 輪の個人輸送車両）  市内での利用率（全トリップ数に占める比率）が 2.5%以下 

出所）Concept note: Ensuring the consistency in definitions of market penetration metrics and thresholds 

for additionality demonstration より作成 
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1.3.4 その他 

カーボンニュートラルな世界においては、CO2 を排出しない形で製造された水素の利用が大幅に推

進されると思われる。このような水素の製造方法には再生可能エネルギー等のゼロエミッション電力に

よる水の電気分解によるもの（いわゆるグリーン水素）と、天然ガス等の炭化水素の改質を行い、炭素分

を回収して貯留・利用するもの（いわゆるブルー水素）が挙げられる。現時点で最新の提案小規模

CDM 方法論 SSC_NM107 や、明確化申請 SSC_825 はこのようなゼロエミッション水素に関するも

のであるが、CDM からパリ協定第 6 条 4 項メカニズムへの移行のためにはこれらに関する検討が求

められよう。 
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2. CDM の信任に関する調査 

2.1 指定運営機関の申請・検討の状況に関する検討 

現状、CDM の指定運営機関（Designated Operating Entities：DOE）は 29 機関が登録され

ている14。現状登録されている DOE のうち、日本に拠点を置く機関は一般財団法人日本品質保証機構

（JQA）とデロイト トーマツ サステナビリティ株式会社の 2 社のみである15。CDM クレジットの需要低

下に伴い、これまで信任された DOE のうち 27 機関について認定を取り下げたか期限が切れた状態と

なっている。また、登録されている 29 機関についても、7 機関については、認定はされているものの過

去 20 か月以上、モニタリング報告書や CDM プロジェクトの登録申請といった活動が記録されていな

い。また、DOE となるための申請を行った機関（Applicant Entity：AE）については、現在申請途上

にある機関は存在しない。 

DOE の地域別分布は表 2-1 の通り。CDM 草創期に認定を取得した日本、欧州の機関が相次いで

認定を取り下げた結果、DOE は主として途上国に本拠を置く機関が多くなっていることが読み取れる。 

 

表 2-1 地域別信任 DOE 機関数の現状 

国・地域 登録 認定取り下げ 

中国 7 機関 3 機関 

インド 7 機関 2 機関 

欧州 5 機関 9 機関 

韓国 4 機関 2 機関 

日本 2 機関 6 機関 

その他 4 機関 5 機関 

合計 29 機関 27 機関 

出所）UNFCCC CDM ウェブサイトより作成
16 

 

このような DOE 数の縮退は、有効化、検証が可能なセクトラルスコープに将来的に影響を与える可

能性がある。これまで CDM でプロジェクトが登録された 15 のセクトラルスコープのいずれについても、

有効化、検証を担当できる DOE は 15 以上存在する17。唯一の例外が未だ CDM で方法論、プロジェ

クトが登録されていない CCS（セクトラルスコープ 16）であり、この分野において認定されている DOE

は、現状では TÜV NORD CERT GmbH（ドイツ）と EPIC Sustainability Services Pvt. Ltd

（インド）、China Building Material Test and Certification Group Co. Ltd. (CTC)の 3 機

関のみである18。CDM では大規模プロジェクトについて、有効化と検証で異なる DOE を起用すること

 
14 https://cdm.unfccc.int/DOE/list/index.html（閲覧日：2021 年 10 月 15 日）これまでに DOE の認定を取り下げ

た日本の機関は日本環境認証機構（JACO）、日本プラント協会、KPMG あずさサステナビリティ、EYSUS、日本海事検定

キューエイ、日本能率協会の 6 機関。 

 
16 https://cdm.unfccc.int/DOE/list/index.html（閲覧日：2022 年 1 月 14 日） 
17 https://cdm.unfccc.int/DOE/scopes.html（閲覧日：2022 年 1 月 14 日） 
18 https://cdm.unfccc.int/DOE/list/index.html（閲覧日：2021 年 1 月 14 日）これら機関は CCS を含むすべてのセ
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が義務付けられており、また CCS プロジェクトは大規模となる可能性が高い。このことは、CCS プロ

ジェクトにおいて方法論、プロジェクトが登録された場合に対応できる DOE の選択肢が極めて限定さ

れる状態が生じる可能性があることを示唆している。 

2021 年度において CDM 理事会等が行った信任機関関連の業務は以下の通りである。 

2.1.1 定期的オンサイト監察 

2021 年において定期的オンサイト監察（regular on-site surveillance assessments）が行わ

れた DOE は表 2-2 の通り。 

 

表 2-2 2021 年においてオンサイトでの監察が行われた DOE 
CDM 理事会 DOE 結果 

第 110 回 

（2021 年 5 月） 

 E-0009 "Bureau Veritas India Pvt. Ltd." (BVI) 

 E-0020 “GHD Limited “(GHD) 

完了 

第 111 回 

（2021 年 8-9 月） 

 E-0011 "Korea Energy Agency" (KEA) 

 E-0022 "TÜV NORD CERT GmbH" (TÜV NORD) 

 E-0034 "China Environmental United Certification Center Co., 

Ltd" (CEC) 

 E-0054 "Re Carbon Gözetim Denetim ve Belgelendirme Limited 

Sirketi"(Re Carbon); 

 E-0056 "Korea Testing & Research Institute" (KTR). 

完了 

出所）第 110 回及び第 111 回 CDM 理事会レポート 

 

2.1.2 パフォーマンス評価 

2021 年においてパフォーマンス評価（performance assessment）が行われた DOE は表 2-3

の通り。 

 

表 2-3 2021 年においてパフォーマンス評価が行われた DOE 
CDM 理事会 DOE 結果 

第 110 回 

（2021 年 5 月） 

 E-0016 "ERM Certification and Verification Services Limited" (ERM 

CVS) 

 E-0069 "4K Earth Science Private Limited" (4KES) 

完了 

 E-0021 "AENOR INTERNACIONAL, S.A.U." (AENOR) 未了 

第 111 回 

（2021 年 8-9 月） 

 E-0005 "TÜV SÜD South Asia Private Limited" (TÜV SÜD) 

 E-0024 "Colombian Institute for Technical Standards and 

Certification"(ICONTEC) 

 E-0025 "Korean Foundation for Quality" (KFQ) 

 E-0037 "RINA Services S.p.A." (RINA) 

 E-0066 "Earthood Services Private Limited" (Earthood) 

完了 

出所）第 110 回及び第 111 回 CDM 理事会レポート 

 

 

 

 
クトラルスコープについて、第 100 回 CDM 理事会（2018 年 8 月 31 日）に認定されている。ただし CDM において CCS 関

連方法論は未承認であり、プロジェクトはまだ提案されていないことに留意する必要がある。 
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2.1.3 セクトラルスコープの拡張 

2021 年においてセクトラルスコープを拡張した DOE は表 2-4 の通り。中国の DOE が CCS に拡

張したことが特徴的である（CDM 全体としては 3 番目となる）。 

 

表 2-4 2021 年においてセクトラルスコープを拡張した DOE 
CDM 理事会 DOE セクトラルスコープ 

第 110 回 

（2021 年 5 月） 

China Building Material Test and 

Certification Group Co. Ltd." (CTC) 

5（化学） 

11（ハロカーボン、SF6 漏出） 

16（CCS） 

出所）第 110 回 CDM 理事会レポート 

2.2 信任手続きの策定、改訂等に関する検討 

CDM の信任に関して具体的な検討を行う信任パネル（CDM Accreditation Panel：CDM-AP）

は、2021 年度は 6 月 29 日から 7 月 1 日（第 89 回）、9 月 28 日から 30 日（第 90 回）に開催され

ている。これら信任パネルの報告書には、個別 DOE の信任に関する事項は公開されていない。 

2.2.1 有効化・検証基準の策定 

第 110 回 CDM 理事会において、有効化・検証基準（Validation and Verification Standard）

に 3 年ぶりに修正が加えられた。具体的には表 2-5 の通り。 

 

表 2-5 2021 年における有効化・検証基準の改訂 
パラ 概 要 

55  従来は CPA だったが登録 POA から除外された CPA の登録（更新可能なクレジット期間と 1 回限定の

クレジット期間で区別して説明）。 

274  Validation function という用語の削除。 

281～ 

299 

 モニタリング計画からの一時的な逸脱と方法論からの恒久的な逸脱に関する記載（DOE が確認すべき

事項としてモニタリング計画に合致しない事項の性質及び程度、等）。 

303  登録済みプロジェクトの変更に関する改訂 PDD に報告されるべき事項について CDM プロジェクト基

準、プロジェクトサイクル規程と整合（追加性、スケール等）。 

313  DOE が有効化、検証の双方を行う場合に対する制約。 

373  2013 年 1 月 1 日をまたぐモニタリング期間に関して、モニタリング報告書に結果を別々に記載すると規

定。 

373  更新されたクレジット期間に関する古い記載の削除。 

-  その他エディトリアルな修正。 

出所）第 110 回 CDM 理事会報告 Annex 2 

2.3 COP/MOP での決議 

DOE は CDM 理事会が認定するが、最終的に指定（designate）するのは京都議定書締約国会合

（COP/MOP）の役割である。ここで 2020 年 11 月に COP26 と同時に開催されるはずであった

COP/MOP26 は延期となったが、2021 年 11 月に開催された COP26 において新規信任、撤回、セ

クトラルスコープの拡張が決議された DOE について表 2-6 に示す。中国と韓国の DOE が新規に信

任またはセクトラルスコープを拡張する中、LRQA が自主的に信任撤回している。 
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表 2-6 COP/MOP16（COP26）での DOE に関する決議 
対応 機関名 セクトラルスコープ 

信任 China Building Material Test and Certification Group Co. Ltd. 

(CTC) 

1–4, 6, 9–10, 13–15 

信任 China Certification Center, Inc. (CCCI) 1-15 

信任 China Classification Society Certification Company (CCSC) 1-10, 13, 14 

信任 KBS Certification Services Pvt. Ltd. (KBS) 1–5, 7–10, 12–15 

撤回 Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) 1–3, 7, 13 

拡張 China Building Material Test and Certification Group Co. Ltd. 

(CTC) 

5, 11, 16 

拡張 Korean Standards Association (KSA) 14, 15 

出所）COP/MOP16 Decision, Guidance relating to the clean development mechanism, Annex 

2.4 その他の課題 

DOE の信任は CDM 以外の他のスキームにも影響を与えうる。JCM において認証・検証を行う第

三者機関（Third-party entity：TPE）の要件としては下記が記載されている19。 

 国際認定フォーラム（International Accreditation Forum,：IAF）のメンバーである認定

機関20により、ISO14064-2 に関して ISO14065 に基づき認定された機関であること、ある

いは 

 CDM の DOE であること 

 

 従って CDM の DOE であることを基に JCM の TPE に応募した機関については、DOE としての

資格が失効することは JCM の TPE としての資格も失効することを意味する。 

なお、日本の J-クレジット制度の審査機関も ISO14065 認定と並び DOE 及び同じ京都議定書第

6 条（共同実施）に基づく認定独立組織（Accredited Independent Entity：AIE）であることを暫

定登録の条件として挙げている。さらに、自主的な CO2 クレジットに関するスキームである Verra

（VCS）や Gold Standard に基づき認証・検証を行う機関（Validation and Verification Body：

VVB）の要件も、ISO 認定等と並び CDM の DOE であることを要件として挙げている。このような中、

CDM における DOE の縮退は他のクレジット制度において認証・検証を行う機関が減少することにつな

がる可能性がある。 

「ISO14064-2 に関して ISO14065 に基づき認定された機関」という条件は、ISO の枠組みにおい

て、温室効果ガス排出削減プロジェクトに関する認証、検証を行うために必要とされる要件である。日本、

米国、カナダ、英国、ドイツの 5 か国の認定機関により、ISO14064-2 に関して ISO14065 に基づき

信任されている機関を表 2-7 に示す。 

 

 

 

 
19 Joint Crediting Mechanism Guidelines for Designation of a Third-Party Entity（ガイドラインはホスト国別

に合意されるが、上記規定はインドネシアとの二国間合意に基づくガイドライン） 
20 IAF には公益財団法人 日本適合性認定協会（JAB）も含まれる。 
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表 2-7 ISO14064-2 に関して ISO14065 に基づき信任されている機関 

機関名 本拠 DOE 信任状況 信任機関 

一般財団法人 日本品質保証機構 地球環境事業部 日本 信任 JAB（日本） 

一般社団法人 日本能率協会 地球温暖化対策センター 日本 撤退 JAB（日本） 

ペリージョンソンレジストラークリーンディベロップメントメカ

ニズム株式会社 

日本 撤退 JAB（日本） 

KPMG あずさサステナビリティ 日本 撤退 JAB（日本） 

日本検査キューエイ 日本 撤退 JAB（日本） 

一般財団法人 日本海事協会 日本 撤退 JAB（日本） 

ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社 日本 未信任 JAB（日本） 

BNQ カナダ 未信任 SCC（カナダ） 

Brightspot Climate カナダ 未信任 SCC（カナダ） 

Enviro-access カナダ 未信任 SCC（カナダ） 

MICONE Consulting Inc. カナダ 未信任 SCC（カナダ） 

Tetra tech カナダ 未信任 SCC（カナダ） 

Advanced Waste Management Systems, Inc. 米国 未信任 ANSI（米国） 

AENOR スペイン 撤退 ANSI（米国） 

Aster Global Environmental Solutions 米国 未信任 ANSI（米国） 

Cameron Cole LLC 米国 未信任 ANSI（米国） 

Dillon Consulting カナダ 未信任 ANSI（米国） 

DNV USA 米国 未信任 ANSI（米国） 

First Environment 米国 未信任 ANSI（米国） 

GHD Limited 米国 未信任 ANSI（米国） 

KPMG Performance Registrar カナダ 未信任 ANSI（米国） 

NSF Certification 米国 未信任 ANSI（米国） 

PriceWaterhouseCoopers カナダ 未信任 ANSI（米国） 

Ruby Canyon Environmental 米国 未信任 ANSI（米国） 

RWDI Air カナダ 未信任 ANSI（米国） 

SCS Global Services 米国 未信任 ANSI（米国） 

Stantec Consulting カナダ 未信任 ANSI（米国） 

Lloyd's Register Quality Assurance, Inc. 英国 撤退 ANSI（米国） 

UKAS（英国） 

TUV Rheinland Energy GmbH ドイツ 未信任 DAKKS（独） 

KPMG Cert GmbH ドイツ 未信任 DAKKS（独） 

Muller-BBM Cert ドイツ 未信任 DAKKS（独） 

出所）下記信任機関ウェブサイト（閲覧日:2021 年 10 月 25 日 なお認定されているプロジェクト分野は機関により異なる） 

ANSI： 

https://anabpd.ansi.org/Accreditation/environmental/greenhouse-gas-validation-

verification/AllDirectoryListing?prgID=200&statusID=4 

DAKKS：https://www.dakks.de/en/search-result.html（検索結果） 

JAB：https://www.jab.or.jp/system/service/greenhousegas/accreditation/ 

SCC：https://www.scc.ca/en/accreditation/programs/greenhouse-gas/directory 

UKAS：https://www.ukas.com/find-an-organisation/?q=&type%5B%5D=283 
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3. JCM 等に対するインプリケーションに関する調査 

近年において JCM に基づく方法論の整備やプロジェクトの登録が進む中、JCM 方法論の中にも

CDM を参照したものが現れている。また JCM の対象プロジェクトの範囲が拡大しているが、新たな分

野においては先行する CDM においてどのような検討が行われ、何が問題となったかを踏まえる必要性

が生じている。他方、CDM の方法論整備は JCM を含む他のプロジェクトメカニズムを注視しており、

JCM 方法論の考え方が CDM 方法論にも反映された事例もある。このように CDM と JCM は相互に

影響を与えながら進化している中、CDM 方法論の検討、利用状況の総括を行うことは有意義であると

考えられる。 

本章では上記に鑑み、COP におけるパリ協定第 6 条や CDM の方法論に関する議論の動向につい

て適宜調査を行った。具体的には、本年度に提案された JCM の個別方法論について、CDM 方法論の

観点から検討・分析を行うと同時に、横断的なインプリケーションについて論じた。 

3.1 JCM 個別方法論に関する諸課題 

2021 年度に採択された JCM 方法論は６件（タイ５件、ラオス１件）に上り、CDM を上回る状況となっ

ている。またこれ以外に１件（タイ）が新たに提案され、４件（インドネシア）について改訂が提案されてい

る。本章では、主に本年度に提案または採択された方法論について概要を紹介する。併せてそれらに関

して想定される諸課題について、概略的に説明を行い、課題点があった場合はそれらについて抽出する。

なお本章で取り上げる方法論には 2022 年 3 月時点で未採択のものが含まれている21。 

3.1.1 タイにおける自然冷媒に関する方法論 

提案方法論 TH_PM013”Installation of Energy-efficient Refrigerators Using Natural 

Refrigerant at Cold Storage”は自然冷媒を用いた高効率冷蔵庫に関する方法論である。本方法

論は 2018 年 10 月に作成され、2020 年 2 月 18 日～3 月 3 日にパブコメに付された（コメントなし）。

提案者は兼松である。本方法論は作成から 3 年、パブコメから 1 年半を経過した 2021 年 9 月に

TH_AM011 として採択された。自然冷媒は天然に存在する物質で ODP がゼロであるものと定義され

ており、例として CO2 とアンモニアが挙げられている。 

本方法論の構造はこれまでの冷凍機・空調に関する方法論と類似しており、プロジェクトにおける電

力消費量に対し、リファレンス機器、プロジェクト機器の COP を乗じることによりリファレンス排出量を

算出する。またリファレンス機器の COP 原単位はタイの市場調査に基づいて決定されたとされている

が、ミャンマーの市場に基づく MM_PM002 の原単位と同一であり、additional information でも

MM_PM002 と同じグラフが用いられている模様である。 

 

  

 
21 出所）JCM ウェブサイト（https://www.jcm.go.jp/：最終閲覧日 2022 年 3 月 15 日） 
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3.1.2 タイにおける機械式蒸気再圧縮機付設の蒸発器に関する方法論 

提 案 方 法 論 TH_PM014 （ Energy Saving by Installation of an Evaporator with 

Mechanical Vapor Recompression）は溶液の濃縮に用いられる機械式蒸気再圧縮機を持つ蒸

発器に関する方法論である。本方法論は 2019 年 12 月に作成され、2020 年 2 月 18 日～3 月 3 日

にパブコメに付された（コメントなし）。提案者は IGES である。本方法論はパブコメから 1 年半を経過し

た 2021 年 9 月に TH_AM012 として採択された。内容的には提案された版とほとんど異なるところは

ないが、系統電力の CO2 原単位に関する記載が若干変更されている。 

3.1.3 タイにおけるスクリュー冷凍機に関する方法論 

提案方法論 TH_PM015（I Energy Saving by Introducing High Efficiency Screw 

Chiller for Freezing and Refrigeration）はスクリュー冷凍機に関する方法論であり。本方法論

は 2019 年 12 月に作成され、2020 年 2 月 18 日～3 月 3 日にパブコメに付された（コメントなし）。

提案者は日本テピアである。本方法論はパブコメから 1 年半を経過した 2021 年 9 月に TH_AM013

として採択された。内容的には提案された版とほとんど異なるところはないが、系統電力の CO2 原単位

に関する記載が若干変更されている。 

3.1.4 タイにおけるインバーター付きショーケース導入に関する方法論 

提案方法論 TH_PM016” Installation of inverter-controlled separate type fridge 

showcase for convenience store(s)”はタイにおけるインバーター付きショーケース導入に関する

方法論である。本方法論は 2019 年 8 月に作成され、2020 年 6 月 19 日～7 月 3 日にパブリックコ

メントに付された（コメントなし）。提案者は NTT データ経営研究所である。本方法論は作成から 2 年を

経過した 2021 年 9 月に TH_AM014 として採択された。内容的には提案された版とほとんど異なると

ころはないが、若干の用語の変更の他、系統電力の CO2 原単位に関する記載が若干変更されている。 

3.1.5 タイにおけるか性ソーダ生産設備に関する方法論 

提案方法論TH_PM018” Introduction of High Efficiency Electrolyzer in Caustic Soda 

Production Plant”はタイにおけるか性ソーダ生産設備に関する方法論である。本方法論は 2020 年

6 月に作成され、2020 年 6 月 19 日～7 月 3 日にパブリックコメントに付された（コメントなし）。提案

者は AGC である。本方法論は 2021 年 9 月に TH_AM015 として採択された。内容的には提案され

た版とほとんど異なるところはないが、若干の用語の変更がある。 

3.1.6 インドネシアにおける諸方法論の改訂 

2021 年 3 月に、インドネシアにおいて用いられている 5 つの方法論について改訂の提案が提出さ

れた（パブコメ期間は 3 月 17 日～31 日）。これについて表 3-1 に概観する。なおこれらは 2022 年 3

月現在では方法論として採択されていない。 
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表 3-1 インドネシアにおける諸方法論の改訂概要 
提案番号 方法論番号 方法論名 改訂内容 

ID_PM039 ID_AM002 Energy Saving by 

Introduction of High 

Efficiency Centrifugal 

Chiller 

リファレンス原単位の改訂（厳格化） 

2020 年 8 月にデータを収集し、チラーの効

率（COP）が向上していることを反映。 

ID_PM040 ID_AM004 Installation of Inverter-Type 

Air Conditioning System for 

Cooling for Grocery Store 

リファレンス原単位の改訂（緩和） 

2020 年 8 月にデータを収集し、空調の効率

（COP）が低下していることを反映。 

ID_PM041 ID_AM005 Installation of LED Lighting 

for Grocery Store 

リファレンス照明の効率を 120lm/W から

131lm/W に緩和。2020 年 8 月にデータを

収集し、照明の効率（lm/W）が向上している

ことを反映。 

ID_PM042 ID_AM008 Installation of a separate 

type fridge-freezer 

showcase by using natural 

refrigerant for grocery store 

to reduce air conditioning 

load inside the store 

リファレンス原単位の改訂（厳格化と緩和） 

2020 年 8 月にデータを収集し、空調の効率

（COP）が低下していること、及びショーケー

スの効率（L/W）がタイプにより変化している

ことを反映。 

ID_PM043 ID_AM010 Introducing double-bundle 

modular electric heat pumps 

to a new building 

CDM ツールの改訂を踏まえて、リファレンス

となる石油ボイラの効率（デフォルト 90%）に

関する記載を変更（リファレンス効率に変化は

ない）。 

出所）JCM（日本-インドネシア）ウェブサイト（https://www.jcm.go.jp/id-jp/methodologies/proposed 閲

覧日：2022 年 3 月 28 日） 

 

これら一連の改訂は、ID_PM043 を除いて、方法論の策定から数年を経ているためリファレンス機

器の効率が変化している可能性を踏まえたものである。空調や照明は発電所のような大型の設備に比

べてライフサイクルが短いため、このようなリファレンス効率の改訂は望ましい。課題として、リファレンス

効率の改訂周期、方法については、別途検討するのではなく、方法論または制度のルール等で明記して

おくことが望ましい点が挙げられる。また、ID_PM040（空調）に関しては、機種によってはリファレンス

効率はむしろ低下するが、このような改訂がどのような局面で許容されうるかについては議論の余地が

あろう。 

なお、CDM においては製品サイクルが比較的短い設備、あるいはベースラインが新設と特定できな

いもの（運輸部門における自家用車の代替等）については、ベースラインの効率が年一定比率で向上す

ると想定している。このような想定を方法論に盛り込むことは、定期的な調査の必要性を省くことになり

うる。 

3.1.7 タイにおける電圧最適化に関する方法論 

提案方法論 TH_PM020（Low-carbon Operation for Power Grid Utilizing Online 

Voltage-var(Q) Optimal Control with ICT）は送電システムのデータを収集し、システムの状況

を予測し、最適な電圧制御を行うための電圧・無効電力オンライン最適制御システム（OPENVQ）を導

入22する方法論である。本方法論は 2021 年 10 月に作成され、2022 年 1 月 6 日～1 月 20 日にパ

 
22 プロジェクトの概要は日立製作所ウェブサイト
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ブコメに付された（コメントなし）。提案者は日立製作所である。なお本提案は 2022 年 3 月現在では方

法論として採択されていない。 

本方法論に基づくリファレンス排出量は、プロジェクト実施前の期間（最低 1 年間）の電圧、無効電力

から、タイ発電公社（EGAT）の算定式に基づき導出される送電ロスに基づき、プロジェクト実施後に送

電される有効電力を、最適化システムが導入されない状態で送電するためにはどれくらいロスがあった

かを導くことにより算出される。なお、本方法論の保守性は、送電線における送配電ロスの削減のみを

考慮し、変送配電効率化により達成される変電所の電力ロスを考慮しないことにより担保されるとして

いる。 

本方法論は、リファレンス排出量を算定する前提として、リファレンス送電ロスの算出に必要なパラ

メータを計測する期間（1 年間）における送電の状況が、プロジェクト実施後の状況と大きく変わらないこ

とが条件となると想定される。また、リファレンスパラメータの計測の過程で収集された電圧と送電線の

定格電圧の比率（パラメータ Ratiok）のばらつきが小さいほうが本方法論の信頼度が高いと言えよう。 

このような最適制御を行うプロジェクトの場合、リファレンス排出量からの削減率が、その変動幅に比

べて小さいことが往々にして生じ、いわゆるシグナルノイズの問題が起こりやすい。このような相対的な

排出削減率が小さいプロジェクトの場合、保守性の担保を重視し過ぎると、実際は排出削減が起こって

いるにもかかわらず排出削減していると算出されない可能性がある反面、保守性の担保を十分に考慮

しない場合には排出削減が起こっていないにも関わらず排出削減していると算出されることも考えられ

る。従って最適制御を行うプロジェクトの方法論策定は難しさが伴い、実施状況を見て適宜改訂する等

の試みが望まれる。 

3.1.8 ラオスにおける REDD に関する方法論 

提案方法論 LA_PM024（Reducing GHG emissions from deforestation and forest 

degradation through controlling shifting cultivation in Phonxay District, Luang 

Prabang Province of Lao PDR）は REDD、すなわち農村部における移動耕作を低減するための

取組に関する方法論である。本方法論は 2021 年 12 月に作成され、2022 年 1 月 20 日～2 月 3 日

にパブコメに付された（コメントなし）。提案者は早稲田大学である。なお本提案は 2022 年 3 月に方法

論として採択された（LA_AM004）。 

本方法論はラオスにおける森林リファレンスレベルとして 2005 年から 2014 年までの期間における

正味温室効果ガス排出量を算定し、ラオス政府により提供される炭素ストックの変化に関するデータ及

びバイオマス燃焼に関するデータによりリファレンス排出量を算出し、プロジェクト期間におけるバイオマ

ス燃焼、水田耕作、プロジェクトに関する燃料消費データにより算出したプロジェクト排出量と対比され

る。 

本方法論の課題として、プロジェクトの対象となる活動が明記されていないことが挙げられる。方法論

のセクション C においてプロジェクトの活動は「農村地域住民の能力に応じた代替的かつ適切な生活手

段の導入（introducing alternative and suitable livelihoods based on rural people’s 

capability.）」とあるが、これを行っていることがどのように担保されるのかがリファレンス排出量、プロ

 
（https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2021/01/0112.html）に記載（閲覧日：2022 年 1 月 24 日） 
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ジェクト排出量の算定式からは必ずしも明確には読み取れない。この点について改善できることが本方

法論の信頼性の向上のためには望ましいと想定される。 

3.2 JCM に対する横断的インプリケーション 

CDM は JCM に先行するプロジェクトメカニズムであり、このため CDM の動向は JCM に影響を及

ぼす。本年度の CDM の活動は、パリ協定第 6 条への移行や、本来であれば 2020 年に終了していた

京都議定書第 2 約束期間の活動を暫定的に延長していたところもあり、活発ではなかった。このため本

年度の CDM 方法論パネルでの議論の結果からは JCM に対する明確なインプリケーションは少ない。

NM0377 は大規模だが複雑なベースラインを持つ海水淡水化における省エネ・排出削減の定量化を

追求したものであるが、前述のように CDM 理事会では今後検討されないこととなった。また、JCM に

おいて制度検討が進められている CCUS に関連して、第 87 回方法論パネル（2022 年 2 月）におけ

る明確化申請 CLA_296（ガスを再圧入し、LPG を回収する場合にも方法論 AM0009 は適用可能

か）の検討結果として CDM 方法論パネルは、申請内容は増進石油回収（EOR）の要素を含むことを理

由に AM0009 は適用できないとしているが、EOR についてどうあるべきかに関する言及はしていな

い。 

なお、小規模 CDM で新たに提案された方法論 SSC_NM107 や、小規模 CDM 方法論の明確化申

請 SSC_825 は水素に関するものであり、水素製造時の CO2 排出量についてどのように算定するか

が課題となる可能性がある。カーボンニュートラルな世界においては水素はエネルギー源として不可欠

であり、水素製造時の排出算定方法の検討は JCM においても今後重要となると考えられるため、

CDM 及びパリ協定第 6 条 4 項メカニズムにおける検討は注目すべきであろう。 
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3.3 COP 等における検討の状況 

2015 年 11 月～12 月にパリで開催された COP21 において「パリ協定」が採択され、その中で「排出

削減及び持続可能な開発に資するメカニズム（A mechanism to contribute to the mitigation 

of greenhouse gas emissions and support sustainable development）」が定められた（第

6 条 4 項～同 7 項：以後パリ協定第 6 条 4 項メカニズムと呼称）。この規定は CDM と類似しており、

方法論パネルの作業をはじめとした CDM に関する理論的な整備は、パリ協定のメカニズムを視野に入

れる上でも重要である。パリ協定第 6 条 4 項メカニズムに関する詳細規程は 2018 年の COP24（カ

トヴィツェ）で合意される予定であったが、交渉は最終的に 2021 年 11 月に開催された COP26（グラ

スゴー）において合意され、以後は 2022 年内に発足する第 6 条 4 項監督委員会に委ねられることと

なった。 

ここでは CDM 理事会及び方法論パネルでの検討が影響を及ぼすと考えられるパリ協定第 6 条 4

項メカニズムについて COP26 での検討を中心として、類似した要素を持つパリ協定第 6 条 2 項メカ

ニズムの検討と併せて概観する。 

3.3.1 パリ協定第 6 条メカニズム 

（1） COP26 までの経緯 

COP26 に先立つ、パリ協定第 6 条に関する議論の動向について以下に示す。国連気候変動枠組に

対して提出された文書は、①CDM のパリ協定第 6 条 4 項への移行について、②Share of proceeds

について、③第 6 条 4 項における NDC 外部の二重計上について、④第 6 条 2 項における報告につい

て、の 4 点に集約された。これらについてとりまとめる。 

1） 論点① CDM のパリ協定第 6 条 4 項への移行について 

CDM のパリ協定第 6 条 4 項への移行については、CDM クレジットの移行及び CDM プロジェクト

の移行の 2 種類が検討されている。これについて主な主体の見解を表 3-2 に示す。 
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表 3-2 COP26 前の各国のパリ協定第 6 条関連提出文書概要 

（CDM のパリ協定第 6 条 4 項への移行） 
提出国等 CER の移行 プロジェクトの移行 その他 

日本    第 6 条 4 項において決め

られるべき。 

 原則として、移行する

CDM プロジェクトについ

ては、第 6 条 4 項に関す

る方法論が 2021 年 1 月

1 日から適用されるべき。 

 パリ協定は附属書Ⅰ国、非附属書Ⅰ国の区

別はない点に留意する必要がある。 

 適用可能な方法論の検討については時間を

要するが、小規模 CDM、POA を優先とし

て検討されるべき。 

 2021 年以降の CDM プロジェクトの登録、

CER の発行、CDM リソースの活用につい

て COP/MOP で検討されるべき。 

EU    パリ協定第 6 条 4 項の合

意内容に合致すれば適格

とすべき。 

 パリ協定第 6 条 4 項メカニズムは CDM よ

り野心的であるべき。 

LDC グ

ループ23 

 反対（763Mt-CO2

の実質排出増となる

ため） 

 第 6 条 4 項監督機関によ

りベースライン、追加性、環

境十全性等が検討される

べき。 

  

ボリビア      パリ協定第 6 条メカニズムに CDM を移管

すること自体に反対。 

IETA 

（NGO） 

 既存の CDM プロ

ジェクトからの 2020

年以降の CER はパ

リ協定目標達成に用

いられるべき。 

    

出 所 ） UNFCCC ウ ェ ブ サ イ ト （ https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/cooperative-

implementation/submissions-informal-technical-expert-dialogues-on-article-6-of-the-paris-

agreement#eq-8 閲覧日：2021 年 10 月 19 日） 

 

上記の意見提出国・機関のうち、CER の扱いに最も積極的なのは IETA であり、第 6 条のメカニズ

ムが本格稼働するまで CDM 関係者が苦境に立たされうることを理由として挙げている。IETA は暫定

的措置として、第 6 条 4 項に関するルールが下記をカバーすることを提唱している。 

 一定の期限を設け（2023 年、2025 年等）CDM の稼働を許容する。 

 相当調整については、第 6 条に関して制度が整備されるまで在来の CDM プロジェクトを対象

外とする（整備されて以降遡及的に適用する）。 

 第 6 条 4 項への完全な移管が行われるまで CDM の方法論が用いられるべき（第 6 条 4 項

が始動するまでの CER 含む）。 

 既に承認された CER 発行スケジュールは守られるべき。 

 最も脆弱な CDM プロジェクトについて優先的な移管が行われるべき。 

2） 論点② Share of proceeds について 

パリ協定同第 6 条 4 項メカニズムに対しては、適応用途に用いる Share of proceeds（SOP：クレ

 
23 Least Developed Countries Group：国連が既定する後発開発途上国（2021 年 8 月現在 46 か国）に属するグルー

プ。COP26 での代表はブータン。 
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ジットの一定比率の徴集）の差異化を行うかどうかという課題がある。これについて多くの国から文書が

出ているが、途上国はおおむね第 6 条 2 項と 4 項の双方に SOP を求めている。提出文書と見解を一

覧する。先進国は日本、カナダ、ニュージーランドは第6条4項のみに SOPを課すことを主張しており、

EU は第 6 条 2 項に関して下記の文言を提唱している。 

 

“Recalling Article 6, paragraph 1, participating Parties using cooperative 

approaches, are strongly encouraged to commit to contribute resources to 

adaptation, primarily through contributions to the Adaptation Fund, and to 

contribute commensurate with the rate delivered under the mechanism 

established by Article 6, paragraph 4, to assist developing country Parties that 

are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change to meet the 

costs of adaptation.” 

出所）Submission by Portugal and the European Commission On behalf of the European Union and its 

Member States Subject: Voluntary EU Submission on the topic financing for adaptation / share of proceeds 

(Article 6.2 and Article 6.4) to advise the SBSTA regarding the Informal technical expert dialogues to be 

held until June 2021 

3） 論点③ 第 6 条 4 項における NDC 外部の二重計上について 

相当調整（corresponding adjustment）は、各国の目標（NDC）の間に一定の融通を行うときに、

一方の NDC の目標に追加する場合においてもう一方の NDC を調整し、二重計上が行われないよう

にすることを指す。パリ協定における相当調整に関する記載は、第 6 条 2 項と第 6 条 4 項では異なる。

パリ協定が付帯されている COP21 の決議 1 パラ 36 では、第 6 条 2 項について下記のように記載さ

れている。 

 

Requests the (SBSTA) to develop and recommend the guidance referred 

to under Article 6, paragraph 2, of the Agreement … to ensure that double 

counting is avoided on the basis of a corresponding adjustment by Parties. 

出所）Decision 1/CP.1（カッコ、中略、太字下線は追加） 

 

これに対して第 6 条 4 項は同パラ 37 について決議すべき事項を記載しているが、そこには相当調

整に関する記載は含まれていない（逆にパラ 36 にはない追加性等が記載されている）。 

このような第 6 条 2 項及び第 6 条 4 項の非対称性に関する問題に加え、NDC 間の移転であれば

相当調整（corresponding adjustment）が行われることが想定されるが、NDC 外で発生したクレ

ジット等の移転についての取り扱いも課題となっている。例えばエネルギー起源排出のみについて規定

した NDC を持つ国において吸収源プロジェクトを実施した場合の扱いが相当しよう。 

これに関する各国意見を表 3-3 に取りまとめる。第 6 条 4 項の移転に伴う調整が全く不要としてい

る国・地域はないが、アラブグループ及びブラジルの提案は、相当調整を行わない場合の措置について

記載しており、第 6 条 4 項について、京都議定書に基づき排出削減目標を負わない国からのクレジット

生成メカニズムであった CDM の性質をより濃く受け継いでいると思われる。 
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表 3-3 COP26 前の各国のパリ協定第 6 条関連提出文書概要 

（第 6 条 4 項における NDC 外部の二重計上） 
提出国 意見概要 

日本  第 6 条 4 項における相当調整は NDC の内外問わず行われるべき。ただしホスト国政府により

ITMOS と認められていない第 6 条 4 項排出削減については、他国の NDC や国際的な排出削

減に用いられず、相当調整は不要ではないか。 

 NDC 外からの第 6 条 4 項排出削減については環境十全性及び地球的な排出削減の観点から

注意深く検討されるべき。 

カナダ  第 6 条 4 項に関して限定的な移行規定について検討する用意がある、しかし、二重計上の防止

に関して明確な規定がない制度には反対。また NDC 対象外の分野から生成される排出削減に

対する一時的例外規定は抜け穴となる可能性がある。具体的には下記の類型化が考えられる。 

 各国 NDC や CORSIA に用いる場合、相当調整が必要。 

 国内市場や気候ファイナンスのために購入する場合は ITMOS として認識されないと想定さ

れ、その場合は相当調整不要。 

 企業等の自主目標に用いる場合はそれらの目標の性質に依存。 

NZ  NDC の内外で二重計上の扱いが異なる可能性を憂慮している。これは第 6 条 4 項の環境十全

性、信頼性や、NDC の透明性にマイナスである。 

EU  第 6 条 2 項における相当調整は、二重計上の防止のために第 6 条 4 項にも当てはまるべき。 

 NDC 対象外の分野に相当調整を適用しないことは NDC の対象を拡張することに対してマイナ

スのインセンティブを与える。 

EIG24  二重計上防止のために相当調整以外の手法は特定されておらず、そのため第 6 条 2 項、6 条 4

項の双方に必要であり、NDC の対象、対象外双方に該当すべき。 

アラブグループ  NDC の対象となっていない部門に起因する第 6 条 4 項排出削減については相当調整は不要。 

 追加的な政策措置については相当調整は不要。 

 相当調整が必要な ITMOS は、政策措置のベースラインシナリオと緩和シナリオを適用し、両者の

差分として発生した ITMOS は相当調整の対象となる。ただそれを超えた削減分は対象とはなら

ない。 

LDC グループ  第 6 条 4 項について NDC の対象外でも相当調整が図られるべき（低開発国、島嶼途上国に対

する例外規定も想定。ただし低炭素化に対する戦略が策定されているべきであり、それに対する

相当調整が行われる）。 

AOSIS  用途によらず、初回移転については相当調整が行われるべき。 

 また第 6 条に基づく活動は NDC 対象内部門に限定すべき（インセンティブの歪曲を防ぎ、NDC

の拡大につなげるため）。ただし、相当調整が行われること、NDC 対象内部門と同等の情報が提

供されることを条件として、対象外部門についても第 6 条 4 項の範囲に含め得る。 

 土地利用については再排出や排出源の移転等のリスクに対応すべき。 

AILAC25  第 6 条 2 項と 4 項について、NDC 対象内、対象外の如何によらず相当調整が行われるべき。 

ブラジル  第 6 条 2 項と異なり、第 6 条 4 項の相当調整は法的根拠がない。 

 また、排出削減ユニットを発行する主体がユニットを所有するので、第 1 次の移転（first 

transfer）に伴う相当調整は所有権の問題が生じる。 

 上記に鑑み、移行期間を提案。 

 ホスト国 NDC 対象部門からの第 1 次の移転に対する相当調整はユニットに関する情報提

供に対応して実施。 

 NDC 以外の部門からのユニット発行であれば二重計上の問題がそもそも成立しないが、

移行期間終了後に実施。 

 第 6 条 2 項については環境十全性に課題があり、これに取り組む国はカーボンバジェットのよ

うなアプローチを採用すべき。 

フィリピン  IPCC1.5℃報告書以前のユニットは（その報告書における試算で勘案されているので）用いられ

るべきではない26。 

 
24 Environmental Integrity Group（韓国、スイス、メキシコなど） 
25 チリ、コロンビア、コスタリカ、ホンジュラス、グアテマラ、パナマ、パラグアイ、ペルー 
26 “Also, mitigation units not used prior to the IPCC 1.5 C, unfortunately should no longer be used 

because whatever mitigation impact the projects which produced them generated, have already been 

taken into account/imputed into that global report.”（出所：Responses to the SBSTA Chair Guide 

Questions for the Consultations on Article 6 of the Paris Agreement: Submission by the Philippines 
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提出国 意見概要 

 NDC 対象外分野の相当調整については移行期間が必要となるが、それは透明な追跡・記録シス

テムの整備のための期間であり、長続きすべきではない。 

 NDC 対象内分野の排出削減の初期移転の二重計上については、NDC の対象となる期間に依

存する。 

IETA 

（NGO） 

 第 6 条 4 項について、他国に移転される場合、または国際的な遵守目的に用いられる場合（例：

CORSIA）は唯一の二重計上防止策である相当調整が必要。 

 NDC が国の排出の一部しかカバーしない国の場合は一定の猶予期間が想定される。ただし環境

十全性に配慮する必要があり、2030 年以降は認めるべきではない。 

EDF 

（NGO） 

 第 6 条 2 項と第 6 条 4 項に基づく移転は同じ原則に基づくべき。 

 NDC 対象外の部門にも相当調整を行うべき。対象外部門については頑健な MRV、ベースライン

を適用すべき。 

 NDC 以外に適用される ITMOS（CORSIA 等）にも相当調整が行われるべき。 

出 所 ） UNFCCC ウ ェ ブ サ イ ト （ https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/cooperative-

implementation/submissions-informal-technical-expert-dialogues-on-article-6-of-the-paris-

agreement#eq-8 閲覧日：2021 年 10 月 19 日） 

4） 論点④ 第 6 条 2 項における報告・算定について 

パリ協定に基づく組織によって運営されることが既定されている第 6 条 4 項とは異なり、第 6 条 2 項

における報告、算定をどのように行うか、についても各国が意見を提出している。これについて表 3-4

に示す。LDC グループは Share of proceeds（SOP）及び全地球的な排出削減（Overall 

mitigation in global emission：OMGE）を盛り込むことを提唱しているが、これらはパリ協定第 6

条 4 項には記載されているものの第 6 条 2 項には明記されていない。 

 

表 3-4 COP26 前の各国のパリ協定第 6 条関連提出文書概要 

（第 6 条 2 項における報告・算定） 
提出国 意見概要 

EU  報告に際しては、下記について盛り込まれるべき。 

 緩和結果（mitigation outcome）が真実であり、検証され、追加的であるか。 

 どのように緩和に貢献するか。 

 NDC 実施期間内及びそれ以外で排出の純増につながらないことをどのように担保する

か。 

 低野心・高排出を「ロックイン」しないためのセーフガードに関する作業プログラムを実施。 

LDC グ

ループ 

 報告に際しては、下記について盛り込まれるべき。 

 Share of proceeds（SOP）及び全地球的な排出削減（Overall mitigation in 

global emission：OMGE） 

 セーフガードへの対処（移転可能な ITMOS の上限、国内活動に対する補足性、不確実

性の高い部門の回避、再排出やリーケージの回避、人権への対応、社会・環境影響 

 排出増加につながらないこと 

 第 6 条 2 項と第 6 条 4 項に関する報告は（必要な変更はあるが）基本的に同等であるべき。 

出 所 ） UNFCCC ウ ェ ブ サ イ ト （ https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/cooperative-

implementation/submissions-informal-technical-expert-dialogues-on-article-6-of-the-paris-

agreement#eq-8 閲覧日：2021 年 10 月 19 日） 

 

なお、パリ協定第 6 条メカニズムに関する各国からの意見提出の対象となる項目として、ベースライン

と方法論が含まれているが、COP26 に至るまでに意見を提出した国はない模様である。 

 

 
20 April 2021。なおここでいう IPCC 1.5C とは IPCC が 2018 年 10 月に刊行した 1.5℃特別報告書を指すと思われる） 
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5） COP26 前の議長サマリー 

上記のような各国からの意見提出を受け、COP26 を間近に控えた 2021 年 10 月 18 日に議長サ

マリー27が発表された。ここで提示されている課題とオプション概要は表 3-5 に示す通り。  

 

表 3-5 COP26 前の各国のパリ協定第 6 条関連提出文書概要 

（COP26 前の議長サマリー） 
課題 主なオプション サブオプション 

第 6 条 2 項 

 SOP  記載なし 

 自主的な貢献 

 義務化 

徴集する場合のオプションとしては下記。 

 金額（第 6 条 4 項と同等、等） 

 徴集方法（ITMOS の比率、ITMOS に対する金

銭的貢献、直接的な貢献） 

 使途（適応基金、GCF、記載なし等） 

 報告（自主/義務化、第 6 条/第 9 条） 

第 6 条 4 項 

NDC 対象外分野か

らのユニットの二重

計上防止 

 NDC 対象内分野に限定 

 NDC 対象外分野もユニッ

ト生成可能 

生成可能な場合のオプションとしては下記。 

 NDC 内外問わず調整が必要。 

 一定期間、国際的に移転された NDC 対象外分

野生成ユニットに対する調整不要 

 期間は 2025、202X、2030 

 NDC に用いられない場合は調整不要。 

 そのようなユニットの識別方法についてはホスト

国提出資料、識別子の付与がある。 

2020 年以前の京都

議定書ユニットの利

用 

 第 1NDC において CER

を利用可能 

 利用不可能 

CER を利用可能とする場合、下記のオプションが想定

されている。 

 一定期日以降に登録された CDM プロジェクトの

み。 

 利用可能な CER に制限。 

 利用対象の制限（自国の NDC のみ等） 

 その他（報告方法、識別方法等） 

CDM プロジェクトの

移管 

 どのプロジェクトが移管す

るか（継続中、小規模、脆

弱地域）） 

 従うべき要件（CDM、第 6

条 4 項） 

 ホスト国要件（第 6 条 4 項参加資格） 

 プロセス（CDM 登録取り下げの要否等） 

 二重計上防止（第 6 条 4 項と同等か） 

 ファストトラック（小規模 CDM 等） 

 CDM 側の作業 

ベースラインと追加性   アプローチ（過去の排出量、BAU/予測排出量、こ

れらの階層） 

 追加性（定義、対象外となるプロジェクト） 

その他 

（第 6 条 2 項、4 項） 

 全体的な排出削減

（OMGE） 

 自主取消/強制取消/保守的なベースライン等の

他の手法 

 第 6 条 2 項と第 6 条 4 項の差異化 

 OMGE に対する相当調整 

  GHG 以外の指標を用いた

ITMO 

 再エネ価値等は可能か、という問題。 

出所）Article 6 of the Paris Agreement: Informal “Options Paper” by the SBSTA Chair (18 October 2021)28 

 

 

 
27 Article 6 of the Paris Agreement Informal “Options Paper” by the SBSTA Chair 
28 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBSTA_Chair_options_paper_Article%206.pdf（閲覧日：

2021 年 10 月 26 日） 
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（2） COP における決議文書の概要 

COP26 は 2021 年 10 月 31 日～11 月 12 日までグラスゴー（英国）で開催された。パリ協定第 6

条関連は COP における主要交渉テーマの一つであった。上述のようにパリ協定第 6 条の議論は、相当

調整の要否及びあり方、Share of proceeds のあり方、CDM からの移行等、重点的な課題を中心に

検討された。これらの課題の中で方法論に関する検討はパリ協定第 6 条 4 項の枠組みにおいて行われ

た。これについて以下に示す。 

パリ協定第 6 条 4 項に関する COP 期間中の最初のドラフトは 11 月 2 日に提出されたが、第 6 条

4 項における方法論についての記載は表 3-6 に示す通り。CDM の手続き規定におけるベースライン

に関する記載をおおむね踏襲していると思われる。 

 

表 3-6 第 6 条 4 項に関する決議ドラフト（11 月 2 日）における方法論関連記載 
ブラケット 記載の概要及びパラグラフ 

あり  時系列的な野心を促し、広範な参加を促し、実体的で、透明、保守的かつ信頼性があ

り、リーケージを防止し、適切な場合需要抑圧（Suppressed demand）を認識し、参

加者間及びそれぞれの参加者に関して公平な配分に貢献し、ホスト国の排出削減に貢

献し、その NDC や該当する場合に長期低排出戦略に貢献する（パラ 33）。 

 関連する前提条件、パラメータ、データソース、主要要素を盛り込み、不確実性、リー

ケージ、（国家、地域的）政策を考慮する（パラ 34）。 

 ベースライン設定にあたり、下記のいずれかのアプローチを適用する（パラ 36）。 

 経済的に実施可能で環境的に妥当な最善の技術（BAT）。 

 ベンチマークアプローチで、過去 3 年間にわたり類似のアウトプットを行う同等な

活動の平均排出水準より優れているもの。 

 ベースラインの設定に関して、監督機関のガイダンスに基づき、上記パラ 33 を含めた選

択の適切性について示し、方法論は下記に示す[business-as-usual を下回る]アプ

ローチを採用すべき（パラ 37）。 

 (i)経済的に実施可能な行動を反映した技術、(ii)類似した社会、経済、環境、技

術的状況下で類似のアウトプットを行う活動の排出、(iii)投資に際する障壁を考

慮した、パフォーマンスベースのベンチマーク。 

 類似した社会、経済、環境、技術的状況下での過去 5 年間の同様の活動の平均

排出量で、その分野の上位 20%のパフォーマンスを考慮したベンチマークアプ

ローチ。 

 経済的に実施可能な行動で、投資に際する障壁を考慮した技術からの排出。 

 現状または過去の排出に基づいたアプローチ。 

なし  プロジェクト参加者、ホスト国、ステークホルダー、監督機関によって開発される。監督機

関により設定された規則や手続きに適合する場合、監督機関により承認される（パラ

35）。 

 標準化ベースラインはホスト国の要請に基づき監督機関により開発されるか、ホスト国

による提案と監督機関の承認により開発される（パラ 38）。 

 方法論は活動の追加性立証のためのアプローチを明確にするものとする（パラ 39）。 

 監督機関は、後発開発途上国や小島嶼開発途上国について、それらの国の要請及び監

督機関により策定される要求事項に基づき追加性に関する要件を免除することができ

る（パラ 40）。 

出所）COP26 交渉文書” DRAFT TEXT on SBSTA 52–55 agenda sub-item 15(b) Matters relating to Article 6 of 

the Paris Agreement: Rules, modalities and procedures for the mechanism established by Article 6, 

paragraph 4, of the Paris Agreement Version 1 of 2 November 01:30”より作成 

 

パリ協定第 6 条 4 項に関する決議文書における方法論関連記載について表 3-7 に示す。 
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表 3-7 パリ協定第 6 条 4 項に関する決議文書における方法論関連記載 
パラ 概要 

33  時系列的な野心を促し、広範な参加を促し、実体的で、透明、保守的かつ信頼性があり、

business-as-usual を下回り、リーケージを防止し、適切な場合需要抑圧を認識し、パリ協

定の長期温度目標に整合し、参加者に対して公平な配分に貢献し、ホスト国の排出削減に貢

献し、その NDC や該当する場合に長期低排出戦略に貢献する。 

34  関連する前提条件、パラメータ、データソース、主要要素を盛り込み、不確実性、リーケージ、

（国家、地域的、社会、経済、環境、技術）政策を考慮する。 

35  方法論は参加者、ホスト国、ステークホルダーまたは監督機関により開発され、監督機関によ

り設定された規程の要求事項に合致する場合に監督機関により承認される。 

35  ベースライン設定にあたり、監督機関によるガイダンスを考慮に入れつつ、下記のいずれかの

アプローチを適用する。その際に選択の適切性について上記パラ 33 及び 35 との整合性を

含め、ホスト国がより野心的な水準を決定する裁量を認めつつ、正当な理由を記載する。具

体的には下記を考慮したパフォーマンスに基づくアプローチが含まれる。 

 適切な場合、経済的に実施可能で環境的に妥当な最善の技術（BAT） 

 類似した社会、経済、環境、技術的状況下で類似のアウトプットやサービスを行う活動の

最善の類似の活動の排出の平均値と同等以上 

 現状または過去の排出に基づき、パラ 33 と整合した形で下降するアプローチ。 

37  標準化ベースラインはホスト国の要請に基づき監督機関により開発されるか、ホスト国により

開発され監督機関により承認される。標準化ベースラインは当該セクターにおいて可能な最も

高い水準の集合化により設定され、パラ 33 と整合すべき。 

38  方法論は追加性の立証アプローチを示すべき。追加性は、各国の法制度を含む関連するすべ

ての政策を考慮し、活動がメカニズムのインセンティブなしには行われないことの頑健な評価

を用いる。また排出削減は法律や規制により要求されるいかなる排出削減を超過し、パラ 33

と整合しないような排出水準、技術や炭素集約的な慣行の固定化を防ぐ保守的なアプローチ

を用いる。 

39  監督機関はいかなる後発途上国または小島嶼途上国について、それらの国に要請に基づき、

監督機関の策定した要求事項に整合する形で、簡略化されたアプローチでの追加性立証を

適用することが可能である。 

出所）パリ協定締約国会議決議文書 Rules, modalities and procedures for the mechanism established by Article 6, 

paragraph 4, of the Paris Agreement。パラグラフ番号は同文書 Annex におけるもの。 

 

3.3.2 CDM に関する検討 

（1） COP までの経緯 

京都議定書締約国会合（COP/MOP）は、COP/MOP16 において第 2 約束期間以後の CDM の

あり方について検討することになっていたが、2020 年に開催される予定であった COP/MOP16 は延

期となり、ポスト 2020 年の CDM についてガイダンスを出すことなく 2020 年の終わりを迎えることと

なった。この問題に関して、CDM 理事会は第 109 回会合（2021 年 3 月）において、COP/MOP16 で

ガイダンスが合意されるまでの暫定的な取り決めを策定した29。具体的には、プロジェクトの登録申請を

行う事業者に対し、申請は受理するが、CERが発行されないリスクについて事務局が説明し、事業者の

了解を得ること、及び 2021 年以降に始まるクレジット期間に用いる GWP については、過去の IPCC

 
29 EB109 Annex 1 Clarification: Regulatory requirements under temporary measures for post-2020 

cases

（https://cdm.unfccc.int/filestorage/Z/D/6/ZD6NAPYVK4BRXCTFWJ20HUGSEM9O1I/eb109_repan01.

pdf?t=TjJ8cXFhdmdxfDDrKWu7IXDXyuIhSWbGHwvg 閲覧日：2021 年 3 月 19 日） 
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報告書（第 2 次、第 4 次、第 5 次）のうち最も低い値を用いること等が記載されている。 

（2） COP 期間中の検討 

COP において CDM は、パリ協定締約国会合（CMA）におけるパリ協定第 6 条 4 項の検討の一環

としての CDM プロジェクト及び CER の移行が最大の課題であったが、それと併せ、京都議定書締約

国会合（COP/MOP）において検討された。方法論に関しては、第 1 週目の終了時に下記を含むドラフ

トが提案された。 

 

 家庭部門における非再生可能バイオマスの消費削減をもたらすプロジェクトに関する方法論のレビュー、

及び地域固有のデフォルト値をベースライン化石燃料に盛り込むことについての CDM 理事会の作業の

認識。 

 CDM 理事会に対し、上記作業の継続（とりわけデフォルトのベースライン想定について、実際に転換され

た燃料に鑑みた検討）。 

 新規提案方法論 SSC-NM105”家庭の調理用途における非再生可能バイオマスから電力への転換”の

検討及び適切な場合の承認。 

出所）CMP 16 agenda item 5 Matters relating to the clean development mechanism version 06/11/2021 10:52 

 

上記条項にはカッコが付され、交渉中であることが示されている。ここで取り上げられている提案方

法論 SSC-NM105 の概要について表 3-8 に示す。本方法論は、2020 年 9 月の第 83 回方法論パ

ネルにおいて採択推奨された以降、CDM 理事会の判断を待つところである。この背景として、「森林保

護」が対象外とされている現状の CDM では、非再生可能バイオマスを削減するプロジェクトが、再エネ

により供給される（Type I）か省エネに貢献する（Type II）プロジェクトと見なされない場合は

COP/MOP の承認なしには採択できない可能性が挙げられる30。ここで提案方法論 SSC-NM105 の

対象とするプロジェクトは電力をエネルギー源とするプロジェクトであるため、再エネプロジェクト

（Type I）ではなく、また機器効率の向上等の省エネ（Type II）にも属さない。 

  

 
30 第 108 回 CDM 理事会レポート パラグラフ 35 等参照。 
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表 3-8 提案方法論 SSC-NM105 の概要 
項目 概要 

方法論名 Switch from non-renewable biomass for electric cooking 

applications by the user（電気式調理機器による非再生可能バイオマス利用か

らの転換） 

適用条件  電気式調理機器は当該国・地域の基準に合致していること。 

ベースライン 

シナリオ 

 プロジェクトが実施されない場合、非再生可能バイオマスが用いられると想定さ

れること。 

追加性立証  電気式調理機器の浸透率が 5%以下であることを証明できるか（ポジティブリス

ト）、小規模 CDM 追加性立証ツール、マイクロスケール CDM 追加性立証ツー

ルを用いる。 

ベースライン 

排出量 

 プロジェクト実施前の世帯ごとまたは個人当たりバイオマス消費量に、非再生可

能バイオマス比率、バイオマス燃料に対するみなし原単位を乗じることにより算

出される。 

 ベースライン機器の効率は 10%（石を置いただけの最も初歩的なコンロで薪炭

材を用いたもの）または 20%（それ以外）とおく。 

 在来機器が残存しており、一定量用いられている場合、年間バイオマス消費量

が差し引かれる。 

プロジェクト 

排出量 

 本プロジェクトで削減された非再生可能バイオマス利用分が、他の世帯の再生

可能エネルギーを代替していないかについて検討を行う。 

プロジェクト  ネパールにおける Programme of Activities（POA）。24,000 個の電気式

調理機器を導入し、想定排出削減量は 68,946t-CO2。 

出所）令和２年度二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業（ＣＤＭの運用に係る方法論及び信任に関する調査） 報告書より再掲 

 

（3） COP における決議文書の概要 

COP26（COP/MOP16）では CDM に関しても議論が行われ、パリ協定第 6 条 4 項への移行に伴

う CDM 理事会等の活動を中心とした決議が採択された31。CDM から第 6 条 4 項への移行に関して

は第 6 条 4 項に関する決議の中で記載されており、次章で述べるが、方法論に関する決議内容として

は、家庭部門における非再生可能エネルギー利用削減に資するプロジェクトに関する方法論上のアプ

ローチ、及びそれらに関するベースライン化石燃料の地域別デフォルト値を盛り込むことについてのレ

ビューに関する CDM 理事会の作業を認識し、継続した検討を要請するものであった。 

3.3.3 CDM から第 6 条 4 項に移行するプロジェクト及びクレジットの定量的検討 

パリ協定第 6 条 4 項に関する COP26 での決議で注目された事項の 1 つに、CDM からパリ協定第

6 条 4 項への移行が挙げられる。これは①登録された CDM プロジェクトの移行、及び②発行された

CER の移行（NDC 達成に用いる）の 2 つの課題に分類される。COP26 での決議について表 3-9 に

示す。 

 

 

 

 
31 Guidance relating to the clean development mechanism 
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表 3-9 COP26 決議における CDM から第 6 条 4 項に移行に関する記載 
項目 パラ 概要 

登録されたCDM

プロジェクトの移

行 

73 

 

 CDM プロジェクトは下記の場合に第 6 条 4 項に移行可能。 

 2023 年末までに移行がホスト国またはホスト国に認められたプロ

ジェクト事業者申請される。 

 2025 年末までに移転がホスト国承認され、第 6 条 4 項監督委員会

に提出される。 

 CMA 決定及び第 6 条 4 項監督委員会が採択する要求事項に基づ

き相当調整が行われる。 

 なお、移行されるプロジェクトは 2025 年末まで CDM 方法論を適用する

ことが可能である。それ以降は第 6 条 4 項監督委員会により承認された

方法論を用いる。 

小規模 CDM へ

の配慮 

74  監督機関は、小規模 CDM 及びプログラム CDM に対しては速やかな移

行が行われることを担保する。 

発行された CER

の NDC 達成用

途への活用 

75  CER は下記の場合に NDC の達成に用いることが可能（これらを満たさな

いものについては将来の CMA 決定に委ねられる）。 

 2013 年 1 月 1 日及びそれ以降に登録されたプロジェクトに起因す

る。 

 2021 年以前の排出削減として登録簿に移転・保持されている。 

 第 1NDC にのみ用いられる。 

 吸収源クレジット（一時的 CER）は対象外。 

 以上の場合、ホスト国は相当調整を用いる必要がなく、パリ協定第 6 条 4

項に基づく share of proceeds の徴収対象とはならない。 

出所）COP26 決議” Rules, modalities and procedures for the mechanism established by Article 6, paragraph 4, 

of the Paris Agreement” 

 

現状の CDM プロジェクト及び CER からパリ協定第 6 条 4 項への移行及び NDC 達成への利用に

ついて、定量的な考察を試みる。なお、考察に当たっては IGES CDM プロジェクトデータベース32を用

いる。 

（1） CDM から第 6 条 4 項に移行するプロジェクトの定量的検討 

前述のように、COP26 の決議では第 6 条 4 項に基づくメカニズムに移行可能な CDM プロジェクト

について明確な制約を設けていない。従ってここでの分析においては、現在登録されており、2021年以

降もクレジット期間が残存している CDM プロジェクトについて、CDM に基づくクレジット期間において

発行可能な CER の量を、IGES CDM プロジェクトデータベース（2021 年 1 月 31 日版）を用いて算

出することとした。結果は下記の通り。登録されているプロジェクトのほとんどが更新可能なクレジット期

間を設定しており、これらは 2021 年以降にも該当するため、CDM から第 6 条 4 項に移行しうるプロ

ジェクトの構成は CDM 全体と大差ないものとなっている。ただし、これらのうちどれが移行するかにつ

いてはホスト国の承認、及び今後制定されるパリ協定第 6 条 4 項の詳細に依存する。2021 年以降に

クレジット期間を残している CDM プロジェクト数、規模別内訳、期待 CER の試算結果は表 3-10 の

通り。 

  

 
32 最新版は IGES ウェブサイトよりダウンロード可能（https://www.iges.or.jp/en/pub/iges-cdm-project-

database/en?_ga=2.73376666.820614082.1642138325-588950073.1641627945）本報告書では 2020 年

12 月版を用いた。 
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表 3-10 2021 年以降にクレジット期間を残している CDM プロジェクトの概要 
区分 規模別 期待 CER 

2021 年以降にクレジット期間を残すプロ

ジェクト 

大規模 4,128 件 

小規模 2,543 件 

合計 6,671 件 

2,888Mt-CO2 

うち CER 発行実績があるプロジェクト 大規模 1,604 件 

小規模 771 件 

合計 2,375 件 

1,191Mt-CO2 

出所）IGES CDM プロジェクトデータベース（2021 年 1 月 31 日版）より株式会社三菱総合研究所作成 

 

また、地域別にみると表 3-11 のように算出される。 

 

表 3-11 2021 年以降にクレジット期間を残している CDM プロジェクトの件数概要（地域別） 

 2021 年以降にクレジット期間を残

すプロジェクト 

うち CER 発行実績があるプロ

ジェクト 

中国 3,586 1,462 

インド 1,170 296 

その他アジア 845 285 

ラテンアメリカ 723 234 

その他 347 98 

合計 6,671 2,375 

出所）IGES CDM プロジェクトデータベース（2021 年 1 月 31 日版）より株式会社三菱総合研究所作成 

 

プロジェクト種類別にみると図 3-1 に示す通り。 

 

 

図 3-1 2021 年以降にクレジット期間を残している CDM プロジェクトの種類別 CER 内訳 

出所）IGES CDM プロジェクトデータベース（2021 年 1 月 31 日版）より作成 

 

さらに、プロジェクト種類別に詳細に分類すると表 3-12 のようになる。プロジェクトの種類別内訳の

特徴として、これまでの CER 発行のうち半分近くを占めていた F ガス回収破壊プロジェクトに起因する

CER がほとんど存在しない（全体の 4%程度となる）ことが挙げられる。この理由として、これらのプロ
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ジェクトのうち CER 発行が大きかった HCFC-22 副生 HFC-23 回収破壊、アジピン酸起源 N2O 回

収破壊プロジェクトは CDM プロジェクトとしてのクレジット期間が終了していることがあげられる。 

 

表 3-12 2021 年以降にクレジット期間を残している CDM プロジェクトの概要（種類別） 
 件数 発行 CER（t-CO2） 

 

2021 年以降にク

レジット期間がある

プロジェクト 

うちすでに CER を

発行しているプロ

ジェクト 

2021 年以降にクレ

ジット期間があるプ

ロジェクト 

うちすでに CER を

発行しているプロ

ジェクト 

水力 1,977 820 991,820,105 418,344,899 

風力 2,321 855 923,537,549 356,608,422 

太陽光 377 60 56,694,678 6,909,633 

バイオマス 396 112 118,213,287 33,202,734 

バイオガス 418 134 49,759,118 15,195,601 

バイオ燃料 2 0 419,280 0 

その他再エネ 68 20 29,528,531 10,928,948 

燃料転換 107 45 144,594,133 84,903,515 

効率向上 174 29 68,503,339 19,205,930 

運輸 25 10 14,614,686 6,701,884 

排熱・排ガス回収 206 57 68,246,149 21,428,712 

メタン削減・利用 271 114 182,741,485 93,053,541 

漏出回避 14 3 62,584,448 19,852,163 

メタン回避 107 21 28,288,028 5,142,227 

N2O 回収破壊 92 48 80,964,960 51,061,537 

HFC 回収破壊 10 9 32,934,118 32,932,736 

PFC 対策 3 0 1,127,425 0 

SF6 回収破壊 6 3 2,101,669 1,334,899 

セメント対策 26 2 10,081,472 1,650,353 

CO2 利用 4 0 242,905 0 

吸収源 67 33 21,016,260 12,848,987 

合計 6,671 2,375 2,888,013,625 1,191,306,721 

出所）IGES CDM プロジェクトデータベース（2021 年 1 月 31 日版）より株式会社三菱総合研究所作成 
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（2） CDM から第 6 条 4 項に移行するクレジットの定量的検討 

パリ協定第 6 条 4 項に関する決議（パラ 75）において、CDM から第 6 条 4 項に移行するプロジェ

クトの要件として、2013 年 1 月 1 日及びそれ以降に登録されたプロジェクトで、CDM では有効期間が

設定されている吸収源プロジェクト以外のものであるということが挙げられている。これについて定量的

な分析を試みた。 

2013 年 1 月 1 日以降に登録された吸収源以外のプロジェクトで、CER を発行したものは 82 件あ

る。規模別でみると大規模 CDM プロジェクト、小規模 CDM プロジェクトが各 41 件ずつであり、国別

でみると中国 2 件、インド 32 件、その他アジア 23 件、中南米 11 件、その他 14 件となる。登録プロ

ジェクトの件数が最も多い中国において、2013 年以降に登録されて CER を発行したものの件数が 2

件と少ないことが特徴的である。分野別では 2012 年及びそれ以前と比べて大きな差はなく、いずれも

再エネの比率が高い。 

また、2013 年 1 月 1 日以降に登録された吸収源以外のプロジェクトから発行された CER は約

24Mt-CO2 であり、これまで発行された CER の 1%程度である。内訳について表 3-13 に示す。 

 

表 3-13 2013 年 1 月 1 日以降に登録された吸収源以外のプロジェクトの件数及び発行された CER（詳細

種類別） 
 プロジェクト件数 CER 

水力 25 10,822,647 

風力 19 2,779,725 

太陽光 16 1,032,998 

バイオマス 1 90,081 

バイオガス 3 218,547 

その他再エネ 2 73,682 

メタン回収 3 197,077 

漏洩防止 1 6,860,333 

効率向上 6 1,236,377 

燃料転換 2 111,888 

その他 4 336,009 

合計（吸収源以外） 82 23,759,364 

出所）IGES CDM プロジェクトデータベース（2021 年 1 月 31 日版）に基づき株式会社三菱総合研究所作成 

 

2013 年 1 月 1 日以降に発行された CER は、それ以前に発行されたものと比べて地域別、プロジェ

クト種類別の内訳で大きく異なる。 
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図 3-2 2013 年以前及び以降に登録された吸収源以外のプロジェクトから発行された CER（国別） 

出所）IGES CDM プロジェクトデータベース（2021 年 1 月 31 日版）に基づき株式会社三菱総合研究所作成 

 

 

図 3-3 2013 年 1 月 1 日以前及び以降に登録された吸収源以外のプロジェクトから発行された CER 

（種類別） 

出所）IGES CDM プロジェクトデータベース（2021 年 1 月 31 日版）に基づき株式会社三菱総合研究所作成 
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3.4 CORSIA におけるクレジットの扱いと CDM 

国際航空に起因する CO2 排出量はエネルギー起源 CO2 排出量の約 2%に相当するが、同等規模

の排出量である外航海運と同じく、各国目標に算入されない。国際航空は全体としての CO2 排出を

2020 年水準に安定化させることを目標としているが、その達成手段の一つとして、航空部門における

排 出 オ フ セ ッ ト 、 排 出 削 減 ス キ ー ム Carbon Offsetting and Reduction Scheme for 

International Aviation（CORSIA）を 2016 年に合意した。CORSIA に基づき航空事業者はサス

テナブル航空燃料（Sustainable Aviation Fuels：SAF）の利用やオフセットの活用により自らの排

出量を 2020 年レベルに固定することを義務付けられるが、CORSIA で活用できるオフセットの種類

について、国際民間航空機関（ICAO）において検討されている。 

オフセットクレジットについて CORSIA で求められている基準として、プログラムに関する基準及び

オフセットクレジットに関する基準がある。プログラムに関する基準は表 3-14 の通り。 

 

表 3-14 CORSIA 適格プログラムに対する基準 

 条件 概要 

1 方法論及びその策定プロ

セスが明確 

 適格性及び定量化の手法が存在し、それらの策定プロセスも含め公開されている。 

2 スコープについての設定  対象外となる活動及び適格性基準（分野、種類、地域等）が規定されている。 

3 オフセットクレジットの発

行、償却手続き 

 オフセットクレジットについて、発行、償却/取消、ディスカウントの有無、クレジット期

間等が公開されている。 

4 特定及びトラッキング  ユニットに対するシリアルナンバー付与及びトラッキングに関する手続き、セキュリ

ティの高い登録簿を具備しており、ユニットの所有権が明確である。 

5 移転の法的性格  ユニットの所有権としての位置づけが明確で、公開されている。 

6 有効化・検証手続き  有効化・検証に加え担当機関の認定に関する手続きが定められ、公開されている。 

7 ガバナンス  運営に責任を有する者及び意思決定手続きが公開されている。 

8 透明性・市民参加  ステークホルダーに提供される情報、地域のステークホルダー協議要件、パブコメ規

定、検討方法等について公開されている。 

９ セーフガード  環境・社会リスクに対処するセーフガードが策定され、公開されている。 

10 持続可能な開発基準  持続可能な開発にどのように貢献し、またモニタリング・報告・検証（MRV）されるか

という基準が公開されている。 

11 二重算出・発行・計上の

防止 

 国内、国際炭素市場が進展する中において、どのようにこれらに対応するかに関す

る情報がある。 

出所）ICAO, 2019. CORSIA Emissions Unit Eligibility Criteria より作成 

 

また、オフセットクレジットに関する基準は表 3-15 の通り。 
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表 3-15 CORSIA のオフセットクレジットに対する基準 
 条件 概要 

1 追加的である。  追加性の定義として、法令等の義務要件に対して超過的であり、保守的、BAU シナリオ

を超過する排出削減・吸収と定義されている。 

 追加性立証の手続きが存在し、認定された第三者の評価及びプログラムによるレビュー

を経る。 

 ポジティブリストがある場合はそれがどのように決定され、保守的であるかについて公

開されている。 

2 現実的、信頼できる

ベースライン。 

 オフセットクレジットは現実的、弁護可能、保守的なベースラインに対して発行される。

ベースラインとその前提は公開される。 

3 定量化され、MRV

が行われている。 

 排出削減量の算定は保守的かつ透明であり、正確な計測及び定量化手法に基づき定

期的に行われる。 

 排出削減量は認定された第三者機関の検証が行われる。これは事後的に行われるもの

であり、排出削減が行われる前に発行されるオフセットクレジットは不適格となる。 

4 責任範囲が明確、

透明である。 

 クレジットに対する ID の付与、登録簿を介した取消等が行われている。 

5 恒久的な排出削減

をもたらす。 

 非永続性があるものについては、①それらは不適格であるか、または②それらのモニタ

リング、緩和、補償のための手続きが具備されている。 

6 他所での排出増加

の評価、緩和を行う 

 左記のようなリーケージについて、そのような排出が起こらないプロジェクトに限定さ

れ、プログラムにはリーケージの評価・緩和のための手続きが具備されている。 

7 排出削減義務に対

して 1 度しか計上さ

れない。 

 ①二重発行、②二重利用（登録簿での重複）、③売り手と買い手の二重計上（double 

claiming）を回避する対策が講じられる。 

 ③については、航空事業者とホスト国の間での二重計上が行われないことが条件とな

る。 

8 正味の害を与えな

い。 

 地域、当該国の規制を遵守し、それを担保する体制について公開されている。 

出所）ICAO, 2019. CORSIA Emissions Unit Eligibility Criteria より作成 

 

 

以上の条件に基づき、CORSIA において適格とされる CORSIA 以外のオフセットクレジットスキー

ムが検討されている。具体的は、CORSIA に設けられている 19 名33からなる技術評価委員会

（Technical Advisory Body）において検討し、ICAO 理事会への答申が行われている。TAB によ

り CORSIA 適格とされたオフセットクレジット及びそれらに対する注記事項等を表 3-16 に示す。

CDM についてはプログラム自体は適格だが、吸収源プロジェクトに対して発行される tCER、lCER 等

の「一時的なクレジット」が CORSIA 不適格として対象外となっている。CDM における指摘事項として

追加性立証（法規制超過の担保）に関する不足があり、これは CDM に倣った多くのプログラム（Gold 

Standard 等）に共通としているが、TAB は最終的に、プログラム及びステークホルダーはこの基準に

習熟するために時間を要するとして、これらの指摘があるプログラムについても適格としている。なお、

中国自主排出削減プログラム（CCER）において不適格とされているプロジェクトのいくつかは CDM に

おいて認められている。 

  

 
33 202２年３月現在 
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表 3-16  CORSIA 適格とされたオフセットクレジット 

スキーム クレジット 

期間開始

日 

クレジット 

発行期限 

TAB による当初指摘 対象クレジットの例外規定等 

American 

Carbon 

Registry 

2016 年 

1 月 1 日～ 

2023 年

12 月 31

日 

 二重計上（double claiming）

の防止について。 

カリフォルニア州オフセットクレ

ジット及び同早期対策オフセットク

レジット、REDD+及び LULUCF

プロジェクトで年間 7000t 以上の

もの 

Architecture 

for REDD+ 

Transactions

（ART） 

2016 年 

1 月 1 日～ 

2023 年 

12 月 31

日 

 二重計上（double claiming）

の防止について。 

対象外なし 

中国自主排出削減

プ ロ グ ラ ム

（CCER） 

2016 年 

1 月 1 日～ 

2020 年 

12 月 31

日 

 追加性立証（法規制超過の担

保）。 

 二重計上（double claiming）

の防止について。 

植林・再植林、CCUS、カプロラク

タム、硝酸、アジピン酸起源 N2O

削減、農業、施肥管理、半導体製

造時 F ガス削減、冷媒・発泡剤起

源 HFC 削減、電気機器 SF6 削

減、冷媒 HCFC22 生産 

CDM 2016 年 

1 月 1 日～ 

2020 年 

12 月 31

日 

 セーフガードのシステム（社会

リスクはホスト国の決定事項で

あるため）。 

 持続可能性基準（ホスト国の裁

量に任されるため）。 

 追加性立証（法規制超過の担

保）。 

 一時的なクレジットについて。 

植林・再植林プロジェクト起源の

一時的クレジット（tCER、lCER） 

Climate Action 

Reserve 

2016 年 

1 月 1 日～ 

2020 年 

12 月 31

日 

 定量化（オフセットクレジットの

事前発行を可能とするプログラ

ムが含まれている）。 

持続可能性 への貢献やコ ベネ

フィットについて報告していないも

の 、 Forecast mitigation 

units、カリフォルニア州オフセット

クレジット及び同早期対策オフセッ

トクレジット、REDD+プロジェクト

で年間 7000t 以上のもの 

Global Carbon 

Council 

2016 年 

1 月 1 日～ 

2020 年 

12 月 31

日 

 追加性立証（法規制超過の担

保）。 

 二重計上の防止について。 

原子力、HFC-23 破壊、REDD、

植林・再植林、CCS 

ポジティブリスト対象（GCCによる

地域固有の追加性立証プロセス

含む）またはプロジェクト固有の追

加性立証を行わないもの 

Gold Standard 2016 年 

1 月 1 日～ 

2020 年 

12 月 31

日 

 定量化（オフセットクレジットの

事前発行を可能とするプログラ

ムが含まれている）。 

 追加性立証（法規制超過の担

保）。 

 小規模プロジェクトによる需要

抑圧の考慮は「現実的で信頼

できる」ベースラインとは反す

る。 

 二重計上（double claiming）

の防止について。 

計画された排出削減（PER）、マイ

クロスケール活動で認証・検証対

象外のもの、REDD+プロジェクト

で年間 7000t 以上のもの 

Verified 

Carbon 

Standard 

(VCS) 

2016 年 

1 月 1 日～ 

2020 年 

12 月 31

日 

 持続可能性基準について（国

家的な基準がない場合に適用

されるものがない） 

 永続性：REDD について 10 年

のクレジット期間（最大 2 回更

カリフォルニア州オフセットクレ

ジット及び同早期対策オフセットク

レジット、森林プロジェクトにおけ

る CCB 等、持続可能性への貢

献、コベネフィットについて報告し
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スキーム クレジット 

期間開始

日 

クレジット 

発行期限 

TAB による当初指摘 対象クレジットの例外規定等 

新）となっているところ、10年の

み の ク レ ジ ッ ト 期 間 で は

CORSIA の 最 終 報 告 年

（2037 年）以前に終了する可

能性がある。 

 リーケージについて、地域レベ

ルのモニタリングなしに地域レ

ベルのベースラインを用いるこ

とが可能となっている。 

 二重計上（double claiming）

の防止について。 

ていないもの、REDD+プロジェ

クトで年間 7000t 以上のもの（一

部例外あり） 

出 所 ） ICAO, 2021. CORSIA Eligible Emissions Units 、 ICAO, 2020, Technical Advisory Body （ TAB ）

Recommendations on CORSIA Eligible Emissions Units 2020 年 1 月版及び同 10 月版より作成 

 

CORSIA に対応する過程で、いくつかのプロジェクトメカニズムは追加的な説明を行っている。

CDM は表 3-17 に示すような説明文書を COP に送付しており、登録簿に関して、セキュリティ、自主

取消クレジットの不可逆性等を記載している。 

 

表 3-17 CDM が CORSIA に送付した説明文書 
日付 概要 

2019 年 6 月 14 日34  CDM の運営に関する全般（CDM 設立の背景、ガバナンス、CER 発行とトラッキ

ング） 

2021 年 3 月 17 日35  登録簿に関する説明（自主取消のあり方及びセキュリティ等） 

出所）ICAO ウェブサイト（脚注参照） 

 

また、表 3-18 に示すスキームが CORSIA 適格となるためには継続検討が必要とされている。個の

中には JCM（日本-モンゴル）も含まれている。 

  

 
34 Information to ICAO on the Clean Development Mechanism process and procedures

（https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/TAB2019.aspx 閲覧日：2021 年 10 月

27 日） 

35 Information to ICAO on the Clean Development Mechanism registry operations and information 

about material changes（https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/TAB.aspx 閲

覧日：2021 年 10 月 27 日） 
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表 3-18 CORSIA 適格となるためには継続検討が必要とされたスキーム 
スキーム TAB 提言 TAB による提言の概要 

森林カーボンパートナーシップ

ファシリティ（FCPF） 

条件つき適格  CORSIA 実施時期（2019～2037）を超える期間のモニ

タリングの担保及び排出逆転への対応が必要。 

ブリティッシュコロンビア州オフ

セットプログラム（BCOP：カナ

ダ） 

再提出依頼 

 

 セーフガード、持続可能性基準、正味無害性、二重計上の

防止に関する規定の具備が必要。 

TVER（タイ） 再提出依頼 

 

 セーフガード、持続可能性基準、正味無害性、クレジットの

特定及びトラッキング、追加性、二重計上の防止に関する規

定の具備が必要。 

BioCarbon Fund 

Initiative for Sustainable 

Forest Landscapes 

（ISFL：世銀） 

再提出依頼 

 

 複数の基準において課題があると指摘。 

JCM（日本-モンゴル） 再提出依頼  手続き規定、基準、ガバナンスに関する制度は存在し、ガバ

ナンス、透明性及び市民参加、セーフガード、持続可能性基

準、オフセットの無害性、有効化及び検証手続き、オフセッ

トの所有権、明確な方法論及び策定手続き、スコープ、永続

性に関する技術的整合性が存在。 

 クレジットの発行及び償却手続き、特定及びトラッキング、

ユニットの法的性質及び移転、定量化及び MRV、現実的

かつ信頼できるベースライン、リーケージの防止及び対処、

二重計上の防止に関する技術的整合性が不完全。 

 目標達成に関して一度しか計上されないという基準に関す

る技術的整合性が不完全。 

CERCARBONO 

（コロンビア） 

再提出依頼  複数の基準において課題があると指摘。 

Proclima   複数の基準において課題があると指摘。 

出所）ICAO, 2020, Technical Advisory Body（TAB）Recommendations on CORSIA Eligible Emissions Units 及び

ICAO, 2021, Technical Advisory Body（TAB）Recommendations on CORSIA Eligible Emissions Units 

 

以上より、JCM は CORSIA 適格となるためにはいくつかの課題が存在することが示唆される。これ

らの例として、具体的には下記が想定される。 

 

 登録簿：CORSIA 適格性の条件として「特定及びトラッキング」の必要性が挙げられているが、

JCM には生成したオフセットクレジットに ID を付与し、その移転をトラッキングするようなシステ

ムが現状では具備されていないと考えられる。 

 ベースライン：JCM には明確なクレジット期間が定められておらず、いつの時点で（技術の普及、

陳腐化等により）クレジットの生成が終了すべきかが定められていない。 

 

表 3-18 で示した以外に、提出された情報が不明瞭であるとしていくつかのスキーム等が評価不能

とされている。具体的には表 3-19 に示す通り。 
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表 3-19 CORSIA により評価不能とされたスキーム 
スキーム スキーム概要 

Compte CO2 フランスの民間オフセットクレジット生成スキーム 

Olkaria IV Geothermal 

Project 

ケニアの地熱発電所（CDM プロジェクトとして登録されている） 

Perform, Achieve, and 

Trade Scheme 

インドの産業部門排出削減、オフセットクレジット取引スキーム 

Carbon Lighthouse 

Association 

米国の自主的オフセットクレジット生成スキーム 

REDD.plus 熱帯林の保護によるオフセットクレジット生成スキーム 

出所）ICAO, 2020, Technical Advisory Body（TAB）Recommendations on CORSIA Eligible Emissions Units 及び

ICAO, 2021, Technical Advisory Body（TAB）Recommendations on CORSIA Eligible Emissions Units 及び

各スキームのウェブサイトより作成36

 
36 https://www.compteco2.com/（compte CO2）、

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/JCI1355128868.24/view （Olkaria IV Geothermal Project）、

https://beeindia.gov.in/content/pat-3 （Perform, Achieve, and Trade Scheme）、

https://www.carbonlighthouse.org/（Carbon Lighthouse Association） 

https://www.redd.plus/(最終閲覧日：2022 年 3 月 18 日) 
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3.5 カーボンニュートラル時代のクレジットメカニズム 

近年、日本をはじめ多くの国や企業が「カーボンニュートラル」「ネットゼロ」に関する目標を掲げてい

る。ここで IPCC による「1.5℃報告書」では 1.5℃安定化に至る様々な経路が示されているが、それら

の平均を取ると、2050 年に CO2 排出量はゼロとなる点を通過する。その意味で「2050 年の CO2

排出量を実質的にゼロとすること/カーボンニュートラル達成」と「1.5℃安定化」は概念的に近い。パリ

協定は第 4 条 1 項において「今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源によ

る除去量の間の均衡を達成する」ことを目的の一つとしており、その意味で「2050 年カーボンニュート

ラル」はパリ協定の目的に沿っていると言える。 

ここで「カーボンニュートラル」は排出量を絶対的にゼロにするものではなく、排出と吸収が釣り合うこ

とを指すと思われる。その意味で排出削減クレジットによるオフセットは「カーボンニュートラル」の不可

欠な要素となる。しかし、「カーボンニュートラル」時代におけるオフセットは京都議定書におけるそれとは

大きく様相を異にすると考えられる。 

「カーボンニュートラル」を「CO2 の排出と吸収が釣り合う」という意味と捉えると、オフセットは必ず吸

収（大気中より CO2 を除去）するものでなければならない。従って、これまでの CDM プロジェクトの多

くを占めてきた「ベースラインと比べて排出を削減する」というプロジェクトは、最終的には「カーボン

ニュートラル」を実現する手段とはならないと考えられる。大気中より CO2 を除去するプロジェクトとし

ては植林等の吸収源、及びバイオマス燃料への固定や直接空気回収（DAC）により大気中から除去し

た CO2 を地中貯留するもの（BECCS、DACCS）が挙げられるが、CDM においては植林・再植林プ

ロジェクトは一時的なクレジット（tCER、lCER）のみ付与されるものであり、また森林保護（REDD+）

は京都議定書の対象外である。CCS については京都議定書発効当初より議論されており、CDM プロ

ジェクトには一定の条件のもとで許容されるようになっているが、方法論やプロジェクトの提案がないこ

ともあり運用されていない。以上により CDM は「CO2 の大気除去プロジェクト」については対応できて

いるとは言えない。 

以上のような課題は CDM に固有のものではない。JCM においても現在までに登録されているプロ

ジェクトのほとんどは再生可能エネルギーや省エネルギーによる CO2 排出削減に関するものであり、

2021 年 10 月になりはじめて REDD+プロジェクトが提案された37。ボランタリークレジットにおいては

Gold Standard は現状では REDD+を対象とはしていない。反面、ボランタリークレジットで最大規模

の VCS は REDD+が主要な分野となっている。 

民間の気候変動対策イニシアティブである Science-based targets initiative（SBT）は、従来

は 2℃や 1.5℃等に呼応する 2030 年までの目標設定を企業に促すものであったが、「カーボンニュー

トラル」目標を多くの企業が設定するようになったことから、より長い時系列でカーボンニュートラルに至

るSBT目標設定のあり方を検討した。SBTは排出削減について、排出を削減するもの（Abatement）、

排出の影響を軽減するもの（Neutralization）、排出分を補償するもの（Compensation）に分類し

た。ここで省エネ・再エネプロジェクトは Abatement、CCS や CO2 除去は Neutralization に分類

 
37 カンボジア、Prey Lang Wildlife Sanctuary - Stung Treng REDD+ project（https://www.jcm.go.jp/kh-

jp/projects/92。閲覧日：2021 年 10 月 25 日） 
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され、Compensation は企業のバリューチェーン外かでの行為、即ちクレジット取得、排出削減技術へ

の投資による排出削減が該当するとされている。その上で、排出削減プロジェクトや CCS 等の排出回

避プロジェクトからのクレジットは大気中への正味の排出増加を行わないことにはならず、パリ協定や

SDGsの原則とは整合しないとしている38。また、民間主体で、カーボンニュートラル化へ向けたオフセッ

トのあり方を検討するイニシアティブである Taskforce for Scaling Voluntary Carbon 

Markets（TSVCM）は最終的には排出と除去が均衡する将来像を描いているが、「除去」「排出削減」

等でクレジットを識別する検討も行っている39。 

なお「カーボンニュートラル」を「CO2 のみを実質ゼロ」と解釈すると、CO2 以外の温室効果ガスの削

減分を「カーボンニュートラル」達成手段として用いることが可能であるため、若干様相は異なる。CDM

にはメタン、N2O 等、CO2 以外の温室効果ガスを削減するための方法論が多く整備されており、運用

されているためである。CO2 以外の温室効果ガスを対象とする CDM プロジェクトは、件数ベースでは

約 30%、発行 CER ベースでは 50%以上に達する40。なお発行ベースの CER で CO2 以外の温室

効果ガスを対象としたものが多い理由としては HCFC-22 生産に伴う副生 HFC-23 排出削減プロ

ジェクト、アジピン酸生産に伴う副生 N2O 排出削減プロジェクトの影響が大きく、前者はモントリオール

議定書改正に伴う HCFC-22 フェーズアウト、後者は世界的な温室効果ガス排出削減対策の引き上げ

の影響を受ける可能性がある。 

 
38 Science Based Targets Initiative, 2020, Foundations for Science-baed Net-Zero Target Setting in 

the Corporate Sector 
39 Taskforce for Scaling Voluntary Carbon Markets, 2021, Phase II Report 
40 UNEP DTU CDM データベース（2021 年 10 月 1 日：http://cdmpipeline.org/overview.htm#1。閲覧日：2021

年 10 月 25 日）。 
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参考資料 現在の CDM 方法論とりまとめ 

これまでに採択された CDM 方法論について、下記に一覧する。具体的には、大規模 CDM 方法論、

大規模 CDM 統合化方法論、小規模 CDM 方法論について、主な適用条件、ベースライン排出量、プロ

ジェクト排出量の算定方法といった方法論の主要事項について、参考資料 1～参考資料 4 にとりまとめ

た。併せてこれら方法論における計算プロセスの多くが移管されている「ツール」に関しても参考資料 5

及び参考資料 6 に一覧した41。 

ここで、「ベースライン排出量」の算定に当たっては、各方法論が適用されるプロジェクトにおいてベー

スラインシナリオが検討・特定され、それが当該方法論の適用条件に合致した場合において初めて利用

可能となる点に留意が必要である。 

 
41 出所）UNFCCC ウェブサイト CDM 方法論ページ（https://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html：最終閲

覧日：2022 年 3 月 15 日） 
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参考資料1. 大規模 CDM 個別方法論 

 

表 1-1 採択 CDM 方法論一覧（１：大規模 CDM 個別方法論）   

主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

AM0001 HCFC-22

製造起源HFC-

23の回収破壊 

▪ 2000年1月1日から2004年12月31日まで最低

3 年間の操業実績があり、2005 年以降操業している

もの。 

▪ 過去のHCFC-22生産データ（CFCを併産できるプ

ラントについては、それぞれの生産ラインにおける

HCFC-22 と CFCの生産データ）が把握できるもの

に限定される。 

▪ 計上可能な HFC-23 の量を、設備規模、HCFC-22 生産量、

HFC-23副生量等より算出（ツール）。 

 根拠としては、意図的または非意図的な HCFC-22 生

産、HFC-23 副生量の増大によるクレジットの増加を

防止するため。 

 単年度に計上可能な排出量について、①HFC-23生成

量、②HCFC-22 生産量×過去の HFC-23 副生率、

③過去の HCFC-22 生産量×過去の HFC-23 副生

率、④過去のHCFC-22生産量×当該年の副生率の最

小値で推計。 

▪ 下記について算出 

 未破壊のHFC-23 

 燃料消費、電力消費に起因する排出

（ツール）、 

 HFC-23 破壊に起因する CO2 排

出。 

プロジェクトあたりの排出削減量が大き

く、モニタリング、クレジットの発行依頼が

頻繁に行われるため、1年に複数回の発行

依頼を行う場合に対応するためのガイダ

ンスを別途整備。 

 

プロジェクトのホスト国は中国、インドが

多い。なお HCFC 類はモントリオール議

定書の改正に伴い先進国では 2020 年、

途上国では 2030 年までに原則全廃とな

る。 

AM0007 バ イ オ マ ス

コージェネ 

▪ 季節稼働するバイオマスプラント。 

▪ 化石燃料はバイオマスが入手困難な時期に用いるも

の。 

▪ バイオマス発電量と電力CO2原単位の積により算出。 

▪ 電力 CO2 原単位は、最低コストの燃料が用いられると想定され

る。 

▪ 化石燃料起源の排出（部分的燃料転換である

ため） 

▪ バイオマスを枯渇させないこと等に関する記

載がある。 

▪ CDM 初期（2004 年）に策定され

た方法論であり、現状の多くの方法

論とは整合していない。 

AM0009 油田随伴ガ

スの利用 

▪ 回収ガスの利用はパイプライン供給、炭化水素生産に

用いられる（一部所内消費を許容する）。 

▪ 油田随伴ガス、またはガスリフトガスも対象。 

▪ 操業中（石油生産中）の油井からの随伴ガスに限定 

 →CDM のために稼働させることはできな

いという趣旨。 

▪ 回収されたガスの体積と、低位発熱量、メタンの燃焼時の CO2

原単位の積により算出。 

 →回収されたガスはメタンを代替するという想定。施設

での非随伴ガスの代替、パイプライン供給、CNG を想

定している。 

▪ 燃料消費、電力消費に起因する排出（ツール）。 

▪ リーケージとして、バウンダリー外の燃料消

費、電力消費に起因する排出（ツール）。 

▪ 日本企業によるベトナムでのプロ

ジェクトに関して策定された。 

▪ 当初はパイプラインからの漏洩に

ついて計上されていたが、削除さ

れた。 

AM0017 蒸気トラップ

による省エネ 

▪ 化石燃料焚ボイラに起因する蒸気を対象とする。 

▪ 上記トラップや復水の回収は当該国においてコモンプ

ラクティスではない。 

▪ 他の5か所のプラントにおいて蒸気トラップ、復水の状

況が把握可能。 

▪ 5 か所の類似したプラントにおける蒸気トラップの状況をサーベ

イし、それに基づき復水の増加、蒸気トラップによる改善効果を把

握する。プロジェクト対象施設において生産された蒸気に対して

改善率、エンタルピー、ボイラ効率等を乗じて排出削減量を直接

に推計。 

▪ プロジェクト排出量は左記に包含される。プロ

ジェクト実施後の電力消費の増加があれば、

別途考慮する。 

▪ CDM 初期（2004 年）に策定され

た方法論であり、現状の多くの方法

論とは整合していない。本方法論に

基づき登録されたプロジェクトは存

在しない。 

AM0018 蒸気システム

の最適化 

▪ 均一なアウトプットを行う施設が対象。 

▪ 生産量はおおむね一定で推移している。 

▪ 蒸気消費量は連続モニタリングされている。 

▪ コージェネ起因の蒸気がある場合は、ボイラで生成さ

れた蒸気が削減されることを立証する必要がある。 

▪ 蒸気が用いられることにより GHG 排出増加につなが

らないことを立証する必要がある。 

▪ 一定期間のバッチ/シフト当たりの平均生産量及び蒸気消費量よ

り、毎日/バッチ毎の生産量あたり蒸気消費量のベンチマーク

（SSCR）を算出する。 

 ベンチマーク計測の対象期間は1年（季節変動が想定さ

れる場合）、1カ月（想定されない場合）。 

▪ ベースラインと同様に、毎日の生産量あたり蒸

気消費量（SSCR）を算出（蒸気消費量のモニ

タリングによる）。 

▪ 排出削減量はベースラインとプロジェクトの

SSCRの差分から産出される。 

▪ CDM 初期（2004 年）に策定され

た方法論であり、現状の多くの方法

論とは整合していない。 

▪ 石油化学プラント等に適用されてい

る。 

AM0019 単 一 の 発 電

所の代替 

▪ プロジェクトにより導入される再エネ施設により、ベー

スラインにおいて特定される特定の発電所が代替され

ると見なす。 

▪ 代替される発電所は、クレジット期間に想定される需要

増を満たすことができる（そうでない場合、新しい発電

所が必要となり、プロジェクトは当該発電所を代替さ

れると見なせないため）。 

▪ 代替される発電所の CO2 原単位を過去3 年間の燃料消費量及

び発電量により算出。 

▪ 上記と、プロジェクトによる発電量との積によりベースライン排出

量を算出。 

▪ 地熱発電所の非凝縮性ガス（CO2、メタン）及

び補助燃料の消費に起因する排出量について

算出。 

方法論を提案した事業者が対象として想

定したホスト国はパプアニューギニアで

あり、代替される発電所は（当時は）特定

可能であった。 

AM0020 ポンプ効率向

上 

▪ 都市への水供給に用いる搬送エネルギーの削減を目

的としたもの。 

▪ 過去原則1 年間の水搬送量と電力消費量によりベースライン原単

位を算出。 

▪ プロジェクトにおける電力消費に起因する排

出量（ツール）。 

適用例はない。 



 

６４ 
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▪ 全く新しい水供給スキームは対象外。 

▪ テクニカルロス、漏洩の削減、ポンプのエネルギー効

率向上を行う。 

▪ 上記と、プロジェクト実施後の搬出量の積により算出。 

AM0021 アジピン酸

製造施設起源

N2O 回収破

壊 

▪ ナイロンの 66 中間生産物であるアジピン酸の製造過

程で複製するN2Oを回収して破壊する。 

▪ アジピン酸の商用生産が2004年12月31日までに

開始されているプラントに限定（クレジットの価値が非

常に高いことが想定されるため）。 

▪ 回収破壊されたN2Oに起因する排出量、及びN2O回収破壊に

より生成した蒸気が代替する化石燃料に起因する排出量につい

て算出（N2O分解は発熱反応であるため）。 

▪ 対象となるN2Oは下記のいずれかのうち小さいほうの積として

推計 

 アジピン酸生産量（過去 3 年間の副生量、プロジェクト

実施後の副生量、回収破壊量のうち小さいほう）と、原

単位（IPCC ガイドライン及び硝酸消費量から算出した

値の小さいほう）の積により算出した値。 

 実際の回収破壊量。 

▪ 未破壊 N2O、燃料消費、電力消費に起因する

排出（ツール）、選択的触媒還元を用いている

場合に必要な脱硝施設で消費されるアンモニ

アの製造に起因する排出（アンモニア製造量に

対してデフォルト原単位を用いて算出）。 

▪ リーケージとして、破壊施設で用いられる蒸気

生産に起因する排出。 

プロジェクトあたり CER が約900 万t-

CO2/yr に達し、最大の CDM プロジェ

クトを生み出した方法論。 

 

プロジェクトのホスト国は中国、韓国、ブラ

ジル。 

 

HFC-23回収破壊に関するAM0001同

様、意図的、非意図的な排出削減量の拡大

の影響を除去するための算定式が多い。 

AM0023 ガスパイプライ

ンの漏洩改善 

▪ 対象プロジェクト：高性能漏洩検知システム（LDAR）

を導入し、パイプライン漏洩を削減するもの。条件とし

ては下記の通り。 

▪ プロジェクト実施前3 年間に LDAR が導入されてい

ない。 

▪ プロジェクト実施前に、最新の定期点検されていない

箇所には適用されない。 

▪ 燃焼による漏洩ガス削減、プロセスの一環としての放

出（の削減）には適用されない。 

▪ 対象となる漏洩箇所の特定：通常の LDAR で検知、修復されず、

定期点検報告に指摘されていないか、指摘されていてもローコス

トで修復可能とは見なされない修復箇所で、定期点検の対象と

なっている（即ち点検していても検知または修復できないものが

対象となる）。これらについてデータベースを構築。 

▪ 当該する漏洩箇所について、時間あたり漏洩率と、サンプリング

した値か、またはデフォルトの漏洩率と漏洩期間の積により算出。 

▪ 修復されたが再びガス漏洩された箇所、及び

プロジェクトの一環として実施したサーベイに

おいて検知されなかったが以後漏洩が認めら

れた箇所からの排出。 

▪ 漏洩率の推計に関するオプションはベースラ

イン排出量の場合と同様。 

 

AM0026 メ リ ッ ト オ ー

ダーが存在す

る系統での再

生可能エネル

ギー発電 

▪ 再生可能エネルギー発電所であり、チリの系統に連係

しているか、限界コストに沿った系統運営をしており、

メリットオーダーや発電所の燃料消費量データが入手

可能な国におけるプロジェクト。 

▪ 通常は系統電力の CO2 原単位の推計はツールによるところ、

ツールのディスパッチ法に類似した手法でオペレーティングマー

ジンを算出する。 

 オペレーティングマージン：具体的には、ディスパッチ

データに基づき、CDM プロジェクトが存在しない場合

にその発電電力量を供給していたと想定される発電所

を想定。 

 ビルドマージン：ツールに依拠するか、電力規制官庁に

よる最低コストの電源開発計画に基づく。 

▪ 上記の加重平均によりコンバインドマージンを算出し、プロジェク

トの発電量に乗じる。 

▪ 地熱発電所の非凝縮性ガス（CO2、メタン）及

び補助燃料の消費に起因する排出量について

算出。 

方法論開発者が意図した対象プロジェクト

はチリの水力発電所であり、同国では系

統電力のメリットオーダーが把握できる。 

AM0027 再生可能原料

からの無機炭

酸塩のCO2供

給 

▪ 炭酸塩の化合物製造について、再生可能起源（バイオ

マス等）の CO2 を用いて化石燃料起源の CO2 を代

替。PDD で意図していたプロジェクトはソーダ灰と炭

酸アンモニウムの炭酸塩の供給。 

▪ プロジェクトで用いられる生物起源の CO2 はベース

ラインで用いられない。 

▪ ベースラインで供給される CO2 はエネルギー生産の

副産物ではない。 

▪ 製品製造プロセスに根本的な差がなく、生産増加とな

らない。 

▪ 生物起源の CO2 は準備、純度向上プロセスは大きな

影響を与えない。 

▪ 化石燃料起源の CO2 排出から生物起源の CO2 排出を差し引

いたものにプロセス起源の排出を加えることにより算出。 

 化石燃料起源の CO2 排出：化合物の生産量に対し、

ベースラインシナリオにおける化石燃料起源の CO2、

生物起源のCO2について按分して算出 

 生物起源のCO2排出：同上 

 生産プロセスに起因する排出 

 

▪ ベースラインと同様に算出。ただし化石燃料起

源の CO2、生物起源の CO2 はプロジェクト

実施後のもの。 

ブラジルの Raudi 社のプロジェクトに

特異的なもの。 

 

AM0028 カプロラクタ

ム 製 造 起 源

N2O 回収破

▪ Rachig プロセス、または硝酸を用いる HPO プロセ

スによるカプロラクタム（ナイロン 6 原料）の商用生産

に伴う、アンモニア酸化が2005年12月31日までに

▪ ベースラインN2O排出量とGWPの積として算出。 

 ベースライン N2O 排出量は破壊施設に供給された

N2O。ただしカプロラクタム製造量あたり排出量が

▪ 破壊されなかったN2Oと、破壊施設に投入さ

れたアンモニア製造、還元用炭化水素、燃料に

起因する排出（燃料についてはツール参照）。 

当初は硝酸製造起源N2O 回収破壊に関

する方法論であり、後にカプロラクタムに

も拡張されたが、硝酸製造起源N2O回収
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壊（排気時点

で の 三 次 破

壊） 

開始されているプラントに限定（クレジットの価値が非

常に高いことが想定されるため）。 

▪ 既存の N2O 破壊施設（選択触媒還元）の閉鎖を伴わ

ず、NOx排出増につながらない。 

IPCCガイドラインに示す原単位を超えた分は計上され

ない。 

 HPOプロセスと併産する場合は、既存の硝酸製造施設

の設備能力に限定される。 

破壊に関するプロジェクトは統合化方法

論ACM0019の策定に伴い対象から除

外され、カプロラクタムのみを対象とす

る方法論となった。 

他の硝酸製造起源 N2O 回収破壊の方法

として、炉内破壊（方法論 AM0034、

AM0051）が存在した。 

AM0030 アルミ製造施

設における効

率 化 に よ る

PFC 排出削

減 

▪ 商用生産が2009年1月1日までに開始された施設。 

▪ 世界のアルミ生産の 33%以上をカバーする国際アル

ミニウム研究所（IAI）のデータについて、モニタリング

期間終了時から3年未満のものが入手可能。 

▪ 過去の改善策等により、PFC 排出が安定的な水準に

達している。 

▪ 下記ステップにより算出。 

 算定対象となるアルミ生産量の特定（当該年の排出量、

ただし当該施設による過去の生産実績を超えない）。 

 排出原単位の算定（IAI のデータに記載されている

データベースにおける PFC 排出原単位が少ないほう

から上位 20%の値と、過去の原単位のうち低いほうと

する）。 

 両者の積により排出量を算出。 

▪ プロジ ェクト実施後に、IPCC Tier 3 

methodにより排出原単位を算定。 

IAIのAnode effect surveyという既

存文献に示される施設の数値ベンチマー

クとして用いている点が画期的であった。 

ただし、同文献は PFC 排出量に関する記

載が簡略化され、また対象施設のカバ

レージも低下しているため、AM0030が

用いられにくくなっている。 

AM0031 BRT （ Bus 

Rapid 

Transit ） の

新設 

▪ バス交通網（BRT）の導入を行う。 

▪ 類似のバスと同様の燃料（混合燃料）を用いる。 

▪ 鉄道を代替する場合は適用されない。 

▪ 分岐線がない場合（通常バスとBRTを併用する場合）

はACM0016を用いる。 

▪ 下記のステップにより算出。 

 市内旅客輸送のモーダルシフト対策におけるベースラ

イン排出量算定ツール（TOOL18）を用い、既存の統計

資料を活用して輸送モードごとの人キロ当たり排出原

単位を算出。 

 1 年目と 4 年目に乗客サーベイを行い、モードごとの乗

客比を算出し、それに基づきベースラインにおけるモー

ドごとの輸送人キロを算出。 

 上記によりベースライン排出量を算出。 

▪ 当該 BRT の運行に伴う燃料消費、電力消費

に起因する排出（ツール）。 

▪ リーケージについて、他の車両の乗車人数へ

の影響、及び混雑緩和による速度上昇と誘発

需要を挙げている。これらのリーケージが正

味排出となる場合に考慮する。 

プロジェクトは公共交通網でありCDMク

レジットを含めても収益性が低い場合が

多い。このような状況に鑑み、追加性の判

断基準として、当該国、地域での実施事例

が少なく、また人キロ当たり排出係数が一

定以下であるか投資回収が困難であるも

の、としている。 

2015 年の改訂により、ベースライン排出

量算定方法の主要部分はツールに移管し

た。 

AM0035 電力系統にお

ける SF6の回

収破壊 

▪ 電力系統における変圧器等の機器に封入されている

SF6の回収または漏洩削減が対象。 

▪ 系統全体か、地理的範囲が明確な系統の一部分で実

施される。 

▪ 回収・修理に伴うSF6排出削減が他のCDMプロジェ

クトで計上されていないことを文書で立証する。 

▪ 下記より選択。 

 （過去データがある場合）在庫変動より算出される過去

3 年間の年間排出量のうち最も低い年度の値をベース

ライン排出量と見なす。 

 （過去データがない場合）デフォルトの排出率を用い

て、機器の定格含有量に乗じる（高効率の設備への置換

を想定し、デフォルト排出率は 2012 年 10%→2021

年1%へ低下する） 

▪ 在庫変動をモニタリングし、漏出量を算出。 2021 年が期限となるのではないかと想

定される。 

AM0036 バイオマスボ

イラ 

▪ 対象は熱供給を行う施設であり、発電能力が向上され

る場合は原則として対象外。 

▪ ボイラの新設、拡張、効率向上、改修、混焼、混焼比率

向上に適用可能。 

▪ 混焼する化石燃料の比率はエネルギーベースで

50%以下。 

▪ エステル化、発酵、水和、加熱溶融等の加工されたバイ

オマスは対象外。 

▪ 1年以上の貯蔵は対象外。 

▪ 下記について算出。 

 燃料代替：バイオマスによる熱供給量、代替燃料の原単

位、ベースライン機器効率（ツール）により算出。混焼の

場合は化石燃料と熱量ベースで按分。 

 ベースライン燃料は過去3 年間で用いられていた燃料

のうち最も原単位の小さいものとする。 

 ベースラインにおいてバイオマスが用いられないこと

による野焼き、腐敗に起因する排出量の削減：ベースラ

インシナリオが野焼き、腐敗である場合に算出（一部

ツール）。 

▪ 化石燃料（補助燃料等）の消費、電力消費、バ

イオマス輸送、プランテーションバイオマス

（以上ツール）、燃焼・排水処理起源のメタン発

生に起因する排出量について算出。 

2009 年にボイラから拡張、2018 年にプ

ランテーションバイオマスにも拡張。 

方法論 ACM0006、ACM0018 とも関

係する。 

完全な新設（Greenfield）の場合のベー

スライン燃料に関する記載が不足してい

ると思われる。 

AM0037 随伴ガスの化

学原料用途へ

の利用。 

随伴ガスを用いて化学原料を製造するもの。 

利用される随伴ガスは過去3年間フレアまたは放出されてい

る。 

 

▪ フレア起源 CO2、輸送、メタン漏洩、プロジェクトにより利用に付

された随伴ガスのベースラインにおける CO2 排出について計

上。 

▪ 当該プロジェクトにより製造された製品が附属書 1 国の製品を代

替する場合、当該プロジェクトの CDM クレジットと、附属書1 国

▪ ガスの輸送に必要なエネルギー消費に伴う

CO2 排出（ツール）、メタン排出、最終利用に

よるCO2排出について算出。 

AM0009（随伴ガスの利用）を踏襲して

作成されたが、AM0009 が変更を重ね

たのに対し、AM0037 は AM0009 の

初期の原型を多く残している。 
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における製造回避による CO2 排出削減とが二重計上になると考

えられる。従ってその影響を排除する必要があるため、附属書 1

国への輸出分については勘案しない。 

 

AM0038 シリコンマン

ガン合金製造

工程（電炉）の

効率改善 

▪ ベースライン、プロジェクトともにサブマージドアーク

炉であり、系統電力を消費する。 

▪ ベースライン、プロジェクトともにフェロシリコン、フェ

ロマンガン、シリコンマンガン、シリコン、フェロクロー

ムを製造し、素材・製品に変化はない。 

▪ 下記について算出。 

 系統電力削減：プロジェクト対象施設における過去3年

間の電力消費原単位に基づき算出。計上の対象となる

生産量は過去の生産量を超えない。 

 還元剤（石炭・コークス）の削減：上記同様に算出。 

▪ 実際の電力消費量、還元剤消費量に基づき算

出。ただし計上の対象となる炉の生産量は過

去の生産量を超えないような形で算出する。 

唯一の提案プロジェクトは南アにおける電

炉のレトロフィット。 

AM0043 パイプライン

代替によるガ

ス網の漏洩削

減 

▪ 陰極防蝕の施されていない鋼パイプのPEパイプへの

代替。 

▪ 通常の修理・メンテナンス計画の範囲を超える。 

▪ 当該ガス網にガスの不足が生じておらず、ガス配送パ

ターンを変えるものではない（純粋な修理）。 

▪ ガス網が過去 3 年間に配送ガスの性質変更を経験し

ていない（ストレスがかかっていない）。 

▪ パイプラインの材質・搬送するガスの圧に応じたデフォルト漏洩

率を既存資料より定義する。 

 毎年の排出量として、ゼロ年目の排出量と比べ、パイプ

ライン純増分を差し引くことにより求める（即ちクレジッ

トが計上される対象をプロジェクト開始時のパイプライ

ンに限定）。 

▪ ベースラインと同様の手法により求める。 
PE パイプの管長あたりメタン漏出率は鋼

管の1/3以下とされている。 

AM0044 ボイラの改修 ▪ ボイラのリハビリ、リプレースに適用。 

▪ プロジェクト境界が明確であり、境界内のすべてのボ

イラに適用。 

▪ プロジェクト境界内での燃料転換は行われない。 

▪ ボイラ効率基準等の義務化された法制度が存在しな

い。 

▪ 下記ステップで実施。 

 ベースラインのボイラ効率について、過去3年間の効率

の平均値とする。 

 熱出力量を上記の効率で除してベースライン排出量を

算出（熱出力は過去の最大値を超えない）。 

 ベースライン、プロジェクト排出の双方について、計測

に伴う不確実性を保守的に考慮。 

▪ 燃料消費量、低位発熱量、CO2原単位の積に

より算出。 
 

AM0045 オフグリッド地

域への系統延

伸 

▪ オフグリッド地域への系統延伸により、低炭素燃料によ

り自家発電等が代替される。 

▪ 延伸される地域での再エネを代替するものではなく、

ほぼ影響を受けないが、化石燃料は 100%代替され

る。 

▪ 代替される火力発電所の原単位は、過去3年間の燃料消費量、発

電量データに基づき算出。 

▪ 代替される発電所のCO2原単位について、発電所の平均残存耐

用年数を算出し、その 2 倍以上の期間に達すると、以後は当該オ

フグリッドにおける Best Available Technology の効率とす

る（即ちベースラインでのオフグリッド発電所のCO2原単位は漸

減する）。 

▪ 下記について算出。 

 電力：系統原単位はツールを用い

る。 

 SF6：新規の変圧器等に含まれる

SF6 漏洩量について、機器スペック

または充填実績に基づき算出。 

 リーケージとして、送電網敷設のた

めの伐採について考慮。 

Best available technology の定義は

方法論では行われていない。 

AM0046 蛍光ランプの

普及 

▪ 蛍光ランプ（CFL）を頒布し、代わりにそれまで使用し

ていた（白熱）電球を拠出（100W以下）。 

▪ CFL 頒布は直接交換か、各世帯への招待に基づき交

換所で行う。 

▪ 各世帯は系統に連係している。 

▪ 下記ステップで実施。 

 プロジェクトエリアの設定（都市 4km2、その他

3,600km2）、実施計画の策定。 

 ベースライン、プロジェクトのサンプルグループの設

定、対象となる世帯の選定（各 200 以上：コイントスで

いずれに属するかを決定。移転等も考えられるため、

バッファグループも設定） 

 計器の設置、データベースの設立。 

 稼働時間のモニタリング。 

 稼働時間、電球の定格により各サンプルグループにお

ける電力消費量を算出。電圧変動による補正、標準偏差

による補正を実施（ベースライン電力消費量からは差し

引き、プロジェクト電力消費量には加える）。 

当初は対照群との比較を伴う非常に複雑な手法で

あった。改訂により簡略化されたが、LED 頒布に関

し、販売されたランプ当たりの排出削減量のデフォル

ト値を設定した方法論AMS-III.ARが策定されたこ

と、CFL が通常慣行となりつつあることもあり、本方

法論は更新されていない。 

 

AM0048 オフグリッドを

含むコージェ

ネ 

▪ 熱電比率が 1 より大きい（熱供給に電力供給が追従す

るようなプロジェクトに限定）。 

▪ ベースラインシナリオが、化石燃料ベースの発電所及

び熱供給施設の建設である。 

▪ 下記について算出。 

 電力供給に起因する排出：ベースライン発電所の効率は

2 つ以上の機器サプライヤーから得た情報のうち高い

ほう、または60%というデフォルト値。 

▪ 化石燃料の消費（ツール）。 

▪ リーケージとして、燃料消費に伴う上流部門の

排出を考慮。 

コージェネを対象とした方法論として類似

するAM0048、AM0107、ACM0026

を峻別するフローチャートを記載。 

熱電比率の算定方法があれば望ましい。 
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主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

 熱供給に起因する排出：ベースライン発電所の効率は 2

つ以上の機器サプライヤーから得た情報のうち高いほ

う、または100%というデフォルト値を用いる。 

 （いずれの場合にもベースラインとプロジェクトの燃料

種は同じと考える）。 

AM0049 産業施設コー

ジェネ 

▪ ガスベースの発電及び熱供給システムで、メタンリッ

チな合成ガス（MRG）を含む。この燃料は対象国で十

分に入手可能。 

▪ 在来の状況では自家発電は電力需要を充足していな

い状況にあり、また熱供給には石炭または石油のみが

用いられていた。 

▪ 対象となる産業施設の設備容量の拡張をもたらすもの

ではなく、また蒸気/熱の質に変化はない。 

▪ 系統への電力輸出は限定的。 

▪ 下記について算出。 

 電力供給：ベースライン発電所の効率により算出 

 熱供給：ベースライン熱供給施設の効率と燃料種を加味

して算出。 

▪ 複数の燃料種が用いられる場合、最も CO2 原単位の低いもの

を代替すると見なす。 

▪ ベースライン発電所の効率については、最適で稼働している状態

（最も効率が高く保守的）と見なすか、負荷効率曲線を用いること

により算出する（正確であり、クレジットを多く計上できる可能性

があるが複雑）。 

▪ 燃料消費に起因する排出（方法論が古いこと、

及び特殊な燃料を想定していることもあり、

ツールを参照していない）。 

▪ リーケージとして、燃料消費に伴う上流部門の

排出、及びMRG生産時の排出を考慮（化石燃

料の消費状況を入手する必要がある。） 

方法論開発者が意図した対象サイトは南

アの化学プラントであり、合成ガスを用い

る（極めて特殊な事例）。 

AM0050 尿素製造工程

の原料転換 

▪ アンモニア－-尿素製造施設における原料の転換（ナフ

サ等→天然ガス） 

▪ 生産能力の増加は10%を超えない。 

▪ 天然ガスは十分に入手可能（他の利用機会を収奪しな

い）。 

▪ 在来状況では炭素が余剰状態であった。プロジェクト

により不足状態になると、炭素回収等により補充。 

▪ 下記について算出。 

 原料代替：ベースラインにおける、原料の炭素ストック

から尿素に含まれた炭素ストックを差し引いた差分。尿

素生産量あたり原料消費量は過去 3 年の平均値。尿素

中炭素は分子量より算出。 

 燃料消費：過去3年のデータに基づき原単位を算出。 

▪ 下記について算出。 

 原料（天然ガス）消費：ベースライン

と同様と想定。 

 熱消費に起因する排出：ツール 

 CO2 回収：電力と蒸気の消費（ツー

ル等） 

 蒸気・電力消費：過去3年の平均値と

比較した原単位の増分について計上

（減少した場合はゼロと見なす）。 

アンモニア－-尿素製造施設における

CO2回収に関する方法論も同時に検討さ

れていたが、不採択となった。ここでナフ

サからガスへの原料転換を行う場合に不

足した炭素を補うために CO2 回収が行

われることから、原料転換と CO2 回収は

同じ事象に関するものであり、両者を併用

した場合は二重計上の可能性が生じる。 

AM0052 DSS による水

力発電所の効

率向上 

▪ 意思決定支援システム（DSS）を導入することにより、

水量あたり出力を最適化するプロジェクトが対象。 

▪ クレジット期間中に基本的なメンテナンス以上の改修

が行われる予定がない。 

▪ ベースラインデータ取得期間中（3 年間）及びクレジッ

ト期間中に貯水池、水路の改変が行われず、またその

予定がないもの。 

▪ プロジェクト境界より下流に追加的に水力発電所が建

設されないか、境界より下流の水力発電所のうち最上

流のものが24時間の流量制御を行いうるもの。 

▪ 下記のステップで算出（毎週ベースで算出）。 

 過去 3 年間の毎時の流量と出力の関係を取得（データ

が存在しない場合は最低1 年間）、n 次多項式近似を実

施。 

 多項式は単調に推移するものとし、かつ n は最も相関

が高くなるものとする。 

 上記相関式に対して標準偏差の 1.96 倍相当を加味（即

ちベースライン出力が本式を下回る確率が5%以内） 

▪ プロジェクト排出量はゼロと見なす（対象が既

存の水力発電所であるため）。 

DSSの定義として、予測手法及び最適化・

シミュレーション技術を用い、電力システ

ムの長期・短期的最適化を行うコンピュー

タープログラムの一群を指す。 

AM0053 バイオガス起

源ガスのガス

網接続 

▪ プロジェクト実施前にはフレア/放出されていたバイオ

ガスを活用。 

▪ バイオガスのアップグレード技術として、圧力スイング

吸着（PSA）、膜分離のいずれかを用いる。 

▪ 供給されたバイオガスの熱量と同等の熱量の天然ガスが代替さ

れたと想定し、CO2原単位の積として算出。 

▪ バイオガスの量は、ガス網に供給された量と、回収された量のう

ち小さいほうとする。 

▪ 下記について算出。 

 アップグレード、輸送に伴う燃料、電

力に起因する排出（ツール） 

 フレア（ツール）、メタン放出に起因

する排出。 

 排水に含まれるメタン（排水中濃度

は6カ月に1度以上計測） 

方法論提案はチリの事業者による（チリは

ガス供給のひっ迫に直面した時期があ

る）。 

AM0055 製油所オフガ

ス利用 

▪ オフガスはプロジェクト実施前の過去 3 年間はフレア

されている。 

▪ オフガスはフレアヘッダの直前で回収し、ガスフロー

の分岐の可能性がない。 

▪ 回収したガスは同じプラントで用いる。 

▪ 設備の能力増強にはつながらない。 

▪ 下記について算出。 

 オフガスによる熱源代替：回収されたガスの量、熱量、

代替される燃料のCO2原単位の積として算出。 

 オフガスのフレア回避：フレア設備の稼働のためのボイ

ラ燃料削減（捨象することも可能）。 

▪ 対象となるガスの量は、回収されたガスの量、過去フレアされた

量、回収能力のうち最小の値とする。 

▪ 回収オフガスの搬送等の電力消費に起因する

排出（ツール）。 
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主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

▪ 原単位は、天然ガスとするか、過去3年間の熱源燃料の加重平均

の最小値とする。 

AM0056 ボイラの改善 ▪ ボイラの代替、改修、燃料転換に適用可能（ただし燃料

転換のみの場合は対象外）。 

▪ プロジェクト境界の外で排熱回収が行われているもの

には適用されない。 

▪ 下記のステップで算出 

 ボイラの負荷クラスごとにエネルギー消費原単位を算

出（複数ボイラの場合は最もエネルギー消費原単位の

小さいものを選択）。 

 エネルギー消費原単位は ASME における性能試験に

より求める。 

 上記のエネルギー消費原単位と、生成蒸気量または設

備容量から算出される蒸気量の小さいほうの値、稼働

時間、燃料CO2 原単位の積によりベースライン排出量

を算出。 

▪ 化石燃料の消費に起因する排出（ツール）。 

▪ リーケージとして、天然ガスの上流部門に起因

する排出（漏洩、LNG液化及び再気化）。 

AM0044 を参照するとしているが、具体

的な適用方法の峻別については記載され

ていない（本方法論は燃料転換にも適用

される）。 

AM0057 バイオマス廃

棄物の素材利

用 

▪ 農業廃棄物を新規の製紙、ボード、バイオオイル（加熱

溶融）に転換する施設の新設に対して適用される。 

▪ 廃棄物はメタン発生がないような状況で保管する。 

▪ エネルギー消費以外の重要な排出源が想定されない。 

▪ ベースラインにおけるメタン排出削減はベースライン

における廃棄物の腐敗が想定される場合のみ。 

▪ ランドフィルに埋め立てられると想定される場合のメタン排出に

ついて算出（ツール）。 

▪ 下記について算出。 

 電力、燃料の消費に起因する排出

（ツール）。 

 廃棄物の輸送に起因する排出（燃料

消費量またはトンキロベースにより

算出）。 

 加熱溶融のオフガスに起因する排出

（直接の計測または農業廃棄物の量

にIPCCガイドラインのデフォルト原

単位を乗じることにより算出）。 

 デフォルト原単位の場

合、不確実性を考慮す

る。 

方法論 ACM0022 に対象範囲が類似し

ている。 

AM0058 発電所排熱を

用いた地域冷

暖房 

▪ 既存の火力発電所（発電以外に熱は利用されていな

い）、及び/または熱専用ボイラから調達する熱源によ

り、熱供給システムのボイラを代替する。 

▪ 熱の80%以上は民生用途に用いられる。 

▪ 単一の燃料種を用いている。 

▪ 発電所の耐用年数増加、発電所そのものの大幅な改修

につながらない（排熱の地域利用に限定）。 

▪ 下記について算出。 

 熱供給：供給熱量に対し、代替熱源の原単位を乗じる。

代替熱源の原単位は下記の手法で求められる。 

 在来ボイラの代替：代替するボイラの効率

の平均値。 

 新規ボイラの代替（仮想シナリオ）：ツール

に準拠したサーベイにより、上位20%の性

能のもの、またはツールに記載されている

最も保守的な値。 

 電力供給：過去の供給量の最大値とプロジェクトによる

電力供給量の低いほうと、ベースライン原単位の積によ

り算出。 

▪ コージェネ及びボイラからの熱電供給に基づ

く燃料消費に起因する排出（ツール）。 

▪ リーケージとして、下記を考慮。 

 プロジェクトによる電力消費の削減

があった場合の補充に起因する排

出（発電量が過去の最小値を下回っ

た場合） 

 燃料転換を行った場合の上流排出 

コージェネからの熱供給に関する規定が

設けられている。 

AM0059 アルミ精錬工

程改善 

▪ 先進的なアルミ精錬技術（PFC 副生率が少ない

PFPB 法を想定）の導入、または精錬技術の変更によ

るエネルギー効率向上によりアルミ精錬起源 PFC 副

生量を削減する。 

▪ 精錬技術のみが変更される（一般的な効率向上は対象

外）。 

▪ 下記について算出。 

 PFC に起因する排出：在来施設の過去の生産量を超え

ない分については在来施設の原単位、それを超える分

については PFPB 法の原単位（IAI のデータベースに

よる原単位が小さいほうから上位20%）。 

 電力消費に起因する排出：在来施設の過去の生産量を

超えない分については在来施設の原単位、それを超え

る分については IAI エネルギーベンチマーク分析の平

均原単位。 

▪ PFC 排出（IPCC Tier 3 手法）、及び電力消

費に起因する排出（ツール）。 

在来設備の残存耐用年数のみ有効（部門

のコモンプラクティス等を参照） 

 

本方法論が検討されていた時点で、最も

PFC 副生率が少ない手法（PFPB）が既

に主流となりつつあった。 

AM0060 チラーの代替 ▪ 既存及び代替チラーは一対一対応し、出力の相違は

5%以内である。 

▪ ベースラインチラーの電力CO2 原単位及び電力消費量の積とし

て算出。 

▪ 電力消費に起因する排出（ツール）。 冷媒について、ベースラインにおけるモン

トリオール議定書対象ガス（特定フロン等）
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▪ 既存及び代替チラーは電力で駆動される。 

▪ 代替されたチラーは回収・破壊される。 

▪ 既存チラーの冷媒は回収破壊または適切な方法で所

内に保管され、状況は記録される。 

 ベースラインの電力消費量について、冷熱あたり電力

消費原単位を、チラーの負荷、冷却水温度、供給冷水温

度の関数として算出する（過去 1 年のデータか、メー

カー資料に起因）、または過去観測された最も優れた電

力消費原単位（負荷、温度に依存しない）のいずれかか

ら選択し、プロジェクト導入後のチラーの稼働状況（負

荷、冷却水温度、供給冷水温度）を当てはめて推計す

る。 

の排出削減は計上されず、プロジェクトに

おける同ガスの排出増は考慮されるとい

う非対称性が要求されることとなった。こ

のためプロジェクト排出量が大きく計上さ

れる結果となっており、本方法論は活用さ

れていない。 

AM0061 発電所の改修

と燃料転換 

▪ 発電設備の新設を伴わない。 

▪ 発電能力の増強は在来発電所の15%にとどまる。 

▪ 在来発電所は10年以上の操業実績がある。 

▪ 通常のメンテナンスはプロジェクト対象に含まれない。 

▪ コージェネは対象外。 

▪ 下記により算出する量の合計からなる。 

 在来発電所の過去 5 年の平均発電電力量まで：発電電

力量と在来発電所の原単位の積 

 在来発電所の平均発電電力量から最大発電可能量ま

で：発電電力量と、在来発電所の原単位またはプラント

以外の電力の原単位（下記参照）の低いほうの積 

 在来発電所の最大発電可能量を超える分：発電電力量

と、プラント以外の電力の原単位の積 

▪ 原単位は下記のように算出。 

 在来発電所の原単位：プロジェクト実施前に用いた燃料

（過去 5 年分）とプロジェクト実施後に用いた燃料の低

いほうの原単位に基づき算出。 

 プラント以外の電力の原単位：ビルドマージン、コンバイ

ンドマージン、最も想定されるベースラインシナリオの

いずれかのうち、最も低い原単位。 

▪ プロジェクト実施後の燃料消費及びバックアッ

プ等のための系統電力消費に起因する排出

（いずれもツール）。 

クレジットを生成する期間は各発電設備の

残存耐用年数のうち最も短いものに限定。 

AM0062 発電所のター

ビン改修 

▪ 発電所のタービン改修による効率向上。 

▪ バイオマス、排熱を用いず、系統電力にのみ給電する

化石燃料焚発電所。 

▪ タービンメーカーにより推奨される定期的なメンテナ

ンス、優れた予防慣行（クリーニング等）は対象外。 

▪ プロジェクトによる蒸気条件の変動は5%以内。 

▪ 下記の合計からなる。 

 在来発電所の過去 3 年の平均発電電力量まで：発電電

力量と在来発電所の原単位（ツール）の積 

 在来発電所の平均発電電力量から最大発電可能量ま

で：発電電力量と、在来発電所の原単位と系統原単位の

低いほうの積 

 在来発電所の最大発電可能量を超える分：発電電力量

と系統原単位の積 

▪ 発電電力量について、レトロフィット直後の効率を上回った場合は

そのような効率向上分について補正を行う。 

▪ プロジェクト実施後の燃料消費に起因する排

出（ツール）。ただし蒸気タービンへの熱投入

分のみ。 

クレジットを生成する期間は在来タービン

の耐用年数に限定。 

 

提案プロジェクトはタービンブレードの交

換に関するもの。 

AM0063 産 業 排 ガ ス

（tail gas）中

CO2 の回収利

用 

▪ 当該産業施設の操業開始当時から排ガス（tail gas）

を産生していた施設（プロジェクトのための意図的な

産生の可能性を排除）。 

▪ プロジェクト実施前は燃料用途またはフレアされてい

た。 

▪ プロジェクトは排ガスの組成を変化させない（5%以

下）。 

▪ 産生したCO2はホスト国内で販売される。 

▪ 下記について算出。 

 CO2 生産に起因する排出：原単位と活動量の積により

算出。 

 原単位：過去3 年間の CO2 生産に用いた

電力、燃料消費量（在来施設）または近隣の

CO2 生産量の原単位の加重平均から計算

したベンチマーク（新設）。 

 活動量：CO2生産量と在来施設のCO2生

産削減量の小さいほう。 

 排ガス（tail gas）燃焼に起因する排出：排ガス消費量と

CO2含有量の積により算出（ただし消費量は過去3年

の平均消費量を超えない） 

▪ 下記について算出。 

 産業施設での排出：オフガスの燃

焼、電力消費に起因する排出（ツー

ル）。 

 CO2 生産施設での排出：電力及び

燃料消費に起因する排出（ツー

ル）。 

▪ リーケージとして、通常とは異なる技術を用い

て生産（副生）されていた CO2 の代替分を計

上する。 

登録プロジェクトは水素プラント（アルゼン

チン）のみ。他に製油所におけるプロジェ

クトが提案されている。 

AM0064 金鉱メタン回

収利用 

▪ 採鉱中メタン、及び探鉱井に起因するメタンの双方に

該当。 

▪ 回収メタンは電力、動力、熱エネルギー産生のために

▪ 下記について算出。 

 メタン及び非メタン炭化水素の破壊に起因する排出

（ベースライン：燃焼） 

▪ 下記について算出。 

 メタン回収・利用のためのエネル

ギー消費に起因する排出（ツール） 

ACM0008（炭鉱・炭層メタン回収）と類

似の方法論（炭鉱の誤記がある模様） 

方法論提案者が意図したプロジェクトは南
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主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

用いる。 

▪ プロジェクト実施前は放出または熱利用されていた。 

▪ 新規・既存双方の採鉱活動に適用される。 

▪ 探鉱、露天掘り、廃鉱、採鉱地域と異なる坑井、CO2等

の利用による増進回収には適用されない。 

 メタン放出回避に起因する排出（ベースライン：放出） 

 代替した電力、熱に起因する排出 

 メタン破壊に起因する排出（フレア

ツール等） 

 未燃メタンに起因する排出（フレア

ツール等） 

アの金鉱。 

AM0065 マグネシウム

カバーガスの

SF6 代替 

▪ マグネシウム精錬に用いるカバーガスを SF6 から

GWPの低いガスに代替する。 

▪ SF6を代替するガスは HFC-134a、パーフルオロ2

メチル 3 ペンタノン（P2M3P）、または低濃度 SO2

（濃度1%以下）を用いる。 

▪ 在来施設での代替のみに該当。 

▪ プロジェクト実施後のマグネシウムの生産量と、実施前 3 年間で

SF6排出原単位が最も小さい年のSF6排出原単位の積。 

 SF6 排出原単位は、SF6 消費量に対して分解係数（保

守的に想定した0.5）を乗じる。 

 SF6消費量は実際の消費量にデータ補正係数0.95を

乗じたものと、マグネシウム生産量にIPCC2006ガイ

ドラインに示す消費原単位を乗じたもののうち小さいほ

うを採用。 

▪ 下記について算出。 

 代替ガスに起因する排出量：消費

量、GWP、GWPの不確実性補正係

数（ HFC-134a の 場合 1.26 、

P2M3Pの場合、GWPは1だが補

正係数は2,830） 

 SF6 消費に起因する排出：SF6 消

費量に分解係数（0.5）、データ補正

係数1.05を乗じる。 

 補正係数はEPAの文献による。 

高濃度SO2を用いている事例もあるが、

大気汚染の原因となるため、対象外として

いる。低濃度SO2技術に関する要件が記

載されている（地域の環境規制の順守、ガ

スに関する計器類の配備等） 

事前の推計のための係数として、代替ガ

ス消費量はSF6消費量の0.5倍とおく。 

AM0066 純鉄製造にお

ける排熱回収 

▪ 純鉄（sponge iron）製造過程において排熱を利用し

て原料を予熱するプロジェクトが対象。 

▪ 対象プロジェクトは既存改修と新規施設の双方に適用

される。 

▪ スクラップを用いる設備には適用されない。 

▪ 対象設備以外からの排熱は利用されない。 

▪ プレヒータを通過した原料は直接炉/キルンに投入さ

れる、またプレヒータを介さない投入方法も可能。 

▪ 下記のステップで算出。 

 原材料と燃料の組み合わせに応じて、プロジェクト開始

前に 1 週間、電力及び燃料消費原単位を計測し。そのう

ち原単位が最も低い1日の値を取る（ベースライン原単

位）。 

 プロジェクト開始後に同様の計測を 1 週間実施し、その

平均値を取る（プロジェクト原単位）。 

 上記により算出したベースライン、プロジェクトのエネ

ルギー消費率の比と、生産及びエネルギー消費実績を

基にした年間原単位と、過去の値、最新プラントの設計

データの値のうち最も低い値をベースライン原単位と

する。 

 上記の原単位に対して生産量を乗じる。 

▪ 原材料、燃料の組成を変えた場合上記のステップを再度実施。 

▪ プロジェクト実施後の燃料、電力消費に起因す

る排出（ツール）。 
 

AM0067 高効率アモル

ファストランス

の導入 

▪ 新技術は変圧器の芯に関するものであることから、無

負荷損失（鉄損）の削減のみを算出し、コイルに通電す

ることに起因する損失（銅損）は対象外とする。なお銅

損はベースラインにおいて導入されるトランスと同程

度以下であることが立証されることが条件となる。 

▪ 導入されたトランスの位置は把握され、また回収され

たトランスは他所では用いられないためのシステムを

実施する。 

▪ 鉄損率（単位W）、導入数、モニタリング期間（停電期間を除く）、電

力のCO2排出係数の積により算出。 

 鉄損率は過去5年間に導入された同種の変圧器の鉄損

が低い方から上位20%と、国による規制値の低い方と

する。 

▪ プロジェクトで導入された変圧器の鉄損率、導

入数、モニタリング期間（停電期間を除く）、電

力のCO2排出係数の積。 

 鉄損率には、変圧器の保証書に記載

されている許容誤差を加味する。 

日本メーカーにより提案された方法論。 

 

JCM（ベトナム）においても同様のプロ

ジェクトを想定した方法論が採択されてい

る（JCM_VN_AM005）。算定式はほぼ

同じだが、リファレンス排出量の算定に用

いる鉄損率は所与となっている点が異な

る。 

AM0068 フェロアロイ製

造工程の改善 

▪ 対象プロジェクトは①電炉の改造（サブマージ炉から

open slag bath 形式）または②ロータリーキルンに

おける対向流方式への改造。ただし②は①が行われ

てはじめてCDM対象となる。 

▪ 下記について算出。 

 電力消費に起因する排出：過去 3 年間の電力消費原単

位とフェロアロイ生産量の積により算出。 

 プロセス起源に起因する排出：プロジェクト対象施設に

よるフェロアロイ生産量と電極、鉱石、燃料中の炭素量

の変化に基づく原単位の積による算出。 

 生産量は過去の生産量を超えない。 

 原単位は過去3年の平均値とする。 

▪ ベースライン排出量同様、電力消費及びプロ

セス起源に起因する排出についてモニタリン

グを行う。 

 

AM0069 バイオガス起

源ガスの都市

▪ 排水処理施設またはランドフィルで回収されたバイオ

ガスを都市ガスに混入することにより天然ガス等を代

▪ プロジェクトにより製造された都市ガス量、熱量、代替される燃料

（天然ガス）のCO2原単位の積をプロセス効率で除することによ

▪ 燃料、電力消費に起因する排出（ツール）。 類似プロジェクトを想定した方法論

AM0055 同様、チリの事業者から提案さ
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主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

ガス供給 替する。 

▪ 都市ガスの性質を変えない（燃焼性の指標である

ウォッベ指数の変化は10%以内）。 

▪ 3 年以上バイオガスを放出、フレアしている実績のあ

るランドフィルまたは排水処理施設に起因する。 

▪ 過去に化石燃料のみを用いた在来の都市ガス製造施

設で実施される。 

り算出。 

 都市ガス製造量は過去 3 年間の最大製造量を超えな

い。 

 プロセス効率は過去 3 年間の毎年の値とプロジェクト

実施後の値の高い方とする。 

れている。 

AM0070 高効率冷蔵庫

の市場導入 

▪ 対象となる冷蔵庫はオンオフなく連続稼働するもの

で、ホスト国で生産、消費される。 

▪ 用いられる冷媒、発泡剤の GWP は当該メーカーによ

り過去3年用いられたものと同等以下のものとする。 

▪ 下記のステップにより算出。 

 ベンチマークを設定 

 ホスト国の市場で過去3年間に供給された

冷蔵庫のエネルギー消費原単位（市場ベン

チマーク）。 

 効率は上位 20%か、ホスト国にラ

ベリングスキームがある場合はそれ

によりカバーされる市場シェアの半

分に相当するパーセンテージのう

ち、低い方（即ちラベリングスキーム

の市場シェアが 30%の場合は

15%となる。 

 ベンチマークはプロジェクト実施前

設定、実施後設定の双方のオプショ

ンがあり、前者は年改善率（デフォル

ト 3.5%）を考慮する。 

 当該メーカーにより過去3 年間に生産され

ていたモデルのエネルギー消費原単位（製

造者ベンチマーク） 

 上記のうち低い方を原単位とする。 

▪ 下記のステップにより算出。 

 当該メーカーにより販売される冷蔵

庫のデータ収集、冷蔵庫の分類（容

量別、直冷/間冷）、モデル毎の定格

電力容量の把握 

 定格値と実際の値の補正係数の設

定（デフォルト値0.95または3年間

のモニタリングスキームの実施後に

設定する） 

 クラス毎の冷蔵庫の定格消費量、販

売数、補正係数の積により算出した

電力消費量に対し、電力 CO2 排出

係数と送電ロスを加味して算出。 

提案メーカーはインドの Godrej & 

Boyce 社だが、登録されたプロジェクト

はSamsung India社。 

 

個別導入事例の追加性を問わず、製品の

性能ベンチマークを用いた方法論の初の

事例となった。 

 

ラベルに関しては、ラベルの対象となって

いない場合は市場シェアが把握しにくい

こと、及びラベル対象機種は比較的高効率

の機種であると想定されることによる。 

AM0071 冷 蔵 庫 の

HFC 漏洩防

止 

▪ HFC-134aまたは高GWPの冷媒を用いた冷蔵庫を

過去3年以上生産しており、低GWP冷媒を用いてい

なかったメーカーに限定。 

▪ プロジェクト実施後に用いられる低GWPは一種類で

あり、在来冷媒と同等以上の冷凍能力があることが証

明されている。 

▪ ホスト国内で製造されているものに限定（輸入品は対

象外）。 

▪ 低GWP冷媒を用いた冷蔵庫の市場シェアが50%未

満。 

▪ 冷媒の転換にあたり、メーカーは追加的なコストを要

する（冷媒や部品の調達、安全対策、サービス体制の

向上等） 

▪ 製造時と再充填時において、それぞれ初期と配送時について合

計。下記のステップにより算出。 

 製造時：初期充填量に対してデフォルト値（0.2%：小規

模業務用の場合は0.5%）を乗じる。 

 配送時：初期充填量に対してデフォルト値（2%）を乗じ

る。 

 再充填時：初期充填量に対して修理する比率（最初の 3

年はモニタリング、以後は最も比率の小さな年の比率）

及び排出係数（120%）を乗じる。 

 再充填の配送時：再充填時排出量の2%とする。 

 以上、プロジェクト排出量と同様であるが、それに対し

てベースラインとプロジェクトの冷媒の充填比率

（HC:HFC-134a=0.45）を乗じる。 

▪ ベースライン排出量と同様に算出。 

 

提 案 メ ー カ ー は イ ン ド の

VideoconAppliances社（登録プロジェ

クトなし）。輸出分も対象となる点が特徴的

である。 

 

HFC-134a の GWP は 1,430 とされて

いる（フロン排出抑制法の場合）。なお

HFC はモントリオール議定書改正に伴い

途上国においても削減スケジュールが定

められた。 

AM0072 地熱起源の暖

房用熱供給 

▪ 熱供給能力の増加は従来に比べて 10%以内とする

（それを超える場合は在来がベースラインシナリオと

はならない）。 

▪ ベースラインで用いられる化石燃料焚ボイラは産業部

門には用いられない。 

▪ ベースライン熱供給システムにより供給された熱量をベースライ

ン熱供給機器の効率で除し、CO2排出係数を乗じる。 

 熱量：プロジェクトで供給する熱量に対し、輸送損失に

ついて考慮する。 

 効率：過去 3 年の平均値に基づき不確実性を保守的に

考慮するかデフォルト値を用いる。 

 既存施設の拡張の場合は、新規（CDM 対象）施設の占

める割合を保守的に算出（ベースラインでも何らかの拡

張が行われていたと仮定）。 

▪ 下記について算出。 

 燃料、電力消費に起因する排出

（ツール）。 

 地熱起源の非凝縮性ガス（CO2、メ

タン）。 

パラメータ HSBL（ベースライン熱供給シ

ステム）はプロジェクト熱供給システムと

思われる。 

 

類似方法論 AM0058 を参照していると

記載されている。 

 

デフォルト効率はベースライン機器効率算

定ツール初版と同じだが、ツールは改訂さ
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主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

れている。 

AM0073 家畜排泄物処

理の集中管理 

▪ 下記のように、ベースラインにおいて嫌気条件が担保

されていることが条件となっている。 

▪ 家畜が、集中飼育施設のような閉鎖的空間で飼育され

ている。 

▪ 排泄物が嫌気処理されており、河川水等にそのまま放

流されていない。 

▪ ベースラインにおける家畜排泄物の嫌気処理施設の平

均気温は（嫌気分解が起こりうる限界である）5 度以

上、ラグーンの場合は深さ1m以上、滞留時間30日以

上。 

▪ 残渣をベースラインとして肥料として用いられる場合

は、用途はプロジェクト実施後で一貫して変わらない。 

▪ 汚泥は乾燥またはコンポストにより処理される。 

▪ ラグーンの底は水を通さないようにする等、排水の漏

洩が起こらないようにする。 

▪ 下記について算出。 

 既存の処理施設に起因するメタン、N2O の排出。メタ

ンについては、年間の家畜排せつ物の量に基づき算

出。これについては、優先度の順に①各国固有データ、

②平均エネルギー摂取量、消化エネルギー、尿排出、灰

分、エネルギー密度により算出、③IPCC2006 ガイド

ラインデフォルト値、④直接計測に基づき算出、のいず

れかを用いる。 

 電力、燃料消費起源の排出（ツール） 

 

▪ 下記について算出。 

 メタン捕捉施設起源の漏出（デフォ

ルト値または実測） 

 嫌気処理起源の排出（排水処理量と

メタン転換係数） 

 コンポスト起源の排出 

 処理施設からの N2O 排出（IPCC

デフォルト） 

 バイオガス網起源の排出（ダイジェ

スターのアウトレットと利用端との差

異を計測） 

 フレア起源の排出（ツール） 

 電力、燃料消費起源の排出（ツール） 

 排泄物の道路輸送起源の排出（燃費

法により算出） 

 貯蔵起源の排出（FOD 式により算

出） 

▪ リーケージとして残渣の土地散布に起因する

N2O、メタン、CO2 輸送に起因する排出につ

いて考慮。 

コンポスト、ダイジェスター関連ツールへ

の参照が望ましい。 

 

IPCC2006ガイドライン、及びEPAによ

るガイドラインがベースライン排出量計算

のための参考資料として示されている。 

AM0074 製油所低圧ガ

スの発電所で

の回収利用 

▪ 過去 3 年間、製油所において低圧ガス（permeate 

gas）がフレアまたは放出されていたことが立証可能。 

▪ ガス処理施設から発電所まで専用のパイプラインで供

給される。 

▪ 発電所は本プロジェクトのために建設される（追加性

を与えるため）。他の燃料は15%を超えない。 

▪ 電力は全て系統に供給される。 

▪ 発電電力量と系統平均CO2原単位の積として算出（ツール）。 

 算定の対象となる発電電力量について、プロジェ

クト実施後の発電量とするが、過去 3 年間の低圧

ガスを超えて低圧が用いられた場合、その分を割

り引く（意図的なクレジット増加を防ぐため）。 

▪ 下記について算出。 

 燃料消費に起因する排出（ツール）。 

 ブースター（昇圧）ステーションの操

業（電力・燃料消費）に起因する排出

（ツール）。 

 パイプラインでの漏出に起因する排

出（バルブ、フランジ等に関するデ

フォルト値：AM0037と同様）。 

低圧ガスが従来フレアまたは放出されて

おり、利用されていなかったことに関する

立証方法について記載されている（施設

のエネルギーバランス、領収書等より立

証）。 

AM0075 バイオガスの

熱利用 

▪ 在来のバイオガス生産サイトから新設のバイオガスプ

ロセス施設に供給する。 

▪ 在来のバイオガス生産サイトからのバイオガスはプロ

ジェクト実施前はフレアまたは放出されていたことが

立証可能。 

▪ バイオガスは既存の最終消費者に供給される（事

前に特定可能）。熱は消費者によりオンサイトで消

費される。最終消費者は化石燃料のみを用いてい

たことを文書で示す。 

▪ バイオガス輸送は専用パイプラインまたは車両で

輸送される。 

 

▪ バイオガス供給量、熱量、プロジェクトとベースラインの効率比、

ベースライン燃料のCO2原単位を元に算出。 

 プロジェクトとベースラインの効率比は、0.9（デフォル

ト）、1.0（天然ガスと同等以上の熱量である場合）、投入

熱量と蒸気生産量からのモニタリングにより算出、の 3

通りを記載。 

 ベースラインの効率は、100%とする（最も保守的）、

メーカー資料、過去3 年の実績の平均値のいずれかを

用いる。 

▪ 下記について算出。 

 燃料、電力消費（バイオガス回収設

備等）に起因する排出（ツール）。 

 バイオガス漏出：（AM0037同様に

バルブ、フランジ等からの排出を想

定）、放出（ツール）、フレア（ツー

ル）、関連排水処理、輸送に起因する

排出 

ベースラインシナリオ、追加性立証プロセ

スが方法論内に記載されている（コンバイ

ンドツールを参照していない）。 

AM0076 電気及び温冷

熱のトリジェネ

レーション 

▪ 過去には、供給先においては電力、温熱、冷熱につい

て、それぞれ系統電源、ボイラ、圧縮冷凍機により供給

していた。これら機器はプロジェクト実施後は不足分

を調達する用途のみに用いることとする。 

▪ 当該施設において、従来はトリジェネレーション施設は

▪ 下記について算出。 

 温熱供給：プロジェクトによる熱供給量と、ベースライン

機器効率、燃料の熱量及び CO2 原単位の積として算

出。熱供給量はベースラインボイラの容量を超えないと

する。ベースライン効率は負荷に依存する（実測ベー

▪ トリジェネレーションシステム、ボイラ、電力消

費に起因する排出量（ツール）。 

AM0084と類似しているが、顧客が特定

されている。 
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主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

存在しない。 ス、メーカー資料ベース、デフォルト 100%）とし、ツー

ルは用いない。 

 冷熱供給：温熱と同様に例熱供給量とベースライン機器

効率により算出。ベースライン機器効率は冷水供給量、

冷水供給温度、冷却水戻り温度の関数とみなし、実測

ベース、メーカー資料ベース、負荷曲線のうち最も保守

的な値のいずれかとする。 

 電力供給：プロジェクトによる供給電力（トリジェネレー

ションシステムによる発電量、系統電力供給量から冷熱

供給の消費電力を差し引いた量）と、在来発電所の供給

電力の小さい方の値に対し、系統電力の CO2 排出係

数（ツール）を乗じる。 

AM0077 随伴ガス回収

利用（ガス処

理プラント新

設） 

▪ 新たなガス処理施設の建設により、随伴ガス及び一部

非随伴ガス（ガス田ガス）を利用し、特定ユーザーに供

給。 

▪ 随伴ガスは過去 3 年間、フレアまたは放出されていた

ことが立証可能。 

▪ 用途が CNG の場合、エンドユーザーはプロジェクト

実施前に特定されている。 

▪ ガスリフトを行っている場合、使用しているガスは事

前に特定されており、全ての熱をオンサイトで供給して

いる。 

▪ 処理・パイプラインに供給されたガスの炭素量に基づき算出（ベー

スラインでは全てフレアされCO2となっていたと想定）。 

▪ 下記について算出。 

 燃料、電力消費に起因する排出

（ツール）。 

 ガスの輸送に起因する排出（配送量

×距離×原単位ベースか、燃料消費

量ベース）。 

随伴ガス回収利用に関する方法論

AM0009 の原型に近い構成となってい

る。現在のAM0009がベースライン排出

量の算定に当たり、代替された燃料を

ベースとしているのに対し、本方法論は随

伴ガスが燃焼した場合の CO2 をベース

としており、両者の間で不整合が見られ

る。 

輸送起源排出のオプション１（配送量×距

離×原単位ベース）の記載に誤記の可能

性あり（単位の整合性）。 

AM0078 液晶製造工程

SF6回収破壊 

▪ 対象プロジェクト：液晶の製造工程で用いられる SF6

の回収、除害（現状は放出）。 

▪ 2009 年末までの 3 年間に稼働実績のある生産ライ

ン。 

▪ オンサイトでのSF6回収破壊分に限定（他所からの調

達は行わない）。またSF6の一時的な貯蔵は行われな

い。 

▪ SF6 回収量の計測は除害設備の直前で実施される

（回収後の漏洩があった場合は排出削減とはみなされ

ない）。 

▪ 除害設備は SF6 除害後に、既知の温室効果ガスを検

知レベルで発生しない。 

▪ 対象となるSF6について、下記のうち最低値とする。 

 プロジェクト実施後に除害装置に投入されるSF6の量 

 年間SF6 消費量に対して IPCC ガイドラインに基づく

副生率（不確実性を保守的に考慮）を乗じた値。 

 過去3 年の SF6 消費量（最大値）に対して IPCC ガイ

ドラインに基づく副生率（不確実性を保守的に考慮）を乗

じた値。 

▪ SF6消費原単位が過去3年間の最低値以上に増加した分につい

ては割り引く。 

▪ 下記について算出。 

 除害されずに残った SF6（回収量と

同様の方法で計測） 

 燃料、電力消費に起因する排出

（ツール）。 

 

排ガスフロー中のSF6量の計測方法につ

いて、フーリエ変換赤外分光分析装置.

（FTIR）、四重極型質量分析（QMS）を含

む詳細なガイドラインが記載されている。 

 

ベースライン排出量の推計に当たり、意図

的または非意図的な排出削減量増加を防

ぐことを目的とした算定方法が講じられて

いる。 

AM0079 電気設備の試験

工程起源 SF6

の回収再利用 

▪ 対象プロジェクト：遮断器等の電気設備の試験に用い

られるSF6の回収再利用（。 

▪ 認証・規格・研究開発の一環として、顧客の要請により

行われる（恣意性の排除）。 

▪ プロジェクトで対象となる機器は中高圧機器に限定

（>1kV）。 

▪ SF6は従来は放出されていた。 

▪ 回収された SF6 は新しい SF6 と混合される。また注

入以降、漏洩箇所は想定されない。 

▪ 回収SF6は総量の5%未満。 

▪ 対象となるSF6について、下記のうち最低値とする。 

 過去の放出量（ガス消費データ、機器仕様より算出） 

 回収量（回収シリンダーの容量より、回収量、含有量、注

入量のうち最小値） 

 上記について、試験回数が過去に比べて増

加した分については割り引く。 

▪ 下記について算出。 

 回収 SF6 漏出量（注入ポイント以

降）：過去3年間のデータに基づく。 

 電力消費に起因する排出（ツール）。 

 回収に伴う故障等、特異状況下での

排出。 

ベースライン排出量の推計に当たり、意図

的または非意図的な排出削減量増加を防

ぐことを目的とした算定方法が講じられて

いる。 

AM0080 好気条件での

排水処理 

▪ 活性汚泥等の好気的手法により、既存または新設の嫌

気ラグーンを代替する。 

▪ 処理水量は十分に多い等、ベースラインが嫌気条件下

▪ 下記について算出。 

 排水起源メタン：排水の量、COD、メタン転換係数より

算出。 

▪ 下記について算出。 

 排水処理に起因する排出（メタン）。

排水量、COD等より算出。 

方法論提案に際して、ベースラインとして、

提案時点では建設されていない嫌気処理

を想定しているため、ベースラインが嫌気
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であったことを担保する。 

▪ 汚泥はベースラインと同様の手法（嫌気ラグーン）で処

理されるか、新設の嫌気ダイジェスターで処理され

る。 

 汚泥処理に起因する排出：好気条件の場合はゼロとお

く。嫌気条件の場合は汚泥の量、メタン転換係数、有機

物比率に応じる。 

 電力、熱消費に起因する排出（ツール：無視することが

可能）。 

 汚泥の輸送に起因する排出（燃費法）。 

 汚泥処理に起因する排出（メタン、

N2O）。好気条件の場合はメタンは

ゼロ。処理されている場合は N2O

はゼロと見なす。 

 燃料、電力消費に起因する排出

（ツール）。 

 汚泥の輸送に起因する排出。 

処理と言える条件について詳細な記載を

設けている（嫌気処理の場合メタンを発生

するため、好気処理や無処理と比べて

ベースライン排出量が多く算出される）。 

輸送に関しては算定用のツールがあるた

め、それに依拠することが想定される。 

AM0081 コークス炉ガ

スのジメチル

エーテル転換

による化石燃

料代替 

▪ コークス炉ガスを用いてジメチルエーテル（DME）を

製造し、化石燃料を代替する。 

▪ 新設のDME生産施設に限定。 

▪ DME はコークス炉ガス（COG）以外に炭素源を持た

ない。 

▪ 従来 COG はコークス生産用途以外には用いられて

おらず、フレアまたは放出されていた。 

▪ コークス炉は石炭以外の燃料を用いていない。 

▪ 下記について算出。 

 石炭起源コークス製造に起因する排出：コークス生産

量と、コークスあたり石炭消費原単位（過去 3 年の平均

原単位）、石炭の炭素含有比率との積により算出。 

 石炭消費データがない場合は、当該施設の

データを基にした業界標準値で代用可能。

ただし技術士等の第三者による確認が必

要。 

 DME によって代替される化石燃料に起因する排出：

DME の最終供給量と、代替燃料の原単位（DME との

熱量差を考慮）の積。 

 代替燃料はベースラインシナリオ特定プロ

セスにおいて特定されたもの。 

▪ 下記について算出。 

 石炭起源コークス製造に起因する排

出（石炭消費量ベース） 

 DME 製造のための燃料、電力消費

に起因する排出（ツール） 

 DMEの供給に起因する排出 

 COG パイプラインからの漏出に起

因する排出（バルブ、フランジ等、

AM0037同様のパラメータ） 

石炭起源コークス製造に起因する排出に

ついてベースライン排出量とプロジェクト

排出量の双方に盛り込まれているが、

ベースラインとプロジェクトの原単位の相

違が排出削減となることを想定している。 

 

提案者が想定したプロジェクトは中国にお

いてコークス炉ガスからDMEを製造し、

LPG と混合することによりそれを代替す

るもの。 

AM0082 木炭コークス

の製鉄工程へ

の活用 

▪ 石炭コークスの代わりに再生可能な木炭コークスを用

いる。 

▪ プランテーションを伴うため、バイオマスツール

（TOOL16）の適用条件が該当する。 

▪ 当該プランテーションが AR-CDM（吸収源）プロジェ

クトに含まれる場合、最初の検証は伐採が行われる前

に実施される必要がある。 

▪ 高炉ガスがベースラインにおいてプロジェクト境界外

で用いられるとされた場合、その影響にも対処する必

要がある。 

▪ プロジェクトにおいてコークス原料の輸入は行われな

い。 

▪ ベースラインにおいても部分的に使われている場合は

対象外。 

▪ 下記について算出。 

 鉄還元施設（高炉等）に起因する排出：銑鉄生産量と銑

鉄製造の CO2 原単位の積から、銑鉄に含まれる炭素

量（プロジェクトと同等）を差し引くことにより算出。 

 コークスの生産・供給に起因する排出： 

 石炭ベースのコークス製造に起因する排

出：銑鉄生産量とベースラインにおけるコー

クス原単位、コークス起源排出原単位の積

（デフォルト値）。 

 石炭起源排出量（ツール）。 

▪ 下記について算出。 

 鉄還元施設（高炉等）に起因する排

出：ベースライン排出量の算定手法

と同様（ただし再生可能コークスの

原単位はゼロとおく）。 

 コークスの生産・供給に起因する排

出：ベースライン同様の算定手法と

同 様 （ 原 単 位 に つ い て は

ACM0021 に基づき、木材あたり

コークス収量の関数とおく）、 

ベースラインのコークス原単位のための

データに必要な期間の記載が望ましい。 

 

木炭起源のコークスを用いる技術はブラ

ジルにおいて用いられており、本方法論

もブラジルにおける提案。CDM 草創期に

おいて、木炭コークス利用の継続が

CDM となるか、について議論されたが、

現行慣行の継続は対象外とされた経緯が

ある。 

AM0083 ランドフィル好

気化 

▪ ランドフィルに通気することにより好気的条件を創出

し、メタン排出を抑える。 

▪ 好気化技術は吸気か低圧注入とする。メタン生成能力

が一定値に達すると（低下すると）空気注入は止めてよ

い。その後、メタン生成はモニタリングの対象となる。 

▪ プロジェクト対象のランドフィル区域は明確に区分され

ており、溶脱物の移動が起こらない状況となっている。 

▪ ランドフィルメタンの排出：First-order decay（FOD）式に基づ

くが、プロジェクト開始前、3 カ月以上メタン排出量を実測し、

FOD式との比率を算出し、以後、理論値であるFOD式の算定結

果に乗じる。 

 メタン排出に関する回収・破壊義務がある場合、その規

制値を差し引く（ただし、当該規制の遵守比率を考慮）。 

▪ 下記について算出。 

 燃料、電力消費に起因する排出

（ツール）。 

 ランドフィルに起因するメタン・N2O

排出。 

 メタンについては通気

口と表面からの排出を

モニタリングし、FOD式

と比較して小さい方を採

用。 

 N2O についてはメタン

同様のモニタリングと、

ランドフィル量に原単位

を乗じる方法。 

AM0093（準好気化）と類似した方法論

（本方法論と異なり、AM0093 は空気を

注入しないことが主な相違点）。 
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主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

AM0084 電気及び温冷

熱のコージェ

ネレーション 

▪ 対象プロジェクトは新規のコージェネ/冷水同時供給

を行うもの。 

▪ 冷水は在来試験及び新規施設に供給されるが、両方と

もベースラインは圧縮式（電気駆動）のチラーである。 

▪ 温熱供給を行う場合でもプロジェクト排出量に計上さ

れるがベースラインでの温熱起源排出削減分は計上

できない。 

▪ バックアップ発電機の容量はプロジェクトの設備容量

の5%以下。 

▪ 下記について算出。 

 電力に起因する排出：発電電力量とベースラインの電力

CO2原単位の積 

 発電電力量：新規顧客の場合はコージェネ

発電量、既存顧客の場合は系統、コージェ

ネ、自家発からの供給量から冷熱供給に伴

う電力消費量を差し引いた量と、過去 3 年

データから見た最大電力需要のうち小さい

方。 

 原単位：ベースラインシナリオが系統、自家

発電のいずれの場合もツール。併用の場合

は過去3年間の比率に応じて按分等実施。 

 冷熱供給に起因する排出： 

 在来機種の場合はモニタリング、及び電

力消費量冷凍効率から算出する手法を

併記。 

 ベースライン効率は冷水供給量、冷

水供給温度、冷却水戻り温度の関数

とみなして算出。 

▪ 燃料、電力消費に起因する排出（ツール）。 AM0076と類似しているが、顧客が当初

から固定されていないこと、従ってベース

ラインの機種も特定されていない点が相

違点。 

AM0086 エネルギーを

消費しない浄

水器の導入 

▪ 対象はろ過（膜、活性炭、セラミックフィルター）、太陽

熱駆動の紫外線殺菌設備、土壌ろ過＋殺菌装置等を用

いた浄水器の導入による煮沸消毒の回避。 

▪ 浄水器の種類、販売方法等を記載したプロジェクト実

施計画を策定する。 

▪ プロジェクト実施前に安全な飲料水（SDW）供給網が

存在しない。 

▪ 衛生に関する WHO 基準、国家基準を満たすことが立

証されている。 

▪ 下記の積として算出。 

 浄水製造量（モニタリング：右参照） 

 エネルギー原単位（水を沸騰させるのに必要なエネル

ギー）及び CO2 排出原単位。エネルギーについては

357.48kJ/l（20℃から100℃への煮沸を想定） 

▪ また下記を盛り込む（サンプリングを用いる）。 

 ベースラインにおいて低排出型浄水器が供給されてい

る分を割り引く係数。 

 故障分を割り引く係数。 

▪ 燃料、電力消費に起因する排出（ツール）。 

▪ なおベースライン計算における浄水製造量

は、プロジェクトで頒布した浄水器をサンプリ

ングしたモニタリングに基づく。ただし 5.5

リットル/人日を超えない。 

小規模方法論 AMS-III.AV との整合性

の確保を検討した。 

プロジェクト実施期間中にSDWが供給さ

れた場合は、それ以降のクレジットの計上

はできない（毎年チェックを行う）。 

AM0088 LNG 気化冷

熱利用 

▪ 対象は在来のLNG気化施設または新規の気化施設。 

▪ LNG の例熱を用いた空気分離プラントにおいて生産

される酸素、窒素の純度は99.5%以上。 

▪ 空気分離プラントは同じサイトに設けられ、冷熱は貯

蔵、他所で利用されない。 

▪ 新規施設の場合、空気分離プラントは LNG 気化熱な

しでも稼働が可能（ベースラインパラメータの試験が

可能） 

▪ 下記について算出。 

 LNG 気化に起因する排出（燃料・電力を用いる場合－

大気熱の場合はゼロとおく）： 

 ベースラインでの電力消費に起因する排

出：ベースラインシナリオで特定された技術

の電力消費原単位とLNG気化量の積。 

 原単位はプロジェクト実施前の試

験/在来機器の稼働実績と、気化

施設の熱交換機におけるエンタ

ルピー変化と熱交換効率から計

算された量の小さい方（効率は最

適な稼働状況でのものとする）。 

 ベースラインでの化石燃料消費に起因する

排出：電力消費と同様、プロジェクト実施前

の試験ベースと、エンタルピー変化と効率

から計算された量の小さい方による原単位

をLNG気化量に乗じる。 

 空気分離に起因する排出（電力、化石燃料）：原単位は上

記同様、事前試験とエンタルピー変化と効率から計算さ

れた量の小さい方による（効率は最適な稼働状況での

ものとする）。 

▪ LNG 気化施設、空気分離施設における燃料、

電力消費に起因する排出（ツール）。 

▪ リーケージとして下記を算出。 

 分離空気の輸送に起因する燃料に

起因する排出。 

 分離空気の漏出（エア分離に起因す

るベースライン排出に対する漏洩比

率） 

プロジェクト提案者はペルーの LNG 基

地。LNG 冷熱を用いた空気分離による産

業ガス（窒素、酸素等の製造を想定）。 
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主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

AM0089 植物油の水素

化脱硫による

ディーゼル製

造 

▪ プロジェクト実施前の 3 年間に再エネ起源ディーゼル

の生産実績がない。 

▪ ベースラインシナリオ及びプロジェクト実施の双方で、

水素原料は天然ガスに起因する（即ちこれによる排出

は考慮する必要はない）。 

▪ オフガスはフレアまたは燃料として消費される。 

▪ 製品は附属書Ⅰ国に輸出されない（排出削減が二重計

上されるため）。 

▪ 代替される化石燃料起源ディーゼルに起因する排出：下記の積と

して算出。 

 植物油供給量（モニタリング） 

 生産された再生可能ディーゼルの供給された植物油に

対する収率（水素化脱硫施設におけるマスバランス法を

用いた算定または実験による測定） 

 再生可能ディーゼルの熱量、CO2原単位 

▪ 下記について算出。 

 水素化脱硫のために追加して生産

が必要な水素に起因する排出（過去

の水素消費原単位との差分により追

加分の水素を算出：燃料消費量と水

添時の反応分について算出）。 

 植物油・材料の輸送、植物油の抽出

に起因する排出（ツール）。 

 植物原料の栽培に起因する排出

（ツールまたはデフォルト値）。 

 排水起源メタンに起因する排出（フレ

アの場合はツール）。 

「製品は附属書Ⅰ国に輸出されない」とい

う条件を課す理由は、プロジェクトによる

クレジット生成と附属書Ⅰ国の生産削減に

よる排出削減が二重計上となる可能性が

あるため。 

AM0090 モーダルシフ

ト（道路から内

航または鉄道

への転換） 

▪ 荷主は及び荷主以外の出資者もプロジェクト事業者に

含まれる。 

▪ プロジェクト事業者は、新設水路輸送、鉄道輸送の

インフラか、あるいは既設のものの改修を行う（コ

ンテナは対象外）。 

▪ 新規投資が行われる輸送インフラは当該プロジェ

クトに起因する貨物が以上 50%を占める（当該プ

ロジェクトに基づく輸送インフラであることが条

件）。 

▪ ベースラインシナリオにおいて同等以上のガス、バ

イオ燃料が想定されている（燃料転換の影響を排

除）。 

▪ プロジェクト期間で出発地点と到着地点は変化が

ない。 

▪ ベースラインとプロジェクトの双方で、単一種類の

貨物輸送のみ。 

▪ プロジェクトの貨物輸送量、ベースラインでの輸送距離、排出原

単位の積により算出。原単位は下記のオプションを記載。 

 保守的なデフォルト値（貨物種ごとに設定されている。

ベースは仏ADEME文献等） 

 過去データ（過去1年間）：復路別の貨物を搭載している

場合は、往復の貨物量、距離で按分）。 

 

▪ 下記について算出。 

 燃料、電力消費に起因する排出

（ツール）。 

 補助的なトラック輸送に起因する排

出（ツール）。 

 復路別の貨物を搭載している場合

は、往復の貨物量、距離で按分。 

提案者はブラジルの鉄鋼メ―カー（鉄鋼製

品のバージによる輸送を想定） 

AM0091 新規建築物の

省エネ化 

▪ 産業部門以外の建築物に対する省エネ/燃料転換の実

施。 

▪ バイオガス/バイオマス/コージェネの供給を受けてい

る建築物は対象外。 

▪ CFC使用建築物、他のCDMプロジェクトがふくまれ

ている建築物は対象外。 

▪ シミュレーションツールを用いて排出削減量を算出す

る場合はIEAのBESTESTプロトコルに準拠する必

要がある。 

▪ 下記のステップにより実施。 

 ベースライン建築物の特定（プロジェクトにふくまれて

おらず、同じ市域に含まれ、プロジェクト以前 5 年以内

に建設される等、プロジェクト対象と類似しているため

の条件を記載）。 

 ベースライン建築物の排出量算定（燃料、電力、温熱、冷

熱、冷媒）。 

 床面積当たり排出量で少ない方から上位 20%とおい

たベンチマーク算定（エネルギー・電力消費基準がある

場合には、基準値に対して上位 20%のビルのエネル

ギー当たり炭素原単位を乗じる）。 

 上記原単位と床面積によりベースライン排出量を算出

（居住率が少ない場合等の割引、また他所でCDMプロ

ジェクトとして排出削減量を計上しているため二重計上

となる分を排除する等を実施）。 

▪ 上記について毎年アップデートを実施（モニタリングまたはシミュ

レーションソフトウェアに基づく） 

▪ 下記オプションから選択。 

 燃料、電力、冷温熱、冷媒の消費量

から算出。燃料、電力のモニタリング

はツールに基づく。 

 シミュレーションソフトウェアに基づ

く（レトロフィットについてはこちらの

オプションのみ） 

Appendix も含め全 121 ページの膨大

な方法論。提案者は UAE（マスダルシ

ティ）で、都市計画区域の全てを CDM プ

ロジェクトとして、従来型都市と比較する

ものであるが、登録・提案されたプロジェ

クトは存在しない。 

 

建築物に関する小規模 CDM 方法論

（AMS-II.E等）で多くはカバー可能。 

AM0092 半導体製造時

PFC 代替 

▪ 半導体生産におけるCVD工程のPFCを代替するプ

ロジェクト。 

▪ 2010 年1 月1 日までの 3 年間に稼働実績のある生

産ラインに限定。 

▪ ベースラインの PFC に起因する排出について、下記のうち最低

値とする。 

 プロジェクトにおける PFC 消費量（PFC 転換による消

費原単位の変更分を考慮） 

▪ プロジェクト排出量は使用した代替 PFC

（C4F8）に基づく排出量（不確実性を保守的

に考慮）。 

C2F6（GWP=11,100）及び副生する

CF4 （ GWP=6,630 ） を 、 c-C4F8

（GWP=9,540）に変更するもの。C-

C4F8 は GWP は高いが、使用過程で分
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主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

▪ PFCは破壊のために貯蔵されず、PFC破壊のために

設けられる施設が存在しない。 

 生産量に対し、過去 3 年及びプロジェクト実施後の

PFC消費原単位のうち最も小さな値を乗じた値。 

 過去3年のC2F6消費量。 

▪ 原単位の不確実性、ベースラインにおける除害装置の影響を考

慮。 

解されやすい性質を持つため、排出削減

につながると想定される。 

Methodology Key elements の欄に

誤記あり。 

構造的にAM0078と類似。 

AM0093 ランドフィル準

好気化 

▪ ランドフィルに通気することにより好気的条件を創出

し、メタン排出を抑える。密閉されたランドフィルに対

して通気井を掘削することによる自然通気のみの「準

好気化」に対して適用される。 

▪ ホスト国における回収・フレア関連規制が存在する場

合、遵守率は50%未満。 

▪ 通気井の間隔は 40m 以下とし、7,646m3 の廃棄物

につき1つ以上の通気井を設置する。 

▪ 溶脱水は回収再散布されない（過去 5 年間の慣習で

あった場合を除く）。→恣意的なメタン増加を防ぐ。 

▪ ランドフィルメタンの排出：First-order decay（FOD）式に基づ

くが、プロジェクト開始前、3 カ月以上メタン排出量を実測し、

FOD式との比率（上限1）を算出し、以後FOD式に乗じる。 

 

▪ 下記について算出。 

 燃料、電力消費に起因する排出

（ツール）。 

 ランドフィル通気口からのメタン及

び N2O排出（悉皆、サンプリング調

査またはデフォルト値：サンプリング

は不確実係数1.37を乗じる） 

AM0083 と類似しているが、空気を圧入

しない好気化（通気口の貫入）。 

提案者は日本の事業者で、「福岡方式」と

言われる準好気化に適用される。 

AM0094 バイオマス

ストーブ、ヒー

ターの頒布 

▪ バイオマス原料は1年以上貯蔵されない。 

▪ バイオマスは化学処理されない（追加排出源について

考慮していないため）。 

▪ バイオマス調達地域はプロジェクト実施後に変化しな

い。 

▪ プロジェクトが実施される地域で薪炭材は厨房利用エ

ネルギーの10%以下。 

▪ 個別機器の設備容量は150kW以下（小規模）であり、

効率は、ベースラインで用いられるストーブ、ヒーター

のうち最も効率が高いものと同等以上。 

▪ 下記のオプションにより算出。 

 バイオマスブリケット（ペレット）の消費量、低位発熱量、

ベースラインで用いられる燃料の原単位の積により算

出。 

 上記に加え、ベースラインとプロジェクトの効率の差を

加味。効率は第三者専門家による判定、基準、3 種類以

上の機器の調査を実施（ベースライン、プロジェクト同

様）。 

 ベースライン機器について上記の測定がで

きない場合は、2 種類以上のベースライン

機器の効率値のうち高いほうとする。 

▪ 燃料、電力消費に起因する排出（ツール）。 

▪ リーケージとしてバイオマス利用機会の収奪

による化石燃料排出増加を挙げているが、バ

イオマス残渣に限定しているため影響は軽微

としている。 

 ベースラインシナリオにおいて、バ

イオマスが廃棄・腐敗以外のシナリ

オを選択した場合（エネルギー利用）

は、その分について算出する（ただ

し排出増のみについて算出）。 

 

AM0095 製鉄所の排熱

回 収 CCGT

（新設） 

▪ 対象プロジェクト：新設の製鉄施設において、製鉄排ガ

スを利用したコンバインドサイクル発電所を設置する。 

▪ プロジェクト実施前にコークス炉、製鉄所の仕様が確

定している（製鉄排ガスの収量が確定している）。 

▪ CDM プロジェクトの実施にかかわらず製鉄排ガスに

起因するは不変。 

▪ コンバインドサイクルにすることによる発電電力量の増分と、系統

電力CO2原単位の積により算出。 

 増分について、ベースラインシナリオとして特定された

発電方式の効率との比較で算出。効率は国内の製鉄所

における発電方式（ランキンサイクル）の上位20%を特

定するか、メーカー3 社以上のスペックのうち最高効率

のものとする。 

▪ 補助燃料等に起因する排出。 

▪ リーケージとして、補助燃料の生産、輸送、消

費によるメタン放出に起因する排出を考慮。 

 メタン漏出率（IPCCガイドライン）に

対して代替燃料の原単位を乗じるこ

とにより算出。 

対象はブラジルの製鉄所にほぼ限定され

る（国内の全ての製鉄所における製鉄排ガ

スの発電方式が既知となっている）。 

AM0096 半導体製造時

CF4 回収破

壊 

▪ 2010年1月31日までの3年間にCF4除害設備を

配備していない稼働実績のある生産ラインに限定され

る。 

▪ 食刻プロセスにおいて用いるCF4についてのみ該当

し、化学気相成長（CVD）プロセスは対象外。 

▪ CF4 は破壊のために貯蔵されず、他所から輸入され

ない。 

▪ 除害により京都議定書対象外のGHGの排出が検知さ

れないことが示されている。 

▪ 対象となるCF4について、下記のうち低いほうの値とする。 

 除害装置に投入されるCF4の量 

 プロジェクト実施前3年間及び時死後のCF4消費量×

0.252（IPCC における製造プロセスでの分解原単位

について、不確実性を考慮して保守的に解釈）。 

▪ CF4消費原単位が過去3年間の最低値以上に増加した分につい

ては割り引く。 

▪ CF4フローはEPAの手法に基づきモニタリングを行う。 

▪ 下記について算出。 

 除害装置から排出されるCF4 

 燃料、電力消費に起因する排出

（ツール）。 

 除害装置の副生物として排出される

CO2（除害装置のinとoutのCF4

量から分子量論的に算出） 

AM0078 同様、四重極型質量分析

（QMS）を用いた測定方法について記載

あり。 

AM0097 高圧直流送電

線の架設 

▪ 対象は特定の発電所から特定顧客または系統の連結

点までの架線（新設または既存の交流架線の代替）。既

存送電線の代替の場合、過去に送電した実績を示すこ

とが可能。 

▪ 土地利用はベースラインに比べて小さいことを立証可

能（土地利用に起因する排出を考慮しなくてよい）。 

▪ 送電線及び変電所の損失に対して原単位を乗じることにより算

出。 

 損失について、シミュレーションソフトを用いることが可

能（ソフトウェアが満たすべき要件（手法、規格等）を記

載）。 

 原単位については下記のようにする。 

▪ 送電線の両端で電力量を比較することで算出

した電力損失分に系統の CO2 原単位を乗じ

ることにより算出。 

シミュレーションソフトの利用について明

記した方法論としては数少ない事例（ブ

ラックボックス化の懸念から、消極的で

あったが、ベースラインという仮想的状況

の送電損失の推計には困難が伴うため）。 
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主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

 送電元がマストラン火力の場合、系統原単

位 

 それ以外の場合、当該火力発電所の原単位

（発電所が調整電源の時間帯）、系統原単位

（それ以外の時間帯、あるいはいずれかの

小さいほう（不明の場合） 

 

変圧器等のSF6についてはベースライン

とプロジェクトで相殺するとしている。 

AM0098 アンモニアオ

フガス利用 

▪ アンモニア製造工程で発生するオフガス（AOG）を燃

料として供給することにより、化石燃料を代替する。 

▪ アンモニア製造施設の生産能力に影響を与えない。 

▪ プロジェクトにおいて、AOG はアンモニア製造プラン

ト及び周辺施設に対して蒸気を、オンサイトのボイラで

他の燃料と混合せずに供給する。 

▪ 過去 3 年間、既存のアンモニア製造プラント及び周辺

施設の蒸気需要は化石燃料のみで充足されていた。 

▪ 下記について算出。 

 メタン放出：回収されたAOG中のメタンに基づく。ただ

し下記を上限とする。 

 アンモニア生産量：過去 3 年間の平均値と

プロジェクト実施後の生産量の小さいほう 

 AOG発生原単位：過去3年間のAOG発

生原単位のうち最も小さいものと、プロ

ジェクト実施後の原単位のうち小さいほう

（保守性のため）。 

 CO2排出：プロジェクトで供給した熱量と、ベースライ

ンボイラ効率（ツールまたは 100%）から算出。 

▪ 下記について算出。 

 AOGの燃焼に起因する排出。 

 AOG の改修・処理に起因する排出

（ツール）。 

 メタン放出に起因する排出（排ガス

中のメタンをツールに基づく手法で

計測）。 

ベースラインのメタン排出量の指標とし

て、過去3年間のAOG原単位とメタン比

率のいずれも最小とする、保守的な算定。 

AM0099 既存コージェ

ネ へ の ガ ス

タービン新設に

よるコンバイン

ドサイクル化 

▪ 既にコージェネを持つ施設に新たにガスタービン発電

所を設置し、系統及び在来施設に給電する。 

▪ プロジェクトの主燃料は天然ガスであり、補助燃料は

熱量ベースで3%以下。 

▪ 天然ガスは潤沢に入手可能であり、同等規模の設備追

加の機会を収奪しない。 

▪ （プロジェクトはガスタービンの排熱で蒸気も生成す

る） 

▪ 下記について算出。 

 ベースライン電力に起因する排出：新設ガスタービンに

より発電された電力量と、ベースライン電力 CO2 原単

位の積により算出。 

 原単位はビルドマージン、コンバインドマー

ジン、最も想定されるベースラインシナリオ

のうち最小のもの（ACM0013同様）。 

 ベースライン熱供給に起因する排出：ガスタービン起源

蒸気量と原単位の積により算出。 

 蒸気量は過去3年間の蒸気ボイラ起源蒸気

量を超えない。原単位は過去3年間の蒸気

ボイラのもの。 

▪ 下記について算出。 

 ガスタービンでの燃料消費に起因す

る排出（ツール）。 

 既存ボイラの効率低下に起因する追

加的な燃料消費に起因する排出：過

去3年間と比較してエネルギー消費

率が低下した場合のみ、その差分と

在来ボイラの蒸気生成量により算

出。 

▪ リーケージとして、メタン漏出、天然ガス起源

CO2除去、LNG気化に基づく排出（該当する

場合） 

 

AM0100 太陽熱利用コ

ンバインドサイ

クル（ISCC） 

▪ 既存のコンバインドサイクル火力/シングルサイクル火

力の ISCC への転換、または ISCC の新設に対して

適用。 

▪ 太陽光発電の容量は蒸気タービンの 15%以内（効率

低下を防ぐため）。 

▪ プロジェクトによる発電電力量と、電力CO2原単位の積により算

出。 

 発電電力量：太陽熱による発電分（蒸気タービンの発電

量と太陽熱起源のエクセルギーのシェア）から太陽熱設

備（ポンプ等の電力消費量を差し引いたもの。また、補

助燃料分についても算出。 

 蒸気タービンの発電電力量：ISCC 全体か

らガスタービン発電電力量の合計を差し引

いたもの。 

 エクセルギーのシェア：太陽熱のエクセル

ギーを、太陽熱設備による熱供給量により

算出し、蒸気タービンのエクセルギーに対

する比率を求める。 

 原単位：系統と補助燃料による発電のうち低い方とす

る。 

▪ 化石燃料消費に起因する排出（ツール）。 

▪ ただし燃料は補助燃料分及び太陽熱施設で消

費される燃料（あれば）に限定。 

太 陽 熱 に よ り 、 補 助 燃 料

（supplementary firing）を代替すると

見なす。 

AM0101 高 速 鉄 道

（HSR） 

▪ 高速鉄道を敷設する。高速鉄道の定義として、設計速

度が最低でも時速200km以上であるとしている。 

▪ 新設、延伸、在来路線の代替に該当するが、同じ国の

▪ 下記のステップにより算出。 

 ベースラインでの鉄道輸送、道路輸送（乗用車、バス、

オートバイ）、航空機輸送の比率を算定（旅客サーベイ

▪ HSR による電力消費に起因する排出及び

HSR に連係する在来線に起因する排出（ツー

ル）。 

韓国から提案された方法論であり、想定さ

れたプロジェクトは同国の高速鉄道。 

追加性立証について、①旅客人キロで見
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主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

中で完結する。 

▪ 電気駆動である。 

▪ 駅間の間隔が20km以上である（高速であることの担

保と思われる） 

による）。 

 それぞれについて原単位を乗じる（過去データまたは

現状の人キロ当たり燃料消費量データ）。 

 道路輸送の場合、乗車率で補正する（過去のデータまた

はデフォルト値：乗用車の場合は3名、オートバイは1.5

名と、やや保守的な数値）。 

 ベースラインの効率向上分を補正（道路輸送の場合、年

1%の割合で自動車燃費が向上すると想定） 

た HSR の比率が都市間鉄道の 20%未

満であり、②投資分析で追加的または電

力消費原単位が 0.08kWh/人キロ以下

であることが挙げられている。 

AM0103 隔離地域での

送電網連携再

エネ発電（トッ

プダウン） 

▪ 隔離地域での送電網（isolated grid）の定義として下

記を挙げている。 

 後進国または小島嶼後進国で、電源の 65%

が化石燃料に依存する場合。 

 65%が石油（液体化石燃料）に依存する場

合。 

 設備容量が1000MW以下で、80%以上が

化石燃料に依存する場合。 

▪ なお系統が隔離されなくなった時点で排出削減量はゼ

ロとみなされる。 

▪ 太陽光、CSP、洋上風力、波力、潮力、海洋温度差発電

は自動的に追加的。バイオマスプロジェクトは対象外。 

▪ プロジェクトサイトでの燃料転換は対象外（燃料転換プ

ロジェクト） 

▪ 発電電力量とベースラインの電力CO2 排出原単位の積として算

出。 

 電力CO2 排出原単位コンバインドマージン法に基づく

（ツール）。 

▪ 火力発電所の燃料消費（ツール）、地熱発電所

の非凝縮性ガス、水力発電所の貯水池起源メ

タンに起因する排出。 

事実上 ACM0002 に包含されるプロ

ジェクトであるが、COP において隔離地

域での CDM を推進すべきというマン

デートに基づきトップダウンで個別方法論

として策定されている。 

 

従来はデフォルトの電力原単位を記載し

ていたが、電力システムツールとの整合を

図った。 

 

AM0104 隔離グリッ

ドへの低炭素

グリッドから

の 電 力 輸 出

（メリットオー

ダーがある） 

▪ 当該系統と、送電線で結ばれる系統の双方を管理する

ディスパッチセンターはプロジェクト実施後は一つし

か存在しない（副区数存在すると系統が統合したこと

にならない）。 

▪ 電力を輸入する送電網は電力を輸出する送電網の

10%未満の設備容量（従来は隔離されていた小さい

送電網への給電）。 

▪ 正味送電電力量と、送電側の原単位の積により算出。 

 正味送電電力量：輸出側系統による送電量と、輸入側系

統から他に輸出された電力量との差。 

▪ 下記について算出。 

 輸出電力に起因する排出；時間ごと

のデータに基づき、低効率で限界費

用の高い発電所の電力が輸出され

ると想定。 

 逆輸出された電力量（ツール：送配電

損失を加味） 

 新たに導入された機器からの SF6

漏出 

▪ リーケージとして、送電線への土地利用に起因

する排出を計上。 

第 2 約束期間には、輸入側系統のビルド

マージンと、モデル計算値または輸入側系

統のベースライン発電方式の算定により

算出された原単位との低い方をベースラ

イン原単位として採用。 

 

提案プロジェクトはブラジル国内での系

統延伸を想定。 

AM0105 サーバー効

率向上（DPM）

によるデータ

センター省エ

ネ 

▪ Dynamic power management（DPM）による

サーバー効率向上を行うプロジェクト。DPM により、

稼働していない時期はアイドリング（idle mode）で

あったのが off モードになる（電力消費は必ずしもゼ

ロとはならない）。 

▪ DPM 導入前は、データセンターのサーバー能力を需

要に合わせて調整する取組が行われておらず、常時

稼働であった場合に限定。 

▪ ベースラインの電力消費量に対し、電力の CO2 原単位を乗じる

ことにより算出。 

 ベースラインの電力消費量：プロジェクト実施後に稼働

オフしていた時間は、ベースラインではアイドリングで

稼働していたと想定。 

 新たに DPM を配備した処理能力の高い

サーバーが浸透することを想定し、稼働減

少分及び DPM 技術の市場シェアを考慮し

た割引を行う。 

 圧縮型チラーによるデータセンター冷却需要の削減分

も考慮（COPは6と保守的に設定する。） 

▪ off モード時の電力消費量に対し、電力の

CO2原単位を乗じることにより算出。 

▪ 圧縮型チラーによる冷却需要の削減分も考

慮。 

同様の機能を持つ製品の市場シェアを考

慮して割り引くような手法が盛り込まれた

例。 

 

提案プロジェクトは中国での実施を想定。 

AM0106 石灰キルンの

高効率化（新

設） 

▪ 過去 3 年間の稼働実績のある既存の石灰キルンの代

替を行う。 

▪ 新旧キルンの使用燃料種は同じ。 

▪ 代替により石灰の質が劣ることがないことを立証可

▪ 燃料及び電力消費に起因する排出：石灰の生産量と、ベースライ

ン原単位の積により算出。 

 石灰の生産量：過去の生産能力を上限とする。 

▪ 燃料及び電力消費に起因する排出（ツール）。 

▪ 石灰化に起因する排出。 

▪ なお石灰化に起因する排出として、ベースライ

ンとプロジェクトの値の小さいほうをベースラ

代替された設備が転用されない、という規

定は方法論により有無が異なるが、小規

模CDMに多い。 
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主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

能。 

▪ 在来キルンは解体され、他に転用されない。 

 ベースライン原単位：過去3年間の原単位及び在来キル

ンの設計値のうち最小の値。 

イン排出量に盛り込み、プロジェクト実施後に

これが増加することの影響を保守的に排除す

る。 

AM0107 天然ガスコー

ジェネの新設 

▪ コージェネから、熱供給を熱供給網または既存、新規

施設に、電力を系統または既存、新規施設に供給する。 

▪ 熱電比は0.3より大きい。 

▪ ベースラインシナリオがプロジェクト同様にコージェネ

レーションである場合に該当。 

▪ 下記について算出。 

 電力及び熱供給量を、ベースラインのコージェネプラン

トの発電効率及び熱効率で割り戻すことにより算出。 

 ベースラインの効率はメーカー発表値また

はデフォルト値。 

▪ 化石燃料消費に起因する排出（ツール）。 

▪ リーケージとして、燃料が天然ガスである場

合のメタン放出及びLNGである場合のLNG

生産に要するエネルギーに起因する排出につ

いて算出。 

類似方法論AM0048及びAM0102は

熱電比は1より大きいものであったが、本

方法論は 0.3 より大きいとなっている。こ

れは提案プロジェクトの違いによるものと

思われる。 

AM0108 送電網間連

携による低炭

素グリッドか

らの電力輸出 

▪ 潮流の比率は 80%/20%以上に一方向的（輸出側、

輸入側が明確となるため）。 

▪ 輸出側の供給予備力は15%以上 

▪ 他の系統との連携はPDDにおいて明確にされる。 

▪ クレジット期間内に操業を開始した CDM のメタン排

出基準に合致しない水力発電所（4W/m2 以下）は対

象外となる。 

▪ 下記について算出。 

 輸入側系統が受け取った電力（プロジェクトによる正味

増加量）と輸入側系統のCO2原単位の積。 

 輸出側系統が受け取った電力（同）と輸出側系統の

CO2原単位の積。 

▪ 下記について算出。 

 追加的な発電量 

 送電線建設のための森林伐採（面積

と地上バイオマス量に基づく）。 

 新規貯水池からのメタン 

 電気機器からのSF6 

▪ リーケージとして、輸出側の供給予備力の不

足に関して、15%との差分をディーゼル発電

で補うと想定する。 

バイオマス量に関してデフォルト値が記載

されていても良いのではないか。 

AM0109 還元鉄の製

造工程改善 

▪ 還元炉により製造される直接還元鉄（DRI）について、

温度を高く保ったまま電炉に供給することによる省エ

ネ（Hot DRI Charging System）。 

▪ プロジェクト実施後の状況からベースラインが再現可

能。 

▪ 還元炉と電炉の所有者が異なる場合、二重計上が行わ

れないことが契約上担保されている。 

▪ 同等規模の還元炉と電炉の組み合わせについて、ホスト国等該

当する地域の施設の 75%を調査し、うち 50%以上の施設にお

いて Hot DRI が用いられていなければ、ベースラインとなる新

設施設においても用いられないであろうとする等の仮定により

ベースラインシナリオを設定。ベースラインがHot DRIでないと

する場合にのみ該当する。 

▪ 下記のようにベースラインのエネルギー消費原単位を算出。 

 既存の炉の場合、過去3年のデータに基づき算出。 

 プロジェクトにおいて還元炉及び電炉が新設される場

合、メーカー資料に基づき算出。 

 プロジェクト実施後においてパフォーマンステストを行

い、ベースラインの状況を再現する 

▪ 電炉と、Hot DRI チャージングシステムにお

ける電力、燃料消費量に起因する算出（ツー

ル）。 

 

At least once every months と誤記

がある。 

 

AM0110 パイプライン

への輸送モー

ド転換による

省エネ 

▪ 液体燃料に限定。既存パイプラインの改修は対象外。 

▪ パイプライン網のオペレーターをプロジェクト事業者と

するが、液体燃料のオーナーも含まれるか、二重計上

が行われないことが契約上担保されている。 

▪ パイプラインのノード及び輸送される液体燃料は

PDDで明記される。 

▪ 代替される道路輸送は十分な能力がある（パイプライ

ンが大規模すぎて道路輸送がベースラインとして想定

できない場合を排除）。 

▪ パイプライン輸送量に対して、燃料がベースラインにおいて運搬

された手段（トラック）及び原単位を乗じることにより算出。 

 輸送距離は、パイプラインの起点と終点をつなぐ経路に

ついて、過去の記録または（それがない場合）路線図に

基づく。 

 排出原単位は、過去 1 年の排出原単位または保守的な

デフォルト値（76g-CO2/t-km）に基づく。 

▪ 下記について算出。 

 輸送のための電力、燃料消費量に起

因する算出（ツール）。 

 補完する路線でのトラック輸送に起

因する算出（ツール）。 

 土地利用の変化に起因する算出（面

積×地上バイオマス） 

対象プロジェクトとして、タンクローリーか

らパイプライン輸送への転換を想定してい

る。パイプラインへの転換により、ベースラ

インでのローリー輸送では実施不可能な

大規模な輸送が行われる場合を排除して

いる。 

AM0111 半 導 体 起 源

PFC 回収破壊

（トップダウン） 

▪ Fガスは2012年1月以前の3年間放出されており、

除害装置が設置されていない。 

▪ F ガスは貯蔵されない。他サイトからの F ガス輸入を

行わない。 

▪ EPA method 1 と 2 の基準（フロー、スタック）が満

たされている。 

▪ 対象となるPFCについて、下記のうち最低値とする。 

 除害装置に投入されるSF6の量 

 過去3年の PFC消費量（最大値）に対して IPCC ガイ

ドラインに基づく副生率（不確実性考慮）を乗じた値。 

▪ PFC消費原単位が過去3年間の最低値以上に増加した分につい

ては割り引く。 

▪ また、食刻プロセスにおけるFガス使用率に応じて割り引く（市場

シェア）。 

▪ 除害効率についてはFTIR、QMSを用いて毎年検証される。 

▪ 下記について算出。 

 PFCの除害によるCO2転換。 

 燃料及び電力消費に起因する排出

（ツール）。 

AM0078（SF6）と類似した保守性担保

に加え、市場シェアで割り引くアルゴリズ

ムを有する。 

 

除害率を算定するための文書を付記して

いる。 
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AM0112 廃タイヤ等の乾

留による合成ガ

ス製造利用 

▪ 廃棄物のみが原料として適格。 

▪ 合成ガス等の副生物はプロジェクト境界内で消費され

る（マスバランス等で証明）。 

▪ タイヤは廃タイヤのみ（外部検証必要）が用いられる。 

▪ 廃棄物は嫌気条件下で貯蔵されない（メタンを排出す

るため）。 

▪ バイオマス廃棄物は化学処理されているものではな

い。 

▪ リサイクル率に影響を与えない（本来リサイクルさてい

た廃棄物を用いるのではない） 

▪ 下記について算出。 

 廃棄物起源メタン（ツール） 

 プロジェクトで生成する燃料を用いないことによる電力

（ガス燃焼による：ツール） 

▪ 廃棄物処理における乾留プロセスの義務付けに応じて割り引く。 

▪ 下記について算出。 

 化石燃料起源廃棄物の燃焼に起因

する排出（メタン及び N2O：いくつ

かの手法について記載）。 

 電力、燃料消費、排水処理起源メタン

に起因する排出（ツール）。 

 

AM0113 高効率照明の

導入（トップダ

ウン） 

▪ 導入機器は電球型蛍光ランプ（CFL）または LED ラン

プ（第1クレジット期間のみ有効）。 

▪ 照度の減少につながらない。 

▪ プロジェクトで導入するランプに対して、ID ナンバー

を付与される。 

▪ 回収された白熱灯は破壊される。またプロジェクトで

導入されたランプが使用されることを担保するため、

直接取り付けるか、最低限の価格で販売する。 

▪ 排出削減量は白熱灯とおかれた場合に限定し、ベースラインとプ

ロジェクト導入ランプの定格電力消費量の差、個数、稼働時間、故

障率、電力CO2原単位の積により算出。 

 故障率はメーカー資料（50%値）またはサンプリングに

よるサーベイにより求める。 

 稼働時間はデフォルトの 3.5 時間またはサンプリング

によるサーベイにより求める。 

▪ 左記参照。 対象機器の耐用年数が数年ということも

あり、クレジット期間の延長を認めないと

いう点でユニーク。 

AM0114 イソシアネート

プラントにおけ

る塩化水素か

ら塩素のリサ

イクル手法の

変更。 

▪ 塩素リサイクルの電解法から触媒法への変更。 

▪ プロジェクト実施前に3年以上の操業実績がある。 

▪ 塩化水素からのイソシアネートの比率が 10%以上変

動しない（変動分は排出削減量の算出にあたり割り引

く等の措置を講じる）→意図的または非意図的な排出

削減量の増大を避けるため。 

▪ プロジェクトにおける触媒プロセスの蒸気はプロジェ

クト境界内のボイラにより供給される（リーケージ防

止）。 

▪ ベースラインにおける電解法による電力消費原単位、塩素リサイ

クル量、電力CO2原単位の積により求める。 

 電力消費原単位は過去3年のうち最も低い値とおく。 

 イソシアネート生産量が定格設備容量より増加した分、

及び塩化水素から塩素への転換率の増加分について

は割り引く。 

▪ 下記により算出。 

 燃料及び電力消費に起因する排出

（ツール）。 

 転換率の相違による塩素の増産に起

因する排出（転換率の低下が起こっ

た場合に在来電解法で補填する必

要が生じた場合）。 

 電力消費原単位は過去

3年のうち最も高い値。 

イソシアネート（R=NCO）はアミンと、塩

素を含むホスゲン（CCl2O）の反応により

製造され、ポリウレタンの原料となる。塩素

は製品には含まれないため回収される。 

AM0115 コークス炉ガス

回収・LNG 利

用 

▪ COG の利用によりコークス生産が影響を受けない

（石炭からのコークス収率、COG とコークスの比率が

10%以上変動しない。変動した分は割り引く等の措置

を講じる）。 

▪ 過去、COG はフレアまたは放出されていたことにつ

いて、オンサイトチェック、過去データ、エネルギーバ

ランス等により検証可能。 

▪ LNG 生産量、メタン比率及び原単位（フレアを想定＝2.75）の積

により算出。 

 対象となる COG の量：CO2 及び CO の量は過去の

値が上限。 

▪ 下記により算出。 

 燃料及び電力消費に起因する排出

（ツール）。 

 パイプライン漏出に起因する排出

（AM0037等と同様）。 

 

AM0116 航空機の電力

タキシング 

▪ 航空機の電源（エンジン駆動）による空港内走行（タキ

シング）をモーターにより代替。 

▪ 国内航空に限定。 

▪ ホスト国の民間航空における e-タキシングの比率が

20%以下。 

▪ 航空機エンジンまたは搭載発電機（APU）及び場合によっては牽

引車（トラクター）による排出を代替すると想定。 

 航空機エンジン：時間あたり燃料消費率×タキシングに

要する時間により算出。 

 トラクター：同様 

▪ E-タキシングの間における APU の燃料消費

量に基づき算出（不確実性等に関する補正値

として1.08を乗じる）。 

ICAO と共同で検討したトップダウン方法

論。方法論パネルと小規模CDMワーキン

ググループの統合後の作成。 

 

国際航空に起因する排出は各国の温室効

果ガス排出に含まれないため、対象を国

内航空に限定していると思われる（プロ

ジェクトが空港内であっても、国際航空の

対象機で代替される燃料が国際航空用燃

料となる）。 

AM0117 地域冷房シス

テムの導入 

▪ 新規または在来の配管を通じて新たに冷熱を供給す

るか、在来の冷熱システムを拡張するもの。 

▪ 燃料転換は対象外（他方法論と組み合わせて運用すべ

▪ プロジェクトによる冷熱供給量と、ベンチマークとなる季節エネル

ギー効率（SEER：APFに類似）の積により算出。 

▪ ベンチマークSEERに関して、①ベースライン技術のメーカー資

▪ 燃料及び電力消費に起因する排出（ツール）。 

▪ リーケージとして下記について算出。 

 プロジェクト導入機器からの冷媒の

ベンチマークが追加性立証の判断根拠と

なる（AM0070同様）。 

方法論提案者はUAEの事業者。 



 

８２ 

 

  

主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

き）。 料、②同様の床面積、用途の建築物における BAT、③熱量につ

いては吸着式冷凍機とおいて算出、の 3 とおりより選択し、上位

20%のものを採用する。 

漏出 

 スクラップされた在来機器からの冷

媒の漏出。 

 海水淡水化を行う地域において、水

消費量（原単位はサプライヤーまた

は燃料消費量より算出）。 

AM0118 低抵抗送電線

の導入 

▪ 特定の変電所間に送電し、途中で分岐がない。 

▪ プロジェクトがない場合に架設されていたであろう送

電線より直流抵抗が5%以上低い。 

▪ ベースライン送電線と同等の機械的性質を有し、鉄塔

の改築等を必要としない。 

▪ ベースライン送電線と同等の電圧、距離、技術（直流/

交流）である。 

▪ ベースラインにおける送電損失と電力 CO2 原単位の積により算

出。送電損失は下記のオプションによる。 

 ベースライン送電線との直流抵抗の比率により算出（直

流抵抗の比率は実際の交流抵抗の比率と比べて簡易で

あり、保守的に算出できるため）。 

 シミュレーションソフトウェアを用いる。 

▪ 実際の送電損失と電力 CO2 原単位の積によ

り算出。 

ベースライン送電線の電気抵抗を計算す

る手法は、JCM 方法論 AM_MN001 に

記載されている手法を活用したもの

（JCM方法論のアプローチがCDM方法

論に適用された例）。 

AM0119 遮 断 機 中

SF6の削減 

▪ SF6 フリーの遮断器または低 SF6 遮断器を導入（新

規導入または在来機器の代替）。 

▪ 機能は在来機器と同等以上であること。 

▪ 高圧型（>52kV）、closed pressure system であ

ること。 

▪ ベースライン遮断器への SF6 充填量（≒放出量）に基づき算出。

充填量は下記のように算出。 

 （在来機器代替の場合）過去3 年間の年間充填量のうち

最も小さい値に基づく。 

 （新規導入の場合）初期含有量とメーカー資料または

IEC規格に基づく年間漏洩率の積とする。 

▪ モニタリングされたSF6充填量（≒放出量）に

基づき算出。 
 

AM0120 冷蔵庫・空調 ▪ 冷媒及び発泡剤として、オゾン層非破壊であり、低

GWP の物質を用いる（例：GWP が 10 未満の HFO

または炭化水素）。 

▪ ベースラインにおけるエネルギー消費及び冷媒漏出について算

出。 

 エネルギー：ベースライン機器のエネルギー消費率、個

数、電力CO2 排出係数により算出。エネルギー消費率

は別途策定された標準化ベースラインに関するツール

（TOOL 29）により算出。 

 技術改善を加味し、空調は年2%、冷蔵庫は年1.5%で

効率が向上すると想定。 

 冷媒漏出（空調のみ）：冷媒漏洩ツール（TOOL 28）に

基づき算出。 

▪ 電力消費に起因する排出（TOOL 28により算

出）。 

▪ リーケージとして同ツールに基づき冷媒漏出

について算出。 

ベースラインでの効率向上についてはい

くつかの方法論に含まれている。本方法

論の数値は IEA Energy Efficiency 

Market Report 2016に基づく。 

AM0121 混合セメント

における原料

代替、混合剤

比率増加 

▪ クリンカ製造能力の増加につながらない。 

▪ 代替原料はカルシウム、マグネシウムの炭酸塩を代替

する。 

▪ クリンカの品質低下につながらない。 

▪ 代替原料は試験的な場合を除いてCDMプロジェクト

実施以前に用いられていない。 

▪ 燃料転換、効率向上による排出削減は計上対象外。 

▪ 下記の積により算出。 

 混合セメント生産量。 

 ベースラインのクリンカ原単位及びベースラインにおけ

るクリンカ比率の積 

 ベースラインのクリンカ原単位は脱炭酸、ク

リンカダスト及び燃料、電力起源の排出を

考慮。 

 ベースラインにおけるクリンカ比率は地域

のベンチマークとする（生産されるセメント

の 75%が地域内で販売される、他に 5 件

のプラントが存在する、当該プラントの4倍

以上の生産容量が存在）。 

 電力起源CO2排出原単位（混合剤の粉砕等） 

▪ 上記の数値に関してデータを取得するベース年は CDM プロ

ジェクト実施前の1年（複数年のデータが入手可能な場合、過去3

年の平均） 

▪ 下記の積により算出。 

 混合セメント生産量。 

 ベースラインのクリンカ原単位及び

ベースラインにおけるクリンカ比率

の積 

▪ リーケージとして下記を考慮。 

 代替原料と混合剤の輸送 

 既存施設における使用機械収奪（従

来用いられていなかったか、十分に

供給されていることが立証されれば

計上不要）。 

 

想定しているプロジェクトはクリンカ製造

における非炭酸塩の増加（石炭灰、ポゾラ

ン等）であり、混合セメントではない（混合

セメントについては ACM0005 で対

応）。 

AM0122 炭化水素貯蔵

施設における

メタンに富む

▪ 石油・ガス施設において炭化水素を貯蔵するタンク等

からのメタン分に富む蒸気を、蒸気回収装置（VRU）

を用いて回収し、オンサイトでの熱電供給等またはフ

▪ 回収されたメタンの量に基づきGWPを乗じて算出。 

▪ 第2クレジット期間以降は、回収されたメタンが他の燃料（メタン）

を代替するとみなす。 

▪ メタン回収時に用いる電力・燃料消費及びフレ

アされたガス（CO2等）の量に基づき算出。 

第 2 クレジット期間以降は、ベースライン

におけるメタンの燃焼を仮定している。 
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蒸気の回収 レアに用いる。 

 対象となるタンク等は2020年12月31日

までに操業している石油生産施設または石

油ガス前処理施設に存在。 

 Stabilization containersは対象外。 

 プロジェクト前後で、タンクに送られる液体

の圧と温度は同一。 

 石油生産施設に敷設される場合は随伴ガス

は分離されている。 

 メタン分に富む蒸気はプロジェクト施設にお

いて起因する。 

 

▪ 下記のように計測したプロジェクト実施前排出量のうち、手法 A

と手法 B～D のうちいずれか 2 つを用い、最も保守的なものを

上限とする。 

 A：直接計測したメタン量。 

 B：E&P TankS5等のエンジニアリング計算 

 C：タンク貯蔵原油に一定の原単位を乗じて推計 

 D：flash analysis testingの実施 
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参考資料2. 大規模 CDM 統合方法論 

 

表 2-1 採択方法論一覧（２：大規模 CDM 統合方法論）   
主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

ACM0001 ランドフィルガス

の回収・利用/破

壊 

▪ ランドフィルガス（LFG）回収システムの新設または

拡張（拡張の場合は従前は利用されていない場合

のみ）。 

▪ LFG のフレア、発電利用、熱利用、ガス網やトラッ

ク、パイプラインを通じた配送を行うもの（ガス配送

の場合は天然ガス代替となる）。 

▪ ベースラインとくらべて（ランドフィル促進による）有

機廃棄物のリサイクル削減をもたらさないもの。 

▪ 下記について算出。 

 ランドフィルからのメタン排出（LFG 利用量に

基づき算出） 

 ベースラインでの電力代替（ツール） 

 ベースラインでの熱供給源代替（LFG 利用

量に基づき算出：ベースライン機器との効率

比を考慮）。 

 ベースラインでの天然ガス代替（LFG 利用

量に基づき算出：換算係数を用いる）。 

▪ なお、ベースラインシナリオについていくつか想定を記

載（新設ガスボイラ代替の場合、効率を100%とする）。 

▪ 下記について算出。 

 回収に伴う化石燃料の燃焼、電力消

費量に起因する排出（ツール）。 

 トラックによる配送に伴う排出量

（ツールに加え、漏出を考慮） 

 パイプライン配送に伴う排出量

（漏出についてデフォルト値を設

定） 

一部技術についてTOOL32でポジティブリ

ストとして提示。 

ランドフィルからのメタン排出については

ツールに移管されている。 

ACM0002 系統連携再生可

能エネルギー発電 

▪ 新設にも拡張、レトロフィット、リハビリにも適用可

能。 

▪ 水力（ダム起源メタン排出の観点及び上下流の調整

のから、貯水池に関する規定あり）、風力、地熱、太

陽光、波力・潮力発電が対象。 

▪ 化石燃料発電からの燃料転換、バイオマス発電は

対象外。 

▪ PV、CSP、洋上風力、波力、潮力は一定条件下で自

動的に追加的となる（ポジティブリスト）。 

▪ 発電電力量と系統原単位の積により算出。 

 レトロフィット等の場合は下記の制約がある。 

 計上可能な発電電力量：在来の発

電電力を上回る分（変動分につい

ては標準偏差を在来実績の平均値

に加える等、保守的に考慮） 

 計上可能な（レトロフィット前の施設

の残存耐用年数）。 

 原単位はツールに依拠（コンバインドマージ

ン）。 

▪ 下記について算出。 

 化石燃料の燃焼に起因する排出

（ツール：地熱発電所、太陽熱発電所

の補助燃料を想定）。 

 地熱発電所における非凝縮性

CO2、メタンの排出。 

 貯水池起源メタン排出（出力当たり

貯水池免責が一定値以上の場合に

適用） 

以前はコンバインドマージンの算定方法も含

まれていたが、後にツールに移管した。 

PV をポジティブリストから外す提案もあっ

たが、現状では残っている。 

 

地熱の非凝縮性ガスの計測には困難が伴う

可能性がある。 

ACM0003 セメント、石灰製

造燃料代替 

▪ 対象は代替燃料（≒バイオマス）か、より原単位の低

い燃料（≒ガス）への転換。 

▪ 代替燃料への転換に相当量の投資が必要。 

▪ 過去3年間に代替燃料が用いられていない。 

▪ バイオマスを用いる場合、エステル化等の化学処理

が行われていない。または好気的条件下で貯蔵さ

れる。プランテーションの場合は荒廃地におけるも

の（定義を記載）。 

▪ 代替された化石燃料及びバイオマス投棄を回避したこと

によるメタン排出について算出。 

 代替された化石燃料に起因する排出：バイオマ

ス燃料が粗い場合が多いため、ベースライン

（過去3年平均）に比べてプロジェクトの原単位

が悪化している場合、その分を勘案して差し引

く（Fuel Penalty：右参照）。ただし代替燃料使

用と無関係の理由で原単位が影響を受けた場

合、測定期間（2 週間以上）を設けることが可

能。 

 ベースラインの排出原単位は、過去

3年の化石燃料のCO2原単位、過

去 3 年のプロジェクト燃料以外の

燃料の CO2 原単位、ベースライン

として想定される燃料のCO2原単

位のうち最も小さい値。 

 バイオマス投棄を回避したことによるメタン排

出（削減）。 

▪ プロセス起源排出量（脱炭酸）は対象外。 

▪ 下記について算出。 

 代替燃料、より原単位の低い燃料の

燃焼（消費量、熱量原単位、CO2 原

単位の積により算出）。 

 燃料転換に起因する追加的な化石燃

料の燃焼及び電力消費に起因する

排出（ツール）：乾燥、オンサイト輸

送、排ガス処理等（プロジェクトサイ

トの内外を問わない） 

 代替燃料の輸送に起因する排出

（ツール）。 

 再生可能バイオマスの栽培に起因

する排出（ツール）。 

代替燃料として、廃棄物、バイオマス残渣、プ

ランテーション起源バイオマスが例示されて

いる。 

 

Fuel Penalty については妥当性の検証が

行われ、計算方法が修正（単純化）された。 

ACM0004 排熱回収    ACM0012 に改正。利用される排熱量に上

限が付されるようになり、保守化された。 

ACM0005 混合セメントの混 ▪ ホスト国内で販売されるものに限定。 ▪ 下記のステップにより算出。 ▪ 下記について算出。 高炉スラグやフライアッシュの混合によるセ
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主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

合比率の向上 ▪ 混合が（建設現場を含め）通常慣行である場合は対

象外。 

▪ 対象となるクリンカはすべてプロジェクト境界内で

生産される。 

 クリンカCO2原単位の算出：ベースラインとプ

ロジェクトのうち低い方を採用。 

 ベースライン混合比率の算出：当該国、地域で

混合比率が最も高い 5 プラントまたは 20%の

加重平均。 

 粉砕、添加剤等の排出量算出。混合比率は毎年

アップデート（増分のみ）または相対的に2%ず

つ増加すると想定。 

▪ 基準年は、CDM プロジェクト実施前または（新規プラン

トの場合）最初の操業年。 

 クリンカ製造に起因する排出（脱炭

酸、燃料、電力）。 

 添加剤の粉砕に起因する排出。 

▪ リーケージとして、追加分の添加剤の輸送及

び既存用途の収奪に起因する排出（地域の需

給状況から把握）。 

メントクリンカ比率の削減を想定している。 

ACM0006 バイオマスによる

コ ー ジ ェ ネ レ ー

ション 

▪ 新設及び規模拡張/効率向上の双方に適用可能。 

▪ 混焼される化石燃料比率は80%を超えない。 

▪ プロセス自体の拡張・大きな変化をもたらすもので

はない（追加性の懸念）。 

▪ バイオマス貯蔵は 1 年を超えない（嫌気条件としな

いため）。 

▪ バイオマスを用いる場合、エステル化等の化学処理

が行われていない。 

▪ 追加投資なしにはバイオマス処理の拡大不可能。 

▪ バイオガスが用いられる場合、排水の嫌気処理によ

り生成するもの。 

▪ 下記について算出。 

 電力に起因する排出：プロジェクトにおける発

電量、系統電力消費量をもとに、ベースラインに

バイオマス発電が存在する場合、それが最大

限で稼働していた等の前提をもとに算出。 

 熱供給に起因する排出：バイオマスベースの

コージェネ、ボイラで充足できない場合は化石

燃料が用いられているとの前提をもとに算出。 

▪ 下記について算出。 

 化石燃料に起因する排出。 

 系統電力の消費に起因する排出。 

 バイオマス残渣の処理に起因する排

出（電力）、輸送、燃焼に起因する排

出（メタンはデフォルト値あり）。 

 排水処理起源メタンに起因する排出 

 バイオガス生産に起因する排出 

 プランテーションに起因する排出

（ツール）。 

▪ プランテーションに起因する排出（ツール）。→

パーム、ジャトロファ、トウモロコシ、サトウキビ

等に関するデフォルト値あり。 

旧ACM0006がコージェネと発電専用に

分割され、後者はACM0018となった。 

Ver12 でバイオマス残渣のみから、プラ

ンテーションにも拡張。 

ACM0018と適用条件の統一感の向上が

望まれ、再検討の対象となった。 

ACM0007 シングルサイクル

ガスタービンのコ

ンバインド化 

▪ 大規模なレトロフィットなしでの稼働実績が1年以上

ある（当初からコンバインドサイクルを想定したもの

ではないことの証左となる）。 

▪ 稼働実績が3年未満の場合、全てのユニットはシン

グルサイクルとして設計されている。 

▪ 過去 3 年間化石燃料（バイオ燃料混合含む）のみを

用いていた。 

▪ プロジェクトは既存ガスタービンの耐用年数を増加

させるものではない。 

 

▪ プロジェクトでシングルサイクルから転換されたコンバイ

ンドサイクル火力の発電電力量に、下記の原単位を乗じ

てベースラインにおけるシングルサイクルの燃料消費量

を算出する。 

 過去 3 年間の平均発電量まで：過去 3 年間の

平均CO2 原単位（複数燃料を用いていた場合

は、最もCO2原単位が低い燃料を想定） 

 上記を超えて、在来設備で発電可能な上限（設

備容量×8760 時間）：過去3 年間の CO2 原

単位と系統CO2原単位の小さい方 

 上記を超える量：系統CO2原単位（ベースライ

ンの発電所では供給できないため）。 

▪ プロジェクトで転換されたシングルサイクルか

ら転換されたコンバインドサイクル火力につい

て、化石燃料の燃焼に起因する排出（ツール）。 

Historic→historical等の修正が必要。 

ACM0008 炭層・炭鉱メタン

回収利用・破壊 

▪ 炭層からのメタン回収、探鉱の通気システムからの

排気、廃鉱からのメタン（廃鉱メタンの場合、ベース

ラインは指数関数的に減衰すると想定）。 

▪ 露天掘りの場合は、炭鉱について権益があり、鉱区

内の採鉱に先立つメタン排気（安全上の目的等）が

該当。 

▪ 対象外となるものは、権益のない炭層からのメタン

回収、メタン排気を促すCO2等のガス、規制により

湛水した廃鉱からのメタン 

▪ 下記について算出。 

 回収ガスによる電力の代替（ツール）。 

 回収ガスによる化石燃料の代替（ベースライン

ボイラの効率についてはツール） 

 車両燃料の代替 

 メタン放出の回避 

 

▪ 炭層メタンの排出回避：炭層メタンを回収するプロジェク

トの場合、これらの回収量はベースラインにおける放出回

避と見なされる。ただしクレジットの計上対象となる時期

は、採鉱が当該坑井の周辺（zone of influence：抗井か

らの回収量、炭層の厚さ等より算出）に差し掛かった時期

（即ちベースラインでメタンが排出されていたであろう時

期）に計上。 

▪ 下記について算出。 

 メタン回収に要する化石燃料の燃焼

及び電力消費に起因する排出（ツー

ル）。 

 メタン破壊に起因する排出（破壊効

率は実測） 

 未破壊メタンの放出に起因する排

出。 

▪ リーケージとして、地域における熱需要の機会

収奪が挙げられている。 

ほぼ同時に提案された 5 つの方法論を統

合したもの。 

 

対象プロジェクトのほとんどは中国であり、

通気メタンに関するもの。 

 

古いバージョンには、このようなプロジェクト

が石炭価格を低下させ、消費を増やす可能

性について検討を推奨することが明記され

ていた。 
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主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

ACM0009 熱供給における石炭

または石油からガス

への燃料転換 

▪ 産業施設または地域熱供給における燃料転換で、プ

ロジェクト実施前は石炭かガスのみを使用していた

施設。 

▪ プロジェクトにより設備容量や耐用年数が増加する

ことはない。 

▪ 統合化したプロセス転換の一環としたものではな

い（純粋に燃料転換のみを行うプロジェクトに限

定）。 

▪ ベースラインで消費されたであろう燃料に起因する排

出。 

 燃料種は、最も想定される燃料（石炭または石

油）。該当する燃料が（補助燃料以外に）複数存

在する場合は、その中で最もCO2原単位が低

い燃料。 

 当該燃料の消費量（熱量）は、プロジェクトで消

費された天然ガスの量に対し、ベースラインと

プロジェクトでの効率比を考慮して算出（ベー

スライン効率はデフォルト値、カタログスペック

の最高値、6か月間の調査、プロジェクトと同等

であることを立証できる場合は同等とする）。 

▪ 天然ガスの燃焼に起因する排出。 プロジェクト排出量、ベースライン効率は

関連するツール（TOOL09）に依存していな

い。 

ACM0010 家畜排泄物管理

シ ス テ ム

（AWMS）からの

メタン回収利用 

▪ 放牧以外の牧畜業で、家畜排泄物が河川水等に流

されておらず、ラグーンが用いられている場合は深

さ 1m以上、平均気温5度、最低保持期間1カ月以

上の場合（これらの条件によりベースラインにおけ

る嫌気性が担保されている）。 

▪ プロジェクトにおいて地下水への浸出がない措置

が講じられる（浸出があった場合、メタン排出とは

みなされにくいため）。 

▪ 下記について算出。 

 メタン排出：一頭当たり家畜排泄物の量に対し、

ベースラインでの処理方法毎に処理された比

率、メタン転換係数、メタン生産ポテンシャル、

家畜頭数の積により算出。 

 家畜排泄物の量は国家データまた

は給餌量と排泄量に関するエネル

ギーバランス、家畜排泄物に関す

る IPCC デフォルト値の補正（2種

類の手法を記載）により推計。 

 N2O 排出：直接・間接的排出量（一頭当たり窒

素排泄量より算出） 

 燃料（バイオガス起源熱量ベース）・電力代替起

源排出（ツール） 

▪ 下記について算出。 

 嫌気ダイジェスターからの漏出に起

因する排出（ツール）。 

 好気AWMS による排出（IPCC ガ

イドラインに従い、処理した排泄物の

メタン生成ポテンシャルの 0.1%が

排出されると想定） 

 N2O 排出（一頭当たり窒素排泄より

推計または実測） 

 化石燃料の燃焼及び電力消費に起

因する排出（ツール）。 

▪ リーケージとして、土壌散布に起因する排出

（ベースラインと比べたプロジェクト排出の増

分）について算出。 

多くのパラメータについて、IPCC 2006

年ガイドライン等からデフォルト値を引用。 

ACM0011 発電所における石炭

または石油からガス

への燃料転換 

▪ 3 年間以上の操業実績があり、プロジェクト実施前

は石炭かガスのみを使用していた施設。 

▪ 系統供給のみまたは自家発電のみ。 

▪ 燃料転換以外の主要なレトロフィットを伴わないも

の。 

▪ コージェネ、効率向上プロジェクトは対象外。 

▪ 発電電力量とベースラインCO2原単位の積により算出。 

 発電電力量（自家発電）：プロジェクト発電電力

量と過去3年間の平均発電電力量の小さい方。 

 発電電力量（系統供給）：ACM0007 と同様の

3段階とする。 

 過去 3 年間の平均発電量まで：過

去 3 年間の平均 CO2 原単位（複

数燃料を用いていた場合は、最も

原単位が低い燃料を想定） 

 上記を超えて、在来設備で発電可

能な上限（設備容量×8760時間）：

過去3 年間の CO2 原単位と系統

CO2原単位の小さい方 

 上記を超える量：系統CO2 原単

位（ベースラインの発電所では供給

できないため）。 

 ベースライン CO2原単位：過去3年間の平均

原単位（複数種類の燃料を用いていた場合は、

最も原単位が低い燃料を想定する）。 

▪ 化石燃料の燃焼に起因する排出（ツール）。 系統と自家消費の双方に供給するものにも

適用可能ではないかと考えられる。 

ベースライン燃料（石炭かガス限定）、系統供

給または自家発電のみという適用条件は拡

大の余地があると思われる。 

ACM0012 排熱回収 ▪ エネルギー源は発電所、コージェネ、熱供給、プロ

セス排熱、機械的エネルギー（ベースラインはモー

ター）、圧力（発電用途のみに利用）。これらを総称し

て排エネルギー（WECM） 

▪ 下記について算出。 

 電力に起因する排出：プロジェクトによる発電

電力量とベースラインにおける CO2 原単位の

積。 

▪ 化石燃料の燃焼及び電力消費に起因する排出

（ツール）。 

 

代替されるエネルギー源（熱、電力）、及び

ベースラインで WECM が回収・利用されて

いるかどうかに関してベースラインシナリオ

が異なるため、フローチャートが用意されて
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主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

▪ 新規及びエネルギー回収の拡張にも用いられる。 

▪ エネルギー受け取り側の設備容量も増大する場合。

また回収される排熱が増加する場合も対象外。 

 機械エネルギーに起因する排出：プロジェクト

で供給したエネルギー、ベースラインのモー

ター効率とCO2原単位の積 

 熱エネルギーに起因する排出：プロジェクトで

供給したエネルギー、ベースラインのモーター

効率とCO2原単位の積 

▪ それぞれについて、下記を考慮。 

 ベースラインのエネルギーに占める WECM

の比率（fwcm） 

 過去の WECM 発生量から算出されるベース

ラインのキャップ（fcap） 

 ベースラインの需要側の設備容量 

いる。 

 

当初排熱回収に関する統合化方法論

ACM0004は回収する排熱にキャップがか

かっていなかったが、ACM0012 になり

fwcmとfcapが設けられた。 

ACM0013 高効率火力発電

所による同種代替 

▪ 新設の火力発電所で、ベースラインより効率の高い

技術を用いる。 

▪ 単一の化石燃料を用いる（補助燃料は3%以下）。 

▪ コージェネレーションは対象外。 

▪ 特定された燃料種は、PDD 公表前5 年間に運開し

た当該系統に連係する発電所の設備容量の 50%

以上を占める。 

▪ プロジェクトからの発電電力量と、ベースライン CO2 原

単位の積として算出。 

 発電電力量：プロジェクトで用いられた燃料と

同一の燃料種について算出（複数の燃料が用

いられる場合は熱量に応じて按分）。 

 ベースライン CO2 原単位：下記のうち低いほ

うから選択。 

 最も想定されるベースラインシナリ

オ（地域において同じ燃料を用い、

容量が類似しており許認可後 5 年

以内の設備からベースライン技術

を特定） 

 同種の発電所の原単位が低い方か

ら上位15% 

 当該発電所とプロジェクト発電所の運開年に

差がある場合はその間の効率向上も想定する

（デフォルト値として、運開時期が 1 年新しくな

ると0.3%の向上があると想定する）。 

▪ プロジェクトの燃料消費量に基づき算出。 提案者は高効率石炭火力発電を想定した（イ

ンドにおける超臨界、中国における超々臨

界）。実際のプロジェクトもこれらの形態と

なっている。 

Ver5でベースラインのCO2原単位が大幅

に厳格化し、最低値は以下のように設定され

ている。 

▪ 亜臨界石炭火力：36.6%（空冷）、

38.7%（水冷） 

▪ 超臨界石炭火力：40.0% 

超々臨界石炭火力及びガス火力につい

ては設定されていない。 

 

以上のように設定されて以降、新たにプロ

ジェクトが登録されていない。 

ACM0014 排水処理起源メタ

ン削減 

▪ 下記のパターンがプロジェクトに該当する。 

 ベースラインにおける排水処理が嫌気的

条件のラグーンであるところ、新規の嫌気

ダイジェスターによるメタン発生及び回収

利用/フレア、または好気的処理（脱水・土

壌散布）を実施する。 

 ベースラインが排水処理及び汚泥の嫌気

処理であるところ、汚泥を嫌気ダイジェス

ター（メタン発生及び回収利用/フレア）＆

残渣・汚泥の好気処理。 

 ベースライン排水（家庭用排水）が処理を

行わず放出されるところ、排水処理を実施

（ただし家庭用排水の 50%以上が未処

理）。→ベースラインが現実には存在しな

いという需要抑圧シナリオ 

▪ 下記について算出。 

 ベースラインでのメタン排出：ダイジェスターか

らの実際の回収量（ツール）と、COD から算出

されるメタン発生ポテンシャルのうち小さい方

を用いて算出。 

 COD はプロジェクトにより実測さ

れたCODに対してベースラインと

して想定されるラグーン、汚泥ピッ

トでのCODの減少分を乗じる。 

 回収したバイオガスによる発電・熱供給により

代替される化石燃料（ベースラインにおける排

水処理で消費される電力も含む）。 

 電力の原単位、ベースラインボイラ

の原単位についてはツールに依

拠。 

▪ 下記のケースについて算出。 

 プロジェクトが嫌気ダイジェスター

の場合：ツールに依拠。 

 プロジェクトが汚泥処理及び土壌散

布の場合：メタン、N2O について算

出。 

 プロジェクトが脱水及び土壌散布の

場合：メタン、N2Oについて算出。 

▪ メタンはCODに基づき算出、N2Oは汚泥中

の窒素量（汚泥量と、測定した窒素比率）に基

づき算出。 

▪ いずれの場合も、化石燃料及び電力消費に起

因する排出はツールにより算出。 

▪ リーケージとして、固形廃棄物がベースライン

において家畜飼料に用いられていた場合、需

要を満たす量十分存在することの立証につい

て記載。 

3種類のベースライン/プロジェクトのありか

たについて図示することが望ましい。また 3

番目のコンビネーションはベースラインでメ

タンを排出していない（需要抑圧下で想定さ

れるシナリオであるが、そのように示すこと

が望ましい）。 

ACM0015 混合クリンカ製造 ▪ 設備容量の増大にはつながらない。 

▪ 在来・新設のプラント双方に適用可能。 

▪ 下記について算出。 

 ベースラインにおける炭酸カルシウム、炭酸マ

▪ 左記と同じ項目について算出（基本的に実測

ベースで、化石燃料及び電力消費に起因する

混合セメントではなく、クリンカ自体に混合す

る非炭酸塩が対象となる。提案プロジェクト



 

８８ 

 

  
主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

▪ クリンカの品質はベースラインとプロジェクトで同

等（シリカ、アルミナの組成等により判断）。 

▪ 対象プラントで代替素材は用いられていない（試験

については90日まで）。 

▪ 代替素材は潤沢に入手可能（プロジェクトを含む

ユーザーの消費量の1.5倍）。 

グネシウムの脱炭酸：過去の消費量及びクリン

カ生産量に基づき算出。新設プラントの場合

は、地域で生産されるクリンカの分析、公的な

統計、（上記が不可能な場合）非炭酸塩をゼロと

するデフォルト値。 

 クリンカ製造に伴う燃料消費に起因する排出：

過去の燃料原単位または新設プラントの場合は

上位 20%/上位 5 プラント、EU デフォルト値

（3000MJ/t-clinker）または排出削減を想定

しない（プロジェクトと同等とする）。 

 ダ ス ト （ CDK ） に 起因す る 排出： IPCC 

2006GL の式に準拠。新設プラントの場合は

上位20%等。 

 原料の乾燥に用いる燃料消費に起因する排出

（新設プラントの場合は上位20%等） 

 電力の消費に起因する排出（同） 

排出についてはツールを活用）。 

▪ 省エネ分について計上しないプロジェクトに

ついて、ベースラインと比べてキルンのエネル

ギー原単位が減少している場合についても

ベースラインと同等とみなす等の措置を記載。 

▪ リーケージとして、輸送に関するエネルギー消

費の増分、新たにコンベヤを設置した場合の

電力消費、クリンカ粉砕により多くの電力消費

を必要とする場合、クリンカ混合率が上昇する

等を考慮。 

が想定した代替素材は蛍石等。 

ACM0016 都市内公共交通

網（MRT） 

▪ 支線のない BRT（乗客は部分的に在来バスを用い

る場合：支線がある場合はAM0031）、鉄道。 

 BRT はバスレーン（半分以上はバス専用

レーン）を用いる。 

 BRT延伸も対象。 

▪ バイオ燃料を用いる場合は比率が変更されない。 

▪ 都市内交通に限定。 

▪ 運用改善、大型車両の利用、鉄道を代替する BRT、

航空・船舶は対象外。 

▪ ベースライン排出量の推計はツールに依存する。 

▪ 車両カテゴリーとしては少なくとも公共交通、非動力源交

通（自転車等）、誘発需要を考慮に入れる。 

▪ 下記について算出。 

 MRTS により消費された燃料、電力

に基づく排出（ツール）。 

 他の輸送モードを用いて当該プロ

ジェクト路線に到達するまでに必要

となった燃料、電力に基づく排出：1

年目と 4 年目に行うサーベイに基づ

き、expansion factorを算出。 

▪ リーケージとして、バスとタクシーの乗車率の

変化（10%以上の減少の場合）、渋滞緩和によ

る速度上昇、誘発需要、ガスを用いる場合の

上流排出が挙げられている。 

 誘発需要：対象道路を走行する車両

の増分及び走行距離に基づき算出。 

 車両速度：対象道路を走行する車両

数及び走行距離、速度依存の排出率

の差分に基づき算出、 

追加性立証フローは AM0031 と類似。最新

の改訂により、ベースライン排出量の推計は

ツールに依拠するようになった。 

適格性要件に関するパラ 3-5 の内容が重複

している印象がある。 

 

ACM0017 バイオ燃料 ▪ 定置型施設及び車両で用いられるバイオ燃料の生

産、使用を伴うプロジェクト（バイオディーゼル及び

バイオエタノールを想定）。 

▪ 原料は廃油/廃油脂、油脂植物、バイオマス残渣。 

▪ バイオディーゼルの場合、エステル化に用いるアル

コールは化石燃料起源。 

▪ グリセリン等の副生物は腐敗しないようにする（焼

却等）。 

▪ 自施設で用いられるバイオ燃料は 95%以上自社

製とする（外部調達の場合の排出量推計が困難であ

るためと想定される）。 

▪ 車両に用いられる場合は、対象となる車両が既に特

定されPDDで説明されている。 

▪ バイオマス比率については、定置用途ではどのよう

な値でも良いが、車両用途の場合は化石燃料を用

いる場合と大きく異ならない比率とする（車両側に

▪ 適格なバイオ燃料の量、熱量及び代替される化石燃料の

CO2原単位の積により算出。 

 適格なバイオ燃料の量：正味に外部供給された

バイオ燃料であり、法定義務を超える混合率と

なるもの。下記の最小値として表す。 

 生産量（所内消費を差し引く） 

 混合燃料×混合率（同） 

 混合燃料×混合率の法定を超過す

る分（同） 

 代替される化石燃料の種類はベースラインシナ

リオ特定のプロセスにより判明。 

 

▪ 下記について算出。 

 バイオ燃料生産施設での排出：化石

燃料及び電力の消費に起因する排

出（ツール）及び嫌気的排水処理起

源メタンに起因する排出（CODに基

づく）。 

 化石燃料起源メタノールのエステル

化に伴う炭素排出。 

 バイオ燃料の原料輸送に起因する排

出（ツール）。 

 プランテーションに起因する排出

（ツール）。→パーム、ジャトロファ、

トウモロコシ、サトウキビ等に関する

デフォルト値あり（0.8～2.6t-

CO2/ha）。 

▪ リーケージとして、バイオディーゼル生産に必

式2 の PBF,other の標記違いの可能性あ

り。 

5.5 の記載の体裁について見出しの字句と

なっていない。 
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主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

変更があると別の種類のプロジェクトとなる）。 要なメタノール製造起源の排出、在来用途か

らの収奪（廃油脂の場合：ツール）、化石燃料の

上流部門排出の削減が挙げられる。 

ACM0018 バイオマスによる

発電所 

▪ 新設、既存化石燃料発電所の代替、ベースラインに

比べたバイオマス比率増加、既存バイオマス発電所

の効率向上について適用可能。 

▪ バイオマス貯蔵は 1 年を超えない（嫌気条件としな

いため）。 

▪ バイオマスを用いる場合、エステル化等の化学処理

が行われていない。 

▪ 同サイトでコージェネレーション施設が稼働しない

（ベースラインシナリオが複雑となる）。熱供給が行

われている場合、プロジェクトが影響を与えないこ

と等について示す。 

▪ バイオガスが用いられる場合、排水の嫌気処理によ

り生成するもの。 

▪ 下記について算出。 

 電力：発電電力量とベースライン CO2 原単位

の積により算出。原単位は下記の通り。 

 ベースラインにおいて化石燃料で

発電していたであろう量：化石燃料

起源原単位 

 ベースラインにおいて系統で発電

していたであろう量：系統原単位 

 ベースラインにおいてバイオマス

残渣で発電していた量は除く 

 どちらともつかない量（上記の残

り）：小さい方の原単位 

 バイオマスの腐敗に起因する排出（バイオマス

残渣を利用する場合） 

▪ 下記について算出。 

 化石燃料に起因する排出。 

 バイオマス残渣の処理に起因する排

出（電力）、輸送、燃焼に起因する排

出（メタンはデフォルト値あり）。 

 排水処理起源メタンに起因する排出 

 バイオガス生産に起因する排出 

 プランテーションに起因する排出

（ツール）。 

 プランテーションに起因する排出

（ツール）。→パーム、ジャトロファ、

トウモロコシ、サトウキビ等に関する

デフォルト値あり。 

バイオマスコージェネレーションに関する方

法論ACM0006から分化。 

Ver4 でバイオマス残渣のみから、プラン

テーションにも拡張。 

ACM0019 硝酸起源 N2O破

壊 

▪ 二次破壊（炉内での触媒による破壊）、三次破壊

（テールエンドでの燃焼による破壊）の双方に該当。 

▪ CDM プロジェクト開始以前に操業を開始したプラ

ントで、二次、三次破壊設備が設置されていないも

の。 

▪ 硝酸生産量と副生原単位の積により算出。 

 設計能力と実生産量の小さい方は在来原単位

（過去の原単位とデフォルト値の小さい方）。 

 生産量がそれを超える場合は新設プラントの原

単位（デフォルト値）。 

 破壊装置が稼働していない時間は除外。 

▪ デフォルトのベースライン原単位は 2005 年の 5.1kg-

N2O/t-HNO3から2020年以降は2.5 kg-N2O/t-

HNO3に減少。 

▪ 下記について算出。 

 未破壊N2O 

 三次破壊での化石燃料消費に起因

するCO2排出。 

従来の方法論を統合化し、ベースラインを標

準化した。この結果、ベースライン副生率の

計測等が不要となり、算定は大幅に簡略化さ

れたが、副生率が非常に保守的となったた

め、生成クレジットは減少した。 

ACM0020 バイオマス残渣の

混焼 

▪ 対象プロジェクトはレトロフィット。ただしサプライ

チェーンの確立等に資本投資が必要なものに限定。 

▪ 混焼比率はエネルギーベースで50%を超えない。 

▪ プロジェクトにより原料の処理能力増強につながら

ない（例：製糖工場のプロセス拡大の一環ではな

い）。 

▪ バイオマス貯蔵は 1 年を超えない（嫌気条件としな

いため）。 

▪ バイオマスを用いる場合、エステル化等の化学処理

が行われていない。 

▪ プロジェクトのエネルギー量、バイオマス比率、ベースラ

イン燃料（または系統電力）の原単位の積により算出。 

 ベースラインボイラの効率：ツールに依拠また

は過去3年の最大値。 

 

▪ 下記について算出。 

 化石燃料に起因する排出（ツール）。 

 バイオマスの輸送に起因する排出

（ツール）。 

 

ACM0021 木炭製造工程で

の排出削減（キル

ン改善、メタン削

減） 

▪ 設計改善またはメタン破壊による排出削減。新設に

もレトロフィットにも適用可能。 

▪ 原料に変更がない。 

▪ 木炭は市場に供給されるか、製鉄所等の他工程の

一部である（モニタリング上の課題と想定される）。 

▪ バッチで稼働する。 

▪ プロジェクトで代替されるキルンは同型式であり、

容量は±10%。 

▪ 新設で導入されるキルンは同型式であり、容量は±

10%。 

▪ ベースライン条件下における収量とメタン排出量の相関

に基づき、プロジェクト実施後の収量に基づき算出。 

▪ 第 2 回クレジット期間以降はベースラインの相関とプロ

ジェクトの相関は同一。 

▪ 下記について算出。 

 未破壊メタンに起因する排出：プロ

ジェクト条件下における収量とメタン

排出量の相関に基づき、収量及び

バッチ回数に基づき算出。 

 化石燃料の燃焼及び電力消費に起

因する排出（ツール）。 

木炭製造時のメタン排出の測定・算出方法、

及び木炭収量とメタンの相関関数を算出する

ための手法について附属書として記載され

ている。 

ACM0022 ランドフィル回避

による廃棄物の有

効活用 

▪ 対象プロジェクトは廃棄物を用いたバイオガス回

収、コンポスト、嫌気ダイジェスター、排水と廃

棄物の一括コンポスト、RDF、パーチクルボー

▪ 下記について算出。 

 廃棄物がランドフィルされていたであろう場合

におけるメタン排出（ツール）。 

▪ 下記について算出。 

 コンポストに起因する排出（ツー

ル）。 

ベースラインのメタン排出量（FOD 式）は

ツールに移管されている。 
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主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

ド等の Stablized biomass、ガス化、廃棄物

発電等（ベースラインでは埋め立てられた場

合にメタンを発生するが、それを回避し、かつ

バイオガスが化石燃料を代替する等の効果が

ある）。 

▪ 新たに生じた廃棄物のみを処理する（コンポスト、

嫌気処理の場合を除く） 

▪ 廃棄物は嫌気的条件で貯蔵されない。 

▪ 排水はプロジェクト境界内で処理される。 

▪ 他のリサイクル活動に影響を与えない。 

▪ 廃棄物処理に関する法制度がある場合、遵守率は

50%に満たない。 

▪ 有害廃棄物は対象外。 

 需要抑圧に関する規定あり。 

 ベースラインでの嫌気的排水処理によるメタン

排出：ツールに基づく試算と、回収メタン量のう

ち小さい方。 

 回収バイオガスを用いた発電による電力の代

替：発電電力量に基づき算出（ツール：コージェ

ネに関する規定あり）。 

 回収バイオガスによるガスの代替（ツール）。 

▪ 途上国において廃棄物が投棄されている場合、本来であ

ればランドフィルされたとみなし、メタン転換係数を 0.4

とする「抑圧需要」シナリオを盛り込んでいる。 

 嫌気ダイジェスターによるバイオガ

ス生成に起因する排出（ツール）。 

 ガス化に起因する排出（化石燃料、

電力消費、燃焼、排水処理に関する

方法論内での同様の記載を参照）。 

 RDF/ボード製造に起因する排出化

石燃料、電力消費、燃焼、排水処理に

関する方法論内での同様の記載を

参照）。 

 焼却に起因する排出：廃棄物中また

はガス中の炭素比率に基づく算出。 

長期間、個別方法論AM0025として適用さ

れていた。 

 

 

ACM0023 ボイラ効率向上 ▪ プロジェクト開始前に3年以上の稼働実績がある。 

▪ 当該効率向上対策は試験目的を除いてプロジェクト

対象施設で用いられていない。 

▪ プロジェクト実施後と同じ燃料がプロジェクト実施

前の至近 3 年間用いられており、補助燃料の比率

は3%以下。 

▪ 下記のうち小さい方に基づき算出。 

 プロジェクトで供給した熱量をベースラインボ

イラの効率で除したもの。効率はツールに基づ

く負荷効率曲線の算出（オプション B）を用い

る。 

 過去の燃料消費に起因する排出。 

▪ 燃料中の炭素の酸化比率については別途試験を実施し、

経産に反映する（酸化比率の向上は未燃成分の減少によ

る省エネにはなるが、燃焼する燃料の量には栄養を与え

ず、このため CO2 排出削減とはならない。従って CO2

排出削減効果のあるボイラ効率向上との峻別が必要）。 

▪ 下記について算出。 

 ボイラにおける燃料燃焼：実際の消

費量と、プロジェクトで供給した熱量

とベースラインキャンペーンに基づ

く効率に基づき算出した値のうち小

さい方）。 

 燃焼効率向上に伴う排出（fire-side 

cleaning technologyの場合）。 

 効率向上技術が電力を消費する場

合、それに起因する排出。 

2007 年に採択されたが長年用いられてい

なかった方法論（AM0054：エマルジョン燃

料）と、類似の効果が想定されるプロジェクト

の 提 案 方 法 論 （ fireside-cleaning 

technology）を統合化したもの。 

ACM0024 有機廃棄物起源

メタンによる天然

ガス代替 

▪ プロジェクトは嫌気ダイジェスター及びバイオガス

処理施設からなるバイオガス回収。 

▪ リサイクル活動に影響を与えない。 

▪ 残渣物はコンポスト、土壌散布、ランドフィル等の安

定化措置が講じられる。 

▪ 生産・副生する有機物は嫌気条件下におかれない。 

▪ 供給されたバイオガス起源メタンの熱量と、代替するバイ

オガスの CO2 原単位に基づき算出。バイオガス起源メ

タンの熱量は下記のように算出。 

 バイオガス回収量（連続計測） 

 バイオガス中メタン比率（ツールに基づき計測） 

 メタンの熱量（規定値） 

▪ 下記について算出。 

 有機物の嫌気分解に起因する排出

（ツール）。 

 バイオガスのアップグレードに起因

する排出：生成したメタンと天然ガス

網に供給されたメタンの差分。 

 バイオ起源メタンのトラック輸送に起

因する排出。 

▪ リーケージとして、化石燃料の上流起源（排出

削減：ツール）、嫌気ダイジェスター（ツール）、

ベースラインにおける廃棄物利用（他の利用機

会の収奪が考えられる場合） 

ほぼ同時に提案された 2 つの方法論を統合

化。 

ACM0025 新規天然ガス火

力発電施設の建

設 

▪ 系統及び専用船で連系された特定需要家に対し電

力を供給。 

▪ コージェネレーションの場合、熱供給分はクレジット

の対象外。 

▪ 天然ガスまたは LNG が同国で潤沢に入手可能（他

の利用機会を収奪しない）。 

▪ 下記について算出。 

 系統に供給する電力：系統に供給した電力量

と、①ビルドマージン、②コンバインドマージ

ン、③最も魅力的なシナリオのうち最も低い

CO2原単位のいずれかの積により算出。 

 需要家に供給する電力：需要家に供給した電力

量と、上記①～③及び在来供給源のうち最も低

いCO2原単位の積により算出。 

▪ 化石燃料に起因する排出（ツール）。 

▪ リーケージとして、天然ガスの上流部門に起因

する排出を想定。 

プロジェクト提案者はインドの大規模天然ガ

ス火力（CCGT）。なおインドにおいては天然

ガス火力発電は石炭火力に比べて高価であ

るため、インドでは石炭火力と比べて稼働率

が低い場合が多い。 

ACM0026 供給先が特定さ

れている化石燃

料焚コージェネ 

▪ 熱電を顧客に供給。電力の系統輸出も可能だが熱

は主として特定顧客が対象。 

▪ 熱供給網への供給分は排出削減量算定の対象外。 

▪ 系統への供給は、事前に計画されている量までが

算定の対象内。 

▪ 下記について算出。 

 ベースラインにおける電力供給に起因する排

出：プロジェクトでの発電電力量とベースライン

CO2原単位（系統、特定発電所）の積。 

 系統に供給する電力と顧客の自家発電を代替

▪ 化石燃料に起因する排出（ツール）。 

▪ リーケージとして、天然ガスの上流部門に起因

する排出を想定。 

従来複数存在したコージェネ関連方法論を統

合。 
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主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

▪ ベースラインはコージェネではない。 

▪ 熱電比は1以上。 

する電力で下記のように個別に算出。 

 系統への供給：CO2 原単位はビル

ドマージンとコンバインドマージン

の低い方。 

 顧客に直接供給：CO2 原単位はコ

ンバインドマージン及び最も想定さ

れる発電所（加重平均、データがな

い場合は低い方）。 

 ベースラインにおける熱供給に起因する排出：

熱供給量と熱供給 CO2 原単位の積（加重平

均、データがない場合は低い方）。 

 熱供給 CO2 原単位は在来の熱供

給網またはベースラインで特定さ

れた熱源の燃料（加重平均もあ

り）、 
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参考資料3. 小規模 CDM 方法論 

 

表 3-1 採択 CDM 方法論一覧（３：小規模 CDM 方法論） 
番号 概要 主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

AMS-

I.A. 

再生可能エネ

ルギー 自家発電

/ミニグリッド等 

▪ オンサイトの化石燃料を代替するもの。 

▪ ミニグリッド等の例外を除き、家庭用または系統

連係していないユーザー（クレジット期間中に系

統連係されるものを除く）。 

▪ コージェネは対象外。 

▪ 下記のオプションにより算出 

 導入機種別の電力消費量×再エネ導入消費者数 

 発電電力量、過去の燃料消費量により算出（デフォルトは

0.8kg-CO2/kWh）。ベースラインの送電ロスを加味（農

村低圧電線のデフォルト値は20%）。 

 （在来の化石燃料燃焼施設代替の場合に限定）想定される

燃料消費量に基づき算出 

▪ 非凝縮性ガスを発生する地熱、及び貯水池起源メタ

ンを発生する水力以外はゼロとする。 

Electricity consumption に誤

記あり。 

AMS-

I.B. 

再生可能エネ

ルギー 機械エネ

ルギー 

▪ 既存代替及び新設の双方に適用。 ▪ 下記のオプションにより算出。 

 機器稼働時間と排出原単位の積（デフォルト原単位は

0.8kg-CO2/kWh） 

 機器稼働時間と化石燃料（軽油）の時間消費率の積 

▪ 化石燃料（軽油）、プロジェクト以外に起因する電

力、バイオマス消費量により算出。 

 

AMS-

I.C. 

再生可能エネル

ギー 熱利用 

▪ バイオマスコージェネプロジェクトも主な対象の

一つと想定される。 

▪ ベースラインの自家発電、系統電力、熱供給について、プロジェクト

における発電電力量及び熱供給量に基づき算出（ベースラインが

コージェネの場合は総合効率ベース）。 

▪ レトロフィットの場合は在来施設の容量が制約条件となる。 

▪ 下記により算出。 

 化石燃料排出及び電力消費に起因する排

出（ツール）。 

 地熱の非凝縮性ガス、トリジェネレーショ

ンの場合の冷媒漏出に起因する排出。 

大規模方法論ACM0006を簡略

化したもの。 

AMS-

I.D. 

再生可能エネル

ギー 系統連係電

力 

▪ 再エネプロジェクトの新設、規模拡張、レトロ

フィット、リハビリ等に適用。 

▪ コージェネは対象外。 

▪ メタンを回収するプロジェクトは、発電目的であ

れば対象となる。 

▪ 発電電力量と系統 CO2 原単位の積により算出（原単位はツールに

基づく）。 

▪ 非凝縮性ガス（CO2、メタン）を発生する地熱発電、

及び貯水池起源メタンを発生する水力発電以外は

ゼロとする。 

大規模方法論ACM0002に対応す

るもの。両方法論で件数ベースでは

CDMプロジェクトの大半を占める。 

AMS-

I.E. 

非再生可能バイ

オマスの再生可

能バイオマスへの

転換（熱利用） 

▪ 再エネベースのクッキングストーブ（ペレット、バ

イオガス、エタノール、）100%再エネ起源の電

力）適用。 

▪ バイオエタノールを燃料とするクッキングストー

ブにも適用されるが、安全基準に合致しているこ

とが条件となる。 

▪ 電気式にはIHも含まれる。Net meteringの場

合は、再エネ発電量がクッキングストーブにより

消費される電力量を上回ることが条件。 

▪ 代替されるバイオマス量、非再生可能バイオマス比率（ツール）、非

再生可能バイオマスの発熱量及び排出原単位の積により算出。 

▪ バイオマス量は下記のいずれかにより算出。 

 世帯数（事前）と世帯当たり平均バイオマス年間消費量（過

去のデータまたはサーベイ等）の積 

 世帯、施設当たり人数（サーベイ）×世帯、施設数×1 人当

たり平均バイオマス年間消費量（デフォルト値または過去

のデータ等）の積 

 プロジェクト導入機器の熱供給量等（電気式が導入された

場合は定格出力×稼働時間）に非再生可能バイオマスの熱

量原単位、ベースライン機器の効率を乗じたもの。ベース

ライン機器の効率についてはサンプリングを用いる方法と

デフォルト値（形式により10%または20%）が記載されて

いる。 

▪ 下記により算出。 

 バイオマス栽培、輸送、化石燃料排出及び

電力消費起源排出量（ツール）。 

 排水、廃棄物処理起源メタン（AMS-

III.F/G/H） 

▪ リーケージとして、非再生可能バイオマスの転用、

木炭を用いる場合のメタン副生率（デフォルト

0.03t-CH4/t-charcoal）を考慮。 

地域における当該技術のシェアが

5%以下である場合、自動的に追加

的と見なされる（公式な統計または

サンプリング調査による）。 

AMS-

I.F. 

再生可能 自家発

電/ミニグリッド等 

▪ 系統、化石燃料焚自家発電、原単位の高いミニグ

リッド電力を代替するような再エネプロジェクト。 

▪ コージェネは対象外。 

▪ 固体燃料との混焼、輸出分は対象外。 

▪ 発電量×原単位の積により算出。原単位については下記の通り。 

 ミニグリッドの場合、デフォルト値が存在（容量、タイプ別

により0.8～2.4kg-CO2/kWh）。 

 系統の場合、AMS-I.Dに依拠。 

 自家発電の場合、ツールに依拠。 

▪ 地熱及びメタン発生水力以外はゼロとする。  

AMS-

I.G. 

植物油の製造・固

定施設での利用 

▪ 化石燃料に対する混合比率が 10%以上で、その

目的のために建設・改修された機器で使用され

▪ 下記方法論に依拠。 

 AMS-I.A（オフグリッド発電の場合） 

▪ 下記により算出。 

 バイオマス栽培、輸送、化石燃料排出及び

AMS-I.H と類似しているが、プロ

ジェクト排出量の算出が異なる。 
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番号 概要 主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

る（即ち新たな設備投資が必要）。 

 既にバイオ燃料等と混合されている化

石燃料を代替する場合、ベースラインと

なる混合比率を上回る分のみが計上対

象となる。 

▪ 固体燃料との混焼、輸出分は対象外。 

 AMS-I.B（動力を発生する場合） 

 AMS-I.C（熱供給・コージェネの場合） 

 AMS-I.D（系統に給電する場合） 

 AMS-I.F（化石燃料を含む配電システムを代替する場

合） 

電力消費起源排出量（ツール）。 

 排水、廃棄物処理起源メタン（AMS-

III.F/G/H） 

▪ リーケージとして、化石燃料の上流起源の排出（マイ

ナス）が挙げられている。プロジェクト排出量算出

のための燃料に起因する排出の計算において、混

合の対象となる燃料は 100%化石燃料とみなす（既

に混合されているバイオ燃料の上流起源排出の推

計は困難であるため）。 

AMS-

I.H. 

バイオディーゼル

製造・定置型施設

での利用 

▪ 化石燃料に対する混合比率が 10%以上で、その

目的のために建設・改修された機器で使用され

る（即ち新たな設備投資が必要）。 

 既にバイオ燃料等と混合されている化

石燃料を代替する場合、ベースラインと

なる混合比率を上回る分のみが計上対

象となる。 

▪ エステル化による場合、必要なアルコールは化石

燃料起源メタノールかバイオエタノール。 

▪ 固体燃料との混焼、輸出分は対象外。 

▪ 下記方法論に依拠。 

 AMS-I.A（オフグリッド発電の場合） 

 AMS-I.B（動力を発生する場合） 

 AMS-I.C（熱供給・コージェネの場合） 

 AMS-I.D（系統に給電する場合） 

 AMS-I.F（化石燃料を含む配電システムを代替する場

合）） 

▪ レトロフィット・拡張の場合はAMS-I.Dを参照する。 

▪ 下記により算出。 

 バイオマス栽培、輸送、化石燃料排出及び

電力消費起源排出量（ツール）。 

 メタノールに起因する排出（分子量より算

出）。 

 排水、廃棄物処理起源メタン（AMS-

III.F/G/H） 

▪ バイオマスを原料として複数の産物が製造される場

合、栽培起源排出量の配分はツールに沿って行う。 

▪ プロジェクト排出量算出のための燃料に起因する排

出の計算において、混合の対象となる燃料は

100%化石燃料とみなす（既に混合されているバイ

オ燃料の上流起源排出の推計は困難であるため）。 

▪ リーケージとして、在来の利用機会の収奪（ツー

ル）、メタノールのエネルギー消費（デフォルト値）、

化石燃料の上流起源の排出（追加的な排出削減にな

るが計上しない）が挙げられている。 

AMS-I.G と類似しているが、プロ

ジェクト排出量の算出が異なる。 

AMS-I.I. 家庭部門/小規模

ユーザーによるバ

イオガス/バイオマ

スの熱利用 

▪ 利用形態の例として、クッキングストーブ、オーブ

ン・乾燥機、湯沸かし器、暖房等を挙げている。 

▪ バイオマス残渣を用いる場合、バイオマスの期

限が再生可能バイオマスに限定される（持続可能

な管理がされている耕地、草地、森林起源）。 

▪ 下記の積に基づき算出。 

 導入した温水器の数（残存台数の比率を乗じる。残存台数

はサンプリングによるサーベイ、リース・メンテナンス費

用、バイオガスフローメーターによる計測に基づく。） 

 残存台数が使用者により報告されたサーベイに基づいた

場合の補正係数0.89を乗じる 

 各導入機器が消費したバイオマスの量 

 ベースラインで使用した燃料の排出係数 

 ベースライン機器とプロジェクト機器の効率比 

 使用した燃料の低位発熱量（バイオガスについてはデフォ

ルト値を設定） 

▪ リーケージとして、家畜排せつ物起源バイオガスであれば、AMS-

III.Dに倣って管理方法の変化に関するリーケージを計上する。 

ベースライン燃料種を特定するプロセスがあったほうが望

ましい。  

AMS-I.J. ソーラー温水器 ▪ 温度計や蓄熱層等の存在が明らかなもの（温度

計の校正は不要）。 

▪ 下記のオプションにより算出。 

 シミュレーション（住宅用のみ） 

 測定（住宅用、業務用）：供給水量と、入出温度差により供給

熱量を算出。 

 温水消費量の多い施設で 450kWh/年.m2（集光面積）、

そでない施設で 300kWh/.年.m2（集光面積）のデフォ

ルト（住宅用、業務用） 

▪ ただし、8m2/住宅以下であり、対赤道で45度以内、緯度で+15～

-25度以内、等の条件あり。 

▪ なし。 

▪ リーケージは、ベースライン機器が破壊されずに転

用される場合に考慮の必要あり。 

「ブラックボックス」となるため、

CDM 当初は許容されていなかった

シミュレーションについて、方法論に

盛り込まれている。 
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番号 概要 主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

AMS-

I.K. 

家庭用ソーラー

クッカー 

▪ 無償配布ではないこと。 

▪ 地域の特性に鑑みた使用方法に関する講習を設

け、地域の機関が継続して関与すること。 

▪ ベースライン燃料消費量、排出係数、世帯数、稼働している世帯の比

率の積として算出。 

 ベースライン燃料消費量：年間15 日以上の事後測定（キャ

ンペーン）、90 日以上の事前キャンペーン、対照群との比

較（年間15日以上）のいずれかを用いて算出。 

 稼働している世帯の比率：全数またはサンプリングによ

る。 

▪ プロジェクト燃料消費量、排出係数、世帯数、稼働比

率の積として算出。 

 プロジェクト燃料消費量：年間 30 日以上

の事後測定（キャンペーン）により算出。 

▪ リーケージとして、プロジェクトで導入されるソー

ラークッカーが他所から転用された場合、非再生可

能バイオマスを削減した場合において検討する。 

非再生可能バイオマスの削減をもた

らすものについては、AMS-I.E を

用いる。 

 

何らかの理由でプロジェクトが稼働

しているにも関わらず、プロジェクト

での消費燃料がベースラインでの消

費燃料を上回る可能性があると想定

される。 

AMS-

I.L. 

農村電化 ▪ 再エネ発電システム及び既存ミニグリッドの拡張

（新規またはリハビリ）。 

▪ リハビリについて、相当額の投資が必要なもの、

及び過去 6 か月以上、発電していないか代替化

石燃料等が用いられていたこと。 

▪ オフグリッド地域の電化。 

▪ 対象需要家数の75%以上が家庭部門。 

▪ 発電システムの新設またはリハビリの場合、発電量×電力 CO2 原

単位で算出。 

 原単位について、消費者あたり年間55kWhまでは6.8t-

CO2/MWh（灯油ランプ代替を想定）、55kWh を超え

250kWh までの分は 1.3t-CO2/MWh（小型ディーゼ

ル発電機代替を想定）、250kWh を超える分は 1.0t-

CO2/MWh 

▪ ミニグリッドの新設またはリハビリの場合、AMS-I.DまたはAMS-

I.F に依拠し、個別消費者の消費量が判明する場合は上記同様の原

単位を用いることも可能。平均消費量を用いる場合は原単位を

1.0t-CO2/MWhとし、ベースラインの送配電損失を考慮する。 

▪ 他所からの機器移転が伴う場合はリーケージとして

考慮する。 

提案方法論（NM-073、NM-092）

の提案者は世銀、DFID、kfW 等の

開発金融機関。 

 

未電化地域における灯油ランプ代替

を想定した、低開発国向けのプロ

ジェクトに対応する方法論。 

AMS-

I.M 

空港における航

空機への太陽光

発電電力利用 

▪ 空港でのエンジン停止状態での操業（at-gate 

operations）における太陽光発電システムを新

規導入し、航空機に機内発電機（APU）または空

港発電機（GPU）を経由した電力または空調空気

を供給。 

▪ 発電電力量と電力CO2原単位の積として算出。 

 電力 CO2 原単位は、過去用いていた電源（系統、APU、

GPU）の比率か、あるいは最も低い値とする。APU が

ベースラインシナリオとなる場合はデフォルト値として

1.3t-CO2/MWhとする。GPUの原単位はメーカー資料

に基づく最適稼働時の値。 

▪ 再エネであるため、ゼロとおく。 1.3t-CO2/MWh という数値は

効率の低いディーゼル発電機相当。 

AMS-

II.A. 

エネルギー送配

効率改善 

▪ 送電網の昇圧、変圧器の感想、地域熱供給の断熱

強化が対象。 

▪ 運営改善や、キャパシタバンク等は対象外（後者

の場合、本方法論での測定は不可能）。 

▪ 損失率・送電量と電力CO2原単位の積により算出。 

 損失率については、過去 3 年の損失率または当該機器の

基準等に照らした機器の損失、新規施設については、プロ

ジェクトが存在しない場合に導入されていたであろう機器

におけるtechnical energy losses。 

 電力CO2 原単位は AMS-I.D（電力）または IPCC ガイ

ドラインに沿って算出。 

▪ ベースラインと同様technical energy lossesに

ついて計上（原則毎時のモニタリング）。 

▪ 変圧器等の場合はSF6に関しても計上。 

▪ 他所から機器移転を行った場合、その影響をリー

ケージとして計上。 

全体で 5 ページの方法論。より詳細

な数式が望ましい可能性がある。 

（提案案件は7件、うち登録案件は5

件に留まる）。 

AMS-

II.B. 

発電効率向上 ▪ 発電所、地域暖房、コージェネレーションシステ

ムの改修が該当。 

▪ プロジェクト境界内での技術的なエネルギー損失。 

▪ 新設施設の場合は、プロジェクトが存在しない場合に導入されてい

たであろう機器の効率を想定。 

▪ 他所から機器移転を行った場合、その影響をリー

ケージとして計上。 

全体で 2 ページの方法論。より詳

細な数式が望ましい可能性がある。 

（登録案件は13件）。 

AMS-

II.C. 

家庭部門等の

省エネ 

▪ 照明、冷蔵庫（オゾン層破壊ガスを含まない）、

モーター、ファン、空調、ポンプ、チラー等が該

当。 

▪ プロジェクト機器とベースライン機器のサービス

レベルがほぼ同等である（ベースライン機器の

90%～150%に相当）。 

▪ 固定負荷製品の場合（多くの照明等）：ベースラインでの年間エネル

ギー消費量、原単位、導入量の積として算出。送配電損失についても

考慮。 

▪ 可変負荷の場合（空調等）、ベースラインでの電力消費量を負荷等の

関数として算出（レトロフィット限定）。 

▪ 原単位が固定の場合（効率一定の場合：ポンプ等を想定）、上記を簡

略化し、アウトプット×ベースライン機器の効率によりベースライン

の年間エネルギー消費量を算出可能（レトロフィット限定）。 

▪ 化石燃料代替の場合、ベースラインにおける効率算定ツール等に依

拠。 

▪ モニタリングを行った電力・エネルギー消費量に基

づき算出。送配電損失についても考慮。 

▪ 他所から機器移転を行った場合、その影響をリー

ケージとして計上。 

冷媒の漏出についてもベースライ

ン、プロジェクトの双方で検討。 

AMS-

II.D. 

産業部門の省

エネ 

▪ 産業部門の省エネプロジェクト。燃料転換を伴う

プロジェクトも対象に含まれるが、プロジェクト

が省エネに主眼を置いているもの（燃料転換が

▪ 下記に区分して算出。 

 一定負荷の機器（過去1年以上にわたるエネルギー消費量

の値の 90%が平均値±10%にある場合）：過去のエネル

▪ 下記について算出。 

 化石燃料排出及び電力消費起源排出量

（ツール）。 

負荷一定機器のベースライン排出量

算定式が「事前算定（ex ante）」と位

置づけられている。 
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主な目的のものはAMS-III.Bを活用）。 

▪ 生産されるエネルギーの種類（蒸気等）と製品の

種類はベースラインとプロジェクトで同一。 

▪ 燃焼効率の向上やメンテナンスの向上は対象外。 

▪ 冷媒はオゾン層破壊ポテンシャルがないものに

限定。 

ギー、燃料消費量、熱供給量によりエネルギー消費データ

を算出。 

 変動負荷の機器：ベースラインの燃料、電力消費量により

負荷等、影響を与えるパラメータとの相関を算出。 

 原単位ベース：レトロフィットの場合、過去のデータを元に

原単位を算出。 

▪ 過去のデータがない施設については①「ベースラインキャンペーン」

の実施、または②複数のメーカーのカタログスペックより保守的に

算定、③既存の類似施設のデータよりベースライン原単位を算出。 

 蒸気等の消費に起因する排出。 

 冷媒の漏出に起因する排出。 

▪ 他所から機器移転を行った場合、その影響をリー

ケージとして計上。 

AMS-

II.E. 

建築物省エネ・燃

料転換 

▪ 高効率機器の導入、断熱強化、燃料転換等が該

当。新設と既存代替の双方に適用可能。 

▪ プロジェクト境界内でのエネルギー消費の計測

が可能。 

▪ 効率向上対策の効果が他の影響と明確に峻別可

能。 

▪ 燃料転換、再エネは省エネパッケージの一環とし

て導入されるのであれば対象に含まれる（燃料

転換の効果は省エネ効果の推計後に算出され

る）。 

▪ 下記の3つのオプションのいずれかを用いて算出。 

 過去3 年間の電力、燃料消費量の平均値との差分（新規建

築物の場合は類似の建築物をサンプリングにより抽出す

るか、シミュレーションにより把握）。新規建築物と既存建

築物とは別個に設定。居住率や冷房度日が±20%以上変

動する場合はシミュレーションにより推計。 

 TOOL31 に記載されている標準化ベースラインを用い

る。 

 （住宅部門のみ）TOOL31 を用い、標準化ベースラインの

数値を住民当たりに補正し、上位20%の数値を算出。 

▪ サンプリングに基づく燃料消費量、電力消費量によ

りCO2排出量を算出（ツール）。 

▪ 他所から機器移転を行った場合、その影響をリー

ケージとして計上。 

建物の単位のカテゴリとして、オフィ

ス、ホテル、倉庫、公共建築物（学校、

病院等に分類）：それぞれ高層と低層

に分類している。 

 

シミュレーションに関するガイダンス

が記載されている。 

 

原単位算定方法については Too1 

31（建築物省エネ対策に関する標準

化ベースラインの算定ツール）にお

いて記載されている。 

AMS-

II.F. 

農業省エネ・燃料

転換 

▪ 農業における効率向上及び燃料転換。例として点

滴灌漑、農機の削減・小型化、浅耕等による耕う

ん削減、等 

▪ 代替及び新設の双方に適用可能。 

▪ エネルギー消費量に基づき算出。リファレンスとなる農業活動との対

比を行う。 

▪ 他所から機器移転を行った場合、その影響をリー

ケージとして計上。 

全体で 3 ページの方法論。より詳細

な数式が望ましい可能性がある。 

（提案案件は5件、うち登録案件は

2件に留まる）。 

AMS-

II.G. 

非再生可能バイ

オマスエネルギー

利用効率向上 

▪ 非再生可能バイオマス利用効率向上。クッキング

ストーブの場合は煮沸法（WBT）での効率 20%

以上。 

▪ 非再生可能バイオマスは1989年12月31日以

降用いられていたことを立証可能。 

▪ ウッドチップ等のバイオマスを用いる場合、数量

をモニタリングする必要がある（これらが再生可

能バイオマスである場合はタイプⅠ方法論を用

いるべきとされている）。 

▪ 排出削減量について、削減されたバイオマス量、非再生可能バイオ

マス比率（fNRB）、排出係数、導入個数、補正係数の積として算出。 

 削減されたバイオマス量は、熱供給量（定格出力×稼働時

間）と効率差により算出するか、厨房パフォーマンステスト

（KPT）、煮沸テスト（WBT）、コントロール調理テスト

（CCT）により算出。 

 在来機器の効率は10%または20%とおく（在来機種の種

類に依存）。 

 非再生可能バイオマス比率はツールに依拠。 

 排出係数について、化石燃料をベースに算出（途上国にお

ける厨房燃料として軽油、LPG を想定した地域別の原単

位が記載されている。またバイオマスの低位発熱量は

IPCCガイドラインの0.0156TJ/トンとする。 

▪ 効率の劣化について考慮（初年度におけるサーベイ、年 2%のデ

フォルトまたはクレジット期間における効率劣化がないことを第三者

機関が立証） 

▪ 削減された非再生可能バイオマスの他用途への誘

発需要の創出について、サーベイを実施。 

▪ 使用燃料が木炭の場合、製造工程でのメタン排出量

を考慮（デフォルト値）。 

現在、低開発国が主体となっている

CDM において主に用いられている

方法論/プロジェクトの一つ。 

 

地域における当該技術のシェアが

5%以下である場合、自動的に追加

的と見なされる（公式な統計または

サンプリング調査による）。 

 

非再生可能バイオマスを代替するも

のであるが CO2 原単位として化石

燃料を想定している理由として、吸

収源 CDM プロジェクトではないと

位置付けていることが考えられる。 

AMS-

II.H. 

ユーティリティ中

央集中化による省

エネ 

▪ 冷温熱及び電力の供給について該当。 

▪ 既存のコージェネレーション、トリジェネレーショ

ンシステムを代替しない。 

▪ トリジェネレーションシステムの場合、電気式チ

ラーからの代替となり、冷媒は GWP、ODP とも

にゼロのものに限定。 

▪ 導入機器が代替する在来機器はプロジェクト開

始前3年間の稼働実績がある。 

▪ 在来機器を代替する場合、代替する機器の原単位に基づき算出。 

▪ 在来機器が存在しない場合は、CDM プロジェクトを含まない類似

施設、あるいは（類似施設がない場合）最も経済的に合理的な「リ

ファレンスプラント」を設定し、保守的に原単位を設定する。 

▪ ベースライン排出量は、系統電力代替（顧客における系統代替及び

系統への供給、自家発電代替、冷熱・温熱代替、冷媒漏洩起源） 

 

▪ 下記について算出。 

 化石燃料排出及び電力消費起源排出量

（ツール）。 

 冷媒の漏出に起因する排出。 

▪ リーケージとして、代替される冷媒が破壊されない

場合、その漏洩は計上され、プロジェクト排出量か

ら差し引かれるとしている。 

AM0060 同様、冷媒起源排出の取

り扱いについて厳しい記載となって

いる（本方法論に基づき 3 件が登録

されているが、クレジット発行プロ

ジェクトはゼロ）。 



 

９６ 

 

番号 概要 主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

▪ 在来機器はプロジェクト実施後稼働してもよい

（不足分の供給またはバックアップ）。 

▪ 系統に連係してもよいが、逆潮流による排出削減

量は総合効率が75%以上の場合のみ（EU指令

に基づく）。 

AMS-

II.I. 

排熱回収による

省エネ 

▪ 対象プロジェクトは鉱工業であり、生産量と排熱

の算出比率は一定のもの（例として、TRTにおけ

る湿式から乾式システムへの変更が挙げられて

いる）。 

▪ 生産プロセスは一定のアウトプットがある。 

▪ エネルギー消費の変化と識別可能なレベル。 

▪ 補助燃料は用いず、混焼も行われない。 

▪ プロジェクトに起因する効率向上による熱・電力生産量の増加分に

対し、ベースラインにおける原単位を乗じることにより排出削減量を

算出。 

 効率向上による熱・電力生産量の増加分は、ベースライン

とプロジェクトの効率（EGR）の差に対して製品生産量（銑

鉄等）の差を乗じたもの。 

 過去の効率は、生産量に 5%以上の影響を与えたレトロ

フィット等が行われるまでの3年以上のデータに基づく。 

▪ （排出削減量を算出するプロセスの一環として、プ

ロジェクト実施後のエネルギー効率EGR と生産量

をモニタリング）。 

▪ 他所から機器移転を行った場合、その影響をリー

ケージとして計上。 

製鉄プロセスを想定している模様で

あり、製鉄業の事例が記載されてい

る）。 

ページ数が 6 ページと少なく、適用

可能性の範囲が不明瞭な点がある

（現在提案、登録プロジェクトはゼ

ロ）。 

AMS-

II.J. 

高効率照明の

導入 

▪ 対象は電球型の蛍光ランプ等。 

▪ 代替される照明手段と比べ、同等以上の照明の

性能がある（最低基準について表で記載）。 

▪ 導入機器の耐用年数は事前に判明している。 

▪ 導入機器はプロジェクト用途であることが明記さ

れている。 

▪ 頒布方法がPDDに明記されている。また直接取

り付けるか最低限の価格で販売するか、家庭当

たり個数を6個に制限する（転売を防ぐため）。 

▪ 代替されたランプは回収・破壊される。 

▪ 系統連系されている。 

▪ 排出削減量を一括して算出。 

▪ 消費電力量は導入個数、1 個当たり省エネ量、耐用年数及び故障率、

ネット-グロス比（デフォルト 0.95）、送配電損失率、系統原単位によ

り算出。 

 1 個当たり省エネ量はベースラインとプロジェクト機器の

定格出力差、平均稼働時間（デフォルト3.5時間/日または

計測）により算出。故障率は耐用年数に到達した時点で

50%とする。 

AMS-III.ARと同様の想定を置いている。 
 

AMS-

II.K. 

商業施設にお

けるコージェネ、ト

リジェネレーション 

▪ 新設の化石燃料ベースのコージェネレーション

またはトリジェネレーションシステムで、電力（系

統・自家発）、冷熱（チラー）、温熱（ボイラ）を代替

するもの。 

▪ 既存機器は3年以上の稼働実績がある。 

▪ 在来のコージェネ、トリジェネレーションを代替す

るプロジェクトは対象外。 

▪ 産業施設は対象外。 

▪ 冷媒はオゾン層破壊ポテンシャルがないものに

限定。 

▪ 系統電力、自家発電、冷熱供給、温熱供給のそれぞれについて算

出。 

 系統電力：原単位はAMS-I.Dに依拠。 

 自家発電：当該自家発電の原単位データに基づき、ツール

により算出。 

 冷熱供給：冷熱供給量とベースラインチラーの COP によ

り算出（在来チラー代替の場合は過去データ、新規の場合

は複数社からの情報を元に保守的に算出）。 

 温熱供給：温熱供給量とベースライン熱供給機器の効率に

基づき算出。効率については、在来機器代替の場合は過去

のデータ、新設の場合はツールに依拠。 

▪ 下記について算出。 

 化石燃料排出及び電力消費起源排出量

（ツール）。 

 冷媒漏出に起因する排出（冷媒充填量と

GWPの積）。冷媒充填量はモニタリング、

IPCC2006ガイドラインのデフォルト値、

または35%とおく。 

▪ リーケージとして、代替される冷媒が破壊されない

場合、その漏洩は計上され、プロジェクト排出量か

ら差し引かれるとしている。 

35%という漏出率は非常に大きい。

なお、本方法論に基づき 3 件が登録

されているが、クレジット発行プロ

ジェクトはゼロである。 

AMS-

II.L. 

街灯の高効率

化 

▪ 故障した製品がクレジット期間中に継続して交換

されること。 

▪ ベースラインと同等以上の照明の品質が保たれ

ること。 

▪ 導入機器が他プロジェクトから移転されたもの

ではないこと。 

▪ 消費電力量は導入個数、定格出力、稼働時間の積により算出（故障

率、故障時間、送配電損失を考慮）。 

 ベースライン機器の出力及び稼働時間はサンプリングに

基づく。 

▪ 新設の場合は、ベースラインは主に用いられている照明技術。 

▪ 左記同様に算出（排出削減量を一括して算出）。 サンプリング、照度計測手法に関す

るガイダンスを含む。 

AMS-

II.M. 

節水型機器の

設置 

▪ 節水型のシャワーヘッド、蛇口等の住宅用設備が

該当（除去できない節水装置を装備するもの）。 

▪ 排出削減量を一括して算出。 

▪ 節水量、温水設備の場合の供給する温水の温度上昇分、水の比熱、

の積として排出削減量を算出。 

 節水量の算出におけるベースライン水消費量は、ベースラ

イン機器とプロジェクト機器の水流量の比に、プロジェクト

機器導入後の水消費量を乗じたもの。 

 流量比の算出のため、ベースライン、プロジェ

クト機器はプロジェクト機器導入時に最低 3

サンプリングにより故障率を推計し、稼働していると想定さ

れる分についてのみ排出削減量を算出。 

表記が標準的な方法論と異なり、排出削減量を一括して算

出する。 

 



 

９７ 

 

番号 概要 主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

回、全開にして測定し、平均値を採用。 

 プロジェクト機器導入後の水消費量は夏季30

日、冬季30日以上計測。 

 温水がボイラで供給される場合、効率は75%とおく。 

▪ 左記同様に算出（排出削減量を一括して算出）。 

AMS-

II.N. 

建築物の高効

率照明、制御装置

の設置 

▪ 既存の照明/安定器へのレトロフィット及び除去

（de-lamiping）、センサー、タイマー等の稼働時

間抑制機器の設置。 

▪ レトロフィットの場合はプロジェクトによる直接据

付分のみ（機器の販売のみでは対象外）。 

▪ 白熱灯、耐用年数 6,000 時間未満の蛍光ランプ

（CFL）、ランプホルダーを残したままの de-

lamping等は対象外。 

▪ ランプは20,000時間、安定器は5年等、保証期

間に関する条件、ISO8995 の要求水準充足等

の条件あり。 

▪ 排出削減量を一括して算出。 

▪ 消費電力量はベースライン機器の定格出力、導入個数、稼働時間の

積として算出（回路全体の電力消費量がモニタリングされる場合は

ベースラインとプロジェクトの電力消費量の差分として算出）。 

 効率向上のみを行うプロジェクトの場合、ベースラインと

プロジェクトの稼働時間は同じ。稼働時間を調節するプロ

ジェクトについては、ベースライン稼働時間の根拠を説

明。 

▪ 消費電力削減分の冷房需要に与える効果（冷房用消費電力の削減）

も考慮。 

▪ ベースライン、プロジェクト排出量の算出において、照明の種類、用

途等のサーベイを行う。 

▪ 左記同様に算出（排出削減量を一括して算出）。 

▪ プロジェクト排出量の算定においてもベースライン、プロジェクト同

様に照明の種類、用途等サーベイを行う。 

稼働時間の計測等に関して Appendix として記載してい

る。 

 

表記が標準的な方法論と異なり、排出削減量を一括して算

出する。 

 

AMS-

II.O. 

高効率家電（冷

蔵庫）の設置 

▪ 非常に高い効率（very high efficiencies）を

持つ冷蔵庫の直接配送または電力会社等のプロ

グラムによる頒布。 

▪ 冷媒のオゾン層破壊ポテンシャルは 0、GWP は

15未満。 

▪ メーカーはISO9001認証を取得（データ信頼性

の確保のため）。 

▪ 過去 3 年間の平均を超えて導入された高効率冷蔵庫の個数に対し

て、欧州Class A のエネルギー効率指数（EEI）中間値（49.5）と想

定し、容量で補正をした原単位（AEC）を乗じベースライン電力消費

量を算出。 

▪ 過去 3 年間の平均を超えて導入された高効率冷蔵

庫の個数に対して、プロジェクトで導入した機器の

EEI に対して容量で補正をした原単位（AEC）を乗

じプロジェクト電力消費量を算出。 

ベースラインの原単位を在来機種

ではなく EU のエコラベルから引用

している点、冷媒の GWP を 15 未

満としている点で、欧州視点の方法

論と言える。なお、冷蔵庫のエコラベ

ルはEEIで7基準にわかれており、

A+++ （ EEI<22 ） か ら D

（EEI>=95）まで存在する。 

AMS-

II.P. 

高効率農業ポ

ンプの導入 

▪ 在来ポンプの交換及び新規サイトでの設置の双

方に適用可能。ただしインペラの交換等の部品レ

トロフィットは対象外。 

▪ 導入製品は新品であり、特定可能。 

▪ プロジェクトで導入されるポンプによる排水量は

ベースラインのポンプと同等以上。 

▪ 灌漑システムに負の影響を与えない（ベースライ

ンにおいて水消費量が少ないドリップ灌漑が用

いられている場合、プロジェクトにおいて湛水灌

漑に転換することはない） 

▪ 下記のステップによりベースライン消費電力量を算出。 

 実地テストまたはメーカー資料によりパフォーマンス曲線

を導出。新規ポンプの場合はベースラインは在来ポンプの

うち効率が上位20%のもの。 

 地下水位の状況（安定または下降）に応じて、水位差

（head）及びパフォーマンス曲線に応じベースライン電力

消費率を推計（プロジェクト期間中固定） 

 上記に対してプロジェクトポンプ導入後の稼働時間を乗じ

る。また送配電損失を考慮。 

▪ プロジェクト実施後の電力消費量に基づき算出。 パフォーマンス曲線とベースライ

ン電力消費率の算出の関係がやや

不明瞭。 

AMS-

II.Q. 

商業ビルでの

エネルギー効率向

上/エネルギー供

給 

▪ 高効率建築物（躯体）、高効率機器導入、エネル

ギーマネジメント、オンサイト再エネ、コージェ

ネ、燃料転換に適用される（レトロフィット及び新

設の双方に適用）。 

▪ 他所から移転された機器等は対象外。 

▪ CDM プロジェクトの対象となっている施設・設

備、オフサイトの地域熱供給に影響を与えるプロ

ジェクトは対象外。 

▪ 冷媒が用いられる場合はオゾン層破壊ポテン

シャルは0である。 

▪ 排出削減量を一括して算出。 

▪ レトロフィットについては、校正された建築物全体に関するシミュ

レーションモデルにより排出削減量を算出（モデルの検討基準として

はIEAのBESTEST protocol等に準拠）。 

▪ 新規建築物についてもシミュレーションモデルによるが、リファレン

スとなる建築物はプロジェクトと同等規模・建築方法のもの（概要を

附属資料に記載）。省エネ等に関する法令基準がある場合にはそれ

がベースラインとなる。 

冷媒のGWPに関する要件がない（AMS-II.Oでは15

未満というものがある）。 

モデルのキャリブレーション手続きについて記載。 

適用可能プロジェクトの範囲が広いが、登録されたプロ

ジェクトはない。 

 



 

９８ 

 

番号 概要 主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

AMS-

II.R. 

住宅暖房省エネ ▪ 対象プロジェクトは住宅断熱、窓の断熱、暖房の

効率改善。 

▪ 既存住宅施設における新規導入または既存設備

の改修に限定。 

▪ 非再生可能バイオマスの効率改善の場合は、

1989 年末以降用いられていたことを統計等に

より立証できる。 

▪ ベースラインサーベイ、対照群、既存CDM プロジェクトにおける過

去のデータに基づく算出のいずれかを用いる。 

▪ 燃料消費量に基づき算出（ツール）。 

▪ プロジェクト機器が移転されたか、在来機器を他所

に移転した場合、リーケージとして算出。 

低開発国等における需要抑圧の効果

について勘案（ベースラインサーベ

イにより求められたエネルギー消費

量を20%像とする等）。 

ベースライン、プロジェクト排出量を

算定する数式がない方法論（提案・

登録プロジェクトがない）。 

AMS-

II.S. 

モーターシステム

省エネ 

▪ モーターまたはファン、ポンプ、コンプレッサ等の

代替。可変速システム等の高効率化。 

▪ メンテナンス向上による排出削減は対象外。 

▪ リプレースの場合、下記オプションにより算出。送配電損失分につい

ても加味する。 

 プロジェクト導入モーターの基準が IE1 以上の場合、デ

フォルトの効率向上比率（規模により 2～6%）を適用して

算出。 

 電力消費量が一定の場合、過去 1 年間のデータに基づく

ベースラインモーターとの電力消費量の差により算出。 

▪ 産業用ファンの場合、ベースラインモーターの軸動力、オンサイトの

テスト等に基づき算出 

▪ 下記オプションにより算出。送配電損失分について

も加味する。 

 電力消費量（ツール）に基づく産出。 

 軸動力と効率曲線等に基づき算出。 

プロジェクトの種類に応じて多くの

手法が示されている。 

AMS-

II.T 

無効電力の削減 ▪ 無効電力補償設備（RCF）の導入またはレトロ

フィットによる力率改善。 

▪ プロジェクト境界内の配電網における分岐が存

在しない。 

▪ 有効電力、電圧、プロジェクト実施条件下での電気抵抗、ベースライ

ンシナリオでの時間ごとの力率、稼働時間によりベースラインでの

送電損失を算出。 

 ベースラインシナリオでの時間ごとの力率は、過去 1 年間

の平均値か、現行の規制の値の最低値（最も厳しい値）。新

設の場合は規制の値か、それがない場合は負荷需要に基

づく事後モニタリングに基づく。 

 ベースラインでの発電所からの送電ロスを考慮。 

▪ ベースラインと同様の式からなるプロジェクト実施

後の送電損失により算出。 

提案者は中国の国営送配電機関。 

規制で求められている力率を

ベースラインとおくことができるが、

規制がある場合、対応する変電施設

はその規制を超過達成するため、力

率が規制より優れている場合は現状

の実態に基づくべきことがベースラ

インシナリオの検討において記載さ

れている。 

AMS-

III.A. 

菌根菌による窒素

肥料削減 

▪ 酸性土壌の耕地において窒素固定を行う豆類と、

イネ科草本の交互栽培を行う。ベースラインでは

化学肥料であったが、菌根菌を使った窒素施肥

が行われる。 

▪ 作物に変化はない。 

▪ 教育啓発プログラムを実施。 

▪ ベースライン以上に窒素肥料以外の肥料を与え

ない。 

▪ 面積、ベースラインの窒素肥料施肥量、排出係数の積により算出（豆

類、イネ科草本双方について実施）。 

 ベースラインの窒素肥料施肥量：過去3回転分の平均値。 

 排出係数（t-CO2/t-肥料）は窒素分（％）×1.7 により算

出。 

▪ 菌根菌の施肥量、化学肥料の施肥量及びそれぞれ

の排出係数の積により算出。 

▪ リーケージとして、菌根菌を含む泥炭が乾燥されて

いる場合、エネルギー量についても算出。 

適格な菌根菌の種類について附属書

に記載されている。 

AMS-

III.B. 

化石燃料間の転

換 

▪ 既存施設の代替及び新設の双方に適用可能。 

▪ 同時に省エネが達成される場合、主な排出削減

手段が燃料転換である場合は本方法論が適用さ

れる。 

▪ 副生ガスは対象外。 

▪ バイオマス・バイオ燃料は対象外（これらは

Type Iの範疇） 

▪ プロジェクトにより供給した熱量と、ベースラインシナリオの排出原

単位に基づき算出。 

 熱量はベースラインシナリオにおいて導入された設備容

量を超えない。 

 系統に給電する場合、過去の給電実績と比較し、ベースラ

インの CO2 原単位か系統の CO2 原単位かを保守的に

選択。 

▪ 燃料消費量に基づき算出。  

AMS-

III.C. 

電気自動車また

はハイブリッド自

動車の導入 

▪ 対象は二輪車やオフロード車、バスも含む（ベー

スライン車種は同型）。 

▪ バイオ燃料への転換を伴うプロジェクトは対象

外。 

▪ リプレース可能な電池の場合は、車両のオー

ナーが所有するものとする。 

▪ 下記のいずれかの方法により算出。 

 プロジェクト導入車種の走行距離、導入車両、ベースライ

ン排出係数の積により算出。 

 プロジェクト電気自動車の充電量、距離当たり電力消費原

単位、ベースライン排出係数の積により算出。 

▪ ベースライン原単位は①サンプリング調査、②メーカー資料燃費の

上位 20%、③最低 1 年間の運用データ、④対照群の調査、⑤既存

の統計のいずれかにより算出。 

▪ 年間のベースライン効率向上率（1%）を考慮。 

▪ 下記のいずれかの方法により算出。 

 距離と燃費の積により算出。 

 プロジェクト電気自動車の充電量により算

出。 

▪ 燃費は全数またはサンプリングの燃料、電力消費量

（電力消費量の場合は送配電損失を加味）。 
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番号 概要 主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

AMS-

III.D. 

家畜排泄物システ

ムによるメタン回

収 

▪ 厩舎で飼育している。 

▪ 排泄物は河川水に排出されていない（その場合

はAMS-III.Hが適用される）。 

▪ ベースラインは嫌気状態であることが担保され

ている（サイトの温度は 5℃以上。ベースライン

の処理方法がラグーンである場合は深さ 1m 以

上） 

▪ 処理残渣の処分は好気条件で行われる（それ以

外の場合は AMS-III.AO が適用される）。バイ

オガスは消費されるかフレアされることを担保

（フレア設備等）。排泄物貯蔵は45日以内。 

▪ メタン排出について、下記のいずれかの方法により算出。家畜一等

あたり排泄物量の算定について下記のオプションを提示。 

 各国のデータ（IPCCガイドラインの数値との比較を行う） 

 家畜の平均エネルギー摂取量データから算出する方法

（IPCC2006ガイドラインに依拠） 

 家畜排泄物量、揮発固体分の測定により算出する方法 

▪ 下記について算出。 

 バイオガス漏出に起因する排出（10%の

デフォルト）。 

 バイオガス燃焼、フレアに起因する排出

（ツール）。 

 設備稼働のための化石燃料・電力消費量

に起因する排出（ツール）。 

 家畜排泄物貯蔵に起因する排出（排泄物

貯蔵量、回収頻度により算出）。 

▪ リーケージについてはツールにより算出。 

 

AMS-

III.E. 

燃焼、ガス化、機

械/熱処理による

バイオマス起源メ

タン放出の回避 

▪ ベースラインでは腐敗またはガス回収なしのラン

ドフィル状態であったもの。 

▪ プロジェクトは燃焼、ガス化、機会・熱処理による

RDF 製造（生産された RDF 等が嫌気条件に置

かれていないことについてプロジェクト起源排

出量の項に記載）。 

▪ 腐敗、ランドフィルによるメタン排出（ツール）。 ▪ 以下について算出。 

 ガス化・燃焼に伴うCO2排出 

 回収・輸送に伴う排出（ベースラインに対

する増加分）。 

 補助燃料に起因する排出。 

▪ リーケージとして、生産されたRDF等がプロジェク

ト境界外に販売されているのであれば、嫌気条件に

置かれる可能性があるとしてベースライン排出量の

5%が差し引かれる。 

AMS-III.FとともにACM0022に

対応。 

AMS-

III.F. 

コンポストによる

メタン放出の回避 

▪ コンポスト施設の建設、拡張、在来施設の利用拡

大。 

▪ 排水と固形廃棄物の双方のコンポスト（co-

compost）にも該当。ただしベースラインで嫌気

条件に置かれていない場合はベースライン排出

量はゼロ。 

▪ ランドフィルされるはずであった廃棄物について

は、ランドフィルに容量があることを立証する必

要がある。 

▪ 下記について算出。 

 腐敗、ランドフィルによるメタン排出（ツール）。需要抑圧シ

ナリオにおいては、ランドフィルが存在せず投棄されてい

る場合を想定し、メタン係数（MCF）=0.8とする。 

 家畜排泄物処理に起因する排出（AMS-III.D）。 

 排水処理に起因する排出（AMS-III.H） 

▪ コンポスト化に起因する排出（ツール）。 

▪ リーケージとして、機器の移転、コンポストの嫌気条

件下での貯蔵やランドフィルに起因する排出（ツー

ル）。 

AMS-III.EとともにACM0022

に対応。 

AMS-

III.G. 

ランドフィルガス

の回収・利用/破

壊 

▪ ランドフィルからのメタンを捕捉・燃焼（利用、フレ

ア）するプロジェクト。 

▪ 有機廃棄物の削減（ランドフィルの回避）をもたら

すものではない。 

▪ First-order  decay（FOD）算定式に基づくメタン排出量（ツー

ル）と、プロジェクトにおけるメタン捕捉率（デフォルト50%）の積。 

▪ 下記について算出。 

 設備稼働のための化石燃料・電力消費量

に起因する排出（ツール）。 

 ランドフィルガスのフレアに起因する排出

（ツール）。 

 ガスのアップグレードに起因する排出

（AMS-III.H）。 

▪ リーケージとして、メタン回収が他施設から移転さ

れたものである場合に勘案。 

AMS-III.Hと関連性が高い（同方法

論のオプション、手法が利用可能）。 

ベースライン排出量が回収ガスベー

スとなっていない点が特徴。 

AMS-

III.H. 

廃水処理からのメ

タン回収 

▪ 排水について嫌気処理を行い、生成バイオガス

をフレアまたは発電・動力用途に用いる（ベース

ラインは好気または嫌気処理）。 

▪ ベースラインが嫌気ラグーンの場合、ラグーンは

通気がなく深さ2m以上（設計図または計測より）

であり、平均気温15℃以上、汚泥除去頻度は30

日以上。 

▪ バイオガスが外販される場合、最終需要用途が

契約等により確定される（代替燃料の排出削減量

については計上対象外）。 

▪ 下記について算出。 

 電力消費に起因する排出（ツール）。 

 排水処理設備に起因するメタン排出。 

 汚泥処理設備に起因するメタン排出。 

 最終排水に起因するメタン排出。 

 汚泥の最終処分に起因するメタン排出。 

▪ 下記について算出。 

 電力消費量に起因する排出（ツール）。 

 排水処理設備及び排出水に起因するメタ

ン排出。 

 汚泥処理設備及び最終処分汚泥に起因す

るメタン排出。メタン漏出分。 

▪ リーケージとして、メタン回収が他施設から移転さ

れたものである場合に勘案。 

バイオガスの用途については他の

方法論が適用される。 

パラ 11 に表記ミスが発見される（If 

the recovered is utilized…） 

200 件以上の登録案件があるプロ

ジェクト。 
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AMS-

III.I.  

廃水処理好気

化によるメタン排

出回避 

▪ 対象プロジェクトは、曝気や微生物による好気条

件下での排水処理によりメタン排出を減じるも

の。 

▪ メタンの発生そのものを削減するため、回収・燃

焼を行わないことがAMS-III.Hとの相違点。 

▪ 下記について算出（ベースラインは嫌気条件または不十分な好気条

件下での排水処理。 

 排水処理設備に起因するメタン排出。 

 汚泥処理設備に起因するメタン排出。 

 最終排水に起因するメタン排出。 

 汚泥の最終処分に起因するメタン排出。 

▪ 下記について算出。 

 化石燃料、電力消費量に起因する排出

（ツール）。 

 排水処理設備及び排出水に起因するメタ

ン排出。 

 汚泥処理設備及び最終処分汚泥に起因す

るメタン排出。 

▪ リーケージとして、メタン回収施設が他施設から移

転されたものである場合に勘案。 

 

AMS-

III.J. 

CO2 供給源のバ

イオマス転換 

▪ バイオマス起源 CO2 は過去用いられていな

かったものに限定。 

 

▪ 最終製品製造量、過去の化石燃料消費原単位、消費された化石燃料

の排出係数の積により算出。 

▪ バイオマスが原料の場合、ゼロ。 プロジェクトとして、炭酸飲料におけ

る CO2 を想定している記載があ

る。 

ベースライン排出量算定式について

Formulae と複数形となっている

が、式は一つしかない。 

AMS-

III.K. 

木炭起源メタン排

出回避 

▪ 開放型のキルンからメタンガスの改修・フレア/燃

焼設備を有するキルンへの変換またはレトロ

フィット。 

▪ メタン排出以外の GHG 排出変化が想定されな

い。 

▪ 原料となるバイオマスの変化の原因とならない。 

▪ 木炭生産量、ベースライン技術でのメタン排出原単位、メタン GWP

の積により算出。 

 ベースライン技術でのメタン排出原単位について、算定プ

ロセスをAnnexにおいて記載（3種類の附属書）。 

 実験室及び実地における試験により温度とメ

タン発生の相関を算出。 

 在来キルンでの計測 

 ヘリウムトレーサーの利用。 

▪ 下記について算出。 

 原料の輸送に関する追加的な排出量、 

 木炭生産施設からのメタン漏出に起因す

る排出（メタン捕捉分を差し引く）。 

 化石燃料・電力消費量に起因する排出

（AMS-I.D）。 

 フレアに起因する排出。 

▪ リーケージとして、プロジェクト設備が他施設から

移転されたものである場合に勘案。 

フレアについて、ツールに依拠して

いない。 

 

排出削減量算定式におけるリーケー

ジの記載方法が通常と異なる。 

 

AMS-

III.L. 

加熱溶融によるメ

タン製造、バイオ

マス腐敗防止 

▪ 残渣物が明らかに嫌気的状況において分解が行

われないことを確証できる場合。 

▪ 非CO2温室効果ガスの回収・燃焼を含む。 

▪ ベースラインにおけるランドフィルが行われたで

あろうサイトが特定可能（その場合、ランドフィル

量の減少による輸送燃料削減についてタイプⅡ

方法論により計上可能）。 

▪ ベースラインにおけるランドフィルに起因する排出。 ▪ 下記について算出。 

 加熱溶融に起因する排出（生物起源以外

の廃棄物の量に依存）。 

 原料の輸送に関する追加的な排出量、 

 化石燃料・電力消費量に起因する排出

（ツール）。 

▪ リーケージとして、プロジェクト設備が他施設から

移転されたものである場合に勘案。 

加熱溶融に起因する排出について記

載が概略的。排出削減量算定式にお

けるリーケージの記載方法が通常と

異なる。 

 

AMS-

III.M. 

製紙業からのか

性ソーダ受領によ

る節電 

▪ 製紙工程で副生される黒液からか性ソーダを回

収し、クロール・アルカリプロセスによりか性ソー

ダ製造する電力を削減する。 

▪ 電力消費量に起因する排出（か性ソーダ回収量と製造時電力消費原

単位の積により算出。）。 

 原単位は事前に推計した値、か性ソーダ調達先から入手し

た値のうち低いほうを採用。 

 

▪ 下記について算出。 

 電力消費量に起因する排出（か性ソーダ

回収量と原単位の積により算出。）。 

 化石燃料消費量に起因する排出（燃料消

費量のモニタリング）。 

▪ リーケージとして、プロジェクト設備が他施設から

移転されたものである場合に勘案。 

プロジェクト排出量の推計におい

て、電力は原単位ベース、燃料は直

接計測ベースで算出しており、両者

の算定方法が異なる。 

 

クロール・アルカリプロセスでは塩

素を副生するが、塩素の需要がひっ

迫している場合はか性ソーダの製造

削減が排出削減とは結びつかない

可能性がある。 

方法論は 4 ページであり、記載を充

実させる可能性がある。 

AMS-

III.N. 

ポリウレタンフォー

ム（PUF）発泡剤

HFC 排出削減 

▪ プロジェクトはGHGでない発泡剤（ペンタン等）

で、HFC系発泡剤を代替するもの。 

▪ プロジェクト実施前の3年間以上、HFCがPUF

発泡剤に使われていたことを立証可能。 

▪ 最終製品の質に影響を与えず、他の GHG 排出

▪ 下記について算出。 

 HFC等の製造時排出（初年度損失率） 

 HFC等の毎年の損失（毎年の損失率） 

▪ 損失率については各国固有の値またはデフォルト値について方法論

で記載。 

▪ ペンタン等の発泡剤の使用に関して爆発防止、保安

上の設備が必要となり、その排出量が全体の5%を

超える場合に計上する。 

▪ リーケージとして、プロジェクト設備が他施設から

移転されたものである場合に勘案。 

デフォルト値が記載されている

end-of-life loss の取り扱いが不

明瞭。 
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に影響を与えない。 

▪ 国内販売分に限定される。 

AMS-

III.O. 

バイオガス起源メ

タンからの水素発

生・利用 

▪ 代替する燃料、原料はLPG。 

▪ ベースラインの水素製造が電解であった場合は

対象外。 

▪ バイオガスの他での利用機会を収奪していない

ことを立証。 

▪ 下記について算出。 

 原料起源排出：LPG の CO2 発生ポテンシャル（プロパ

ン、ブタン比による）、バイオガス起源の水素発生量、CO2

分子量積として算出。 

 燃料起源排出：水素生産量あたり LPG 燃料の原単位、水

素生産量、排出係数の積として算出。 

 水素生産量あたり LPG 燃料の原単位は、

LPG で操業している期間のモニタリング、

（LPG を使用しない場合）過去 1 年以上の

データ、メーカー仕様のいずれかにより算出。 

▪ 下記について算出。 

 バイオガス精製設備における化石燃料・

電力消費量に起因する排出（AMS-I.D）。 

 バイオガス精製のための蒸気製造におけ

る化石燃料・電力消費量に起因する排出

（ツール） 

▪ リーケージとして、プロジェクト設備が他施設から

移転されたものである場合に勘案。 

バイオガスの捕捉に関する排出削

減は AMS-III.H または AMS-

III.Gでカバーされる。 

ベースラインの水素は改質に限定

されているが、電解であっても、電

力消費原単位（約 5kWh/m2）と電

力CO2 原単位を乗じれば算出可能

なのではないか。 

 

AMS-

III.P. 

製油所オフガス

の回収利用 

▪ 製油所は既存施設に限定され、回収されたガス

も同じ施設で消費される。 

▪ 在来ガス回収の増強にも適用される（その場合、

在来設備との区分が明確に可能）。 

▪ 製油所の容量増加にはつながらない。 

▪ 回収ポイントと燃料ガスとの混合/プロセス利用

ポイントの間で他のガスとの混合が行われない。

また回収設備はフレア設備の直前に設置される

（回収量のモニタリングを可能とするため） 

▪ 回収ガス量、回収ガスの低位発熱量、代替される化石燃料の排出係

数、効率差の補正係数の積として算出。 

 補正係数：メーカーのスペックまたは国際規格に基づく実

測（プロセス専門家による）により算出。ただし 1 を超えな

い。回収ガスの低位発熱量が燃料ガスと同等以上の場合

は1とする。 

▪ 回収ガス量は過去 3 年間にフレアされた量の平均値を超えない

（データがない場合は設備メーカーの仕様に基づく）。 

▪ 化石燃料・電力消費量に起因する排出（ツールに関

する記載はない）。 

プロジェクト排出量の算出につい

て、ツール（TOOL03）への言及が

行われても良いのではないか。 

AMS-

III.Q. 

排熱回収 ▪ 排熱を、コージェネ、発電、直接熱利用、プロセス

用熱利用、動力発生（電動モーターをタービン動

力で代替）に用いる。 

▪ オープンサイクル発電所の排熱を発電に用いる

場合は方法論AMS-III.ALが適用される。 

▪ 下記のいずれかにより算出。 

 電力：発電量、ベースライン燃料の排出係数、過去の排熱

発生量に関する補正（fcap）、発電量における排熱分に関

する補正（fwcm）を用いて算出。 

 動力：発生した動力（タービン等による）、ベースラインの

モーター、代替した電力の排出係数、fcap、fwcm を用い

て算出。 

 熱：発生した熱量（エンタルピー）、ベースラインの熱源の

排出係数、fcap、fwcmを用いて算出。 

 コージェネ：上記に準じて算出。 

▪ ベースライン機器効率はメーカー情報に基づくことを記載。 

▪ 補助燃料と電力に起因する排出（ツール）。 

▪ リーケージとして、プロジェクト設備が他施設から

移転されたものである場合に勘案。 

大規模方法論ACM0012と同様。 

ベースライン排出量算定において重

要な意味を持つベースライン機器効

率に関して記載が少ない。 

 

AMS-

III.R. 

農家のメタン回収

（家畜排泄物、廃

棄物） 

▪ 汚泥は好気的な条件下で処理される。土壌散布

の場合はメタンを発生しないような条件であるこ

とが担保される。 

▪ 回収したメタンがすべて破壊されるような手段が

講じられる。 

▪ 下記のいずれかにより算出。 

 IPCC Tier 1 に基づき、家畜種別の頭数、排出係数（デ

フォルト値あり）、不確実性補正係数（0.89）、メタンの

GWPにより算出。 

 IPCC Tier 2に基づき、プロジェクトが実施されない場合

に嫌気条件下で分解される排泄物量を算出（AMS-III.D

にも依拠）。 

 世帯または小農場のサンプリングを実施。 

▪ 下記について算出。 

 バイオガスダイジェスターの排出に関し

て、AMS-III.Dに依拠して算出。 

 化石燃料・電力消費量に起因する排出

（ツール） 

▪ リーケージとして、プロジェクト設備が他施設から

移転されたものである場合に勘案。 

ベ ー ス ラ イ ン 排 出 量 に つ い

て”Baseline emissions”とあると

ころ、”Baseline”とのみ記載。 

AMS-

III.S. 

低排出車両の導

入 

▪ 対象はCNG自動車、電気自動車、LPG自動車、

ハイブリッド自動車等 

▪ 車種は公共交通用バス、ジープニー、バン、三輪

自動車及び一定路線を走行するトラック 

▪ 既存車両のレトロフィットに対しても適用可能。 

▪ プロジェクトがサービス水準の変化を起こす可

能性が低く、モーダルシフトを含まないことを立

証。 

▪ 下記のステップで算出。 

 プロジェクト実施前の調査により、人キロまたはトンキロ当

たりCO2排出量を算出。 

 ベースライン車両の燃費について、同様の運

用状況である場合は燃費データを実測または

既存の統計等を用いる。 

 上記が困難な場合は対照群の調査により入

手。 

 それも難しい場合は過去3年間における代替

▪ 化石燃料・電力消費量に起因する排出（ツール） 

 

提案方法論ではベースライン車両に

空調設備が装備されていないがプ

ロジェクト車両に装備されている場

合、ベースライン車両にも装備され

ているとして算出することようになっ

ているが、最終的にはその記載は削

除されており、ベースライン車両に空

調設備が装備されていないがプロ

ジェクト車両に装備されている場合
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されたフリートの燃費上位20%とする。 

 プロジェクト実施後にモニタリングされた旅客・貨物輸送

量（人、トン）に乗じることでベースライン排出量を算出。 

には冷媒漏出について勘案されるべ

きとしている。 

AMS-

III.T. 

車両への植物油

の直接利用 

▪ バイオディーゼルと異なり、植物油をエステル化

させずに直接利用するプロジェクトが対象。 

▪ 専用に改造されていない車両における10％まで

の混合か、改造された車両における 10％以上の

混合が対象。 

▪ ベースライン燃料が軽油であること。 

▪ 植物を栽培している土地はプロジェクト実施前の

10年間は森林ではなかったこと。 

▪ 植物油を附属書1國に輸出しない。 

▪ 代替される軽油について、植物油の消費量と生産量の小さいほうに

対して、低位発熱量、軽油の CO2 排出原単位を乗じることにより算

出。 

▪ なお、リーケージとして化石燃料の上流部門の排出についても考慮

（ツール） 

▪ 植物油生産量に対して生産のCO2原単位を乗じる

ことにより算出。 

 原単位は、栽培（ツール）、エネルギー消

費（ツール）、固体廃棄物・排水処理起源メ

タン排出（AMS-III.F、 AMS-III.G、

AMS-III.H）について考慮。 

植物油の物性について一定の基準

を記載（ISO、DIN等に基づく）。 

式(1)と(2)について単純化が可能に

見える。 

排出削減量増加につながるリーケー

ジを明示的に考慮している点が珍し

い（バイオ燃料については考慮され

るためと思われる）。 

AMS-

III.U. 

ケーブルカーの敷

設 

▪ 道路によるアクセスが可能な箇所における公共

交通機関としてのケーブルカーの新設（ベースラ

インが道路輸送であるため）。 

▪ 下記のステップにより算出。 

 ベースラインの輸送モードの加重平均によりベースライン

の旅客キロ当たり排出原単位を算出（輸送モードの原単位

は過去のデータまたは公表資料）。 

 プロジェクト実施後半年以内に、ベースラインの輸送モー

ド、距離に関するサーベイを実施（最初の 1 年のみ四半期

ごとに実施） 

 プロジェクト乗客量、平均距離と原単位の積により算出。 

▪ 下記について算出。 

 電力消費に起因する排出（直接排出：ツー

ル）。 

 出発点から駅まで行くための排出（ベー

スラインにおけるサーベイの一環として実

施した原単位、最寄り駅までの距離、旅客

人キロの積として算出）。 

▪ リーケージとして、車両乗車率の変動が 10%以上

である場合にリーケージを考慮。 

▪ また誘発需要についてはプロジェクト排出量の一部

として算出され、リーケージではないと見なす。 

コロンビアより提案。他の（電動）公

共交通モードにも適用可能と想定さ

れる。 

AMS-

III.V. 

還元鉄の高炉供

給によるコークス

消費削減 

▪ ダスト/汚泥リサイクル設備により生産された還

元鉄ペレットを高炉に供給することによるコーク

ス消費削減。具体的には回転炉床炉（RHF）等の

技術を指す。 

▪ ベースラインにおいて製鉄所からダスト/汚泥を

購入する外部主体の機会収奪とならない（代替素

材が利用可能）ことを立証可能。 

▪ コークス削減量、低位発熱量、CO2排出係数の積により算出。 

 コークス削減量は、過去3年間の銑鉄当たりコークス消費

原単位に、プロジェクト実施後の銑鉄生産量を乗じ、プロ

ジェクト実施後のコークス消費量を減じること、あるいは

還元鉄供給量からの推計により算出。 

 過去3年間とプロジェクト実施後の銑鉄生産量で補正、 

▪ 下記について算出。 

 化石燃料・電力消費量に起因する排出

（ツール）。 

 ベースラインにおいてランドフィルされた

であろうダスト/汚泥に含まれる炭素量

（過去の実績より多めに算出）。 

▪ リーケージとして下記を勘案。 

 プロジェクト設備が他施設から移転され

たものである場合。 

 ダスト/汚泥が熱利用に供給される場合

（外部利用者がダスト/汚泥の代わりに消

費する原料もCO2を排出したと考えられ

るため）。 

ベースラインの生産量に関する補正

が1を超える場合がある（プロジェク

トにおいて生産量が減少した場合も

削減量として計上される可能性があ

る。 

AMS-

III.W. 

鉱業におけるメタ

ン回収破壊 

▪ 対象は探鉱（探索）時におけるメタンの回収のみ

であり、実際の採掘が行われている鉱山、及び廃

鉱、露天掘りは対象外。 

▪ ガス田、油田も対象外。 

▪ 坑井の最大外径は134mmを超えない。 

▪ 2001 年末以前に掘削されたか、それ以降であ

れば探索計画の一環としてのものであったと立

証できる坑井。 

▪ ベースラインは大気中へのメタン放出とし、下記について算出。 

 放出メタン：メタン量（ツール）及びメタンのGWPにより算

出。 

 メタン利用先における CO2 排出：（エネルギー供給の場

合）発電量、温熱、冷熱供給量、（輸送用途の場合）エンジン

効率に基づき算出。 

▪ 下記について算出。 

 メタン捕捉・利用に要したエネルギー

（ツール）。 

 メタン燃焼によるCO2排出。 

 未燃メタン（メタン消費量及び燃焼効率よ

り算出）。 

▪ リーケージとして、プロジェクト設備が他施設から

移転されたものである場合に勘案。 

大規模方法論の ACM0008 、

AM0064 については登録プロジェ

クトがあるのに対し、本方法論の登

録プロジェクトはゼロ。 

AMS-

III.X. 

家庭用冷蔵庫で

の省エネ・HFC

回収 

▪ 在来冷蔵庫の、より高効率な冷蔵庫への代替。 

 代替は無償または低コストで実施。 

 代替冷蔵庫の容量は在来冷蔵庫の

80%以上（機能的な同等性の担保）。 

 対象となる在来冷蔵庫は稼働している

▪ 下記について算出。 

 ベースライン冷蔵庫の年間エネルギー消費に起因する排

出：ISO15502（家庭用冷蔵機器）等に沿って算出。 

 ベースライン冷蔵庫の HFC-134a に起因する排出：回収

量に基づき算出（回収量の測定機器は ISO11650

▪ ベースラインと同様に、プロジェクト冷蔵庫の電力

消費量に起因する排出量を算出。 

▪ HFC-134a の回収を行うプロジェクトは、HFC-

134aの放出を量プロジェクト排出量として勘案。 

 冷媒、発泡剤のリサイクルを行うプロジェ

CDM 方法論としては珍しく、複数の

ISO規格を参照している。 
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場合に限定。 

▪ 冷媒はオゾン層破壊ポテンシャル（ODP）がゼロ

で、GWPが15未満のものに限定。 

（performance of refrigerant recovery）等に基づ

く） 

クトは既定の基準または WEEE 基準に

沿って実施。 

 冷媒回収による排出削減は全体の 15%

を超えない。 

AMS-

III.Y. 

家畜排泄物管理

における固液分離 

▪ バイオガスの回収・利用を含まない（これらにつ

いてはAMS-III.DまたはAMS-III.Rを参照）。 

▪ ベースラインのラグーンからの排水は河川、海、

湖に放出されていない（この場合は家畜排泄物

管理ではなく排水処理システムの一部となる）。 

▪ 固液分離は下記からなる。 

 化学処理 

 機械的な固液分離 

 熱処理（乾燥） 

▪ 分離された固体の乾燥物質含有率は 20%を超

える。 

▪ ラグーンに蓄積されている固体物の除去間隔は

6カ月以上（嫌気条件の担保）。 

▪ ベースラインシナリオは、固液分離後はメタン回収が行われず、メタ

ンが放出されているとする。 

▪ ベースラインは AMS-III.H に依拠し、メタン生産ポテンシャル、固

体重量、揮発性固体比率、モデル補正係数（0.94）、ベースラインに

おいて嫌気的に処理されている比率（過去データより）、メタン転換

係数の積として算出。 

▪ 排水起源メタンについては排水量と COD の積（処理システムの入

口と出口での差）に基づき算出。 

▪ 下記について算出。 

 分離した固体の貯蔵、消費、破壊、廃棄に

起因する排出（排水処理含む）。 

 化石燃料・電力消費量に起因する排出

（AMS-III.D）。 

 分離前の段階における凝縮材の燃焼によ

る排出。 

 輸送の増加分に起因する排出。 

▪ リーケージとして、プロジェクト設備が他施設から

移転されたものである場合に勘案。また、凝縮材が

廃棄物起源でない場合にもリーケージとして勘案

（デフォルト値） 

固体・液体廃棄物処理に関する小規

模方法論の分類に関するフローが望

ましい。 

AMS-

III.Z. 

レンガ製造業にお

ける燃料転換、プ

ロセス改善 

▪ ベースラインとくらべてレンガの質が不変か、機

能的に同等であることを示すこと可能な場合。 

▪ 在来施設へのレトロフィットの場合、過去 3 年間

に化石燃料または非再生可能バイオマスのみ用

いられていたことを立証可能。 

▪ 設備容量がベースラインに比べて 10%以上変化

しない。 

▪ プロジェクトで生産したレンガの量に、ベースラインのエネルギー消

費原単位及び燃料のCO2排出原単位を乗じることにより算出。 

 エネルギー消費原単位は過去3 年の燃料種別消費データ

か、新設・規模拡張の場合はメーカー仕様書、同等のプラ

ントのデータ、または AMS-II.H で記載したリファレンス

プラントの値を用いる。 

▪ 下記について算出。 

 化石燃料・電力消費量に起因する排出

（ツール） 

 プランテーションによりバイオマス燃料を

生産する場合の排出（ツール）。 

▪ リーケージとして、バイオマス残渣を他用途から転

用する場合（AMS-II.G 参照）、ベースラインと比べ

て異なる原料を用いる場合について勘案。 

 プロジェクトが木炭を用いる場合、メタン

回収・破壊設備を有しているか、メタン排

出量をプロジェクト排出量として考慮

（0.03t-CH4/t-木炭）。 

 

AMS-

III.AA. 

レトロフィットによ

る運輸技術改善

（直噴等） 

▪ 公共交通に限定。新車導入や低排出車両の導

入、燃料転換、貨物輸送、モーダルシフトは対象

外（これらについては AMS-III.C / III.S / 

III.T / III.U等を適宜参照。） 

▪ 導入車両数、走行距離、ベースライン排出原単位の積により算出。 

 ベースライン排出原単位は同等の車両の同様の交通状況

に基づくサンプリング調査により求める（信頼区間95%の

下限値）。 

▪ プロジェクト導入車両の導入車両数、走行距離、排

出原単位の積により算出。 

 プロジェクト排出原単位はサンプリング調

査により求める（信頼区間 95%の上限

値）。 

 故障等による稼働台数減少についても配

慮。 

類似方法論への記載が多く、これ

らが増えているのではないかと想定

される。 

AMS-

III.AB. 

商用冷蔵キャビ

ネットにおける

HFC 排出回避

（代替冷媒、発泡

剤） 

▪ HFC使用量は0.2kgを超え、6kg未満。 

▪ 導入することによりエネルギー効率がベースライ

ンと比べて同等以上。 

▪ 過去3 年以上HFC-134a 等、他の高GWP 冷

媒を用いており、低GWP冷媒への転換を行って

いなかった。 

▪ 単一年につき用いられる低 GWP 冷媒は一種類

のみ。 

▪ 初期充填量と製造時、使用時、廃棄時漏洩率の積により算出。漏洩率

はIPCCガイドラインに依拠。 

▪ 製造時排出分の削減は、該当する製品が他国から輸入された場合に

は計上されない。 

▪ ベースライン排出量と同様に算出（ただし冷媒の

GWPは低いため排出削減となる）。 

▪ リーケージとして、プロジェクト設備が他施設から

移転されたものである場合に勘案。 

対象は冷凍アイスクリームキャビ

ネット（貯蔵、販売用）が例示されて

いる。これらの機器は漏洩率が高く、

対策効果が大きいと思われる。 

AMS-

III.AC. 

燃料電池による熱

電供給 

▪ 燃料電池自動車は対象外。 

▪ 熱電供給先はプロジェクト境界内。 

▪ 天然ガスが十分に入手可能。 

▪ 下記について算出。 

 電力代替：発電量と電力の CO2 原単位の積により算出。

系統代替の場合、原単位はAMS-I.Cに依拠。 

 熱代替：熱供給量とベースライン設備の効率、燃料のCO2

原単位より算出。 

▪ 下記について算出。 

 改質起源CO2排出（原料中の炭素量に基

づく）。 

 補助燃料、熱量による排出。 

▪ リーケージとして、プロジェクト設備が他施設から

「天然ガスが十分に入手可能」とい

う条件があるため、再エネ起源燃料

電池には当てはまらない可能性があ

る。この条件はCCGTに関する方法

論（AM0029）においても盛り込ま
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▪ ベースライン設備の効率については①同様機種について計測され

た最高の効率、②2 つ以上のメーカー資料に基づく高いほうの効

率、③100%のデフォルト値から選択（保守的に算出）。 

▪ コージェネレーションシステムの場合についても記載あり（電力と熱

を合計して効率で除する）。 

移転されたものである場合に勘案。 れており、他者による天然ガス利用

機会を収奪しないことを目的とした

ものと思われる。 

AMS-

III.AD. 

水硬性石灰製造

における排出削減 

▪ 水硬性石灰製造への混合（石灰石、ドロマ

イト、大理石）による排出削減。 

▪ 混合率は最大 70%（及び 5%の混和剤）。 

▪ 対象は水硬性石灰製造に関する省エネのみ

（脱炭酸については考慮しない）。 

▪ 国内消費分のみについて該当。また原料が他の

採石場から調達された場合は AMS-III.V の手

続きに依拠。 

▪ 下記のいずれかの小さいほうを採用。 

 事前推計：過去(3)年間の水硬性石灰製造に要した燃料及

び電力に起因する排出に基づく原単位に対して当該年の

生産量を乗じたもの。 

 事後推計：中間生産物（混合前）の水硬性石灰製造に要した

燃料及び電力に起因する排出に基づく原単位に対して当

該年の生産量を乗じたもの。 

▪ 代替的な水硬性石灰製造に要する燃料及び

電力に起因する排出に基づき算出。 

▪ リーケージとして、混合剤、上流排出量、混合

剤の輸送、化学品の酸化（燃焼）に基づき混合

剤が製造された場合、プロジェクト設備が他施設

から移転されたものである場合に勘案。 

Three most years 等の誤記あ

り。 

ベースライン事後推計と、プロジェ

クト排出量の推計方法の記載につい

てより峻別したほうがわかりやす

い。 

AMS-

III.AE. 

新設住宅での省

エネ・再生可能エ

ネ 

▪ 省エネビル（断熱等）、省エネ技術、再エネ等によ

る新設の系統連系建築物における電力消費削

減。 

▪ 冷媒にCFCが含まれない。 

▪ TOOL 31（標準化ベースラインの設定）を用いる場合：ベースライン

における上位20%の床面積あたりCO2排出原単位。 

 ベースライン建築物として、プロジェクト開始時から遡り過

去5年間に建設され、プロジェクト建築物から100km程

度以内、床面積がプロジェクトの床面積±50%の範囲内

であり、微気象条件、社会経済条件が類似しているもの。 

 ベースライン建築物とプロジェクト建築物における温水、

厨房燃料種は同一とする（電力/化石燃料の区分）。 

▪ TOOL 31 を用いない場合、校正されたコンピューターシミュレー

ションモデルを用いる。 

▪ TOOL 31（左記参照）を用いる場合：プロジェクト

における電力消費量。 

冷媒に CFC が含まれないという

条件は、他の方法論に存在する

ODP がゼロであることを排除しな

い。また冷媒の GWP に関する規定

も含まれていない。 

AMS-

III.AF. 

廃棄物の掘り返

し・コンポストによ

るメタン回避 

▪ 固形廃棄物の好気処理、ランドフィルの掘り返し、

及び活性及び不活性物質の分離、コンポストの順

次実施。 

▪ 掘り返しについては好気処理後すぐに開始する

こと、コンポストについては正しく土壌散布を行

うことが条件。 

▪ FOD 式に基づき、回避したランドフィルに起因するメタンについて

算出。 

▪ 下記について算出。 

 輸送に起因する排出（輸送距離の増分） 

 化石燃料・電力消費量に起因する排出

（AMS-I.Dに依拠） 

 好気化過程での酸素消費量に起因する排

出（実測またはデフォルト値） 

 コンポストに起因する排出（IPCC ガイド

ラインに基づく原単位） 

正しい土壌散布（proper soil 

application）の定義がある方が望

ましい。 

酸素消費量に起因する排出のデ

フォルト値について出典がある方が

望ましい。 

AMS-

III.AG. 

高排出グリッドか

ら低排出化石燃

料への転換 

▪ 新設、既存代替、レトロフィットに適用可能。 

▪ バイオマス転換はAMS-III.Qを使用。 

▪ 系統電力への供給は対象外。 

▪ 対象施設の統合化されたプロセスの更新を伴わ

ない（電力供給部分のみが転換される）。 

▪ ベースラインシナリオとして、電力供給量が 20%以上増加しない場

合は在来手法、20%以上であれば、最も想定される給電シナリオま

たはリファレンスプラント。 

▪ ベースライン発電方式の原単位は自家発電（過去3年分のデータ）、

系統電力のそれぞれについて、ツールに依拠。 

 系統、自家発電の双方を用いている場合、過去の利用比率

をもとに算出。新設の場合、系統と自家発電の原単位のう

ち低い方を採用。 

▪ 化石燃料消費量に起因する排出（ツール）。 

▪ リーケージとして、プロジェクト設備が他施設から

移転されたものである場合に勘案。 

タイトルと異なり、自家発電も対象

となっている。ただし提案のベース

となったプロジェクトは、インドにお

いて石炭が主体の系統及び石油焚

自家発電を、天然ガス火力で代替す

るプロジェクト（従って自家発電は対

象となる）。 

AMS-

III.AH. 

燃料ミックス比の

変更 

▪ レトロフィットのみに該当。 

▪ 代替燃料がバイオ燃料、排ガス・エネルギーを含

む場合は対象外。 

▪ 系統電力への輸出分は排出削減量の計上対象外 

▪ ベースラインでの燃料消費量に基づき算出。 

 ベースラインでの燃料消費量は、プロジェクトでの発電量

にベースラインでの燃料ミックスの比率を乗じる。 

 燃料ミックスの比率は過去3年間のデータ（3年以内のプ

ロジェクトの場合は稼働開始後の全データ、ただし 1 年以

上）に基づく。ベースライン燃料の一時的制約については、

保守的となる場合にのみ考慮する。 

▪ 燃料消費量に基づき算出。 ベースライン燃料の制約について

は、ベースライン燃料の入手が困難

であった時期に合わせて補正する。

ただし、石炭からガスに転換される

場合、プロジェクト実施後に天然ガ

スの入手が困難となった場合は、保

守性の観点から、ベースラインにお

いては考慮しない。 

AMS-

III.AI. 

使用済み硫酸の

回収利用 

▪ 回収施設は新設であり、熱または電力が輸出さ

れる。 

▪ ベースラインでは、使用済み硫酸は再利用されず、石灰等で中和さ

れる。 

▪ プロジェクト排出量は下記により算出。 

 排水の中和（か性ソーダによる排出：原単

想定しているプロジェクトは化学

工場（染料等） 
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▪ 使用済み硫酸の濃度は重量比18%～80%の範

囲内。 

▪ 回収硫酸の熱分解、触媒による SO2 から SO3

への転換、次いで硫酸への転換を行う。 

▪ 排水、及び排水中の化学物質は回収されない。 

▪ 回収プラントは使用済み硫酸のみを処理し、硫黄

などの他の原料を消費しない。 

▪ ベースライン排出量は下記により算出。 

 使用済み硫酸の中和（使用する石灰に起因する排出：10t-

CO2/t-H2SO4のデフォルト値） 

 使用済み硫酸の輸送 

 中和に要する石灰の輸送 

 プロジェクトからの熱により代替される近隣施設の蒸気、

電力生産、系統電力 

 新規硫酸の輸送 

位はAMS-III.Mに依拠） 

 使用済み硫酸の熱分解に起因する排出

（燃料消費量ベース） 

 非分解炭素の熱分解 

 使用済み硫酸の輸送 

 回収・再生硫酸の輸送 

▪ リーケージとして、プロジェクト設備が他施設から

移転されたものである場合に勘案。 

プロジェクトは発熱反応である。 

式 29（非分解炭素の熱分解）が活

動量×原単位となっていない可能性

がある。 

 

AMS-

III.AJ. 

一般廃棄物リサイ

クル 

▪ 一般廃棄物からの素材のリサイクルによる排出

削減。 

▪ 対象はプラスチック（HDPE、LDPE、PET、

PP）、ガラス、金属（アルミ、鉄等）、紙類に対して

適用される。 

▪ 新規及び在来の廃棄物処分場からの回収に適用

される。 

▪ インフォーマルセクターにより管理されている場

合、リサイクルされた素材の送付先がわかる。 

▪ フォーマルセクター（公的機関）により管理されて

いる場合、リサイクルされる素材について計量可

能。 

▪ プラスチック：下記の和として算出 

 回収量、再生時ロスの補正（0.75）、ホスト国で製造された

プラスチックの比率、新規製造プラスチックの電力及び燃

料原単位（デフォルト値）、排出係数 

 回収量、再生時ロスの補正（0.75）、輸入プラスチックの電

力及び燃料原単位（デフォルト値）、排出係数、輸入比率の

積 

 素材のそれぞれについて、非附属書Ⅰ国に応じたベース

ライン排出量が算出される理由は、附属書Ⅰ国に仕向けら

れた製品についても排出削減量を計上すると、附属書Ⅰ

国における排出削減とクレジットとの二重計上となるため。 

▪ 紙・板紙：ツールに依拠。 

▪ ガラス：回収量、再生時ロスの補正（0.88）、電力及び燃料原単位（デ

フォルト値：非附属書Ⅰ国分を補正）、排出係数の積として算出。 

▪ 金属：回収量、電力及び燃料原単位（デフォルト値：非附属書Ⅰ国分

を補正）、排出係数の積として算出。 

▪ フォーマルセクターによる回収については、回収量

と、リサイクル及び再生のための燃料及び電力原単

位に基づき算出。再生のための原単位については

デフォルト値を記載。 

▪ インフォーマルセクターによる回収については、よ

り簡略な推計方法を記載。 

 電力、燃料消費量については定格値と稼

働時間の積とする等。 

▪ リーケージとして、ベースラインにおいて埋め立て

られるが、メタン回収が行われない場合には生物起

源の廃棄物のリサイクルに関するリーケージは生じ

ない。 

生物起源の廃棄物をベースライン

でランドフィル、メタン回収が行われ

ている場合の措置が記載されていな

い（ただし、生物起源の廃棄物は本

方法論では対象外）。 

AMS-

III.AK. 

バイオディーゼル

生産・運輸目的で

の利用 

▪ ベースラインでは混合燃料あるいは純粋な化石

燃料の双方を用いるケースを想定。 

▪ 規制を超過して消費された分にのみ限定。 

▪ エステル化する場合のアルコールはバイオ燃料

起源または化石燃料起源。 

▪ 供給したバイオ燃料、熱量、代替する燃料のCO2原単位の積として

算出。 

▪ 供給したバイオ燃料は正味生産量と正味消費量のうち小さいほうと

する。 

▪ 下記について算出。 

 化石燃料、電力消費量に起因する排出

（ツール）。 

 排水処理設備及び排出水に起因するメタ

ン排出。 

 エステル化に用いるメタノールの生産に

伴う排出、（分子量論的なデフォルト値

0.375t-C/t-MeOH）。 

 輸送に伴う排出（ツール）。 

 プランテーションバイオマスの場合、栽培

に伴う排出（ツール）。 

プロジェクト排出量全体の式が欠

如している。 

AMS-

III.AL. 

シングルサイクル

のコンバインド化 

▪ ガスタービンまたはガスエンジン発電施設につ

いて、それらからの排熱はプロジェクト開始前の

3年間利用されていなかった。 

▪ 在来のガスタービン/ガスエンジンの耐用年数の

延長や、10%以上の設備能力増加をもたらさな

い。 

▪ 自家発電と系統給電の双方が対象となる。 

 

▪ 下記のように算出。 

 ベースラインでの発電量までの分：ベースラインの電力

CO2原単位との積により算出。 

 ベースラインで発電した量を超過する分：系統の電力

CO2原単位との積により算出。 

▪ ベースラインでの発電量は、プロジェクトでの発電量をもとに、ベー

スラインとプロジェクトの設備容量比を考慮。 

▪ ベースラインの電力 CO2 原単位：過去 3 年間の燃料消費量、発電

量の平均値に基づき算出。 

▪ ベースラインの排出量：ベースラインの電力消費量について 2 種類

の推計方法が生じるため、その小さい方を採用。 

▪ 化石燃料、電力消費量に起因する排出（ツール）。 

▪ 自家用の熱供給量がベースラインシナリオ（または

過去3年）を下回る場合、不足分はプロジェクト排出

量と見なされる。逆の場合は他所で生成する熱を削

減したとは見なされない。 

▪ リーケージとして、プロジェクト設備が他施設から

移転されたものである場合に勘案。 

Historic から historical 等の字

句修正が望ましい。 

ベースライン排出量推計のstep 3

は定式化が望ましい。 

AMS-

III.AM. 

コージェネ/トリ

ジェネでの燃料転

換 

▪ 電力、温熱、（トリジェネレーションの場合）冷熱の

供給。 

▪ 新規施設とレトロフィットや在来施設の代替に適

▪ プロジェクトにおける燃料消費量、低位発熱量、ベースライン燃料の

CO2排出原単位の積として算出。 

▪ 燃料は在来施設で用いられていたものとするが、新規施設の場合

▪ プロジェクトにおける燃料消費量、低位発熱量、燃

料のCO2排出原単位の積として算出。 

▪ リーケージとして、プロジェクト設備が他施設から

冷媒のGWP、ODPの要件を他と

整合することが望ましい。 

ベースラインの算定方法に関する
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用可能。 

▪ システム効率は操業条件全域でベースライン施

設と同等以上であることが立証可能。 

▪ 補機等のエネルギー消費原単位はベースライン

施設を10%以上上回らない。 

▪ 冷媒の GWP、ODP はゼロまたは無視できる程

度。 

▪ プロセス変更は対象外。 

▪ バイオマスへの転換は対象外。 

▪ 燃料転換により効率向上が達成された場合でも、

排出削減量の算出に含めない。 

はリファレンスプラントを設定。 移転されたものである場合に勘案。 記載が簡略（2 ページ弱）であり、ま

たベースラインにおける電力供給が

系統から調達している場合、算定方

法に反映されていない（適用条件に

も記載がない）。 

AMS-

III.AN. 

製造業での燃料・

電源の転換 

▪ 対象は熱供給に限定。 

▪ 単一の化石燃料の転換のみに該当。 

▪ 対象となるプロセスはエネルギーのインプットと

製品のアウトプットが明確に判別できる。 

▪ アウトプットとして製造された製品には国際規格

または当該産業の規格が存在する（製品が劣化

しない）。 

▪ プロジェクトで用いられる原料は均一で、ベース

ラインで用いられる原料と同等。製造品あたりの

原料消費量の増減率は10%を超えない。 

▪ バイオマスへの転換、電力供給系統の変更、プロ

セス変更、排ガス利用は対象外。 

▪ プロジェクト開始前3年間の燃料消費原単位と、プロジェクト実施後

の生産量に基づき算出。 

 燃料消費原単位のデータは、3 年分が存在しない場合は

最低でも1年以上の全期間（欠落なし）。 

 プロジェクト実施後の燃料消費量と低位発熱量に、プロ

ジェクト実施前の燃料CO2原単位を乗じ、プロジェクト実

施後の生産量で除した原単位の方が低い場合はそちらを

採用（即ち、プロジェクト実施後に効率向上が達成されて

いる場合はその影響を算定から排除）。 

▪ 化石燃料及び系統電力の消費量に基づき算出。 

 系統電力については、送配電ロス分を追

加する。 

▪ リーケージとして、プロジェクト設備が他施設から

移転されたものである場合に勘案。 

Historic から historical 等の字

句修正が望ましい。 

例として金属製品、窯業製品を記

載。 

アウトプット量が算定できない場

合（溶融銑鉄等）、インプット量が代替

的指標となることを記載。 

AMS-

III.AO. 

嫌気ダイジェス

ターからのメタン

回収 

▪ 生物的処理及びメタン回収が対象。他の生物起

源廃棄物との混合にも適用可能（ただしベースラ

インで嫌気的条件下で腐敗することが立証され

る場合）。 

▪ 廃棄物を収集する地域が明確に定められること。 

▪ 残渣物が土壌散布される場合、メタン排出源とな

らないような措置が講じられること。 

▪ 下記について算出。 

 嫌気処理される廃棄物の年間メタン排出ポテンシャル

（ツール） 

 家畜排泄物起源メタン排出（AMS-III.D） 

 排水起源メタン排出（AMS-III.H） 

▪ ベースラインのメタン排出量算定に当たり、現行法制度で義務付け

られている分を差し引く。 

▪ 下記について算出。 

 輸送に起因する排出（輸送距離の増分） 

 化石燃料、電力消費量に起因する排出

（ツール） 

 嫌気的条件で貯蔵されていた場合にはそ

の分について考慮（ツール） 

 ダイジェスターからのメタン漏出（デフォ

ルト値0.05m3/m3） 

 非効率なフレアに起因する排出 

▪ リーケージとして、プロジェクト設備が他施設から

移転されたものである場合に勘案。 

家畜廃棄物のみの場合は AMS-

III.D 、排水及び汚泥の場合は

AMS-III.H を適用。廃棄粒が熱処

理、機械処理の対象となる場合は

AMS-III.Eを適用。 

AMS-

III.AP. 

アイドリングストッ

プ装置の導入 

▪ アイドリングストップ装置のレトロフィット、または

装備された新規車両に適用可能（後者の場合は、

国内で販売されている同型の新車にそのような

装置が装備されていないことを示す）。 

▪ ガソリン、ディーゼルを用いる公共交通に限定。 

▪ マニュアルのアイドリングストップ装置は対象

外。 

▪ アイドリングが禁止されている地域、またはアイ

ドリングを禁じている企業における導入は対象

外。 

▪ プロジェクトにおける年間アイドリングストップ期間（モニタリング）、

ベースラインにおけるアイドリング率、アイドリング時間当たり CO2

排出率の積として算出。 

 ベースラインにおけるアイドリング率はデフォルト値 0.95

または第三者によるサーベイに基づく。 

 アイドリング時間当たり CO2 排出率は設備導入時の実測

またはサンプリングに基づく。 

▪ アイドリングストップ回数と、アイドリングストップ時

の燃料消費原単位の積に基づき算出。 

 アイドリングストップ時の燃料消費原単位

は、アイドリング時間当たり CO2 排出率

に対してスタートアップ時間（デフォルト

10秒/回）を用いる。 

CDM のルールとして、アイドリン

グストップ行動だけではプロジェク

トにならず、（投資を伴う）装置の導

入が求められる。 

AMS-

III.AQ. 

バイオ CNG 車両

の導入 

▪ 嫌気ダイジェスターによるバイオ CNG の製造、

処理、輸送システムが含まれる。 

▪ CNGの品質は国家規格に準拠しているか、最低

でも96%以上のメタン含有率である。 

▪ 輸出を行うプロジェクトは対象外。 

▪ 下記のいずれかにより算出。 

 バイオCNGが化石燃料起源CNGを代替したと想定し、

バイオCNG の量、低位発熱量、CNG の排出係数に基づ

き算出。 

 ガソリン車の転換を行った場合、代替されるガソリンの排

▪ 下記について算出。 

 化石燃料、電力消費量に起因する排出

（ツール） 

 バイオマス、バイオ原料廃棄物の輸送

（AMS-III AKに依拠） 

天然ガス管に配送される場合は

AMS-III.Hの規定に沿って算出。 
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▪ 残渣は好気的処理を行い、土壌散布される（手続

きはAMS-III.AOに記載）。 

出係数を用いて算出。  バイオマスがプランテーション起源であ

る場合、それに起因する排出（ツール）。 

 ダイジェスターからの漏出（デフォルト値

としてバイオガス生産量 1m3 あたり

0.05m3の漏出） 

 パイプライン等からの漏出：AMS-III.H

及びAOに依拠。 

▪ リーケージとして、バイオマスの競合的な用途、及

び代替する化石燃料の上流起源排出を挙げている

（上流排出は排出削減量を大きく算定する方向に働

く）。 

AMS-

III.AR. 

化石燃料ベース

の照明の LED へ

の交換 

▪ 再エネ、独立システム、系統またはそれらの混合

により電力が供給されている。 

▪ 対象となる LED ランプは 5000 時間以上（ただ

しクレジット期間2年間のみ）、10,000時間以上

（クレジット期間7年間：ただし3年後にサーベイ

を行う）の耐用時間が保証されている。25 ルー

メン/50 ルクス（面積 0.1m2 以上、距離

0.75m）の照度が保たれており、2,000 時間で

15%以上減衰しない。 

▪ 1日の使用時間（DBT）は4時間以上。 

▪ PDD において、ベースラインのランプは化石燃

料を消費すること、貯蔵されないこと、二重計上

が起きないことを説明。 

▪ ランプ1個あたりの年間ベースライン CO2排出量を、燃料消費率、

1 日あたり稼働時間、年間使用日数、燃料の CO2 原単位の積で算

出。 

 それぞれについてデフォルト値があるため、ランプ個数の

みのモニタリングでベースライン排出量を算出可能

（0.092t-CO2/年・個）。 

 上記に対して、系統連系されている場合は停電率分を割り

引く。また、についても考慮。 

▪ なお、追加性立証手段として、地域における照明の5%以下であるこ

とを示せた場合、自動的に追加的と見なされる。 

▪ 再エネシステムによる充電の場合はゼロ、それ以外

の場合はランプの定格出力、稼働時間（デフォルト

値）、電力の CO2 排出原単位、充電効率、送電ロス

により算出。 

▪ 電力CO2排出原単位の算出方法は下記。 

 再エネのみが電源の場合、ゼロ。 

 ディーゼル発電機の場合、AMS-I.F に依

拠。 

 系統の場合、ツールに依拠。 

 上記の混合の場合、加重平均または（分類

されたデータの入手が困難な場合、再エ

ネ ＋ 系 統 の み の 場 合 は 1.3t-

CO2/MWh 、 そ の 他 は 2.4t-

CO2/MWhを用いる。 

頒布した製品の個数のみより排出

削減量の計算が可能である（即ち使

用状況のモニタリングが不要であ

る）という点で、家庭用品等、広範囲

に消費される製品に関する方法論の

あり方を示したもの。 

 

電力 CO2 原単位が高いが、灯油

ランプの代替を想定している。 

 

AMS-

III.AS. 

産業施設でのバ

イオマス転換 

▪ プロジェクト実施前 3 年間において再生可能バ

イオマスが用いられていない産業施設での部分

的または完全なバイオマス転換。 

▪ プロセスの主産物が計測可能なエネルギーであ

る場合（例：発電所、熱供給施設）は対象外。 

▪ 製品の品質に影響を与えない。 

▪ 設備容量の変化率が15%を超えない。 

▪ エステル化等、化学処理されたバイオマスは対

象外。 

▪ 木炭を用いる場合、メタン回収・消費設備が具備

されているか、メタン排出量が計上されること。 

▪ 下記のいずれかにより算出。 

 過去3年間の製品生産量あたりCO2排出原単位に対し、

プロジェクト実施後の製品生産量を乗じることにより算

出。 

 排出削減量が 20kt-CO2/年以下の場合は、過去データ

から得られる生産量と生産量あたり原単位の積により算出

することが可能。 

 排出削減量が 20kt-CO2/年を超える場合は、使用燃料

のエネルギー量と代替燃料の原単位を乗じる。その際、熱

効率の低下分についえｔ、fuel penaltyとして勘案する。 

 Fuel penalty はベースラインとプロジェクト

における燃料原単位の差・ベースラインについ

ては、プロジェクト実施前 3 年間の燃料原単位

のうち最も小さいもの。 

▪ 下記について算出。 

 化石燃料、電力消費量に起因する排出

（ツール） 

 バイオマス、バイオ原料廃棄物の輸送

（AMS-III AKに依拠） 

 バイオマスがプランテーション起源であ

る場合、それに起因する排出（ツール） 

 木炭起源メタン（メタン回収・消費設備が

含まれない場合：AMS-III AKに依拠） 

 

主として金属製造、窯業への適用

を想定。 

Fuel penalty はセメントへのバ

イオマス利用に関する統合方法論

ACM0003 において用いられてい

る。 

 

排出削減量が 20kt-CO2/年以

下の場合に利用可能な手法は単純な

もの。 

AMS-

III.AT. 

デジタルタコグラ

フの利用 

▪ 下記の機能を持つ機器の配備。 

 非効率な運転に関する即時のフィード

バック及び運転改善がなされないかぎ

りフィードバックが解除されない機能。 

 車両の運転状況の連続的な記録 

 運転者のパフォーマンスの視覚的な展

示。 

▪ 中央で管理される貨物、旅客輸送。 

▪ プロジェクト実施前と比べてサービスの水準変

更が想定されないことを示す（頻度、経路、貨物、

▪ 最低 1 年間以上、できれば 3 年間のデータに基づく原単位を用い

る。 

 貨物輸送：トンキロ当たりCO2排出量 

 旅客輸送：距離あたりCO2排出量 

▪ デジタルタコグラフを既に装備した車両が新規に導入された場合に

は、ベースラインの原単位は下記に基づき算出。 

 同型車両が存在する場合、その車両のベースラインを用

いる（最低1年間以上、できれば3年間のデータに基づく） 

 それ以外の場合、プロジェクト対象車両における類似車両

の上位20%のデータ。またはメーカー仕様（保守的と示さ

▪ プロジェクト車両の燃料消費量に基づく。 

▪ ベースラインシナリオでの車両に空調がないがプ

ロジェクト車両に空調が存在する場合、HFC の漏

出を考慮する（デフォルト400kg-CO2/yr）。 

類似のJCM方法論（VN_AM001 

ベトナム）、及び J-クレジット方法論

（EN-S-023）が存在（これらの事業

者と本方法論の提案者は同一）。ただ

し JCM 及び J-クレジット方法論は

貨物輸送に限定される。またJCM方

法論のベースライン（リファレンス）排

出量算出に当たり、データは空調を

使用しない月に限定される等、

CDM 方法論と比べて保守的であ
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車種等が変更されない）。 

▪ 新たにモーダルシフト、バイオ燃料の混合を伴わ

ない。 

▪ General Packet Radio Services （GPRS：

ワイヤレス通信）ネットワークが存在する。 

れる場合）それもない場合はフィードバックなしの実デー

タに基づく。 

る。 

排出削減量がベースライン排出量

の 10%以上であれば、調査等によ

る理由説明が必要。 

AMS-

III.AU. 

水田の水管理改

善（中干し）による

メタン削減 

▪ 地域の稲作は湛水期間が長い水田が主である。 

▪ プロジェクト対象地は灌漑・排水設備が完備して

いる（湛水/排水時が明確に定義可能）。 

▪ 米作の減収/品種変更につながらない。また、従

来栽培されていない品種の変更を伴わない。 

▪ 教育訓練・技術的支援もプロジェクトの一環とな

り、実施が検証可能。 

▪ ベースライン原単位（面積当たり排出量）について、同一の栽培パ

ターンを持つ農地を最低3か所選出し、下記手法で算定。 

 閉鎖式チャンバーでメタンを計測する。実地測定、実験室

での分析方法及びメタン排出量の算定式について附属書

で記載。 

 IPCC Tier 1 アプローチの推計、またはグローバルなデ

フォルト値に基づく排出削減量の推計。 

▪ 事前推計として、IPCC Tier 1 アプローチをもとに推計する手法を

記載。 

▪ ベースライン同様の状況の農地を最低 3 か所選出

し、計測。 

▪ 対象農家が準拠していることを示すため、田植え/

施肥/湛水/排水時期、収量について記録。 

中干しによる窒素排出の増加につ

いては、窒素肥料施肥の最適化（教

育訓練プログラムの一環として実施）

により無視できるとする。 

排出削減量のグローバルなデフォ

ル ト 値 は 下 記 の 通 り （ kg-

CH4/ha.day）。 

二期作 

通気回数 

あ

り 

な

し 

1回 1.5 0.

60 

複数回 1.8 0.

72 
 

AMS-

III.AV. 

家庭用浄水器の

ゼロエミッション

化（濾過器、太陽

光発電殺菌システ

ム等） 

▪ ろ過、活性炭、セラミックフィルター、太陽エネル

ギー起源 UV 殺菌、光触媒、塩素等の化学的手

法、凝縮＋殺菌、等による煮沸の回避。 

▪ 安全な飲料水を供給する公共ネットワークがプロ

ジェクト境界内に存在しないか機能していない。 

▪ WHO 基準や国家基準に適合していることが実

験または公的機関による通知により示されること

（安全性の証明。 

▪ 浄水製造量、稼働率、プロジェクト対象のうち煮沸が慣行となってい

る人口の比率、エネルギー原単位の積により算出。 

 浄水製造量はモニタリングまたは1人1日当たり5.5リッ

トルのデフォルト値。 

 エネルギー原単位のデフォルト値（357.48kJ/l：20℃→

100℃への煮沸、5分間を想定） 

▪ 化石燃料、電力消費量に起因する排出（ツール）。 

▪ 非再生可能バイオマスについて考慮（AMS-I.E に

依拠）。 

大規模方法論AM0086との整合

性の向上について検討。 

AMS-

III.AW. 

農村への系統延

伸 

▪ 電力系統へのアクセスを持たない消費者への延

伸が対象。 

▪ ホスト国系統における再エネ比率がクレジット期

間中99%以上。 

▪ 発電所の新設を伴わない。 

▪ 既存の再エネミニグリッドを代替しない（既存の

再エネベースのシステムは特定され、プロジェク

トから電力が供給されないことが示される）。 

▪ 配電量と、代替する電力のCO2原単位の積により算出。CO2原単

位のデフォルト値は以下の通り。 

 0.8t-CO2/MWh（スタンドアローンの再エネを代替しな

いことが立証される場合）。 

 正当な場合、AMS-I.F に依拠し、より高い原単位を適用

可能。 

 ディーゼルのミニグリッドを代替する場合、過去の 3 年の

データに基づき算出。 

 スタンドアローンの再エネが代替される場合、0.8t-

CO2/MWhから補正する。 

▪ 配電量と、供給する電力の CO2 原単位の積により

算出。 

 系統の正味輸入分が輸出分を上回る場

合、1.3t-CO2/MWh、そうでない場合

はゼロ。 

▪ リーケージとして、送電線建設のための森林伐採に

よる炭素ストックの損失について算出（AM0045

に依拠）。 

高い再エネ比率を条件としている

理由は算出を容易にするためと説明

されている。 

再エネ代替に関する適用条件と

ベースラインの条件が重複する可能

性がある。 

AMS-

III.AX. 

埋立地の表面酸

化によるメタン排

出削減 

▪ 対象プロジェクトはランドフィルの表層でメタン

酸化層を設け、メタン排出を削減するもの。 

▪ 閉鎖したランドフィルで、ガス抽出システムが装

備されておらず、メタン排出が少なく（4l-

CH4/m2.hr 未満）ランドフィルガス回収に適さ

ない地点（事前計算が必要）。 

▪ 表面酸化を起こす物質は refined stabilized 

biomass（SB）と呼ばれ、コンポストまたはそれ

に類したバイオマス起源の物質。 

▪ サンプリングキャンペーンに基づき酸化層の下の未酸化メタン排出

量を算出。 

 サンプリングによりメタン比率、CO2比率を求める。 

 メタンに対して、ベースラインでの酸化係数（10%）及び保

守性係数（0.89）を考慮。 

▪ メタン量の把握に際しては、ツール（FOD 法）またはフラックスチャ

ンバーを用いたベースラインキャンペーンにより実測。 

▪ メタン酸化物質（SB）の輸送、及び化石燃料消費に

起因する排出。 

▪ 非分解メタンに起因する排出。サンプリングキャン

ペーンによりメタンフラックスを計測。 

 保守性係数（1/0.89 = 1.12）を考慮。 

モニタリング手法について附属文

書に記載。 

 

メタン酸化物質（SB）はコンポスト

またはそれに類似した物質。 

AMS-

III.AY. 

LNG バスの導入 ▪ ベースラインでは、路線ごとに用いられている燃

料は一種類のみ。 

▪ 新規ルートの場合、ベースラインでは化石燃料が

用いられていたであろうことが交通計画等で立

▪ ベースライン燃費とプロジェクト走行距離の積により算出。燃費は下

記のいずれかにより算出。 

 同一ルート、運行状況のベースラインのバスが特定できる

場合：過去1 年以上のデータに基づく原単位かメーカー仕

▪ プロジェクトバスにおける LNG 消費量に基づき算

出。 

燃料起源の排出は、採掘、精製等

の上流部門についても計上するが、

LNG は 16.2t-CO2/TJ であるの

に対して軽油は 16.7t-CO2/TJ で
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証可能。 

▪ ベースラインとプロジェクトのバスは乗員数が同

等（±10%以内、及び空調条件が同一）。また運

航の頻度は変更されない。 

様。 

 ベースラインのバスが特定できない場合、同等またはより

保守的な特性を持つ対照群、または（それが不可能な場

合）プロジェクト実施前のルートの上位 20%の原単位に

ついて、過去3 年の走行データより把握（データがない場

合は1年以上）。 

あり、LNG にとって不利とはならな

い。 

AMS-

III.AZ. 

排熱回収 ▪ － ▪ － ▪ － 他の方法論に吸収（廃止された唯

一の小規模CDM方法論） 

AMS-

III.BA. 

電子廃棄物のリサ

イクル 

▪ 対象プロジェクトは電子機器の廃棄物をリサイク

ルすることによる新規製造回避。 

▪ 少なくとも非鉄金属廃棄物について分別処理を

実施する。 

▪ リサイクル施設におけるアウトプット及び燃料、電

力消費量の計測と記録が可能。 

▪ リサイクルされた素材は製造施設に直接送付さ

れるか、中間処理のチェーン、製造施設に販売す

る小売事業者に供給される。排出削減はリサイク

ル施設、処理施設、回収業者のいずれかが計上

するが、二重計上が契約等で排除される。 

▪ プロジェクト事業者は、リサイクルされた素材の

品質が非リサイクル素材と同等であることを化学

組成の試験や品質保証書等により示す。 

▪ ベースラインのリサイクル率は 20%以下である

か、そうでない場合は下記を含む方法によりリサ

イクル率が大幅に増加することを示す。 

 他所からのリサイクル機会の収奪につ

ながらない 

 より優れた回収技術の利用 

 リサイクルインフラによりリサイクル率

が50%以上向上する 

▪ 上記が満たせない場合は銅と貴金属を対象から

除外する。 

▪ リサイクルされた素材を用いた最終製品はホスト

国で生産されたことを過去 3 年間のデータで示

すことができる。 

▪ 電子廃棄物のリサイクルに関する地域の規制が

高い水準で遵守されている場合は適用外。 

▪ 下記のように算出。 

 金属：回収されて再利用施設へ供給される素材の量、附属

書Ⅰ国生産量分を排除する補正、一次生産を行うベース

ライン原単位の積により算出。 

 プラスチック：回収量、リサイクル時のロス、当該プラス

チックのホスト国生産量及び非附属書Ⅰ国からの輸入量、

バージン素材の原単位）。 

 

▪ 輸入素材の代替は、非附属書Ⅰ国からの輸入分に限定する。これは

附属書Ⅰ国における一次生産を削減する場合、排出削減クレジット

と二重計上になるためである。 

▪ 原単位：主要金属、プラスチックスについてデフォルト排出原単位を

記載。 

▪ リサイクル施設及び処理施設での排出量について

算出。 

 アルミ、鉄、一部プラスチックスについて

デフォルト原単位を記載。 

 デフォルト原単位を用いない場合、複数の

素材で配分する場合は市場価格に沿って

配分。 

適用条件に示すリサイクル率の向

上は、下記のように例示されている。 

▪ 現状：10 万トンの廃棄物のう

ち 2.5 万トンがリサイクルさ

れ て い る （ リ サ イ ク ル 率

25%） 

▪ 将来：12 万トンの廃棄物のう

ち6万トンがリサイクルされる

（リサイクル率50%） 

▪ →リサイクル率の向上は

100%（倍増）。 

AMS-

III.BB. 

系統延伸またはミ

ニグリッドによる

電化 

▪ 国家的、地域的な送電網またはミニグリッドの延

伸、またはミニグリッドの新設による化石燃料代

替。 

 消費者の75%は家庭。 

 プロジェクト実施時には消費者は送電

網に連携していない。 

▪ 移動可能なシステムは対象外。 

▪ 電力供給量とベースライン系統のCO2原単位の積により算出。 

 個別に電力計が配備されていない場合についても規定あ

り（サンプリング等を実施）。 

 系統非連係の顧客については、AMS-I.L 同様、段階的な

原単位を設定。 

 年間 55kWh 以下：6.8t-CO2/MWh（灯油

ランプ代替） 

 年間250kWh以下：1.3t-CO2/MWh（小型

発電機） 

 年間250kWh超：1.0t-CO2/MWh 

▪ 電力供給量と原単位の積により算出。 

 現在の国家的、地域的送電網に連係する

場合、排出原単位の大きい上位10%の発

電所の平均原単位を用いる。 

 ミニグリッドの新設、連携を伴う場合、

AMS-I.FまたはAMS-I.Dに依拠する。 

 送配電ロスを考慮。 

再エネによるシステム/ミニグリッ

ド設立を行うプロジェクトについて

はAMS-I.Lを用いる。 

プロジェクト排出量の算定におい

て、上位10%とする根拠が不明瞭。 

AMS-

III.BC. 

車両の高効率化 ▪ アイドリングストップ装置、エコドライブ装置、タイ

ヤ転がり抵抗削減（自動空気圧調節）、空調改善、

▪ 対照群の原単位をベースラインとする（載貨重量 3.5 トン以上のト

ラックについてはトンキロ法、それ以外は燃費法）。 

▪ プロジェクト車両の燃料消費率（トンキロベースまた

は距離ベース）と、載貨重量または走行距離により

プロジェクト排出量は燃料消費量

の実測ベースで行える可能性があ
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低粘度オイル、エアロパーツ、CVT、エンジン効

率向上のためのレトロフィットが該当。 

▪ 運用改善、エンジン効率改善を伴わない燃焼効

率改善（エマルジョン燃料等が該当すると想定）、

バイオ燃料、ガスへの転換は対象外 

 年数、使用地域、容量が同等（乗用車、バス）、走行距離、載

貨重量が同等（トラック）な群を選択。 

 第三者の業務用車両より対照群を設定してベースライン原

単位を算出。 

算出。 

 ベースライン排出量と整合を取る。 

 必要に応じサンプリングを実施。 

る。 

いくつかのパラメータ（ALtkm、

ALkm）について数式の直下で説明

されることが望ましい。 

AMS-

III.BD. 

アルミ地金製造時

のインゴットに代

わる溶融金属の

供給 

▪ スクラップリサイクル施設から溶融形態で供給す

ることにより、再溶融に必要な化石燃料を節減。 

▪ 新規施設にも既存施設にも適用可能。 

▪ プロジェクト実施前3 年以上の稼働実績があり、

ベースラインはインゴットを利用していることが

立証可能。 

▪ ベースラインとプロジェクトシナリオにおける生

産量は同等（±10%以内で、設備容量は同一）。 

▪ 補助エネルギー消費量の増加につながらない。 

▪ 下記について算出。 

 インゴット溶融に用いるエネルギー（化石燃料及び電力）

→加熱について、温度差、潜熱、溶融炉の効率等による式

を記載。効率については炉の種類に応じたデフォルト値を

記載。 

 インゴット溶融時の酸化による損失：エネルギー密度（デ

フォルト値 7.3MWh/t-Al）、損失率（4%と実測値の小さ

い方を採用） 

▪ 化石燃料、電力消費量に起因する排出（ツール）。 

▪ リーケージとして、プロジェクト設備が他施設から

移転されたものである場合に勘案。 

 

AMS-

III.BE. 

土壌被覆による野

焼き時メタン・

N2O 排出削減 

▪ 対象プロジェクトは野焼きされていたバイオマス

を土壌被覆（マルチ）に用いるもの。 

▪ プロジェクト実施前3 年間にはサトウキビを栽培

している場所で、野焼きが慣行であったことを示

す必要がある。 

▪ 土壌被覆を行うバイオマス貯蔵は 7 日間未満と

するか、嫌気分解されないことを示す必要があ

る。 

▪ バイオマスの燃焼量、メタン及び N2O の排出係数と GWP の積に

より算出。 

 排出係数は各国固有の値、地域の計測結果に加えて

IPCCのデフォルト値を使用可能。 

 バイオマス燃焼量には収量に対し、燃焼分の比率（デフォ

ルト15%等）燃焼率（デフォルト0.8等）を乗じる。 

▪ 下記について算出。 

 バイオマス粉砕等に関する電力消費量に

起因する排出（ツール）。 

 土壌被覆に起因する N2O 排出。窒素含

有率、N2O 排出率にはデフォルト値

（0.7%、0.005kg-N2O/kgN）を記載

（他の値も利用可能）。 

 

AMS-

III.BF. 

窒素需要の少な

い種子（NUE 種

子）の利用 

▪ プロジェクト対象地域で用いられていない。 

▪ 栽培する作物は在来作物と同種とする（例：NUE

イネによるイネの代替）。 

▪ 他の耕作慣行に変更はない。 

▪ メタン排出増加につながらないことを立証（バイ

オマス、地上部と地下部の比率、萌芽等の特徴を

事前または事後的に比較して説明する）。 

▪ 過去 3 年間同種の作物を栽培していた地域にの

み適用される。 

▪ プロジェクトに基づく収量に対し、ベースラインとプロジェクトでの

窒素トンあたり収量の差を乗じる。 

 ベースラインの窒素あたり収量については、同年における

プロジェクト事業者の所有する農場における対照群の調

査により把握。 

▪ 窒素排出原単位についてはIPCCデフォルト値またはDNDCモデ

ルを採用（前者の場合は不確実性係数0.82を乗じる）。 

根粒菌（AMS-III.A）とは異なる。 

サンプリング調査は第三者機関により実施される。  

AMS-

III.BG. 

持続可能な木炭

の製造・消費 

▪ 対象プロジェクトは特定された消費者に対する木

炭の頒布による非再生可能バイオマスの代替。 

▪ 最終消費者は家庭、中小企業、家庭向け小売市場

（即ち大規模産業以外）。 

▪ 高効率キルンの利用またはバイオマス残差によ

る木炭製造。 

 在来キルンのレトロフィットは対象外。 

 副生ガスの破壊施設を装備しているこ

とが条件。 

▪ 嫌気的条件下でバイオマスは貯蔵されない。 

▪ ベースラインシナリオは化石燃料及び/または非持続可能な方法で

の木炭の継続的消費。 

 ベースラインでの燃料起源：木炭消費量、原料材から木炭

への換算係数、原料材の低位発熱量（木炭発熱量のデフォ

ルト値との比率で補正）、ベースラインの化石燃料の原単

位の積により算出。 

 ベースラインでの木炭起源メタン：木炭排出係数（デフォル

ト値あり）から回収義務がある場合はその義務量を差し引

いたもの。 

 非再生可能バイオマス比率（ツール） 

▪ 漏出メタン、フレア、化石燃料及び電力（ツール）、バ

イオマス栽培に起因する排出。 

木炭製造の効率向上を目指すプロ

ジェクト。 

 

回収メタンに関する記載があいま

いな印象がある（パラ6）。 

AMS-

III.BH. 

石膏コンクリート

によるレンガ、セメ

ント削減 

▪ 石膏は他の有用な用途から転用されていないこ

とを公的な統計等により立証。 

▪ 最終利用についてはモニタリングされる（サンプ

リング含む）。 

▪ 石膏コンクリートの性能はベースラインで用いら

れるレンガ、セメントと同等以上であることを試

験データ等により立証（耐力壁への適用について

▪ レンガとセメントについて原単位を算出し、当該用途に用いられるレ

ンガとセメントの比率に応じて平均する。 

 レンガ：対象施設が判明する場合、過去 3 年間のレンガ生

産量当たり燃料消費量に基づき原単位を算出。そうでない

場合、上位 20%に相当する原単位を算出するか、保守的

な数値を公式統計等により算出。 

 セメント：地域のセメント製造施設の上位 20%か、保守的

▪ 下記について算出。 

 燃料及び電力消費起源排出量（ツール）。 

 石膏コンクリート生産に伴う上流部門の排

出（石膏等の原単位について記載）。 

ベースライン原単位算出の選択肢

として、「保守的な数値を公式統計等

により算出」というオプションに具体

性を欠くが、詳細な記載が困難とも

想定される。 

 

過去に、石膏コンクリートによるセ
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課題がある可能性がある）。 

▪ ホスト国における輸入セメントの比率が 10%未

満。 

な数値を公式統計等により算出。 メント起源コンクリートの代替に関す

る方法論が提案されたが、耐力性に

欠けるため機能的同等性が保てない

とされた経緯がある。 

AMS-

III.BI. 

ガス処理施設にお

けるフレア回収 

▪ 既存の天然ガス処理施設からのオフガス（低圧

副生ガス）回収、原料利用（回収、圧縮、処理）。 

▪ プロジェクトが行われない場合、オフガスは全量

フレアされるか一部自家消費される（放出ではな

い）。 

▪ 回収とガス処理施設への還元の間に燃料ガス等

の追加が行われない。 

▪ フレア、燃料ガス及び電力消費量に起因する排出。 

 フレア：回収オフガス中の炭素量に基づき算出（回収量は

過去の過去の生成量及び理論値でキャップされ、自家消費

量分を差し引く）。 

▪ 燃料及び電力消費起源排出量（ツール）。 

 燃料消費は、ドライガスのオンサイトでの

燃焼に関するもの。ただし過去用いられ

ていた量をエネルギーベースで下回らな

い。 

ドライガス消費量が従来を下回ら

ない算定式の根拠が不明瞭と思わ

れる。 

AMS-

III.BJ. 

プラズマ技術によ

る有害廃棄物削

減 

▪ 対象プロジェクトはプラズマガス化技術による有

害廃棄物の分解（焼却施設の代替） 

▪ 生成される合成ガスはメンテナンス時等の一時

的な場合を除いて利用される。また合成ガスの

漏出を防止するための設備が備わっている。 

▪ 有害廃棄物以外には適用されない。 

▪ 残渣物の炭素比率はモニタリングされ、比率が高

いものはプラズマ分解施設に戻される。 

▪ プロジェクト地域において、エネルギーを生成す

る処理方法を用いた焼却施設が許可されておら

ず、既存焼却施設を代替するものではない。 

▪ 下記について算出。 

 ベースラインにおける燃料・電力消費量：廃棄物処理量あ

たり燃料・電力消費原単位について、過去のデータを元に

算出（最適条件でない可能性を考慮して0.95を乗じる）。 

 プロジェクトにおいて正味エネルギーを生成した分につ

いて、ベースラインにおける発電を代替したと見なす。 

▪ 補助燃料、添加剤消費量に起因する排出。 

▪ 廃棄物処理に関する焼却処分の規制遵守率の増加

についてもプロジェクト排出量として考慮。 

プラズマガス化により合成ガスを

発生し、電力、燃料を代替する。 

 

プロジェクトにおける電力消費量

が考慮されていない可能性がある。 

 

「最適条件でない可能性を考慮し

て 0.95 を乗じる」ものが何を指す

のか不明（結果として保守的となって

いる）。 

AMS-

III.BK. 

小規模酪農業に

おける戦略的給

餌による生産性向

上 

▪ 対象プロジェクトは酪農における給餌の改善によ

り、牛乳の生産量が向上し、結果としてメタンの

原単位が低減することを目指すもの。 

▪ 100等/世帯以下の小規模酪農家（乳牛、水牛）が

対象。 

▪ 補助飼料が消化の向上を通じて乳の収量を増加

させることをPDDで示す。 

▪ 安全・健康上の制約について特定され、農家に対

する教育訓練等が実施される。 

▪ 乳1リットル当たりメタン排出原単位、1頭あたり乳収量、頭数の積に

より算出。 

 メタン原単位はエネルギー摂取量、日数、メタン転換率（デ

フォルト7.5%）等により算出。 

▪ ベースライン排出量と類似した手法で算出。  

AMS-

III.BL. 

コミュニティ電化

のための統合方

法論 

▪ 電化またはミニグリッドの低炭素化に対して適

用。対策は屋上太陽光も含む再エネ/ハイブリッ

ド、化石燃料焚発電所のミニグリッドへの再エネ

導入、国家・地域グリッドの延伸によるミニグリッ

ド代替。 

▪ リハビリも対象となる（ただし在来電力システム

が過去 6 カ月発電していないか、異なる燃料が

用いられており、同等の発電能力を持つ発電所

の新設コストの半分以上の投資額を要する等の

制約がある）。 

▪ 対象需要家数の 75%以上が家庭部門であるこ

と。 

▪ 下記のステップにより算出。 

 消費者の分類（系統連系の有無、規模等） 

 個別消費者グループの消費量算出（計測、サンプリング、

再エネのみのプロジェクトの場合、設備利用率を想定した

想定消費量等 

 原単位を乗じる（AMS-I.L と類似した、段階的な原単位を

設定） 

▪ 送電側の原単位として、下記のオプションがある。 

 ゼロ（再エネのみのプロジェクト） 

 AMS-I.D に依拠する（化石燃料と再エネ

のハイブリッド） 

 送電側のグリッドで最も原単位の高い

10%のプラント等 

▪ リーケージとして、送電線の建設に必要な土地確保

の た め の 炭素ス ト ッ ク 損失に つ い て 考慮

（AM0045及びAM0104に準じる）。 

提案プロジェクトはセネガルにお

けるソーラーホームシステム、PV＋

-ディーゼルハイブリッド及び系統延

伸。 

AMS-

III.BM 

2－3 輪の個人輸

送車両 

▪ 自転車レーンの新設、既存レーンの拡張、自転車

シェアプログラムの新設・拡張、駐輪場の新設・拡

張、電動自転車の導入、三輪車ベースの輸送シス

テムの拡張。 

▪ 対象プロジェクトにより下記のオプションのいずれかにより算出。 

 全てのプロジェクト種類について、ベースラインの移動

モードのサーベイ 

 自転車レーン、駐輪場を新設するプロジェクトについて

は、公共交通をベースラインとする原単位（種類、原単位

については公的機関によるデータ等に基づきツール使

▪ 電力消費量（ツール）。 トップダウン的な方法論であり、対

象がかなり広い。 
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番号 概要 主要な適用条件等 ベースライン排出量算定の概要 プロジェクト、リーケージ排出量算定の概要 その他の特筆すべき点 

用）と、自転車による移動のプロジェクト実施前と比べた

増分、ベースラインにおける徒歩を想定した割引（0.9）の

積として算出。 

 自転車シェア、電動自転車について、ユーザーのサーベ

イに基づく 

AMS-

III.BN 

公共交通の効率

的運用 

▪ ITS 対策、路線再設計、トンネルや通路等による

交通課、BRT 以外の優先レーン、急行路線の追

加、舗装の修復が該当。 

▪ 旅客数の減少につながらないこと。 

▪ バス車体自体の効率化、BRT システム設置、

BRT に基づき運行しているバスは（既にこれら

の対策が想定されるため）対象外。 

▪ 排出削減量の算出として、旅客人キロ、旅客当たり移動距離、排出係

数、排出削減係数の積により算出。 

▪ 排出削減係数（ERFk）は過去データまたはベースラインキャンペー

ンにより算出された、ベースラインとプロジェクトのルートのエネル

ギー消費率の比、または第三者が公表した公的な文献・統計等に基

づく相対的な省エネ率 

パラメータERFkの位置づけは非常の重要だが、「第三者

が公表した公的な文献・統計等に基づく」という記載は非常

に抽象的な印象を与える。 

 

対象プロジェクトの幅が非常に広い。 

 

AMS-

III.BO 

コンテナ等の貨物

輸送設備の改善 

▪ 同じ重量で載貨容量が大きいコンテナ（軽量化等

による）の利用が対象。 

▪ 燃料転換、エンジン効率向上、モーダルシフト等

は対象外。 

▪ 車両群（フリート）あたり輸送する車両は一種類

（総重量、使用燃料で区分）。 

▪ 対象ルートは複数でも良いが、貨物の目的地は

一か所のみで、クレジット期間中出発地、目的地

は不変。また集散する中継所が異なるようなサー

ビスは対象外。 

▪ 貨物タイプ、走行距離当たり排出率、ベースラインとプロジェクトで

の貨物トンあたり走行距離原単位の差を乗じる。ベースライン走行

距離原単位には、クレジット期間の距離変更（あれば）による補正の

積を適宜乗じる。 

 ベースライン走行距離原単位については、対照群のデー

タとの比較かまたは1年以上の過去データを用いた算出

（ツール）。それらのいずれもが入手できない場合、ベー

スラインキャンペーンを実施。 

方法論を提案したプロジェクト事業者は南米のビール会

社。  

AMS-

III.BP 

陸からの船舶に対

する電力供給 

▪ 対象プロジェクトは港湾停泊時における陸域（系

統、自家発電）からの電力供給による（CO2 原単

位が高い）船上発電機による発電電力の代替。 

▪ ベースラインは船舶搭載の発電機による発電の

代替（在来の場合に限定）。熱源の電化は含まな

い。 

▪ 内航海運船舶に限定。 

▪ プロジェクトによる電力消費量、在来機器の燃料消費率、燃料の低位

発熱量及びCO2原単位の積により算出。 

▪ 在来機器の燃料消費率は下記のいずれかで推計（優先順） 

 過去3年の平均 

 過去1年の平均（同種の船舶3隻） 

 発電機メーカーのスペック 

 ベースライン発電・熱供給システムの効率算定ツールに示

す最も保守的な値。 

▪ プロジェクトによる電力供給量に起因する排出（送

配電ロスを考慮）。 

▪ 電力の原単位は下記のオプションで算出。 

 電力消費及び発電に起因する排出量算定

ツール（系統、化石燃料焚自家発電） 

 AMS-I.F（ミニグリッド） 

 ゼロ（再エネ自家発電） 

航空関連の方法論同様、国内のみを

航行する船舶に限定される。 

再エネバイオマスに関する規定が

望ましい。 
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参考資料4. 吸収源 CDM に関する方法論 

表 4-1 吸収源 CDM に関する方法論 

 
番号 概要 主要な適用条件等 ベースライン吸収量算定の概要 プロジェクト吸収量算定の概要 

AR-AM0014 

（大規模 CDM

方法論） 

荒廃マングローブ

生息地の再植林 

▪ プロジェクト実施地域の 90%はマングロー

ブ樹種により植林される（逸脱する場合は

プロジェクト地域及び周辺の水理条件が変

更されないことを示す。） 

▪ 植樹による土壌攪乱度が 10%以上となら

ない（3m×3m 間隔で 50cm×50cm の

掘削を行う場合は 2.78%で、合致する）。 

下記により算出。 

▪ ベースラインの高木、低木、枯死バイオマスに

含まれる炭素ストック（ツール） 

下記により算出。 

▪ プロジェクトによる炭素ストック増加－プロジェクトによる非 CO2 温室効果ガスの増加

（ツール） 

 プロジェクトによる炭素ストック：高木、低木、枯死バイオマス、土壌（土壌につい

てはデフォルト値を設けている） 

 

リーケージについて、農業活動の移転に伴う排出を考慮する（ツール）。 

AR-

ACM0003 

（統合化 CDM

方法論） 

湿地以外の植林・

再植林 

▪ 有機土壌を含む地域、非荒廃地において、

植樹による土壌攪乱度が 10%以上となら

ない（定義上記参照）。 

下記により算出。 

▪ ベースラインの高木、低木、枯死、落葉等バイ

オマスに含まれる炭素ストック（ツール） 

下記により算出。 

▪ プロジェクトによる炭素ストック増加－プロジェクトによる非 CO2 温室効果ガスの増加

（ツール） 

 プロジェクトによる炭素ストック：高木、低木、枯死バイオマス、落葉等、土壌（土

壌についてはデフォルト値を設けている） 

 

リーケージについて、農業活動の移転に伴う排出を考慮する（ツール）。 

AR-AMS003 

（小規模 CDM

方法論） 

湿地での植林、再

植林 

▪ マングローブ林のような潮間帯で、樹冠

ベースでの植被率が 20%未満である遅

滞、無機質土壌の氾濫原、または季節的に

冠水する地域である。 

▪ プロジェクト地域及び周辺の水レジームに

影響を与えない。 

▪ 土壌攪乱度が 10%以上とならない（定義上

記参照）。 

▪ 泥炭地を含まない。 

下記により算出。 

ベースラインの高木、低木、枯死バイオマスに含まれ

る炭素ストック（ツール） 

下記により算出。 

▪ プロジェクトによる炭素ストック増加－プロジェクトによる非 CO2 温室効果ガスの増加

（ツール） 

 プロジェクトによる炭素ストック：高木、低木、枯死バイオマス、土壌（土壌につい

てはデフォルト値を設けている） 

 

リーケージについて、農業活動の移転に伴う排出を考慮する（ツール）。 

AR-AMS007 

（小規模 CDM

方法論） 

湿 地 以 外 で の 植

林、再植林 

▪ 対象地域が湿地以外。 

▪ 有機土壌を含む地域、非荒廃地において、

植樹による土壌攪乱度が 10%以上となら

ない（定義上記参照）。 

下記により算出。 

ベースラインの高木、低木、枯死、落葉等バイオマス

に含まれる炭素ストック（ツール） 

下記により算出。 

▪ プロジェクトによる炭素ストック増加－プロジェクトによる非 CO2 温室効果ガスの増加

（ツール） 

 プロジェクトによる炭素ストック：高木、低木、枯死バイオマス、落葉等、土壌（土

壌についてはデフォルト値を設けている） 

 

リーケージについて、農業活動の移転に伴う排出を考慮する（ツール）。 
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参考資料5. CDM ツール（吸収源以外） 

 

表 5-1 採択 CDM 方法論一覧（４： CDM ツール） 
 名称 目的・背景等 概要 

1 Tool for the demonstration 

and assessment of 

additionality（追加性立証ツー

ル） 

▪ 当該 CDM プロジェクトの追加性を立証す

る手法について記載。 

▪ 初期の CDM プロジェクトの多くは系統電

力に連係するプロジェクト、または在来施

設を改修するプロジェクトであり、ベースラ

インシナリオの多様性について検討する必

要がなく、従って当該プロジェクトの追加

性のみを検討することが重要であった。 

▪ 具体的には下記のステップからなる。 

 ①プロジェクトの代替案の特定。 

 ②投資分析（当該 CDM プロジェクトが最も投資上魅力的な選択肢ではないことを立証）。 

 分析方法として、単純コスト分析、投資比較分析（代替案が存在する場合）、ベンチマーク分析（在来施設の改修等、代替

案が現行の継続の場合）がある。投資分析の手法については TOOL27（投資分析）参照。 

 ③障壁分析（当該 CDM プロジェクトの実施を妨げる要因が 1 つ以上あり、かつ代替シナリオの 1 つ以上がその障壁を有しない）。

障壁の例としては技術、インフラの欠如等が挙げられている。 

 ④コモンプラクティス分析（同種のプロジェクトが非 CDM プロジェクトとして他に存在しないか、当該 CDM プロジェクトとの相違

点が合理的に説明可能か等、チェックの役割を果たす。具体的な手法については TOOL24 を参照） 

 

▪ 収益性が高いプロジェクトによる障壁分析の濫用が懸念され、投資分析が追加性立証の主流となった。 

▪ なお、「同種の中で最初の事例（first-of-its-kind：FOIK）」であれば自動的に追加的と見なされる。FOIK の定義に関しては TOOL23

参照。 

2 Combined tool to identify 

the baseline scenario and 

demonstrate additionality

（ベースラインシナリオ及び追加

性の特定のためのコンバインド

ツール：通称コンバインドツール） 

▪ 上記の「追加性立証ツール」との違いは、

ベースラインシナリオと追加性の立証の表

裏一体性を認識し、両者を共に決定する点

である。 

▪ 初期の CDM において主流を占めた系統

連系プロジェクト、在来設備の改修プロ

ジェクト以外の多くの CDM プロジェクト、

とりわけ設備の新設を伴うものについて、

当該プロジェクトの追加性の立証のみなら

ず、当該設備がない場合の、「ベースライ

ン」シナリオが何か、についても特定する必

要が生じたため、「コンバインドツール」が

策定され、現在これに移行しつつある。 

▪ 具体的には下記のステップからなる。 

 ①プロジェクトの代替案の特定 

 ②障壁分析（投資障壁、技術障壁（熟練労働の不足、インフラの欠如、技術的な失敗のリスク、対象となる地理的な範囲における当

該技術の不在））、その他の障壁） 

 ③投資分析 

 当該 CDM プロジェクトが、提案事業者によってのみ行われうる場合（例：自社工場の改修）、ベースラインは単純コスト

分析または投資比較分析により投資上魅力的な選択肢となる。また、そうでない場合（例：系統連系発電プロジェクト）は

ベースライン排出量の算定については、排出ベンチマークまたは（方法論の規定によるが）投資比較分析により投資上魅

力的な選択肢となる。投資分析の手法については TOOL27（投資分析）参照。 

 ただし、当該 CDM プロジェクト以外に何かを実施する選択肢がない場合は投資分析は行わず、最低排出シナリオまた

はベンチマークがベースラインとなる。 

 ④コモンプラクティス分析 

 

▪ なお、「同種の中で最初の事例（first-of-its-kind：FOIK）」であれば自動的に追加的と見なされ、ベースラインは上記のように定義され

る。FOIK の定義に関しては TOOL23 参照。 

3 Tool to calculate project or 

leakage CO2 emissions 

from fossil fuel combustion

（化石燃料起源プロジェクト・リー

ケージ排出量算定ツール） 

▪ 多くの方法論で用いる、化石燃料の燃焼に

起因する排出量の算定方法について標準

化したもの。 

▪ 基本式は「燃料消費量」×「排出係数」で計算する。 

▪ 排出係数の推計方法として（A）炭素含有量に基づく方法と、（B）低位発熱量と低位発熱量あたり CO2 排出原単位の積に基づく方法の 2

種類を記載。データがあれば A を推奨。 

▪ モニタリング手法として下記を記載。 

 燃料消費量の測定機器、手法（連続） 

 炭素含有量、熱量、熱量当たり排出係数（燃料サプライヤー等の提供するものを優先するが、熱量や排出係数は IPCC ガイドライ

ンも利用可能。ただしその場合は保守性の観点から、ガイドラインに示されている 95%信頼区間の上限値を採用。プロジェクト及

びリーケージ排出量であるため、高いほど保守的となる）。 

4 Emissions from solid waste 

disposal sites（固体廃棄物処

分施設起源排出量算定ツール：

通称 FOD ツール） 

▪ ランドフィル起源メタン排出量を推計する。 

▪ 当初は方法論 AM0025、ACM0001 に

含まれていたが、ツールとして独立した。 

▪ 廃棄物が将来的に発生しうるであろうメタ

ンの潜在量ではなく、当該クレジット期間に

発生しうるであろうメタンの量について算

定方法を記載したもの。 

▪ ポイントは下記の通り。 

 算定式は IPCC ガイドラインにも記載されている first-order-decay モデルを用いる（メタン発生率が一定の係数で指数関数

的に減衰する曲線となる）。 

 具体的には、種類ごとの廃棄物の量、分解可能な有機炭素（DOC）、ランドフィルでの酸化率（OX）、メタン転換比率（MCF）、分解

率（k）、廃棄物種類等、補正係数から推計する。 

 廃棄物の量（及び比率）以外の多くの係数についてはデフォルト値が記載されている。MCF についてはランドフィルの状況、DOC

は廃棄物の種類（木材、紙類、食品、繊維、庭園・空地起源等）、分解率 k は気象条件により異なる値がデフォルトで設けられてい
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 名称 目的・背景等 概要 

る。 

 廃棄物の量及び組成は湿潤ベースで継続してモニタリングする。 

 

▪ 本ツールの主要な用途として下記が挙げられる。 

 方法論 ACM0001（ランドフィルガス利用・フレア）等において、PDD 記載用に排出削減量の事前の推計を行う（実際のメタン利

用量はモニタリングにより把握）42。 

 方法論 ACM0022（燃料、材料への転換等、廃棄物の有効活用によるランドフィルの回避）等において、当該廃棄物の性質、ラン

ドフィルの状況、環境条件から、発生したであろうメタンの量を算定する。 

5 Baseline, project and/or 

leakage emissions from 

electricity consumption 

and monitoring of 

electricity generation（電力

消費及び発電に起因する排出量

算定ツール） 

▪ 電力消費が変動するプロジェクト（節電プ

ロジェクト等）に適用するために策定され

た。算定手法が発電プロジェクトにおける

温室効果ガス排出量算定手法とほぼ同一

のため、発電プロジェクトに拡張された。 

▪ ポイントは下記の通り。 

 電力消費の変化によるベースライン、プロジェクト、リーケージ排出量の変化には送配電ロスも含める（例えば 1MWh の節電は

1MWh 以上の発電電力量の減少につながると見なす。デフォルトの送配電損失は当該国データ、またはデフォルト値として 20%

（プロジェクトまたはリーケージ排出量算定）、5%（ベースライン排出量算定）を採用する。 

 電力 CO2 原単位について、コンバインドマージン法で求めるか、またはデフォルト値として 1.3t-CO2/MWh（プロジェクトまたは

リーケージ排出量算定）、0.4 t-CO2/MWh（ベースライン排出量算定）を用いる。即ちプロジェクト排出量は多め、ベースライン

排出量は少なめに算出することで保守性を担保する。 

 

▪ 以上のように、プロジェクトまたはリーケージ排出量算定の場合とベースライン排出量算定の場合でデフォルト値が異なるのは、保守性の観

点に立脚しているためである。なお小規模 CDM 方法論では 10%の値を採用しているものもある。 

6 Project emissions from 

flaring（フレア起源排出量算定） 

▪ ランドフィルガス利用プロジェクト（方法論

ACM0001 等）において、フレアする場合

の排出量を算定する。 

▪ 第 86 回方法論パネルにおいて、メタン以

外の炭化水素（エタン、プロパン、ブタン）

のフレアの影響についても言及が加えられ

た。 

▪ フレア効率について下記のように規定する。 

 開放フレア：炎が検知される場合は当該の時間帯（分単位）について 50%、それ以外は 0%と見なす。 

 閉鎖フレア：下記のオプション（デフォルト値の採用か実測か）により選択。 

 デフォルト値として、温度がメーカー指定の範囲にあり、炎が検知される場合は当該の時間帯（分単位で検知される）につ

いて 90%とする。 

 フレア効率を実測する。TOOL08（気体流における温室効果ガスのマスフロー算定ツール）に準拠し、下記のオプション

を選択する。 

 年 2 回以上、認定された機関による計測により、フレア前後のガスのメタン比率のデータを基に算定される（不

確実性係数 5%を差し引く）。 

 毎分ベースで、当該分ごとのフレア前後のメタン比率のデータを基に設定される。 

 上記以外は 0%と見なす。なおフレアの高さが燃焼室の 2～10 倍以内の場合は 10%を差し引く。 

▪ ガスのフローを計測する手法については別ツール（TOOL08）で規定する。 

7 Tool to calculate the 

emission factor for an 

electricity system（電力シス

テム排出係数算定ツール） 

▪ 電力系統等の CO2 原単位を算定する手

法について記載。当初は系統連系再生可

能エネルギープロジェクトに関する方法論

ACM0002 の一部であったが、手法が多

くのプロジェクトに共有されるため、ツール

として独立した。 

▪ 本ツールにおけるアプローチは、草創期の

CDM において、発電プロジェクトの多く

が、水力発電所が多く系統平均 CO2 原単

位が低い南米諸国において提案されたこ

とに起因していると思われる。 

▪ 系統全般にわたる電力・燃料消費データの

入手は、特に IPP にとっては困難が伴う場

合が多く、多くの国で本ツールに基づくア

プローチを用いたデフォルト値が発表され

た。これらについては CDM 事務局、パネ

ル、DOE 等の検証は行われていない）。 

▪ ポイントは下記の通り。 

 調整電源に相当する「オペレーティングマージン（OM）」と、今後の電源開発のトレンドに相当する「ビルドマージン（BM）」の平均を

取った「コンバインドマージン（CM）」により算定。 

 OM については下記 4 種類が挙げられており、3 年分の平均を取る。 

 再エネ、原子力等の低コスト・マストラン（LCMR）電源の比率が 50%未満の場合は、それを排除した平均原

単位（simple OM） 

 再エネ等の低コスト・マストラン比率が 50%を超える場合、及び 50%未満の場合でも時間ごとの負荷が入手

可能な場合は負荷により LCMR 電源が調整電源となっている時間帯、そうでない時間帯で LCMR 電源、非

LCMR 電源の原単位をそれぞれ乗じて求めた平均原単位（simple adjusted OM：LCMR 電源が調整電

力となっている時間の比率をλで表す）。 

 時間ごとの各発電所からのディスパッチデータが入手可能な場合は限界電源の原単位（dispatch analysis 

OM） 

 再エネ等の低コスト・マストラン比率が 50%以上の場合で上記に該当しない場合は全電力の平均原単位

（average OM） 

 Dispatch analysis OM のみリアルタイムデータのため事後的に算定。他は事前に固定することも可能とし

ている。 

 BM については、至近で建設された 5 件または総発電量の 20%を超える（CDM プロジェクト以外の）発電所群を基本

 
42 途上国におけるランドフィルの多くは嫌気条件について十分ではない等の課題があり、想定したほどのメタンを発生しない場合があった。 
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とする母集団から算定（将来の電源計画に基づくべきであるが、多くの国にとって確定した路線ではないため）。 

 上記の発電所の運開が 10 年以上前になる場合は、CDM プロジェクト対象発電所も含める等補正。 

 事前に決定する方法と、事後に（毎年）算定する方法を記載。 

 データが不十分の場合、低開発国等であれば OM を BM と同じと見なして CM を算出する。それ以外の地域

では燃料種別のデフォルト原単位を用いることも可能（TOOL09）。 

 原単位については実データまたは TOOL09 のデフォルト値を用いる。 

 CM について、低開発国等の場合は OM のみで代替可能。CM は通常は OM と BM の単純平均だが、再エネの場合

は OM 比率を 75%とすることが可能。第 2 クレジット期間以降は BM 比率を 75%とする。隔離されたグリッドの場合、

OM=0.79t-CO2/MWh、BM=0.58t-CO2/MWh のデフォルト値がある。 

 

▪ その他の主な規定は下記の通り。 

 系統の定義：①ホスト国の定義に従う、②ディスパッチセンターが供給する地域、③多国間のパワープールで送電制約がない場合

（送電制約の定義は記載）。 

 輸入電力の原単位は 0（デフォルト）または輸出側系統のオペレーティングマージン。 

 系統に連係する電力プロジェクトにより、系統ではなく、（ディーゼル等、排出係数が高い）オフグリッドの電力を代替すると主張す

るプロジェクト事業者のための算定手法も盛り込まれている（ただしオフグリッド発電設備の種類及び稼働状況に関するデータ収

集が必要）。 

 オフグリッドの設備容量か発電量が電力システムの 10%以上である場合に限定。 

 稼働時間については実測、デフォルト（300 時間）等のオプションを設定。 

8 Tool to determine the mass 

flow of a greenhouse gas in 

a gaseous stream（気体流に

おける温室効果ガスのマスフロー

算定ツール） 

▪ ランドフィルガスのように、多くの物質及び

水分からなる混合気体における温室効果

ガスの量を算定するための手法を記載。 

▪ ポイントは下記の通り。 

 算定オプションとして、体積及び質量の計測方法及びガスの体積比について、乾燥ベース、湿潤ベースの選択肢を設ける。 

 流量の計測にあたり、圧力、温度、及び（湿潤ベースの場合）水分含有量についても行う。絶対湿度の算定については、水分含有

量の測定または（それが困難な場合）ガスが飽和しているか水分含有量がゼロであるかのいずれかとする（より保守的な法を選

択） 

 フローを乾燥ベースで行う場合について、水分含有量が 0.05kg-H2O/m3 以下か、ガスの温度が 60℃未満である場合は乾燥

しているとみなすことができる。上記が証明できない場合、流量は湿潤ベースで行う。 

 温室効果ガスの比率計測にはガスアナライザーによる連続計測が必要としている。 

9 Determining the baseline 

efficiency of thermal or 

electric energy generation 

systems（ベースライン発電・熱

供給システムの効率算定ツール） 

▪ 当該プロジェクトにより代替されるベースラ

イン発電・熱供給システムの効率を算定す

る手法について記載。 

▪ これらベースライン機器はプロジェクトによ

り代替されるが故に効率はモニタリングで

きず、従ってこれらについて算定方法を定

義する必要が生じる。効率は負荷等に依存

するため、これらを勘案できることが望まし

い。 

▪ 提示されているオプションは下記の通り。これらに優先順位は設けられていない。 

 ①メーカー指定の負荷効率関数の利用 

 ②計測と回帰分析に基づく負荷効率関数の作成、利用（データ取得及び分析方法について記載） 

 ③過去データの回帰分析に基づく負荷効率関数の作成、利用（望ましいデータ取得期間について記載） 

 ④機器メーカーの効率指標（カタログスペック）利用（負荷効率関数として与えられていない場合） 

 ⑤計測及び保守的な数値の利用（計測方法について記載） 

 ⑥デフォルト値の利用。 

 

▪ 主なデフォルト値については下記の通り。 

 

機種等 デフォルト値 

ボイラ ▪ 新設ガスボイラ（92%）～バイオマスボイラ（85%）まで記載。「その他」は 100%としている。石

炭ボイラに関する効率設定が削除されている。 

系統連系発電

ユニット 

▪ 2000 年以前、2001～2012 年、2012 年以降に分け、石炭、石油/ガス、バイオマス計 12 種

類について記載している。 

▪ 例えば 2012 年以降に運開した施設については、超臨界石炭火力発電は 45%、超々臨界石

炭は 50%、CCGT は 62%とされている。 

オフグリッド発

電ユニット 

▪ 規模に応じて、エンジン（28%～45%）、ガスタービン（28%～42%）、小規模ボイラ（7%）の

数値が記載されている。 
 

10 Tool to determine the 

remaining lifetime of 

equipment（機器残存耐用年数

▪ ベースライン及びプロジェクト機器の耐用

年数について算定する。 

▪ とりわけ在来機器の代替、在来施設の改

▪ 耐用年数の決定に利用可能な情報源として下記を列挙している（優先順位は設けられていない）。 

 ①製造者の推奨する耐用年数と、稼働年数との差（製造者の推奨する条件で稼働している等の条件がある） 

 ②第三者の専門家による意見 
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決定ツール） 修を行うプロジェクトの場合、クレジットを

計上可能な期間は、ベースラインとなる在

来機器の耐用年数に依存する。 

 ③デフォルト値の使用（製造者の推奨する条件で稼働している等の条件がある） 

▪ 上記の選択肢に優先順位はないが、幅がある場合、クレジットを計上可能な期間の決定には短いほうの推計を用いる等、保守的に運用す

る。 

▪ デフォルト値については、ボイラ 25 年、蒸気タービン 25 年、ガスタービン：15 万時間（50MW 以下）、20 万時間（50MW 超）等の数値が

記載されている。 

11 Assessment of the validity 

of the original/current 

baseline and update of the 

baseline at the 

renewal of the crediting 

period（クレジット期間更新時の

ベースライン評価・更新ツール） 

▪ クレジット期間を更新するとき、ベースライ

ンについて再評価する必要が生じる。この

ためのツール。 

▪ CDM の手続き規定によりベースライン「シ

ナリオ」の再評価は行わず、ベースラインの

み検討することとなっている。 

▪ 下記のステップで検討する。 

 現状のベースラインの妥当性を評価 

 国、部門の政策との整合（法規制の遵守） 

 当該クレジット期間への更新時に前提とした環境の変化に関する評価（ベースラインシナリオの再評価は行わない）。 

 現行のベースライン機器の使用継続やベースラインにおける投資が更新されるクレジット期間においても最適かどうかの

評価 

 ベースライン及びデータ、パラメータの妥当性を評価）。 

 上記を踏まえてベースライン、及びデータ、パラメータをアップデートする。 

12 Project and leakage 

emissions from road 

transportation of freight

（道路貨物輸送からの排出量算

定ツール） 

▪ プロジェクトにおいて道路輸送が生じる場

合のプロジェクト・リーケージ排出量を算定

する。 

▪ バイオマス輸送を念頭に置いていると想定

される。 

▪ バイオマス発電等のプロジェクトにおいて、バイオマスの輸送をプロジェクト事業者以外の主体が実施している場合、その排出データの推

計が困難となる場合が想定される。このような場合のためにデフォルト値も含めた算出方法を用意している。 

 

▪ ポイントは下記の通り。 

 車両の分類は、軽車両（総重量 26 トン以下）、重車両（同 26 トン超）の 2 種類。 

 算定手法は下記の 2 通り。 

 燃料消費量のモニタリング 

 搬入量、距離、車両クラスをモニタリングし、CO2 原単位のデフォルト値を乗じる。 

 

▪ CO2 原単位のデフォルト値は 245g-CO2/トンキロ（軽車両：約 9km/l）、129g-CO2/トンキロ（重車両：約 4.5km/l）であり、各種文

献に基づきバイオマス輸送を想定して設定されている。 

13 Project and leakage 

emissions from composting

（コンポスト化に伴うプロジェクト・

リーケージ排出量算定ツール） 

▪ ランドフィル回避方法論（ACM0022）等

において、ランドフィルするはずであった有

機廃棄物をコンポストする場合の排出量の

算定方法について記載。 

▪ 対象となる排出源は下記の通り。 

 電力消費に起因する排出（TOOL5（電力消費及び発電に起因する排出量算定ツール）を用いて算出、またはコンポスト量に対し

てデフォルト値を乗じることにより算出） 

 燃料消費に起因する排出（TOOL3（化石燃料起源プロジェクト・リーケージ排出量算定ツール）を用いて算出、またはコンポスト量

に対してデフォルト値を乗じることにより算出） 

 コンポストに起因するメタン、N2O 排出（モニタリング手法または代替的手段としてのデフォルト値を記載） 

 排水処理に起因するメタン排出（排水量、排水中 COD、メタン発生能力、メタン転換係数、モデル補正係数により算出。排水量及

び COD はモニタリングを行うが、それ以外はデフォルト値を記載） 

14 Project and leakage 

emissions from anaerobic 

digesters（嫌気ダイジェスター

に伴うプロジェクト・リーケージ排

出量算定ツール） 

▪ ランドフィル回避方法論（ACM0022）、排

水処理方法論（ACM0014）等において、

排水等を嫌気ダイジェスターで分解する場

合の排出量の算定方法について記載。 

▪ 対象となる排出源は下記の通り。 

 電力消費に起因する排出（TOOL5（電力消費及び発電に起因する排出量算定ツール）を用いて算出、またはメタン発生量に対し

てデフォルト値を乗じることにより算出） 

 燃料消費に起因する排出（TOOL3（化石燃料起源プロジェクト・リーケージ排出量算定ツール）を用いて算出） 

 嫌気ダイジェスターからのメタン排出（計測方法は TOOL8（気体流における温室効果ガスのマスフロー算定ツール）を用いる等） 

 バイオガスのフレアに起因する CO2、メタン排出（TOOL6 を用いて計測） 

 消化残渣の貯蔵に起因するメタン排出（貯蔵排水量、COD のモニタリングデータに対してメタン発生能力、メタン転換係数を乗じ

る手法と、ダイジェスターで発生するメタン量に対するデフォルト値を用いる方法を併記。） 

 消化残渣のコンポストに起因するメタン排出（TOOL13 を用いて計測）・ 

 

▪ なおメタン量について、大規模プロジェクトは TOOL8 を用いてメタン比率を測定する必要があるが、小規模 CDM プロジェクトは生成し

たバイオガスの 60%をメタンと見なすことができる。 

15 Upstream leakage 

emissions associated 

with fossil fuel use（化石

燃料燃焼に伴う上流部門のリー

ケージ排出量算定ツール） 

▪ 燃料の排出係数について、当該燃料のみ

の CO2 原単位に基づくのではなく、採掘・

精製・輸送といった上流部門も含むべきと

する CDM 理事会決議に沿って作成され

たもの。 

▪ 燃料ごとのデフォルト値と、ステージごとのデフォルト値が存在。 

▪ 上流部門の中でプロジェクトが実施されるケース（例：製油所における省エネ等）を除き、多くのプロジェクト事業者は燃料ごとのデフォルト

値を選択すると思われる。 

 

デフォルト値の一例は下記の通り。 
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▪ データは多くの資料に依拠しているが、トヨ

タ 自 動 車 に よ る Well-to-Wheel 

Analysis of Greenhouse Gas 

Emissions of Automotive Fuels in 

the Japanese Context も参考としてい

る。 

 

燃料種 原単位 燃料種 原単位 

石炭（露天掘り） 2.8 軽油 16.7 

石炭（地下炭坑） 10.4 重油 9.4 

LNG 16.2 ガソリン 13.5 

天然ガス 2.9 LPG 8.7 

（単位 t-CO2/TJ） 

 

▪ このツールを用いた場合の顕著な現象として、露天掘り石炭の上流排出量が小さく算出されることが挙げられる。IPCC 2006 年ガイドラ

インを用い、TOOL3 に従って保守的に運用すると、露天掘り炭鉱から LNG に転換した場合、上流部門を考慮しない場合の CO2 排出削

減量は 31.2t-CO2/TJ（89.5‐58.3）となるが、考慮すると 17.8t-CO2/TJ（92.3 – 74.5）へ、40%以上も減少する。 

16 Project and leakage 

emissions from biomass（バ

イオマス起源のプロジェクト、リー

ケージ排出量算定ツール） 

▪ プランテーションバイオマスを用いる CDM

プロジェクトにおいて、バイオマスの栽培に

起因する排出量を算定する。具体的なデ

フォルト値は盛り込まれていない43。 

▪ 対象となる地点は、1989 年 12 月 31 日

以降森林ではない地点に限定され、また再

植林が行われる地点に限定される。 

▪ バイオマス利用、バイオ燃料に関する方法

論が残渣利用からプランテーションバイオ

マスに拡張する方向で検討されている中、

ツールとして独立したものとなっている。 

▪ 対象となるプロジェクト起源の排出源は下記の通り。 

 土壌有機炭素の損失に起因する排出：気候区分、土地利用パターンに応じて算出。 

 気候区分、土地タイプごとの炭素ストック及びその変化係数についてはデフォルト値を表形式で記載し、利用者が選択で

きるようにしている。 

 土地利用について、プロジェクトによる土地利用の攪乱（disturbance）が限定的な土地についてはゼロと見なす。 

 土地管理に起因する排出：窒素肥料に起因する N2O、石灰の散布等による土壌改良に起因する排出（排出係数にはデフォルト値

を記載）。 

 エネルギー消費に起因する排出（TOOL03、05 に基づく排出） 

 バイオマス伐採、野焼きに起因する排出：土地面積、バイオマス量（IPCC ガイドラインデフォルト値利用可能）、根/幹比率（IPCC

ガイドラインデフォルト値利用可能）に基づく（炭素原単位についてはデフォルト値を記載）。 

 バイオマス輸送に起因する排出（TOOL12 に基づく排出） 

 

▪ 対象となるリーケージ起源の排出源は以下の通り。 

 プロジェクト以前に行われていた活動の移転（牧草地をプランテーションにしたために移転し、森林を伐採等の可能性があるか） 

 プロジェクト実施地点が従前用いられていないか、あるいは用いられていた場合、家畜頭数がプロジェクト実施前と同等

以上であるか、農業の効率化により、少ない面積で従前の作物が栽培できる等を立証できればよい。 

 大規模 CDM の場合はプロジェクト以前に行われていた活動の移転は許可されておらず、小規模 CDM の場合は、移転

率 10%以下であれば影響はゼロ、50%以下であれば排出削減量の 15%を差し引き、それ以上であれば代替的な手法

を提案する。 

 バイオマス残渣利用の競合に起因する排出：バイオマスに関するシナリオについて、エネルギー/非エネルギー用途に用いられる

か、または明確に特定できないものについては他者利用機会を収奪したものと見なし、当該バイオマスの使用量に応じた排出を

リーケージとして計上する。 

 

▪ バイオマス残渣（バガス、もみ殻等）の場合はエネルギー消費及び輸送に起因する排出のみ考慮する。 

▪ 吸収源 CDM プロジェクトに含まれる地域からのプロジェクト排出は（当該吸収源 CDM プロジェクトで計上されている場合）考慮されな

い。 

17 Baseline emissions for 

modal shift measures in 

inter-urban cargo 

transport（都市間貨物輸送の

モーダルシフト対策におけるベー

スライン排出量算定ツール） 

▪ 海運、鉄道への貨物輸送のモーダルシフト

に関するプロジェクトのベースライン排出

量を算定する。 

▪ 具体的には下記のステップからなる。 

 貨物タイプの設定 

 当該国/地域におけるそれぞれの貨物タイプの輸送モードのシェアを算定（輸送事業者より） 

 それぞれの貨物タイプの平均トンキロ当たり CO2 排出量を算定（過去のデータに基づき算定することも可能だが、鉄道、船舶、道

路、パイプラインにおけるトンキロ当たり CO2 排出量のデフォルト値はツールに記載されている）。 

 上記に基づきベースライン排出量を算定。 

 

▪ デフォルト値の例を以下に示す。 

 

 
43 なお、バイオ燃料に関する方法論 ACM0017 には、パーム、ジャトロファ、ダイズ、サトウキビ等 7 種類についてデフォルト排出原単位（t-CO2/ha）が記載されている。 
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 名称 目的・背景等 概要 

輸送モード デフォルト値の概要 

鉄道（電気） 低密度貨物 0.04kWh/トンキロ、高密度貨物 0.03kWh/トンキロ 

鉄道（ディーゼル） 低密度貨物 30g-CO2/トンキロ、高密度貨物 20g-CO2/トンキロ 

内航（バルクキャリア） 40g-CO2/トンキロ 

内航（コンテナ） 70 g-CO2/トンキロ 

道路輸送 主要品目ごとに設定（57～119g-CO2/トンキロ） 

農産物については 83g-CO2/トンキロ 
 

18 Baseline emissions for 

modal shift measures in 

urban passenger transport

（都市内旅客輸送のモーダルシフ

ト対策におけるベースライン排出

量算定ツール） 

▪ バス網（BRT）等への旅客輸送のモーダル

シフトに関するプロジェクトのベースライン

排出量を算定する。 

▪ BRT に 関 す る 方 法 論 AM0031 、

ACM0016 が本ツールに言及している。

ただし現状では AM0031 はベースライン

排出原単位を本ツールに依拠しているの

に対して ACM0016 はそうではないとい

う相違点がある。 

▪ 具体的には下記のステップからなる。 

 車両カテゴリーの定義（バス、乗用車、タクシー、オートバイ、鉄道、その他） 

 それぞれの車両カテゴリーのキロあたり排出量を算定（利用可能なデフォルト値はツールに記載されている：燃費のデフォルト値

は、乗用車はガソリン 6l/100km、ディーゼル車 5l/100km 等） 

 それぞれの車両カテゴリーの人キロあたり排出量を算定 

 鉄道等の場合：輸送人キロは平均走行距離と乗客数の積より算出。データは既存の統計等を利用可能（ただし 3 年以

内） 

 自動車等の場合：キロあたり排出量を車両あたり乗車率で除する（乗車率については既存データの活用、サーベイの実

施またはデフォルト値を利用可能：デフォルト乗車率は自動車 2 人/車両、等） 

 上記に基づきベースライン排出量を算定。ただし毎年 1%ずつ効率が向上すると想定する。 

19 Demonstration of 

additionality of microscale 

project activities（マイクロス

ケール CDM プロジェクトの追加

性立証ツール） 

▪ マイクロスケール CDM プロジェクト（小規

模 CDM の 1/3 に相当する規模の CDM

プロジェクト）の追加性立証に用いられる。 

▪ 対象地域、プロジェクト規模に鑑み、簡略

化されたアプローチ。 

▪ この基準に満たないプロジェクトは他の手

法でも追加性が立証可能。 

▪ 下記についてフローチャートを用いて示している。 

▪ 5MW 以下の再エネプロジェクトの場合、下記を満たせば追加的と見なされる。 

 低開発国、小規模島嶼途上国、ホスト国の指定する低開発地域（SUZ）において実施される。 

 家庭またはコミュニティに給電するオフグリッドプロジェクト。 

 単体の設備容量が 1500kW 以下の分散電源で、家庭、コミュニティ、中小企業に給電する。 

 ホスト国 DNA により推奨され、CDM 理事会により承認されたもの（2014 年以降用いられていない）。 

 

▪ 省エネ量 20GWh 以下の省エネプロジェクトの場合、下記を満たせば追加的と見なされる。 

 低開発国、小規模島嶼途上国、ホスト国の指定する低開発地域において実施される。 

 年間省エネ量 600MWh 以下の分散電源で、家庭、コミュニティ、中小企業に給電する。 

 

▪ 排出削減量 20kt-CO2 以下のその他プロジェクトの場合、下記を満たせば追加的と見なされる。 

 低開発国、小規模島嶼途上国、ホスト国の指定する低開発地域において実施される。 

 年間排出削減量 600t-CO2 以下の分散電源で、家庭、コミュニティ、中小企業に給電する。 

20 Assessment of debundling 

for small-scale 

project activities（小規模

CDM プロジェクトのデバンドリン

グ評価） 

▪ 小規模 CDM は通常（大規模）CDM に比

べて手続きが簡単であるが故に、通常

CDM を恣意的に小規模プロジェクトに分

割する（debundle）ような試みが生じる可

能性があるため、そうではないことを立証

する必要があるとして作成された。 

▪ 基本ルールとして、下記の全てに該当する小規模 CDM プロジェクトが存在する場合、提案された小規模 CDM プロジェクトは分割

（debundle）されたと見なされ、小規模 CDM として不適格となる。 

 プロジェクト事業者が同一 

 同種のプロジェクト 

 過去 2 年以内に登録されている 

 最短距離で 1km 以内に立地（運輸部門プロジェクトの場合は該当しない） 

▪ 単体が小規模 CDM プロジェクト基準の 1%以下のもの（住宅太陽光、ダイジェスター等の小規模なプロジェクト）についてはチェック対象

外とする。 

▪ Programme of activities（POA）における CPA の場合、同種技術の別の通常 CDM プロジェクトと実施者または CME が同一であ

り、最短距離で 1km 以内に立地すると、分割と見なされる。 

21 Demonstration of 

additionality of small-scale 

project activities （ 小 規 模

CDM プロジェクトの追加性立証

ツール） 

▪ 小規模CDMの追加性立証に用いられる。 ▪ 追加性の条件として下記を挙げている（フローチャートを用いて示している。）。 

 小規模 CDM の範囲内、TOOL32 に規定したポジティブリストに合致しているものであれば追加的、それ以外は通常の追加性立

証を実施。 

 マイクロスケール CDM の範囲のプロジェクトで構成されている場合、低開発国または特別指定地域（SUZ）で実施されている、

家庭部門・コミュニティ・中小企業を対象とした特定プロジェクトであるか等の基準を満たせば追加的、それ以外は通常の追加性

立証を実施。 

▪ 障壁として、投資障壁、技術障壁、慣例・制度的障壁、その他（情報、人材の欠如等）のいずれかが立証されれば追加的としている。 

▪ 追加性の立証が不要な「ポジティブリスト」として、下記を挙げている。 
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 名称 目的・背景等 概要 

 全ての太陽光、洋上風力、海洋エネルギー 

 設備容量 100kW 以下の建築物一体型風力、バイオマス IGCC、小規模水力・風力・太陽光-風力ハイブリッド、バイオガス・ガス

化 

 設備容量 200kW 以下の地熱 

 厨房用バイオガスダイジェスター、マイクロ灌漑、農業用省エネポンプ 

 電化率 50%未満の地域等での農村電化、系統延伸 

▪ 太陽光発電については、近年の価格下落に鑑み「ポジティブリスト」から外すことも検討されたが、現状存続している。 

22 Leakage in biomass small-

scale project activities（小

規模 CDM におけるバイオマス

リーケージ算出ツール） 

▪ 小規模 CDM におけるバイオマスプロジェ

クトで、上記TOOL16を参照しないものに

対して（個別方法論の記載に従い）適用さ

れる。 

▪ 小規模 CDM におけるバイオマスプロジェクトのリーケージとして考慮すべき対象として、下記が挙げられる。 

 プロジェクト以前に行われていた活動の移転（Shift of pre-project activities.）：プロジェクトにより影響を受けた世帯の比

率、プロジェクト境界内の主生産物が、バイオマス生産により移転を余儀なくされた比率より、リーケージの可能性を評価し、それ

ぞれ 10%未満ならリーケージはゼロ、10%以上 50%以下ならリーケージはベースライン排出量とプロジェクト排出量の 15%、

50%を超えた場合は新たな算定方法の提案が必要。 

 バイオマス生産に起因する排出として下記を考慮：  

 窒素肥料に起因する N2O 起源の排出（IPCC ガイドラインに基づき算出） 

 土地開墾に起因する排出：過去 10 年森林ではなかったことを立証。 

 バイオマス利用の競合に起因する排出がないことの立証： 

 半径 50km の地域におけるバイオマスが、実際に利用される量（本プロジェクト含む）より 25%以上多いことを示せれ

ば、このリーケージについて計上しなくてよい。 

23 Additionality of first-of-

its-kind project Activities

（同種の中で最初の事例プロジェ

クトに関する追加性） 

▪ TOOL01（追加性立証）、及び TOOL02

（コンバインドツール）における追加性立証

の過程では、（同種の中で最初の事例：

first-of-its-kind：FOIK）であれば追加

的と見なされるが、FOIK の定義について

本ツールで示す。 

▪ 厳密に「最初の事例」に限定すると、採算を

度外視したパイロットプロジェクトのみが該

当する等の可能性がある。 

▪ First-of-its-kind（FOIK）の定義として下記を記載。 

 該当する地域において、当該プロジェクトの PDD 提出かプロジェクト開始以前に導入された同様の規模、アウトプットであり、他の

技術とは異なる技術を用いているという条件を満たす最初のプロジェクト。 

 異なる技術：燃料/電源・原料が異なる。規模が異なる（CDM のカテゴリーが異なる）、投資環境が異なる（補助金がなく

なった場合等）。 

 対策分野（measure）：燃料・原料転換、効率化、メタン破壊、メタン排出回避（運輸部門と産業ガスについては現状含まれていな

い）。 

 クレジット期間は 10 年固定オプションのみ。 

24 Common practice（コモンプラ

クティス） 

▪ TOOL01、及び TOOL02 における追加

性立証の過程で、類似プロジェクトが多い

かどうかのチェックとして機能する「コモン

プラクティス」の定義について本ツールで

示す。 

▪ 定義として下記を記載。 

 対象地域：原則としてホスト国。 

 異なる技術：TOOL23（FOIK）と同様だが、追加的なその他の種類の例として、アウトプット当たりの原単位が 20%以上異なると

いうものが挙げられている。 

 

▪ コモンプラクティスを判定するステップとして下記を記載。 

 プロジェクトの規模と±50%で、同じ対策分野（measure）、同種のアウトプットで、PDD がパブコメに提出された時点以前に商

用運転を開始していたプロジェクトを、対象地域から抽出。 

 上記のうち、CDM として登録・提案されていないものを抽出（Nall）。 

 上記のうち、当該 CDM プロジェクトと異なる技術のものを抽出（Ndiff）。 

 ①Nall に占める Ndiff の割合が 80%より小さく、かつ②異なる技術を差し引いた件数が 3 より大きい場合、コモンプラクティスと見

なされる。 

 

▪ ポイントは下記の通り。 

 条件①だけでは、当該 CDM プロジェクトと同種のもの 1 件、異なる技術 3 件というケース（Nall に占める Ndiff の割合が 75%）

で、コモンプラクティスと見なされない。 

 Nallは CDM プロジェクト以外に限定されている。即ち当該分野における CDM プロジェクトが多くなってもコモンプラクティス分析

の対象外となる。 

25 Apportioning emissions 

from production 

processes between main 

product and co- and 

▪ 例えばパーム油は多くの種類の油脂を副

生するが、このうちの一種類を使ってバイ

オディーゼルを製造する場合、バイオ

ディーゼル製造に起因する排出に含まれる

▪ ポイントは下記の通り。 

 配分のアプローチとして、①副産物間の市場価格に応じた配分、②副産物の代替的な製造方法に起因する排出量に応じた配分、

③副産物間のエネルギー含有量に応じた配分（副産物が燃料である場合に限定）、④プロジェクトで対象とする産物に全ての排出

量を当てはめる手法（プロジェクト排出量の算出に関しては保守的だが、ベースライン排出量の算出に関してはその逆であり、適
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 名称 目的・背景等 概要 

by-product（副産物間の配

分） 

パーム油栽培の排出をどのように計算する

か、という問題があり、本ツールで対処す

る44。 

▪ 現状、対象はバイオディーゼルに関する方

法論 AM0089 と ACM0017 に限定され

ている。 

用外）。 

 残渣物（バガス等）または市場取引されていないものについては対象外（即ち、これらを利用する場合における栽培起源のプロジェ

クト排出量を計上する必要はない）。 

26 Accounting eligible HFC-

23（適格な HFC-23 の算定） 

▪ 方法論 AM0001（HCFC-22 製造起源

HFC-23 回収破壊）は、副生した HFC-

23 がリアルタイムで破壊されているという

暗黙の前提があるが、実際は HFC-23 を

貯蔵し回収する可能性が指摘されてきた

（その方が HFC-23 燃焼施設を効果的に

稼働させることが可能）。 

▪ また AM0001 対応プロジェクトの生成す

る CER が非常に大きいため、1 か月程度

の短い期間ごとに区切ってクレジット発行

を申請する例が相次いだ。 

▪ このような状況に鑑み、HFC-23 の副生

率や、HCFC-22 生産量等の意図的また

は非意図的な増大によるクレジット過剰算

出の排除を狙ったもの。 

▪ 2008 年に AM0001 のガイダンスとして

策定されたが、2015 年にツールと位置付

けられた。 

▪ ある年に破壊したとして排出削減量の算出対象となる HFC-23 の量は、下記のように算出される。 

 前年度からの貯蔵量のうち適格なもの、及び 

 下記のうち一番小さいものを採用。 

 当該年度に副生された HFC-23 の量 

 当該年度に生産された HCFC-22 の量と PDD に示す副生係数の積 

 AM0001 において適格な HCFC-22 の生産能力と PDD に示す副生係数の積 

 AM0001 において適格な HCFC-22 の生産能力と当該年の副生率の積 

▪ 即ち、回収破壊量、設備容量、副生率、等のそれぞれを保守的に運用して算出する。 

▪ 1 年より短い期間でモニタリング報告を提出するものについては、下記のうち小さいものを採用。 

 当該期間に破壊された HFC-23 の量 

 （AM0001 において適格な HCFC-22 の生産能力と HCFC-22 生産量の小さいほう）×（PDD に示す副生率と実際の副生率

の小さいほう）＋貯蔵量。 

27 Investment analysis（投資分

析） 

▪ 追加性立証（TOOL01、TOOL02）におい

て、投資分析を利用する場合に用いる内

部収益率や正味現在価値の算出に必要な

パラメータについて述べたもの。 

▪ 2008 年に追加性立証ツールのガイダンス

として策定されたが、2015 年にツールと位

置付けられた。 

▪ エクイティコストのデフォルト値は毎年アッ

プデートされる。 

▪ 内部収益率（IRR）や正味現在価値（NPV）は、ベースライン（代替案またはベンチマーク）と比べたプロジェクトの収益性を算定するために

必要な指標である。これらの算定に必要なパラメータの一つとして割引率があるが、この根拠となる加重平均資本コスト45（WACC）の算定

方法について記載。具体的には下記からなる。 

 エクイティコスト：株主資本に伴うコスト（リターン等） 

 デットコスト：負債に伴うコスト（債権は金利の加重平均、社債は PDD 提出前直近の利回り） 

 

▪ エクイティとデットの加重はプロジェクト実施企業の内部ベンチマーク（貸借対照表等に基づく）あるいはそれらが判明できない場合は

50:50 とする。 

 

▪ このうちエクイティコストは資本資産価格モデル（CAPM）46に基づき算出するが、資本市場が整備されていない国での算定は困難である

ため、各国ごとにリスクフリーレートにエクイティリスクプレミアム及び各国のリスクプレミアムを付加したデフォルト値が設定されている。算

出方法は下記の通り。現状、多くの途上国は 10%～15%の範疇となっている。 

 リスクフリーレート、エクイティリスクプレミアム：株式・債券市場の歴史が長く、もっとも発達した米国の指標を用いる。 

 各国のリスクプレミアム：格付機関（Moody’s）によるソブリン格付け、及び（それがない場合）世銀による試算結果を用いる。 

 産業別の差異：公的性格が比較的強いもの（エネルギー産業）については加算しないが、植林等はエネルギー産業と比べて 0.5%

増、製造業等は同 1.0%増としている。 

28 Calculation of baseline, 

project and leakage 

emissions from the use of 

▪ 冷媒に起因するベースライン、プロジェクト

排出量の算出。 

 

▪ 下記のように算定する。 

 ベースライン排出量：代替した機器における冷媒漏出量に、GWP を乗じることにより算出。漏出量はメーカーのデータ、過去の実

績、デフォルト値（優先度順） 

 
44 パーム油からは複数種類の油脂が製造され、食品、石鹸等の生活用品等、多様な用いられ方をしている。パーム油起源バイオディーゼルを提案した方法論の中に、パーム油の中の価

値のない油脂を利用するためプロジェクト起源排出量はゼロと置くことを前提としたものが存在したことから、本ツールが検討された。 
45 割引率は即ち資本コストに相当し、これは株主資本のコストと負債（借入）のコストの加重平均と見なされる。 
46 株主資本のコストを算出する手法。 
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 名称 目的・背景等 概要 

refrigerants（冷媒起源の排出

量算定） 

▪ 冷凍・空調機器はモントリオール議定書対

象ガスの取り扱いの問題もあり、CDM で

はほとんど実施されていなかった。本ツー

ルではモントリオール議定書対象ガスにつ

いては破壊を義務付けている47。 

 

 プロジェクト排出量：導入した機器における冷媒漏出量に、GWP を乗じることにより算出。漏出量は補充の実績、メーカーのデー

タ、デフォルト値（優先度順） 

 リーケージ：下記の通り。 

 冷媒生産のリーケージ：ベースライン、プロジェクトでも同規模で生じるとして算定対象としない。 

 温室効果ガスと見なされる冷媒のリーケージ：代替された冷媒が破壊される限りにおいてリーケージは生じない。破壊されない場合、

全ての量が当該クレジット期間内に漏出するものとする。ここで温室効果ガスとは気候変動枠組条約第1 条5 項（用語の定義）に示さ

れるものとなっており、京都議定書対象ガスに限定されない。 

29 Determination of 

standardized baselines for 

energy-efficient 

refrigerators and air-

conditioners（冷凍・空調機器

に関する標準化ベースラインの算

定） 

▪ 冷凍・空調機器の新設、冷蔵庫の代替、冷

凍・空調機器からの冷媒漏出に関する標

準化ベースライン。 

▪ 高効率チラーに関する方法論 AM0120 と

併用して用いられる。 

▪ 下記のように算定する。 

 冷蔵庫の新設：下記の3種類について記載。いずれも標準化ベースラインの手法に倣い、上位10%または20%を採用48。 

 ベースライン冷凍・空調機器の体積クラス別消費電力の少ないほう 

 リットル当たり電力消費量の少ないほう 

 モデル区分別EEIの低いほう（EEIの区分しか明記されていない場合、その区分のEEIの上限と下限の中間値を当該モデルのEEI

とみなす） 

 空調の新設：稼働時間、負荷率を乗じ EER（COP 相当）上位または SEER（Seasonal EER：APF 相当）上位の値で除する基づくアプローチに

ついて記載。 

 稼働時間：公式資料、サーベイまたは電力会社の負荷分析。 

 負荷率：デフォルト値を記載（インバーター機種、非インバーター機種ごとに EER、SEER を記載）。 

 冷蔵庫の代替： 

 廃棄/リサイクル処分施設でのサンプリング、IEC 62552-1:2015に基づく試験。 

 廃棄されたものと同じブランドの消費電力に関する設計値 

 空調機器からの冷媒漏出：代替された空調機器について、ラベリングのデータや市場・業界データに基づき、冷媒の種類及び量を特定し、GWP換

算した冷媒充填原単位（冷凍能力 kW あたり）について算出。ただし HFC 以外はゼロと置く（即ちモントリオール議定書対象ガスはベースライン

の排出量算定の対象としない）。 

30 Calculation of the fraction 

of non-renewable biomass

（非再生可能バイオマス比率の算

定） 

▪ 小規模方法論 AMS-I.E（非再生可能バイ

オマスの再生可能バイオマスへの転換（熱

利用）及び AMS-II.G（非再生可能バイオ

マスエネルギー利用効率向上）において
49、ベースライン/プロジェクト燃料（バイオ

マス）における非再生可能バイオマスの比

率（fNRB）を求める必要がある。この算定

方法について規定したもの。 

▪ fNRBを提出するホスト国DNAや事業者

による利用を想定している。 

▪ 非再生可能バイオマスの比率（fNRB）の算出方法として、デフォルト値の 0.3 を用いる方法と、算定する方法の 2 つを記載している。 

 なおサブサハラ地域等で fNRB は 0.5 を超え、ほとんど 1 に近い。即ち薪炭材収集はほとんど森林伐採により行われる（標準化ベースラインの

形で提案されている）。 

 

▪ 算定方法については以下の通り。 

 非再生可能バイオマスの定義として、地域のバイオマス消費量（世帯あたり木質バイオマス消費量と世帯数の積＋家庭部門以外の用途）と、再生

可能バイオマスの差、により求められる。 

 世帯あたり木質バイオマス消費量は標準化ベースラインや当該地域の統計、あるいは方法論のデフォルト値（AMS-II.G では 0.5t/

人・年）。木炭の場合は、木炭1kgあたり6kg薪炭材に換算。 

 再生可能バイオマス量は、面積当たり木質バイオマス成長量とアクセス可能な地域等面積の積で求められる（アクセス可能でない地

域は保護地域、隔絶された地域）。森林とその他地域で別個に推計される。 

 データはFAO、IPCCガイドライン等に依拠する。 

▪ fNRB はバリデーションの時に決定された値を以後用いる方法と、毎年アップデートする方法がある。 

31 Determination of 

standardized baselines for 

energy efficiency 

measures in residential, 

commercial and 

institutional buildings（建築

物省エネ対策に関する標準化

ベースラインの算定） 

▪ 建 築 物 に 関 す る 方 法 論 （ AM0091 、

AMS-II.E、AMS-II.Q、AMS-III.AE）

と併用し、床面積当たり CO2 排出量に関

する標準化ベースラインの設定を行うツー

ル。 

▪ 同じ建築物カテゴリーに属し、同一の地域に存在する建築物の床面積当たり CO2 排出量上位 20%をベンチマークとする。 

 CO2排出量：電力消費量、燃料消費量、地域供給により行われる温水・冷水消費量から算出。 

 温水・冷水消費量については温冷水に含まれるエネルギーと、排出係数の積（送配ロスを加味） 

 該当する建築物よりサンプリングを実施。 

 建築物カテゴリーは下記の通り。 

 住宅用：2 種類（戸建て、集合住宅） 

 業務用：4 種類（オフィス、ホテル、倉庫、店舗、その他） 

 
47 従来、モントリオール議定書対象ガスについてはベースラインでの排出削減は考慮せず、プロジェクトでの排出（代替ガスの漏出含む）は考慮する、という規定であった。 
48 家庭用エネルギー消費、分散システムでの発電、農業については（やや緩い）上位 20%、その他は上位 10%（Establishment of sector specific standardized baselines）。 
49 両方法論対象プロジェクトは規模は小さいが 2020 年 3 月時点で計 128 件が登録されており、比較的使用頻度が高い方法論である。 
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 名称 目的・背景等 概要 

32 Positive lists of 

technologies 

（技術のポジティブリスト） 

▪ 技術について、自動的に追加性を付与する

「ポジティブリスト」を記載。 

▪ 下記について自動的に追加性を立証されているものとする。 

 10MW 以下のランドフィルガスを利用するプロジェクト。 

 排水起源メタンを回収し、5MW 以下の発電に用いるプロジェクト。 

 系統に連系する大規模再エネ CDM プロジェクト（太陽光、CSP、洋上風力、波力、潮力、海洋温度差）のうち、下記のいずれかの

条件を満たすもの（なお、独立系統の場合も上記に準じた判断を行う）。 

 ホスト国の系統における設備容量に占める割合が 2%以下 

 ホスト国の系統における設備容量の合計が 50MW 以下 

 系統に連系する小規模再エネ CDM プロジェクト（太陽光、CSP、洋上風力、波力、潮力発電所、建築物統合化風力で規模

100kW までのもの、バイオマスガス化（BIGCC）） 

 独立系統の小規模再エネ CDM プロジェクト（規模 100kW までの水力、風力、バイオマスガス化、規模 200kW までの地熱） 

 再エネを用いた農村電化プロジェクトで、電化率 50%未満の地域におけるもの。 

 系統延伸による農村電化プロジェクトで、電化率 50%未満、過去 10 年間の電化率増加が 20%未満等、いくつかの条件を満た

すもの。 

 家庭、コミュニティ、中小企業により用いられる調理用バイオガスダイジェスター、マイクロ灌漑、高効率農業ポンプ。 

 

▪ 上記のポジティブリストの妥当性について 3 年おきに改訂する。 

 太陽光発電について、コスト低下及び各国での浸透が進んだことにより、ポジティブリストから外すことが検討されたが、現状では

維持されている（対象から外された場合、プロジェクト個別に追加性を算定するか、マイクロスケール CDM 対象地域、規模では自

動的に付与される）。 

- Sampling and surveys for 

CDM project activities and 

programmes of activities

（CDM プロジェクトにおけるサン

プリング、サーベイの手法） 

▪ 方法論においてサンプリングやサーベイが

求められる場合、その手法について共通の

アプローチを記載。 

▪ 方法論に特段の記載がない場合、信頼水準 90% / 精度 10%（小規模 CDM）、信頼水準 95% / 精度 10%（大規模 CDM、複数のプ

ロジェクトがグループ化されてサーベイを共通化する場合含む）を原則とする。 

 精度 10%とは、対象となる数値が比率の場合は±10%（例：稼働しているクッキングストーブの比率が 70%である場合は 63%

～77%に含まれる確率が 90%）。 

▪ サンプルサイズは適切な統計ソフトウェアを用いるが、サイズ 30 未満と回答した場合は 30 とする（比率を求める場合）、数値的な平均値

の場合でサンプルサイズが 30 未満の場合は t-分布を用いる。 



 

１２４ 

 

参考資料6. CDM ツール（吸収源） 

 
 名称 目的・背景等 概要 

02 Combined tool to identify 

the baseline scenario and 

demonstrate additionality 

in A/R CDM project 

activities（吸収源 CDM プロ

ジェクトのベースラインシナリオ・

追加性立証ツール） 

▪ 植林・再植林プロジェクトの追加性及びベース

ラインシナリオについて特定する。 

▪ 小規模吸収源 CDM には該当しない。 

▪ 下記のステップで実施する。 

 予備的スクリーニング（CDM を実施する意思の事前検討のエビデンス等） 

 代替的シナリオの特定（現状の土地利用の継続、CDM なしでの実施、等の選択肢の可能性を検討） 

 障壁分析（プロジェクト実施を妨げるが他の代替シナリオの 1 つ以上を妨げない障壁を特定） 

 投資分析（代替的シナリオが複数で、そのうち吸収量が最大のものをベースラインではない場合） 

 コモンプラクティス分析（類似プロジェクトの有無について確認。存在する場合は本プロジェクトとの相違があるかどうか分析を

実施） 

03 Calculation of the number 

of sample plots for 

measurements within A/R 

CDM project activities（サン

プル地点数算定ツール） 

▪ バイオマスストックの算定のために用いられる

サンプリングにおいて、サンプルされるプロット

の数を決定する。 

▪ 前提：プロジェクト境界内の各層の面積及びバイオマスストックの分散の概算値が（既存の調査または類似事例等より）既知である。 

▪ 算定方法：下記を踏まえた統計的手法を用いる。 

 所要パラメータ：プロジェクト境界内の可能なサンプルプロット数、所要信頼区間に対する t 値、階層ごとの面積比、階層ごとの

バイオマスストックの標準偏差、許容誤差 

 複数回の算出を実施。30 以上であれば採用。30 未満であれば t 検定の自由度を「算定値-1」として再度計算。 

▪ サンプルプロットの面積が全体の 5%未満である場合は別途算定 

08 Estimation of non-CO2 

GHG emissions resulting 

from burning of biomass 

attributable to an A/R 

CDM project activity（バイオ

マス燃焼時の非 CO2GHG 算定

ツール） 

▪ プロジェクト境界内の森林火災等に起因する

非 CO2 温室効果ガスの量を算定する。 

▪ プロジェクト面積の 5%以上が影響を受ける

場合に該当する。 

▪ 前提条件：生育している地上バイオマスは大きな影響を受けない（火災が樹冠に達しない等）、及び枯死有機物の 60%が完全に燃焼

する。 

▪ プロジェクトサイトの準備、収穫後の焼き払い、森林火災について考慮。 

▪ 下記の合計として算出。 

 プロジェクトサイトの準備に起因する排出：高木、低木の燃焼に起因する CO2 排出に対して、非 CO2 温室効果ガスの比率と

してデフォルトの 0.07 を乗じることにより算出。 

 収穫後の焼き払い：収穫されたバイオマスに対して残渣との比率（デフォルト）を乗じ、CO2 排出量を算出。上記同様に非

CO2 温室効果ガスの比率をさらに乗じる。残渣との比率について（より高い（保守的）な森林の値を設定） 

 森林火災：下記のように算出。 

 樹木：焼失バイオマス量、燃焼率（森林種、樹齢に応じてデフォルト値）、バイオマスあたりメタンと N2O の排出率

（デフォルト値）を乗じて階層ごとに算出 

 枯死有機物：枯死樹木、落葉の炭素ストック（ツール）に対して非 CO2 温室効果ガスの比率（0.07）を乗じて算出。 

12 Estimation of carbon 

stocks and change in 

carbon stocks in dead 

wood and litter in A/R 

CDM project activities（枯

死樹木、落葉等の炭素ストック推

計ツール） 

▪ ベースライン、プロジェクトにおける枯死樹木、

落葉等のカーボンストック及びその変化を算

定する。 

▪ 下記について炭素ストックを算出。 

 枯死立木：階層ごとにサンプルプロットで、胸高直径、樹高、枝等の枯死に関する補正を行い算出（2 種類の手法について記

載）。切り株のバイオマスについても推計。 

 枯死倒木：バイオマスはライントランセクト法に基づき推計（プロットに交差する線を引き、それに接触する倒木（直径 10cm 以

上）について測定）。 

 落葉：サンプリングフレーム（プロット 4 か所）により収集した落葉の量に対して炭素比率（デフォルト 0.37）等を乗じる。 

▪ 枯死樹木に関する代替的手法として、生存樹木のバイオマスに対して一定比率を乗じる手法もある。 

14 Estimation of carbon 

stocks and change in 

carbon stocks of trees and 

shrubs in A/RCDM project 

activities（高木、低木の炭素ス

トック推計ツール） 

▪ ベースライン、プロジェクトにおける生存樹木

の炭素ストック及びその変化を算定する。（プ

ロジェクトについては事前、事後の算定双方に

適用可能）。 

▪ 下記のいずれかの手法により炭素ストック変化を算出。 

 時点の異なる 2 つの独立した炭素ストック推計：推計の合計不確実性が 10%を超えた場合は差し引く。 

 サンプリング、同一プロットの炭素ストックのアップデート、樹木成長モデル（事前推計のみ）、樹冠の植被率（同） 

 低木については植被面積、根/幹比率及び炭素比率（デフォルト値あり）等を乗じて算出。 

 同じサンプルプロットの推計に基づく変化：推計の合計不確実性が 10%を超えた場合は差し引く。 

 樹冠の植被率変化（事前推計のみ）。 

 減少していないことの証明（事後推計のみ）。伐採、病害、火災等がなく、リモートセンシング等で植被に変化がなかったことが検

証できる。 

 

▪ なお、下記について留意。 

 伐採、土地造成等によるプロジェクト実施前から存在した樹木の除去が行われない場合、プロジェクトによる植林により生存競

争に起因した枯死につながらない、かつプロジェクトで植林した樹木と別個のインベントリが行われていない場合、ベースライン
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における炭素ストックはゼロとおく。 

 ベースラインにおいて土壌喪失、汚染等、条件が悪いことが示せる場合、ベースラインにおける炭素ストック変化はゼロとおく。 

15 Estimation of the increase 

in GHG emissions 

attributable to 

displacement of pre-

project agricultural 

activities in A/R CDM 

project activity（プロジェクト

実施前の農業活動の移転による

GHG 排出増加算定ツール） 

▪ 植林・再植林プロジェクト実施サイトにおいて

農業等が行われており、植林・再植林により

それらが他所に移転した（他所の森林を伐採

した）場合、実質的な排出削減とならないこと

への懸念に対処するため。 

▪ 農業活動の移転が湿地、泥炭地に影響を及

ぼす場合は対象外。 

▪ リーケージ排出として、活動の移転先のバイオマス中炭素ストック及び土壌炭素の減少分として算出。 

 バイオマス中炭素ストック：活動の移転先のバイオマス（高木、低木：ツールに依拠）。 

 土壌炭素：プロジェクト実施前後の土地利用、管理慣行、インプットのストック変化率により算出（ツールに依拠）。 

 

▪ 無視できるとする影響として、既存の放牧地、過去 5 年以内に栽培を中止した耕地、伐採を行わない森林等への家畜等の移転（収容

能力を超えない）、ゼロ放牧システムへの移管、等を挙げている。 

16 Tool for estimation of 

change in soil organic 

carbon stocks due to the 

implementation of A/R 

CDM project activities（土

壌炭素ストック変化量算定ツー

ル） 

▪ 対象となるサイトは湿地以外。 

▪ 落葉等は除去されない。 

▪ 土壌攪乱は植林時に限定され、20 年内に繰

り返されない。 

▪ 前提として、土地整備後 1 年以内に植林が行

われる、土壌炭素は 20 年間で平衡状態の自

然植生と同程度にまで線形的に増加すること

を記載。 

▪ プロジェクト開始時の土壌炭素量は、土地固有の土壌炭素量に、ベースラインでの土地利用、管理慣行、インプットからなるストック変

化率を乗じることにより算出（それぞれにデフォルト値の表が存在）。 

▪ プロジェクトによる土地攪乱が面積の 10%を超える場合は、10%の炭素が消失すると想定。 

17 Demonstrating 

appropriateness of 

allometric equations for 

estimation of aboveground 

tree biomass in A/R CDM 

project activities（地上樹木

バイオマス量算定のためのアロメ

トリー算定ツール） 

▪ アロメトリーにより、胸高直径や樹高からバイ

オマスを推計する手法の妥当性を示すため

のツール。 

▪ 事前推計：すべてのアロメトリー法が利用可能。 

▪ 事後推計：①国家の森林インベントリまたは GHG インベントリに用いられている、②ホスト国の商業林業部門で 10 年以上用いられて

いる、③30 サンプル以上のデータからなり、R2 が 0.85 以上（高い相関）を示している、のいずれかを満たす必要がある。 

▪ 以上を満たさない場合は別途サンプリング調査をして胸高直径、樹高との相関を確立する。 

 オプション 1：伐採してバイオマスを直接計測 

 オプション 2：幹体積を測定し、デフォルト比重を乗じたバイオマスと、アロメトリーによる算定の相関を調べ、測定値と推計値に

対する対応のある t 検定の p 値が 0.20 未満か、平均差の信頼区間が 90%信頼度でゼロを含まないことが条件。 

18 Demonstrating 

appropriateness of volume 

equations for estimation of 

aboveground tree biomass 

in A/R CDM project 

activities（地上樹木の体積算

定の妥当性検証ツール） 

▪ 胸高直径からの地上樹木に関する volume 

table / volume equation を用いた体積

推計方法の妥当性を示すためのツール 

▪ ①国家の森林インベントリまたは GHG インベントリに用いられている、②ホスト国の商業林業部門で 10 年以上用いられている、③

30 サンプル以上のデータからなり、R2 が 0.85 以上（高い相関）を示している、のいずれかを満たす必要がある。 

▪ 以上を満たさない場合は下記により手法の妥当性を確立。 

 対象樹種ごとに、プロジェクト境界内の胸高直径/樹高のレンジを含む 10 以上のサンプル樹木を選択。胸高直径及び樹高から

得た樹幹体積の推定値と、直接計測値を比較する。測定値と推計値に対する対応のある t 検定の p 値が 0.20 未満か、平均

差の信頼区間が 90%信頼度でゼロを含まないことが条件。 

19 Demonstration of 

eligibility of lands for A/R 

CDM project activities（土

地の適格性立証ツール） 

▪ 植林・再植林プロジェクトに適格な土地の定

義を記載。 

▪ プロジェクト開始時点での土地が、森林を含んでいないこと（ホスト国の定義に沿った森林を下回る植生であるか、将来的にその閾値

に達しないこと、伐採等で一時的に植生が失われたか、森林に復帰する見込みがないこと）を立証する。 

▪ 1989 年 12 月 31 日時点において上記基準を満たしていたことを示す。 

 階層がある場合は階層別に示す（竹林はホスト国が森林として定義していれば森林）。 

▪ 上記については、航空/衛星写真、地図等の情報、許認可等のサーベイにより立証。それらがない場合はステークホルダーとの検討

（Participatory Rural Appraisal）。 
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